
ISSN 1349�0281

拓殖大学経営経理研究所

『経営経理研究』第100号発行を祝して 潜 道 文 子（ 1）

『経営経理研究』第100号発行記念

拓殖大学経営経理研究所 歴代所長による座談会 （ 5）

祝賀パーティー開催報告 （25）

北出亮先生への感謝の言葉 芦 田 誠（27）

ご挨拶 北 出 亮（31）

論 文

情報システムとデータ処理の変遷
IT/ICT利用の本質 松 岡 公 二（49）

経営学教育の課題に関する研究：
サスティナビリティおよび社会的責任
の視点を中心として 潜 道 文 子（83）

日本のエネルギー資源貿易政策（12）
WTI国際石油先物市場とCFTC規制の政策課題 武 上 幸之助（117）

競争ダイナミクス・アプローチによる
海外市場参入戦略に関する一考察
米国シネコン会社の日本市場進出を事例として 佐 藤 幸 志（135）

神奈川県の中小企業における
環境保全活動と組織マネジメント（2）
組織マネジメント要因の相互の
関係性（多対多の関係性）について 角 田 光 弘（165）

アメリカにおける監査基準の発展（下）
そのステートメント化プロセス 岡 嶋 慶（247）

情報システム設計・開発における
ビジネスモデル・ジェネレーション活用の一考察 安 積 淳（299）

公開講座

経営経理研究所主催「日本経済の将来を展望する」
TPPの及ぼすエネルギー貿易の今後 武 上 幸之助（329）

シェール革命が進むも石油価格の暴落は起こらない？ 角 和 昌 浩（333）

無縁社会の生き方を探る 北 出 亮（337）

拓殖大学経営経理研究・投稿規則／執筆要領 （343）

………………………

……………………………

……………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………

………………………………………………

……

……

…………………

………………………

……

……………………

…

………………………………………

……………………………………

第 100号
2014年3月

拓 殖 大 学

『経営経理研究』第100号発行記念号
北出 亮教授 退職記念号



前 号 目 次

論 文

活路開拓事業を利活用した

共同店舗に関する事例研究 今 村 哲（ 1）

神奈川県の中小企業における

環境保全活動と組織マネジメント（1）

環境保全活動への取り組みの

現状とその課題 角 田 光 弘（33）

アメリカにおける監査基準の発展（上）

そのステートメント化プロセス 岡 嶋 慶（79）

日本のエネルギー資源貿易政策（11）

次世代自動車普及による

石油市場構造変化と需要予測 武 上 幸之助（125）

研究ノート

企業内訓練校における「現場人材活用型能力開発」の

直接的・間接的効果と機能条件 島 内 高 太（147）

FusingStudentCreativitywithCurriculumDevelopment:

aPracticalProjectCourse

forBusinessMajors DavidPRUCHA（173）

講演抄録

Globalization&NewWorldOrderDemands

ManagementEducationReformstoMeet

21stCenturyBusinessNeedsWorldwide

andinSriLanka DharmadeSilva（203）

拓殖大学経営経理研究・投稿規則／執筆要領 （253）

…………………………

…………………………………

………………

…………………

…………………

…………………………………

…………………………………

……………………………



拓殖大学

経 営 経 理 研 究

第100号

拓殖大学経営経理研究所





拓殖大学経営経理研究所『経営経理研究』の第100号発行を心よりお祝

い申し上げます。また，本研究所の一員としてこの素晴らしい成果に立ち

合うことができたことは至極の喜びでございます。

創刊以来，今日までの，研究所の所長や運営委員・編集委員の皆様，所

員の方々や研究所を支える職員の方々の多大なるご努力・ご尽力に感謝申

し上げます。図らずも，この重要な節目に，経営経理研究所長の任を拝命

し，第100号発行記念号を発行することができますことを大変誇りに感じ

ております。

『経営経理研究』の創刊号が発行されたのは，昭和43（1968）年11月1

日であり，経営経理研究所（当時は，経理研究所）が創立されて10年を

記念した活動として始まったそうです。創刊号は，当時，研究所長であら

れた三代川正一先生の「創刊のことば」で始まっています。当時の研究所

の名称は「経理研究所」でしたが，三代川正一先生は，社会科学の学問領

域が広くなり，従来の「会計学」という用語のみでは表現することが難し

くなったことから，「経営」と「経理」に関する研究をしようということ

で，紀要の名称が『経営経理研究』になったと説明されています。このよ

うな状況を反映して，創刊号には，会計学，経営学，経済学，法律学とい

う，分野もバラエティに富んだ15本もの論文が掲載されています。『経営

経理研究』の創成期を担われた先生方の生き生きとした情熱を感じること

ができます。

また，創刊号には，中曾根康弘総長（当時）が「創刊を祝して」という
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タイトルで次のようなメッセージを寄せられています。「経理研究所が今

後，ますます巾広い，真摯な研究活動を通じて，広く社会に貢献し，企業

に役立つ人材を送り，さらに経営経理研究の先端を歩んで時代の要請にこ

たえる為一層努力して行かなければならないと思います」。現在，まさに

研究所に求められている先端性や時代の要請に呼応した活動の重要性を指

摘されていることに感銘を受けます。

今回，第100号発行記念として開催された歴代研究所長による座談会お

よび記念祝賀パーティ（共に後掲）では，経営経理研究所創設から今日に

至るまでの歴史をご存じの方々から貴重なお話をお聞きすることができ，

とくに，初期の頃の活気のある活動状況や所員の方々の親密な雰囲気など

も垣間見ることができました。また，皆さまの本研究所に対する期待の大

きさもひしひしと感じました。

このような期待に応えるべく，われわれは，これまでの研究，教育，そ

して，研究・教育を通じての社会貢献という経営経理研究所の活動の柱を，

今後，どのように発展させていくかを充分に考察し，実践していかなけれ

ばならないと感じております。なかでも紀要については，その内容は各大

学の研究水準を表す重要な刊行物といえる存在であると考えられます。

『経営経理研究』の「年3回の発行」は，小原 博先生が所長をされてい

た1999年当時，創立40周年記念事業として始められた3つの企画のひと

つとしてスタートし，今日まで継続されています。これは，研究者にとっ

ては，自己の研究成果を発表する機会をより多く得ているという意味で，

大きなアドバンテージとなっていると思われます。近年，研究者の間では，

国内外の学会誌への投稿を目指すケースが増加していますが，経営経理研

究所の所員は，このアドバンテージを活かし，まずは紀要への投稿をひと

つの目標とし，その成果を発展させて外部の学会活動などにもつなげ，さ

らに，レベルアップした研究成果を踏まえて新たなテーマで紀要へ投稿し

て頂くというようなサイクルをもって，研究者各自の研究レベルの向上に
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努めていくことが期待されていると考えます。

加えて，社会科学の分野でも近年，ますます研究の「グローバル化」，

および「学際化」が進んでいます。それと同時に，大学や大学院の評価が

グローバルなレベルで行なわれるようになり，論文の引用回数なども重要

な評価軸になっています。しかしながら，文系の分野では，日本の研究者

による発信力が弱いという評価もしばしばなされているのが現状です。他

方，日本の産業界をみると，技術力に比べてホワイトカラーのマネジメン

ト力不足を指摘する声が聞かれます。その意味では，経営・経理および貿

易分野を研究する所員の研究およびその発信は，日本の産業界の発展に貢

献できる可能性が大いに開かれているといえるでしょう。

そこで『経営経理研究』も，より大きな世界で評価され，日本産業界に，

そしてグローバルな社会に貢献できる研究を発信していく環境を整えてい

く努力が必要とされていると考えます。将来的には，『経営経理研究』の

英語版での発行も実現できる日が来ることを願っています。そのためには，

産業界や海外の研究者との交流も活発に行い，何が求められ，どのような

貢献ができるのかを常に身近に感じて研究を進めることが肝要であるとい

えるでしょう。

学際化については，経営経理研究所創立50周年の際に所長をされてい

た芦田 誠副学長が『経営経理研究』第88号（2010年3月）の「経営経

理研究所創立50周年を迎えて」において「異なる専門分野の教員による

共同研究の推進」に力点を置くことの重要性に言及され，実際，芦田所長

在任中は，この共同研究に力を入れておられました。また，所員側からの

共同研究実施の要望も多く，経営経理研究所として今後も，ますます重点

をおいて進めていくことが必要な領域であると考えられます。

最後になりましたが，この88号に掲載されている高橋敏夫学長（当時，

副学長）の論文「コンピュータと経理研究所」では，1970年代に官民一

体となって情報産業の育成と産業の情報化が推進された際に，本学にコン
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ピュータを導入する機関として経理研究所が選ばれ，昭和47（1972）年

に，当時，E館にあった経理研究所内に電子計算機室が設置されたことが

記されています。

このような事例は，まさに，時代の最先端の活動主体として研究所が存

在してきたことの重要な証といえるのではないかと考えます。これからの

経営経理研究所の活動も，拓殖大学の建学の精神にもある「積極進取の気

概」に基づき，時代の最先端の動きをキャッチし，社会に，そして拓殖大

学に貢献できる存在で有り続けたいと，所員の一人として考えております。

そのためにも，今後とも関係各位のご協力とご支援を切にお願い申し上げ

ますと共に，経営経理研究所および『経営経理研究』の益々の発展を祈念

して，第100号発行記念に寄せる言葉とさせていただきます。
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経営経理研究 第100号
2014年3月 pp.5�24

経理研究所時代の各種講座

今日，お集まりいただいた歴代所長の先生方からみて，研究所の活動

としてとくに印象に残っている点からまずはお伺いします。

伊藤：やはり，公認会計士と税理士，簿記の公開講座ですね。以前は，教

員数も少なかったため，学部だけでなく，短大の授業やこうした研

究所の講習会を夜間にも担当していましたから大変でした。

潜道：1959年に設立された経理研究所では当初から学生の受験教育が行
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経営経理研究所編集委員会

開 催 日 2013（平成25）年11月22日・12月6日 文京キャンパス

出 席 者 伊藤 善朗 商学部教授 第11代所長

第14代所長

小原 博 商学部教授 第12代所長

三代川正秀 商学部教授 第15代所長

芦田 誠 商学部教授 第16代所長

潜道 文子 商学部教授 第17代所長

記録・文責 内田 金生 商学部准教授（編集委員）

（1995年9月～1999年3月）

（2005年9月～2007年3月）

（1999年4月～2001年3月）

（2007年4月～2009年3月）

（2009年4月～2013年3月）

（2013年4月～在任中）
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われ，それらの講座は一般にも開放されて，1990年代まで続いて

いました。現在は，そうした講習会は開設されなくなっています。

伊藤：そうした講習会のうち，税理士受験講座というのは，もともとは大

学院生の税理士養成のためにつくられたものです。

かつては，修士の学位取得者は会計系や税法系の試験科目が免除

されていましたから，税理士試験を受けずに税理士資格を取得する

こともできました。それに対しては会計関係の実務家からの批判も

ありましたから，大学院で学んでいる税理士志望者には，経理研究

所の税法や簿記講座などで基礎的なことをしっかり教育していこう

ということで開設しました。大学院の学生を主体とした講座として

は成功したと思います。

潜道：手元に1983（昭和58）年度の講座の要項があるのですが，これに

よれば，公認会計士と税理士，日商簿記の受験講座には春期の短期

重点コース，秋期の基礎錬成コースがあり，講義の内容もきちんと

明記されています。学内の研究所の講座が，簿記・会計系の専門学

校と同じような役割を果たしていたようですね。

伊藤：景気がよかった頃は，税理士とか公認会計士の受験講座には会社の

資金などを使って一般の人も参加していました。しかし，キャンパ

スが文京と八王子に分かれてからは，学部の学生が次第に研究所の

講座を受講しなくなりました。八王子キャンパスにも講座を開設し

たのですが，これも上手くいかなかった。

小原：日商簿記検定講座のほうは，学部の簿記原理の授業で単位を取得で

きなかった学生に対して，経理研究所で再履修の講座を別枠で設置

しようということで始まりました。ですから，この講座を受講すれ

ば，学部の単位として認定されたのですが，正規の大学の授業料を

払っている学生からさらに研究所で受講料を徴収するのは問題では

ないかということで，その後中止になりました。
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私が所長であった頃も，学内的には簿記講座などは一応続いては

いましたが，その後，こうした経営経理研究所の講座は講演会形式

の公開講座になっていきます。

潜道：現在の会計教育センターというのは経営経理研究所とは関係ないの

ですか？

小原：会計教育センターは，2007（平成19）年に商学部の経営学科から

分かれて会計学科が設置された時に，資格取得などの点で学生をフォ

ローしなければいけないということで八王子キャンパスにつくられ

たものです。

伊藤：そうですね。形の上では研究所とは別の機関です。会計教育センター

を作った時も，言語文化研究所の外国語講座と同じように講習を行っ

た方がいいのではないか，という意見もありました。

今後，商・政経学部が文京キャンパスでの4年間一貫教育となっ

た時に，以前のような簿記などの講座を開設するとすれば，経営経

理研究所で開設するのがいいのか。今だと会計教育センターもあり
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ますから……。

芦田：文京での一貫教育が始まれば，1年から4年までの学生がいますか

ら，研究所を活用した教育もできると思いますし，会計教育センター

との連携というのもあっていいのではないですか。

三代川：商学部だけでなく，政経学部の学生にも，簿記や会計に興味を持っ

ている学生はいます。大学に入ってから，自分が学びたかったのは，

実は企業の経営のことだった，ということもあると思います。そう

いう点からも文京キャンパスに経営経理研究所があることの意義は

大きい。

奨学論文への取り組みと学部のゼミナール教育との連携

その他に研究所の教育活動として行っていたものはありますか？

伊藤：以前は泊りがけの夏期セミナーがありました。参加学生を募集して

各科目に分かれて合宿ゼミのような感じで行っていたのです。

小原：夏休みの合宿だったのですが，70～80人は参加していました。場

所は，大学がセミナーハウスとして持っていた赤城山荘や箱根のホ

テルなどで，だいたい2泊3日でした。

伊藤：私が一番印象に残ってるのは福島でのセミナーですかね。バスで行っ

たりして，意外と家庭的な感じでした。文京キャンパスには，2005

（平成17）年に廃止されるまで夜間の短期大学がありました。短大

にはゼミナールがなく，せっかく大学に入ったんだから，ゼミがど

のようなものであるかを経験したいというので，単位には関係なかっ

たのですが，短大の学生もずいぶん参加していました。

小原：研究所の教育活動としては，今も続いている奨学論文がありますが，

それも夏期セミナーと同じ頃から始めました。
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三代川：学生論文の募集というのは，最初は経理研究所だけがやっていた

んじゃないですか。それが広がってひとつに統合されたのが，今の

奨学論文の形です。

伊藤：そうですね，奨学論文も最初はそれぞれの研究所で個別に行なって

いました。

潜道：奨学論文は，現在でも他の研究所と比べて，経営経理研究所の応募

数が最も多く，2013（平成25）年度も30本以上の応募がありまし

た。学部でのゼミナールの研究活動と結びつけて，指導を行ってい

る熱心な先生方も多いですね。

芦田：経営経理研究所の奨学論文が商学部のゼミナール教育と連係し，ゼ

ミの1つの目標となって，論文の提出数が増えているのはとてもい

いことです。

三代川：奨学論文は以前は夏休み明けに募集し，学生が自発的に研究し投

稿していました。それが，提出の締め切りを11月くらいにまで遅

くしたことで，卒業論文の代りに作成できるようになり，ゼミナー
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ルの教員が奨学論文の指導に積極的になってくれました。そのこと

も投稿が増えた理由だと思います。

公開講座を通じての研究成果の社会還元

現在の研究所の公開講座はどのようにして始められたのですか？

伊藤：先に話に出てきた税理士や会計士講座は今はなくなりましたが，文

京区から何かやってくれないかという話もあって，コンピューター

の講座を開設し，これは今も続いています。

小原：簿記講座もこのままではどうしようもないということになり，経営

経理研究所創立40周年の企画として講演会形式の公開講座を立ち

上げました。当時は，そうした形式での講座を公開していたのは海

外事情研究所だけだったので，文京区民に貢献すべきだという意味

で，経営経理研究所も日本企業の進むべき道を考えるというテーマ
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で講演会を始めたのです。

そうしたら，翌年からは他の研究所でも一斉に公開講座をやり始

めて……。要するに，各研究所が講演会での公開講座を行うように

なり，それが今のオープンカレッジになっていったのです。

潜道：現在の公開講座は，所員の研究成果を発表してほしいということで，

学外から講師を招くことにも制約があり，講師の決定が難しいです。

小原：ただ，そうした制約は公開講座を始めた当初からあり，学内の先生

と学外の講師でペアを組んで講演してもらいました。その後も，外

部からの講師の招聘のあり方については，運営委員会でも議論になっ

たことがあります。

潜道：地域の人たちに向けた情報発信が公開講座の主旨だとすれば，研究

所が果たすべき役割のひとつは，こうした講演会活動を通じて，学

内での研究成果を社会に還元していくということになりますね。
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紀要を通じての学内研究活動

経営経理研究所で刊行している紀要について，さらにお伺いします。

潜道：今回で第100号となる紀要『経営経理研究』は，研究所が設立され

て10年になろうとする1968（昭和43）年から発行されています。

三代川：最初の頃は，研究所独自の紀要ができたばかりだから投稿数も多

かったのですが，それからあとは論文がなかなか集まらず，大変だっ

たんです。コンスタントに年3回になったのはつい最近のことでは

ないですか。

小原：それまでは年2回発行だったのを，私が所長を務めていた研究所の

創立40周年のときに，年3回に増やしました。

潜道：今日，お集まりの先生方には，これまで紀要に数多くの論文を執筆

していただいてきました。教員が研究する上では学内外の交流も大

切になってきますから，先ほどの講演会だけでなく，紀要論文の執

筆でも，学外の研究者にも加わってもらうなど，紀要のあり方は考

えていく必要があります。

伊藤：紀要の創刊号は外部の人たちにも書いてもらってるんです。それが

次第に学内の教員の論文が中心になっていきました。もし発行主体

が学内の学会組織になっているのならば，学会論文集みたいなもの

になりますから，今後そういう形にするというのも1つの方法とし

ては考えられます。

小原：やはり学内の教員の研究成果として紀要を発行しているのに，学外

の人に書いてもらうことには，大学としては問題があるということ

の指摘もあり，門をせばめています。

芦田：私が所長の時には，1度だけ2本の投稿論文が査読の結果，掲載不
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可になり，発行に奔走したこともありましたね。

潜道：現在も年3回の刊行の最後となる12月末締め切りの論文には，応

募する教員が多いのですが，1回目の6月末締め切りではなかなか

原稿が集まらない状況にあります。他の研究所は年1回ですが，経

営経理研究所の紀要は3回ですから，論文の締め切りの時期を変え

るなど，何か工夫しなければならないかもしれません。

伊藤：原稿が集まらないことについては，会うたびにごとに教員に論文執

筆を依頼するしかないですね。今，原稿が集まらなくて定期的に年

3回の刊行が無理なら，2回にしてもいいと思います。経費の点で

印刷も大変でしょうから，今の時代であれば，WEB上で公開する

というのも考えられます。

潜道：他の大学では，ワーキングペーパーを出しているところもあります。

それらは研究業績としては認められなくても，論文として発表する

前の段階で広くご意見を頂いて，きちんとした論文に仕上げていこ

うというような意図があると思われます。
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研究所の紀要もレフリー制をとっていますが，完成した論文を発

表するのであれば，学会誌で出したいという教員もいるでしょうか

ら，紀要で投稿論文を集めるのは苦しい状態になっています。

伊藤：紀要に論文として掲載するものと，ちょっと投稿規定に合わないよ

うなワーキングペーパー的なものとに分けてWEB上で公開してい

く。それならば，不定期で構わないし，それを加筆・修正して完成

させ，定期刊行の紀要に掲載していけばよいわけです。論文や研究

ノートの投稿規定はこれまでも見直してきましたが，あまり厳しく

しすぎても問題があります。ただし，紀要論文については，学内の

月例研究会で発表したものは論文にして掲載していくということに

なってるんですが……。

研究所の月例研究会と共同研究

研究所の月例研究会についてはどのようにお考えですか？

潜道：紀要との関係では，月例研究会で発表された方には今も必ず論文で

の執筆をお願いしているのですが，論文にすることを前提とすると，

報告自体が専門的になりすぎて，研究会の参加者が少なくなってし

まいます。

小原：今の委員の皆さんと同じように，やはり月例研究会の運営には苦労

しました。毎月第二金曜日に開催を固定していましたが，なかなか

参加者が集まらないというのが問題になっていました。

伊藤：そうした研究会というのは，もともとは勉強会だったものです。そ

れを1980年代後半から定期的に開催する形式にしていきました。

最初の頃は，会計中心で専門分野も限られていましたから，全員が

研究会に参加し，まとまって行動することにも特に抵抗はありませ
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んでした。

しかし，次第に研究分野が広くなっていくと，研究会の報告内容

への関心の有無もはっきりしてしまう……。本当はそれではいけな

いのでしょうが，それで参加者も少なくなってきたようです。

小原：経理研究所がつくられたことで，われわれ教員が自由に語り合える

場所が確保され，そして1970年代には研究会もできて，みんな集

まって何かやろうという雰囲気がありました。学会も皆で一緒に出

たりしましたから，良いか悪いかはともかくとして，かなり家庭的

であったのは確かです。

芦田：研究会には教員が当たり前のように参加していましたし，そのなか

で共同研究に取り組もうという動きも自然とできました。研究所全

体で取り組んだ共同研究には，「企業の社会的責任」，「情報とコミュ

ニケーション」，「グローバル時代の企業経営」などがあり，先ほど

の簿記講座を含めて，研究所そのものに活気と存在感がありました

ね。

伊藤：その頃の研究所は，海外事情研究所と経理研究所の他に，語学研究

所（現・言語文化研究所）でした。私も海外事情研究所での共同研

究に参加しましたから，研究所間の交流もありましたよ。

潜道：実は，今日も月例研究会を開催したのですが，参加者は10名程度

でした。つながりがあるのか，経営情報系の報告の場合には，それ

でも人が集まる感じですね。

伊藤：最初の頃は，月例研究会の報告者の割り当てもありませんでした。

事前に年間の担当者をきちんと決めて報告を義務づけるようになっ

たのは，自発的に研究会で報告する人も少なくなったということな

のでしょう。

潜道：現在の月例研究会では，学会で発表したようなものをもう一回研究

所で報告するというケースは多いのかもしれません。本当は逆で，
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学会報告の前に発表して，意見をもらって完成させるというやり方

がいいと思います。

教員同士の交流の場としての研究所

経営経理研究所の活動を通じての教員同士の関係については，いかが

ですか？

潜道：現在の教員は，授業をする教室と出席する委員会の会議室との往復

で，その間に研究室にちょっと立ち寄って書類などを作って帰るだ

けですから，自然と教員同士の交流も少なくなっています。研究所

も教員にとっては縁遠い存在で，自分が所属している研究所という

感じがしないのかもしれません。研究所の事務所や所長室の場所も

国際教育会館があるF館で，離れていますし……。

伊藤：研究所を通じての教員同士のつながりというのは今はほとんどない

でしょう。教員が昔のようにまとまって行動していくことには，抵

抗が強いのではないでしょうか。普段は，学内で顔を合わせるとこ

ろもありませんが，以前ならば，教室や研究室に近いE館に研究

所があり，1フロアを占めてましたからね。

そこへ行けばお茶があり，図書室や勉強する場所もあり，外部の

講師ともつながりがあったから，教員はよくそこに通っていました

よ。

潜道：E館に経理研究所があった頃には，電子計算機室が2階にあり，学

生たちも実習のために利用していたと伺っています。商学部の1・

2年生のキャンパスが八王子に移る1977（昭和52）年までは，研

究所も学生のコンピュータ教育を担っていたのですね。

芦田：E館で開いていた月例研究会には，以前は参加者がもっと多かった
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し，そのあとには懇親会に場所を移して，飲んだりしながらでも，

議論を続けていました。

伊藤：たしか花見をしたこともありました。そこへ行けば誰かしらがいる

という集まる場所が近くにあれば，つながりが生まれて，研究所や

その活動に人が集まるようになるんじゃないですかね。

潜道：そういう場があると違うかもしれないですね。若い先生方や商学と

は専門分野が違う先生の場合には，経営経理研究所を自分の研究拠

点として考えてないでしょうし……。実は，多様なメンバーで構成

されるコミュニティの存在は研究者の世界でも重要だと言われてい

ます。

研究所を通じての教員の研究活動支援のあり方

研究所の研究助成のあり方は，どうあるべきだとお考えですか？

潜道：論文という形での研究成果が翌年までに義務づけられていますから，

助成金の応募も少なくなっているという意見もきかれます。

伊藤：支援のあり方が研究の実態に合わなくなってきているかもしれませ

んね。結局は，実態調査とか実証研究をどのように考えているのか

ということですし，研究しやすくできなければ，いくら助成しても

意味はなくなります。時代とともに研究のあり方も変わっていくわ

けですから，所長会議などで研究支援の面で何が重要なのかを話し

合ってもいいと思いますよ。

三代川：今の研究所で何ができるのかを考えると，先ほどの話のように教

育と社会啓発という方向はあってしかるべきですし，研究に関わる

ことでいえば，研究助成のあり方だけでなく，さらには図書や雑誌，

資料などの収集・管理・保存といった図書室の運営も課題があると
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思います。

教員の研究活動を支える条件

研究所の図書館や資料は，どうあるべきなのでしょうか？

三代川：図書や雑誌，各種報告書などの資料の廃棄をともなう研究所の書

庫の縮小という観点から言うと，私たちが研究に使った文献や文書

などは，研究成果とともに大切に保存すべきです。今は不要に思え

るかもしれないが，100年後にその価値が見直され，貴重な資料と

なるかもしれない。

そうしたことをないがしろにしてしまう大学としての姿勢には問

題がありますし，教員・研究者の側もこうした問題に無関心であれ

ば，自ら学問や研究を大切にしてこなかったことになります。

芦田：研究所図書館の書庫には，今でも貴重な資料が数多く所蔵されてい

ます。

三代川：そうした図書室に常駐スタッフがいない。私が所長の時には，大

学院の博士課程の学生を雇って，いつ誰が来てもよいようにしてみ

ましたが，それも長続きしませんでした。簿記教育を経営経理研究

所が行っていたときは，その窓口に専従のスタッフを置いていたん

です。

潜道：所蔵する資料や記録類を保存・管理する専門的な司書やアーキビス

トというのは，大学が研究・教育機関である以上，貴重な存在です

ね。外部の業者にこうした業務を委託すると，大学の伝統や文化を

引き継いでいくというのには無理があります。

三代川：資料などの購入の段階だけでなく，この後の保存・管理・利用の

段階では正規の専門スタッフがいないと……。図書については，や
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はり司書の地位を高めていかなければならないし，先ほども申した

とおり，大学が学問を大切にしていないということが，そういうと

ころにもあらわれると思います。

伊藤：図書の選定に関しては，今は本はそんなに揃えなくていいからね。

以前は本が主体でした。

三代川：大学院の博士課程ができるときには設置に必要な図書が足りない

ということで，当時のわれわれ若い教員が神田の古本街に出て，必

要なものを買い集め，研究所の書庫に入れたりもしました。

伊藤：ただ雑誌に関しては，現物をやめてもいい。それこそWEB上で見

られる訳だからそういう契約をすれば，誰でも研究室から見ること

ができます。

潜道：図書を買う予算については，もう少し活用の仕方があってもいいか

もしれないですね。

たとえば，学生の指導に熱心な先生の場合には，自分ではなく学

生の研究用に，ご自身の研究費で相当な量の文献や資料を研究室で

揃えていることもあり，同じものがいくつもの研究室で重複してい

ます。そうした基本的な文献については，大学図書館だけでなく研

究所でも購入し，みんなで使えるようにして，それぞれの先生が個々

人として行っていることを肩代わりして支援する。教員の研究はも

ちろんのこと，学生の教育のためにも，閲覧室や書庫を十分に確保

し，研究所の付属図書館として利用しやすくするというのは重要な

ことです。

三代川：そうした図書の研究支援は，かつては500～600万円ぐらいはあっ

たのですが，これからもそうした予算を確保していくとともに，そ

の目的を教員のためだけに限定しなくてもいいのでないかと思いま

す。
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経営経理研究所を通じての研究と教育の活性化

まだいろいろお話を伺いたいのですが，最後に今後の研究所のあり方

についてご意見をお聞かせください。

芦田：やはり研究所を通じての研究と教育の活性化がポイントでしょうね。

とくに，2015（平成27）年度からの文京一貫教育を機に，その中

でも教育の部分をどのようにするのかだと思っています。活気に満

ちあふれていたキャンパス分離前の経営経理研究所の姿を取り戻す

ためには，かつてのような簿記教育の復活ということも視野にいれ

なければならないかもしれません。

潜道：今日の座談会でお伺いしてきた話からは，学部に対応した学内の最

初の研究所である経営経理研究所が，商学部の研究拠点にもなって

いたことがわかりました。また，簿記教育や合宿セミナーのように，

学部の学生も対象に研究所が活動していたというのがすこし驚きで

した。

研究所は，教員だけでなく学生から見ても近い存在だったのです

ね。月例研究会の興味深い報告であっても，参加者が少ないのであ

れば，学部の学生で意識の高い学生には参加してもらって，さらに

大学院に進学して，研究してみようという気になってもらえたらい

いと思います。

伊藤：研究会は，大学院生だけでなく，一応は学部の学生も参加できるこ

とになってるんですけどね。講演会のような形にして学部の学生に

今の各研究分野でこういうことが話題になっていることを紹介し，

教員だけでなく，学生をも上手く取り込むようなイベントがあって

もいいような感じがします。
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三代川：研究と教育を目的とする大学の研究所の研究会に，学部の学生が

オブザーバーとして参加することに問題があるとは思いません。

潜道：学生に対する教育を通じて，各方面に人材を輩出し，1970年代に

は，会計実務に精通した本学卒業生を結集した「会計人会」（1969

年設立・機関誌『会計人』）とも連携して，研究所は学内の教員・

学生，学外の卒業生，研究者，実務家などのネットワークを広げる

役割を果たしていました。

小原：その点で言えば，研究所という場がまさに「サロン」のようでした。

知的サロンとしての研究所の多様な役割

潜道：今日の座談会の成果は，小原先生がおっしゃった「サロン」という

ことで言い現されている気がします。以前はみんなが集まる場があっ

て，いろいろな分野の先生が意見を出し，議論しあって，新しいも

のが生まれてくる。研究所がそうした知的な「サロン」として機能

しているのであれば，教員だけでなく，学部の学生に解放してもよ

いわけですし，さらに学外に対しても広がりをもてるようになれる。

研究所の運営委員会でも，紀要の執筆や月例研究会の報告に学外

の研究者たちにも加わってもらい，こういう分野の研究もあるのか

と関心をもってもらったり，研究交流ができるようにすべきではな

いか，という意見もあります。

三代川：経営経理研究所が月1回研究会を開いて，あとは年3回紀要を出

せればよいという研究所になってしまえば意味がない。公開講座に

しても，大学から言われて，仕方ないから経営経理研究所でも講演

会を出しますよ，というのであれば，研究所自前の講座とはやはり

言えない。

芦田：その意味でも，経営経理研究所が自分たちの研究所であるという教
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員の本気が問われていると思います。紀要の創刊100号と文京一貫

教育をきっかけに，経営経理研究所も新しく生まれ変わっていかな

ければなりません。

伊藤：商学部の学生が1つのキャンパスに戻ってきますからね。教員のた

めだけの研究所ではなくて，学部の学生と研究所がどのようなつな

がりを持つかです。学生に対しては，奨学論文はやってますけど，

それ以外ないですからね。何かほかにもあってもいいかなと思いま

す。

三代川：芦田先生がおっしゃられた通り，文京一貫教育になったときに，

かつての講座をそのまま復活させなくても，教育面でなんらかの形

で学生のケアをする仕組みを確立していなければならない。そのた

めには，今，この時点でそうしたプロジェクトが立ち上がっていな

いとできないでしょう。

そして，それを実行していくときには，もう一つ重要なことがあ

ります。それは教育自体を他人任せにしないことです。われわれ教

員がそうした講座や教育を担当しなければ，学生の身になって，教

えることにはならない。

潜道：教育ということで言えば，グローバル人材の育成というのが今は一

人歩きして，どこの大学でも掲げていますから，その点でも伝統あ

る拓殖大学の研究所としてどのように関わっていくのかを考えなけ

ればなりません。

中国などでは，大学が国際化していくためには，まずは教員自身

の国際化が必要とされ，海外での学位取得や留学を積極的に進めて

いますから，研究所を通じての研究者の国際交流を進めていくこと

も大切でしょう。

伊藤：たとえば，英語で書いた論文などをWEBに載せれば，外国からの

問い合わせなどもきます。拓殖大学は国際大学ですから，それによっ
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て海外の研究者ともつながりを持てるのであれば，悪くはないはず

です。経営経理研究所だけでも構いませんが，他の研究所との共同

でそうした国際交流を行うことも考えられるのではないですか。

芦田：研究者を取り巻く状況だけでなく，時代そのものも変わってきてい

ますから，大学が担うべき教育の質については，成果の「見える化」

という点からも議論しなければならないでしょう。以前と同じでは

なく，新しいタイプの研究所の教育というのを考えていく必要があ

るのではないですかね。

三代川：拓殖大学にはほかにも研究所はありますが，経営経理研究所の場

合は，学部に直結した研究所です。研究機関として，また成果の社

会への還元という部分で研究所が果たすべき役割はこれからも大き

くは変わらない。経営経理研究所がなくしてしまったのは，教育の

部分ですから，その点に戻って考えてみることだと思いますよ。

潜道：変わりつつある日本の社会や時代にあって，伝統ある商学部ととも

に発展してきた研究所だからこそできる研究と教育は何であるのか？

新しいタイプの教育のあり方を議論する場としての研究所は何をす

べきか？ これらの課題を真剣に考えていくプロジェクトを立ち上

げることも必要かもしれませんね。そうすることで，これからの拓

殖大学の教育のあり方も見えてくるかもしない。

今日，ご提案いただいたこれからの研究所のあり方については，

所員懇話会をさっそく開いて議論してみないと……。

三代川：ただ所員の意見を聞くだけでなく，研究所の活動にリーダーシッ

プをとる人がいなければなりません。そのためにも現所長の潜道先

生が先頭に立ってプロジェクトを進めていかないと，まとまらない

でしょうし，その方が早いような気がします。

芦田：経営経理研究所が開設されて半世紀を過ぎ，草創期には苦しい時代

もあったと思うのですが，その頃に若手の教員として大変苦労され
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てきた伊藤先生や三代川先生，小原先生の当時のお話，そして，現

在の研究所をどのように思われ，将来を期待されているのかを，今

回の座談会では伺うことができました。それらを今後の研究所の活

動に活かして経営経理研究所をさらに発展させていくことを願って

います。

潜道：今回，前所長の芦田先生からのご提案で，歴代所長の貴重なお話を

伺う機会をつくっていただき，このような有意義な座談会を開くこ

とができて，今日はほんとうによかったと思います。

お忙しい中，先生方にはお集まりいただき，ありがとうございま

した。
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※歴代所長の座談会は2回に分けて行ない，それを編集委員の内田が構成したも

のである。構成の際には，『経営経理研究』第88号（2010．3，研究所設立50

周年記念号）に寄せられた研究所関係者の方々の回想・回顧記事も参照した。



経営経理研究 第100号
2014年3月 pp.25�26

拓殖大学経営経理研究所発行の『経営経理研究』は，昭和43（1968）

年に創刊号が発行されてから平成26（2014）年3月発行の紀要で第100

号となります。この第100号発行を記念し，また，経営経理研究所の今後

益々の発展を祝して，2014年2月27日（木）17時より文京キャンパスB

館地下1階食堂にて「『経営経理研究』第100号発行記念祝賀パーティー」

が開催されました。

本記念祝賀パーティーは，福田勝幸理事長，渡辺利夫総長，高橋敏夫学

長，小倉克彦常務理事，小野瀬健二事務局長，荒川正彦学務部長をゲスト

としてお招きし，参加者の研究所員28名と共に，これまでの『経営経理

研究』の歴史や研究所の活動などを振り返り，研究所における今後の活動

について語る大変よい機会となりました。

パーティーは，武上幸之助商学部教授の司会・進行で始まり，はじめに，

潜道文子研究所長・商学部教授より感謝の言葉があり，続いて理事長およ

び総長より祝辞をいただきました。半世紀以上経った研究所の偉大さと存

在の意義についてお話ししていただきました。常務理事からは研究所の思

い出と楽しいエピソードを，そして，元研究所長の小原博商学部教授から

は，研究所の活動も初期の頃は簿記等の夜間講座を開講しており，そのと

き学部学生の指導をされていた当時の思い出を語っていただきました。さ

らに，学長は，研究所と共に歩んでこられた今日までの人生を語ってくだ

さいました。最後に，参加者で記念写真の撮影を行い，和やかな雰囲気の
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拓殖大学経営経理研究所

『経営経理研究』第100号発行記念

祝賀パーティー開催報告



うちパーティーは終了しました。

最後に，「『経営経理研究』第100号発行記念祝賀パーティー」開催に

際し，拓殖大学にご理解とご協力をいただき，あらためて感謝申し上げま

す。そして，今後とも経営経理研究所の活動へのご支援をどうぞよろしく

お願い申し上げます。

文責：金山茂雄（経営経理研究所運営委員）
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祝賀パーティー終了後の記念撮影

参加者：芦田 誠，安積 淳，池田真志，石毛昭範，今村 哲，内田金生，岡島 慶，

岡本治雄，角田光弘，梶井憲俊，金山茂雄，北出 亮，小林政尚，小林幹雄，

小原 博，佐藤幸志，島内高太，鈴木昭一，潜道文子，武上幸之助，田嶋規雄，

デイビッドプルーカ，中村竜也，西尾篤人，松岡公二，宮地朋果，森 園子，

山村延郎（五十音順）

福田理事長の祝辞



北出亮先生は，拓殖大学に専任講師として1990年4月1日より奉職さ

れ24年間勤務されましたが，非常勤講師時代（1977年～）を含めると，

実に37年の長きにわたって本学にかかわってこられました。

北出先生が専任教員になられ，最初に取り組まれたのが当時では珍しかっ

たCALL（Computer-AssistedLanguageLearning）の実験授業であっ

た。CALLとは，周知のように英語や第2外国語など語学をコンピュー

タで学ぶ授業であり，今でこそ多くの大学に導入されているが，1990年

代初期の拓殖大学ではコンピュータ自体の導入台数が少なく，また受講生

のコンピュータ・リテラシーも不十分であったため，手探りの状態で始まっ

た。

当時の記録（拓殖大学語学研究所「コンピュータ利用による語学教育シ

ステムの構築に関する研究」，1996年）を辿ると，コンピュータは2人で

一台を使用し，受講生はコンピュータの操作やソフトの使用方法が分から

ないので，コンピュータの起動・終了の方法，マウスの使用方法等基本操

作の学習から始め，その後徐々に本題の英語のBeginner,Intermediate,

Advancedの授業に入っていったという。コンピュータがほとんど普及

していない時代，英語の学習にコンピュータを利用する取り組みは人材，

資金，運営面で困難を極めたが，地道な実験授業を積み重ねる一方，定期

的に学習効果を検証し，1996年本学で初めて語学CALL教室が導入され

るに至った。現在，八王子（6教室217台）と文京（3教室127台）両キャ

ンパスで存在感を誇るCALL教室であるが，その礎を築かれたお一人が
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北出亮先生への感謝の言葉

副学長・商学部教授 芦田 誠



北出先生であることは意外と知られていない。

新しいものを切り開くという意味では，「異文化コミュニケーション論」

と「ビジネスコミュニケーション論」の本学における導入も評価に値する。

グローバルゼーションが話題に上り始めた1990年代半ば，「グローバル時

代を担っていくためには，語学力だけでなく異文化を理解し，その上でビ

ジネスの意思疎通を図っていかなければならない」とするのが先生の持論

で，他大学に先駆けて本学に両科目の設置を強く主張された。1995年そ

のコア科目として本学に導入された同科目は，グローバリゼーションの進

展に伴い，次第に内容的に注目を集めると同時に双方向授業，いまで言う

アクティブ・ラーニングを先取りした授業展開で，日本人学生だけでなく

留学生の多くが履修する国際ビジネス学科の看板科目の一つとなっていっ

た。学生の主体的な取り組みを重視する先生の授業方法はゼミナールにも

引き継がれ，毎年「社会人基礎力育成会議」や「学生チャレンジ企画」で

大活躍する北出ゼミナールの行動力の源泉となっていたことも併せて強調

しておきたい。

ミレミアム（2000年）以後の先生の活動では，商学部の広報活動にお

けるイノベーションが印象に残っている。2003年当時「大学ガイド」は

専門業者が作成しており，十分な商学部の広報，学部紹介が行われていな

かった。そこで，教員でプロジェクトチームを作り，学部独自のガイドを

作成されたのが北出先生であった。以後大学ガイドは毎年作成され，学科

ガイドや大学院研究科ガイドも作成されるようになり，現在まで続いてい

る。大学の広報戦略に一石を投じたのが北出先生であったといえよう。

先生のご専門は，「コミュニケーション論」。北出先生は，コミュニケー

ションを研究の基軸に置いた理由について，1972年アメリカ・ダラス大

学経営大学院時代，「貿易やビジネスでは国によって考え方や行動が異な

るため，日本人的な以心伝心ではなく互いに伝え合うコミュニケーション

が重要である」と感じたためと語っておられる。北出先生は，その後1971
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年に設立された日本コミュニケーション学会（会員数約600名）の第11

代会長（2000年～2003年）を務め，また2009年から現在は日本ビジネス

コミュニケーション学会の理事長の要職を担っておられる。老いては子に

したがえではないが，加齢とともに学会活動から遠ざかっていくのが研究

者の世の常であるが，北出先生は全く逆で，ますます研究と学会活動に傾

倒されている。先生のこうした研究活動に対するスタンスは，私たち後に

続くものの模範となるものであり，ご退職後も健康に留意され，いまの研

究姿勢を持ち続けてほしいと願っています。

北出先生は，CALL教室の開設や国際ビジネス学科のカリキュラム改

革，商学部の広報活動の普及等に尽力されただけでなく，コミュニケーショ

ンに関する教育の充実と研究レベルを高められ，大学の発展に貢献された。

経営経理研究所員一同，多大な功績を残された北出亮先生に対して心から

謝意を表明するとともに，先生の今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。

個人的には北出先生と通勤経路が途中まで同一ということで，会議終了

後たびたびご一緒し，電車の中で貴重なアドバイスを伺った。この点では，

私にとって北出先生は教員の先達としてだけでなく，人生の恩師の一人で

もあった。最後にこの点のお礼も申し上げ，先生への「感謝の言葉」とさ

せて頂きます。本当に有難うございました。

（2014年2月17日記）
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�退職のご挨拶〉

拓殖大学『経営経理研究』創刊100号発行をお喜び申し上げます。また，

歴史有るこの紀要を私の退職記念号として発行して頂けることに大変光栄

と存じております。経営経理研究所に心から御礼申し上げる次第です。

さて，私は本学には37年の長きにわたりお世話になりました。振り返

れば1977年に八王子キャンパスができた時，非常勤講師として採用され

たのがスタートで，その後専任教員として雇用され，今年度無事，退職を

迎えることになりました。この度，ご挨拶の機会を頂きましたので，拓殖

大学とのご縁や思い出に残る出来事を述べさせて頂きます。

拓大の非常勤講師として採用された後，八王子キャンパスでは，週2回

英語8コマを担当し，政経学部の友部隆教先生の研究室の片隅にイスを頂

き，そこから教室に行きました。授業以外は，人や言語・文化・組織を扱

う「コミュニケーション学」を研究する日本コミュニケーション学会に入

会し，事務局の手伝いをする傍ら研究や発表を続けていました。

「コミュニケーション学」研究のきっかけですが，留学先のダラスにい

る時，日米貿易摩擦による厳しい日本批判が深刻化し，その解消に尽力さ

れている牛場信彦駐米大使にお目にかかりました。私はその頃，司馬遼太
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郎の幕末や明治時代の本を読んでおり，牛場大使の国家を背にして働く使

命感に強い感動を覚え，将来何か日本のためにお役に立ちたいと思いまし

た。直感的にコミュニケーション学のような分野が国際摩擦や紛争に役立

つのではないかと感じていました。またダラス大学院では主に米国式ビジ

ネスを学んでいましたが，ビジネスの方法は文化や民族，国によって異な

るので，異文化ビジネスや異文化コミュニケーションの重要性を感じてい

ました。コミュニケーション学はアメリカでは学ぶ機会が無かったため，

帰国後は学会での研究だけでなく，日本におけるコミュニケーション学の

先駆者で第一人者の国際基督教大学教授斉藤美津子先生に指導を仰ぎ，様々

なことを学んでおりました。

学会や斉藤先生のもとで2,3年研究を続けていると，幸い通産省の国

際コミュニケーション研究会からお声がかかり，当時国家的な問題として

再燃した日米貿易摩擦解消の研究に最年少の委員として参加させて頂きま

した。研究の結果，日本人の発信能力の欠如と国際的なコミュニケーショ

ンルールの認識不足が国際摩擦の大きな要因になっていることが分かりま

した。解決策として英語による発信能力の養成とともに，論理力，説得力，

発表力，国際マナーなどの教育や訓練などの必要性を報告書の中で提言さ

せて頂きました。また提言だけでは実現しないので，自分で指導法の開発

を試みました。悪戦苦闘しましたが，約7年の歳月をかけて300ページを

超える対話力と発表力を中心とする全く新しい指導法「英語のコミュニケー

ション活動」を大修館書店から上梓できました。この後，教科書大手の三

省堂からの依頼があり，この本をベースに高校英語の検定教科書

SELECTOralCommunicationを出したところ，大きな評価を頂き，ほ

ぼ同じ内容で20年以上全国の高校で広く使われています。これまで約

200万人の高校生がこの教科書を使用し奥付に拓殖大学名がありますので，

少しはPRにお役に立てたかと思っています。

拓大ではこの「英語のコミュニケーション活動」を評価していただき商
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学部専任講師に採用して頂きました。私は横浜生まれで，海寄りのにぎや

かな商業地に住んでいたので，次は山寄りの自然が多く静かな八王子のよ

うな所に住みたいと思っていました。それで4,5年してから八王子キャ

ンパスの近くに引っ越しましたので，専任採用は大変有り難く幸運でした。

専任になってしばらくしてからお世話になった友部先生より，コンピュー

タ支援による英語教室（CALL）を作って欲しいとの要請がありました。

私は以前から簡単な教育ソフトを作り学会で発表していましたので有る程

度のことは分かりますが，CALL教室を作るとなると難しいので思案を

しておりました。

しばらくすると今度は商学部長の嶋和重先生と貿易学科の全教授達に呼

ばれ，嶋学部長から，貿易学科の中に国際的なコミュニケーションコース

を作って欲しいと要請がありました。突然のことで驚きましたが，専門の

分野なのでその場でお引き受けしました。

専任講師になったばかりでほぼ同時に二つの大きな仕事がきましたので，

重圧がありましたが非力ながら全力で仕事をさせて頂きました。

コミュニケーション・コースは時代を先取りした科目と担当教員を集め

ることが重要だと考えました。そこで，異文化コミュニケーション論，国

際コミュニケーション論，国際ビジネスコミュニケーション論，国際交渉

論など最先端の科目を配置しました。担当教員も必要になり，学会にでか

けて人捜しをしました。偶然，名古屋で開催されたコミュニケーション関

係の学会で長尾素子先生と出会い科目の担当をお願いしました。

準備から2年くらいでコースができ，さらに数年してコースも軌道にの

り，学生のアンケート調査では商学部の中でも非常に高い評価が出てきま

した。そのころから中国や国内の他大学の留学生から本学の大学院商学研

究科でコミュニケーション学を学びたいとの問い合わせがかなりでてきた

ので，大学院関係者にお願いして修士課程に「国際ビジネスコミュニケー

ション特論」を配置させて頂きました。幸い毎年履修者もかなりおり，来
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年度からは博士過程にも道が開けてきましたので，将来は博士号を目指す

人が出てくることを期待しております。

CALL教室設置は，平成4～5年当時1台100万円もするので，教室に

50台そろえると5,000万円かかると言われていました。財力のある中堅や

有力私立大学は学生獲得の目玉として，既にCALL教室の設置競争を始

めていました。本格的なCALL教室となると自分のレベルではとても手

に負えないので学内教員の有志とプロジェクトを作り研究することになり

ました。同時にコンピュータがご専門の後藤玉夫先生，高橋敏夫先生に指

導を仰ぐことにしました。その後5年の月日をかけ，値段の張るコンピュー

タ購入は最小限に留め，あちこちで使用中のコンピュータ30台をよせ集

めてA館3階にCALL教室がなんとかできた時は感慨無量でした。

2000年頃になるとコミュニケーションコースが軌道にのり，CALL教

室からも手が離れましたが，商学部内ではしばらくして自己点検評価委員

を手始めに，昭四会，PR委員会，オープンキャンパス準備委員会などの

担当や責任者を仰せつかりました。

一方学外では，非常勤時代に入会していた様々な学会からそろそろ仕事

をするよう要請がありました。講師・助教授時代は学内業務中心で学会活

動は殆どしませんでしたが，「コミュニケーション」が日本社会で認知さ

れ，様々な関連学会ができてきましたので積極的に国内外で学会や研究活

動することにしました。

拓大の非常勤時代の1980年に入会し，その後事務局長を5年ほど担当

した日本コミュニケーション学会では2000年に会長に選ばれました。

翌年アメリカ側の研究者から共同で日米コミュニケーション学会を作ろ

うという提案がありました。それで2002年に米国ニューオーリンズで旗

揚げしました。私は設立総会で図らずも初代会長に選ばれました。二つの

会長のまま2003年6月に八王子キャンパスで日本コミュニケーション学

会の全国大会を開催することになりました。中国の発展ぶりからこれから
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は極東アジアの時代と考え，アメリカ，アジア，日本のトップクラスの研

究者を集め，「アジアと日本」を大会テーマとして日本と中国・韓国・北

朝鮮とのコミュニケーションを討議する国際大会として準備しました。

中国の清華大学から崔国保教授他多数の学者が参加し，韓国から

Chong-HyunkCho韓国コミュニケーション学会会長，米国からジョン・

コンドン教授，本学は呉善花教授，早稲田から天児慧教授，重村智計教授

などの研究者にご参加頂きました。大会は2日間で60以上の発表を準備

し，国内外から500人ほどの参加者があり，お陰様で成功裏に終了致しま

した。

その後2009年には，日本ビジネスコミュニケーション学会を新たに設

立し現在まで研究活動は続いております。

中国の学会についてですが，江沢民主席が始めた愛国主義教育と反日教

育の基礎研究を2000年ごろからしていましたので，反日の兆しがでてき

た中国との関係を考え，まず中国のコミュニケーション学会と交流を持ち

たいと考えていました。それまで清華大学で開催された中国コミュニケー

ション学会に招待されて参加した経験はありましたが，全体像として中国

のコミュニケーション学会の事情がわかりませんでした。そこで2006年

に拓大の短期の在外研究に応募して中国のコミュニケーション学事情を研

究することにしました。知人の陳汝東氏が教授をしている北京大学新聞コ

ミュニケーション学部に籍をおいて中国各地で調査し調査報告を拓大論集

に発表しました。

中国での在外研究に幻となったもう一つの成果があります。北京大学の

新聞コミュニケーション学部との会議で，正式に拓大商学部と私個人に

「国際ビジネスコミュニケーション」の分野で共同研究を求められました。

中国トップの北京大学からの申し出なので大変面白い話でしたが，学部間

交流となると色々と難しい問題があり，残念ながら実現しませんでした。

これは幻となりましたが，本当に実り多かった短期留学の機会を頂いた大
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学に感謝申し上げます。

拓大での教員37年間の退職記念に「最終講義」を今年の1月15日（水）

に行いました。この日は試験直前で拓大の先生方は殆ど文京や八王子キャ

パスでご自分の最終授業があり，また他大学の友人も講義があり参加でき

ませんでしたが，受付記録を見ると学生170名，一般130名，総数で約

300名の参加を頂きました。想定外の参加で驚いています。懇親会も80

名の参加者がありました。

最終講義は「中国経済のマクロ的構造」を渡辺利夫総長に記念講演をし

ていただきました。私も「中国のカントリーリスク」を最終講義のテーマ

にし，「これからの中国と日本 日本共産党の未来」のパネルも入れて

16時から19時まで3時間になりました。最終講義のテーマに中国問題を

選んだのには理由があります。まず，昨年4月の最初の講義で3人の中国

少数民族の留学生から「これからの中国について」真剣な質問があり，そ

れに答えたかったからです。また，これまで中国をウオッチし，毛沢東主

義に回帰した習近平主席の言動や中国共産党の政権運営と反日行動に危険

な動きを感じていましたので，最終講義ですが「中国共産党の未来」をメ

インテーマにしました。また私自身は異文化コミュニケーション論の講義

の中で中国の民族問題を扱い，国際ビジネスコミュニケーション論の中で

中国のカントリーリスクと日系企業のASEAN移動について講義してき

ましたので，我が国の将来と大きく関わる中国をテーマに最終講義をした

次第です。

商学部で経営経理研究所の所長をされた先輩の絹巻康史先生に発起人代

表，事務局に長尾素子先生，国際ビジネス学科の先生方や学会の先輩方に

発起人となって頂きました。最終講義の会の司会は北出ゼミOBの大久保

吉哉氏に，懇親会はゼミの研究指導をお願いした中川有紀子氏に担当して

頂き，受付や会場整理は現役の北出ゼミ生が全て運営してくれました。新

人の時ご指導頂いた元学部長の嶋和重先生や親しくご指導頂いた元商学部
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の小池定謨先生，三浦徹明先生など先輩方が多数ご参加頂きました。拓大

で学会の国際大会を開催した時，お世話になった元学長武田哲夫先生や商

学部時代ご指導頂いた森岡正憲先生もご参加下さいました。尖閣列島や竹

島問題で八王子の教職員食堂で2年間毎週のように熱い議論をした領土問

題の専門家で国際学部の下條正男先生にはパネルに参加して頂きました。

このパネルの進行や登壇者の人選など相談にのって頂いた華僑研究センター

長の澁谷司先生に大変お世話になりました。特定失踪者問題調査会の荒木

和博先生もご参加下さいました。懇親会の席で素晴らしい二胡演奏をして

頂いた久米井敦子先生に御礼申し上げます。紙幅の都合でご紹介できませ

んが，お世話になっている学会や研究会の方々，友人知人など沢山ご参加

頂きました。また，教育活動でご交誼頂いている萩生田光一自民党総裁特

別補佐，稲田朋美国務大臣，石森孝志八王子市長，近藤充都議会議員など

は公務のためご参加いただけませんでしたが，祝電やお花を頂きました。

今回，渡辺総長を初め，発起人の方々，パネリスト，運営のゼミ生，参

加者等，実に多くの方々のご協力を得て，最終講義記念会を開催させて頂

きました。拓殖大学や関係者に御礼申し上げます。

拓殖大学では多くの先生方と親しくご交誼頂くとともに，様々なことを

教えて頂きました。特に渡辺総長には，学会で何度もご講演頂き，私的な

飲み会にもお誘い頂き大変お世話になりました。なによりも渡辺先生から，

国家的次元から日本や日本人のあり方を学ばせて頂いたことは研究者とし

て幸せです。また「渡辺学派」の末席に置かせて頂けることになり，嬉し

い限りです。商学部では多くの先生方にお世話になりましたが，特に芦田

誠先生や梶井憲俊先生には色々とお教え頂きました。御礼申し上げます。

最後に37年間の長きにわたり拓殖大学でお世話になりました。皆様に心

より御礼申し上げます。
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略 歴

1974年8月 米国ダラス大学経営大学院産業経営学修士課程修了

FullScholarshipStudent（授業料全額免除給費奨学生）

1977年4月 拓殖大学商学部非常勤講師

1979年4月 法政大学文学部英文学科非常勤講師

1983年4月 日本大学文理学部非常勤講師

1990年4月 拓殖大学商学部専任講師

1994年4月 拓殖大学商学部助教授

1995年4月 拓殖大学商学部貿易学科国際コミュニケーションコース主任

2003年4月 拓殖大学商学部国際ビジネス学科教授

研究業績

【著書】

『ビジネス・ストレス』編著 1984年12月 山手書房

『英語のコミュニケーション活動』単著 1987年5月 大修館

『日本人の異文化コミュニケーション』共著 1989年4月 北樹出版

『日本人のコミュニケーション』共著 1993年3月 桐原書店

SELECTOralCommunicationA検定教科書 代表著者 1993年3月

三省堂

SELECTOralCommunicationA－Teacher・sManual編著 1994年3

月 三省堂

『コンピュータ利用の外国語教育』共著 1993年11月 英潮社

『日本人の国際コミュニケーション』単著 1997年3月 近代文芸社

SELECTOralCommunicationI代表著者 2002年3月 三省堂

SELECTOralCommunicationI－Teacher・sManual編著 2003年 3

月 三省堂

『日本のレトリックとコミュニケーション』編著 2000年6月 三省堂
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『日本社会とコミュニケーション』編著 2000年6月 三省堂

SELECTEnglishconversation代表著者 2012年3月 三省堂

【研究報告書】

「在日外資系企業及び外国人ビジネスマンをめぐるコミュニケーションの

実態」共著 1981年4月 �日本在外企業協会『第三次国際コミュ

ニケーション研究会報告書』

「国際コミュニケーションにおける日本的自己主張の課題」単著 1982年

4月 �日本在外企業協会『第四次国際コミュニケーション研究会報

告書』

「コンピュータ利用による語学教育システムの構築に関する研究」1996年

6月 編著（研究代表者）『語学研究所特別プロジェクト研究成果報

告書』

『マルチメディアを活用した授業 外国語分野の授業』共著 1996年11

月 �私立大学情報教育協会

『ITを活用した授業改善モデル 英語分野の授業』共著 2001年11月

�私立大学情報教育協会

『大学教育への提言：ファカルティデベロップメントとしてのIT活用

英語分野の授業』共著（英語部会代表者） 2006年11月 �私立大

学情報教育協会

「分野別教育「学士力考察」の報告 英語学教育における学士力の考察」

共著 2009年12月 私情協ジャーナル『大学教育と情報』Vol.18,

No.3

『大学教育への提言：未知の時代を切り拓く教育とICT活用 ICTを活

用した教育改善モデルの考察』共著 2012年12月 私立大学情報教育

協会
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【論文】

「異文化間における非言語コミュニケーション」単著 1977年11月 拓

殖大学『語学研究』16号

「国際コミュニケーションに関する一考察」単著 1981年1月 拓殖大学

『語学研究』21号

・ChangesinJapaneseCommunicationPattern:AnAnalysisofthe

CurrentInternationalTradeFriction・単著 1983年 日本コミュ

ニケーション学会『SpeechEducation』Vol.X

「Problem SolvingActivitiesを使用した英語教育」単著 1988年4月

日本コミュニケーション学会『SpeechCommunicationEducation』

Vol.1

「オーラル・コミュニケーション Aにおける言語活動」単著 1992年

拓殖大学『語学研究』70号

「一般英語教育に関する学生のアンケート調査」共著 1992年 拓殖大学

『語学研究』79号

「異文化コミュニケーションの視点による日本人の対人関係とコミュニケー

ション」単著 1994年4月 『拓殖大学論集』社会科学第1巻1号

「日本的対人関係の鍵概念」単著 1994年4月 拓殖大学『日本文化』第

14号

・An Effective Teaching Method and the Rating System of

CommunicationAandB・単著 1996年3月 拓殖大学『語学研

究』78号

「オーラル・コミュニケーション教育における指導法の開発と評価に関す

る実証的研究」単著 1997年11月 拓殖大学『語学研究』82号

「オーラル・コミュニケーション教育に関する教員の全国実態調査研究」

単著 1997年12月 拓殖大学『拓殖大学論集』222号

「大学語学教育におけるCALLについて」単著 2000年12月 拓殖大学
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『語学研究』95号

「中国におけるコミュニケーション学の動向」単著 2008年3月 拓殖大

学『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』19号

「日系多国籍企業のインド・タイ現地法人組織経営における人と組織のマ

ネジメント 比較制度分析アプローチ 」共著 2011年10月

拓殖大学『経営経理研究』92号

【その他】

「異文化間コミュニケーション講座」単著 1979年 6月～1980年 5月

『留学と会話』14巻6号～15巻5号1年間11回連載

「ビジネス英語実用講座2 日本語が苦手なあなたのボスとつきあう方

法」単著 1981年11月 別冊TheEnglishJournal『ビジネス英語

読本』

「英語の学び方，生かし方」単著（インタビュー） 1979年8月～1980年

10月 『留学と会話』14巻10号～15巻10号まで8回隔月連載

「新しい英語教育をめざして SELECTORALCOMMUNICATION」

単著 1993年2月 『三省堂英語教育』26号

「国際コミュニケーションと異文化対応力の時代」単著 1998年4月 ケ

ンブリッジ・リサーチ研究所『CAMBRIDGENewsforCandidates』

Vol.2,1�3

「新しい英語教育 オーラル・コミュニケーションⅠがめざすもの」単

著 2002年4月 『三省堂英語教育』春号

「新指導要領の実施に向けて SELECTORALCOMMUNICATIONⅠ

の編集を終えて」単著 2003年4月 『三省堂英語教育』春号

「新たなコミュニケーション学の構築に向けて」編集長 2006年2月 日

本コミュニケーション学会『創立35周年記念論文集』

「新版SELECTOralCommunicationⅠ」単著 2006年 三省堂英語教
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育夏号

「セレクト英会話の教科書」単著 2012年3月 『三省堂高校英語教育』

春号

研究発表・学術講演等

「在日外国人ビジネスマンのコミュニケーションを探る」（単） 1981年3

月 国際ビジネスマンクラブ（国際オリエンテーションセンター）

「在日外国人ビジネスマンの国際コミュニケーション」（単） 1981年5月

日本コミュニケーション学会関東支部会（日大経済学部）

「国際コミュニケーションにおける史的事例研究」（単） 1981年 12月

第四次国際コミュニケーション研究会第7回例会（日本貿易振興会）

「CommunicationActivitiesを使用した英語教育」（単） 1986年 6月

日本コミュニケーション学会第16回全国大会（熊本県八代市ホテル

サンルート八代）

「Problem SolvingActivitiesを使用した英語教育」（単） 1987年6月

日本コミュニケーション学会第17回全国大会（大妻女子大学）

「ゲームを通しての英語のコミュニケーション活動」（単） 1989年4月

日本コミュニケーション学会関東支部会（大妻女子大学）

「非言語コミュニケーション」（単） 1991年3月 通信機械工業会デザイ

ン委員会（拓殖大学八王子）

「オーラル・コミュニケーションの指導法」（単） 1993年1月 阪神地区

英語教員研修会（三省堂大阪支社）

「対話シミュレーション型英語 CAIコースウエアの開発と評価」（単）

1993年2月 第4回外国語CAI研究大会（同社大学田辺校舎）

「オーラル・コミュニケーションA,B,C」パネル（統一論題報告） 1993

年6月 日本コミュニケーション学会第23回全国大会（西南女学院

短期大学）

―42―



・AnEffectiveTeachingMethodandtheRatingSystem ofOral

CommunicationAandB・（英語・単） 1994年11月 新潟県コミュ

ニケーション研修講座（新潟県教育研修センター）

「オーラル・コミュニケーションの指導法と教科書の開発・評価に関する

実証的研究」（単） 1996年6月 日本コミュニケーション学会第26

回全国大会（大妻女子大学）

「拓殖大学におけるマルチメディア活用教育の事例」（単） 1998年3月

私立大学情報教育協会・英語情報教育研究委員会（私情協会議室）

「日本人のレトリックとコミュニケーション」（単） 2001年1月 新潟県

4市中・高英語研究会（燕市燕中学校）

「コミュニケーション教育の重要性と効果的指導法」基調講演（単） 2003

年10月 ㈱サーティファイ『学生を就職に導くための指導者セミナー』

（アルカディア市ヶ谷）

「アジアと日本のコミュニケーションを考える」基調講演（単） 2004年3

月 日本コミュニケーション学会関西支部春季研究会（同志社大学）

「コミュニケーション学 課題と展望」（単） 2004年7月 法政評論研

究会（金剛寺）

「コミュニケーション能力の指導法」（単） 2004年12月 富山工業高等

専門学校

・ThePresentsituationofCommunicationStudiesinJapan・（英語・

単） 2006年8月 日中学術交流会議・南京師範大学新聞與伝播学部

「日本人学生のコミュニケーション能力」（日本語・単） 2006年9月 中

国・南京師範大学日本語学科教室

・TheResearchandTeachingofCommunicationinJapan・（英語・単）

2006年9月 日中学術交流会議・北京大学新聞與伝播学部

「中国におけるコミュニケーション学の教育と研究」特別講演（単） 2006

年9月 国際コミュニケーション科学学会第6回全国大会（日本大学）
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「中国におけるコミュニケーション学の教育と研究」パネル討論 2006年

9月 国際コミュニケーション科学学会第6回全国大会（日本大学）

「日中コミュニケーションの課題－反日感情の構造」特別講演（単） 2007

年3月 日本コミュニケーション学会東北支部研究例会（仙台メディ

アパーク）

「コミュニケーションから見た中国と日中関係 反日感情の行方」（単）

2007年3月 国際ビジネスマンクラブ（四谷ルノアール）

「反日感情と日中コミュニケーション」特別講演（単） 2007年3月 日

本コミュニケーション学会中部支部研究会（国立名古屋大学教育学部）

「企業の社会的責任と環境コミュニケーション」特別講義 2007年11月

16日（拓大）

・CorporateSocialResponsibilityandAccountabilityinJapan・（英語・

単） 2007年11月18日 国際コミュニケーション科学学会第7回全

国大会（弘前学院大）

「日中韓のコミュニケーション学の連携」特別講演（単） 2007年11月24

日 日本コミニケーション学会関西支部大会（同志社大学）

「環境問題とコミュニケーション」特別講演（単） 2008年3月 日本コ

ミュニケーション学会東北支部研究例会（仙台メディアパーク）

「子供の携帯電話と有害情報について」基調講演 2008年6月 世界平和

女性連合東京第11連合会青少年問題シンポジウム（八王子市労政会

館）

・CommunicationResearchinChina・特別講演（英語） 2008年 8月

第7回IACS,PACA,WC国際学会合同国際会議）（八代市厚生会館）

・EastandWestCommunicationSciencesandGlobalCultures・英語

パネル 2008年8月同上IACS,PACA,WC国際学会合同国際会議

八代市厚生会館

「ビジネスコミュニケーションとは何か 歴史的視点からの考察」（単）
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特別講演

2009年9月 日本ビジネスコミュニケーション学会第1回年次大会（拓

殖大学文京）

「社会に貢献するビジネスコミュニケーションを目指して」シンポジウム

2009年9月 日本ビジネスコミュニケーション学会第1回年次大会

（拓殖大学文京）

・A new roleofthebusinesscommunication―communicationwith

stakeholder―・ 特別講演 （英語）（単） 2010年 6月 9th

InternationalConference（IACS）（八代市厚生会館）

「グローバル時代とビジネスコミュニケーション」シンポジウム 2010年

9月 日本ビジネスコミュニケーション学会第2回年次大会（拓殖大

学文京）

「無縁社会とコミュニケーション」（単） 2011年5月 世界平和女性連合

東京第11連合会スペシャルセミナー「絆を求めて」（八王子市市民セ

ミナー教室）

「縁・絆と新しい愛国心」（単） 2012年2月 日本会議地方議員連盟八王

子支部講演会（八王子労政会館）

「英語教育と検定教科書 高校英語「オーラル・コミュニケーションA」

の著者の立場から教科書 ・SELECT・とオーラル・コミュニケーショ

ン教育を振り返る 」（単） 日本英語文化学会121回例会（駒沢大

学）

「無縁社会とコミュニケーション」（単）特別講演 2012年7月 国際コ

ミュニケーション科学学会第10回全国大会（熊本県八代ハーモニー

ホール）

「英語教育と検定教科書 オーラル・コミュニケーション教育を振り返

る 」（単） 2012年7月 法政評論研究会（金剛寺・東京中野区）

『日本の共同体社会における無縁化構造とその再生 「行旅死亡人」の要
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因分析とコミュニケーションの課題 』（単） 2012年10月26日

拓大経営経理研究所 平成24年度第5回月例発表会（拓殖大学文京）

『無縁共同体を再生しよう』（単） 2012年11月11日 日本ビジネスコミュ

ニケーション学会2012年度年次大会（同志社大学）

『無縁社会の構造と生き方』（単） 2013年11月20日 国際ビジネスマン

クラブ11月度例会（日比谷パレス）

『無縁社会の生き方を探る どうしたら孤独死を防ぎ，絆を深められる

か 』（単） 2013年 12月21日 拓殖大学知的好奇心講座（拓殖

大学文京）

「中国のカントリーリスク」（単）北出亮教授最終講義記念会 2014年1

月15日 拓大

「これからの中国と日本 中国共産党の未来」パネル（統一論題報告）

北出亮教授最終講義記念会2014年1月15日 拓大

【公的機関・民間団体等での活動】

1979年 国際ビジネスマンクラブ会長（～1995年）

1994年 文部省検定高校英語 SELECTOralCommunicationA代表執

筆者

1994年 新潟県教育委員会高校英語教員コミュニケーション研修講座・主

任講師

1995年 �私立大学情報教育協会広報委員会翻訳分科会委員（～1996年）

2002年 文科省検定高校英語SELECTOralCommunicationⅠ代表執筆

者

2002年 �私情協サイバー・キャンパス・コンソーシアム英語グループ代

表（～2005年）

2003年 「コミュニケーション検定」認定委員会認定委員 ㈱サーティファ

イ（～現在）
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2003年 全国高校英語・日本語弁論大会関東甲信越地区審査員

2005年 �私情協全国英語教育IT活用研究集会代表者（於早稲田大学）

2009年 世界平和女性連合女子留学生日本語弁論大会実行委員長（～現在）

2009年 米国ダラス大学経営大学院日本同窓会会長（～現在）

2012年 特定非営利活動法人（NPO）ふるさとテレビ顧問（現在）

【学会活動】

1980年 通商産業省国際コミュニケーション研究会研究委員（～1982年）

2000年 日本コミュニケーション学会会長（～2003年）

2002年 Japan-U.S.CommunicationAssociation（JUCA）,President

日米コミュニケーション学会初代会長（～2003年）

2002年 米国・NationalCommunicationAssociation会員

2003年 米国・InternationalCommunicationAssociation会員

2003年 �私立大学情報教育協会英語IT研究委員会 委員長（～2007年）

2003年 国際コミュニケーション科学学会理事・副会長（～現在）

2003年 日本コミュニケーション学会第34回全国大会委員長（於・拓大）

2006年 法政評論研究会理事・編集委員（～2012）

2005年 PacificandAsianCommunicationAssociation会員

2009年 日本ビジネスコミュニケーション学会理事長（1.3期～現在）

2011年 早稲田大学研究機構招聘研究員（～現在）

2011年 日本ビジネスインテリジェンス協会顧問（～現在）

【受賞等】

学内表彰

1996年 拓殖大学功績表彰

2000年 拓殖大学総長表彰

2002年 拓殖大学功績表彰
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学外表彰

1996年 ㈱三省堂社長賞

2000年 日本コミュニケーション学会・学会賞

2002年 �私立大学情報教育協会・功労者表彰

2005年 日本コミュニケーション学会・川島賞

2005年 日本コミュニケーション学会・功労賞
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�論 文〉

情報システムとデータ処理の変遷

IT/ICT利用の本質

松 岡 公 二

要 約

情報技術や情報通信技術の技術的側面の進化が進む一方で，それを利用

する環境や場面において様々な変化や進化が起きている。一方で，これら

はコモディティ化したともいわれ，その内容を正しく把握し，適切な技術

を適切な場面で利用することが求められている。

2000年以降のインターネットの目覚ましい普及により，ネット上にお

いて様々な機能が出現し，多種多様なデータが生み出されている。また，

販売の現場ではPOSやハンディターミナルによるデータ収集が行われ，

乗車券はSuica等のIC型乗車券にとってかわり，それらが貴重なデータ

源であることが認識されつつある。これらのデータは情報システムに蓄積

され，様々な情報を提供し，経営意思決定の源として利用できる可能性を

担っているが，思惑通りの成果に至らない場合も多い。これらの状況の中，

ビッグデータに注目が集まり，さまざまな可能性が取りざたされているが，

ビッグデータを利用した成果は単発的なものであり，本来の利用効果が発

揮されるためには従来の情報システムとの協調，あるいは情報システムへ

の機能組み込みが必要であることを指摘した。

キーワード：情報システム，IT，ICT，ビッグデータ，非構造化データ，

意思決定支援



は じ め に

IT/ICT1）の技術的側面の進化が進む一方で，それらを利用する環境や

場面の変化や進化，あるいは新たなビジネスモデルの創出などが起きてい

る。さらなるIT/ICTの発展のためには，これらを正しく把握し，適切な

技術を適切な場面で利用することが求められている。

企業が最新のIT/ICT技術を取り入れれば，一歩も二歩も進んだ企業に

飛躍できると考えられた時代もあったが，IT/ICTも広く普及し，その応

用範囲も広がり，その利用には費用対効果をも考慮した綿密な計画性が必

要となっている。企業における情報システム導入は段階的に整備されつつ

あるが，これらに最新のIT/ICTを組み込んでゆくための重点項目はどこ

であろうか。

情報技術をめぐる話題はWeb2.0，クラウドコンピューティング，そし

てビッグデータと事欠かないが，とかく話題先行で，その本質的な役割や

効果に注目してそれらを取り上げることがなかなか行われてこなかった。

本稿では情報システムとビッグデータとの関わりについて調査・検討し，

IT/ICT利用の本質的な意義を考察したい。

Ⅰ．IT/ICTの普及と利用場面の変化

� 情報システムの変遷

ITの企業活動における利用は情報システム導入として表1のような変

遷をたどってきた。

これはまさしく時代的な変遷ではあるが，これは過去のもので，現在は

これらを全て取り込んで，さらなる技術的進化を遂げたものを使用してい

るのであろうか。企業や組織体における情報システム利用は「ライバル会
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社に対して競争優位を獲得する道具」であるとか，「戦略的なビジネス運

営のためのツールである」との標語が掲げられ，こぞってその優位性が唱

えられた時代もあったが，N.G.Carらによる情報システムはもはや水道

や電気のような誰でも使える「コモディティ」なものとの提唱により，大

きく見直される時代となったことも事実である2）。

平成22年に経済産業省から発表された「IT経営ロードマップ（改訂

版）」［1］には日本の中小企業におけるIT導入状況が報告されている。この

報告の内容と表1を照らし合わせてみると，現在の企業における情報シス

テム導入がどのような状況であるか把握できる。企業の中でも情報システ

ム導入に積極的な一部の企業を除いては，高度な情報システム導入が進ん

でいない現状があり，特に中小企業における情報システム整備が遅々とし

て進まないことは深刻な状況にあるのが実情である。

� 情報システムの段階的導入

企業の情報システム導入は段階的に行われており，それは現在大きく3

段階に分類できる（表2）。第一段階は情報システムの初期導入段階で，

従来のEDPSやOAの整備段階に当たる。企業の各部門毎に，会計処理
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表1 経営における情報システムの位置づけ

年 代 コンセプト

1960年代 前半 EDPS（データ処理システム）

1960年代 後半 MIS（経営情報システム）

1970年代 後半 DSS（意思決定支援システム）

1980年代 初頭 OA（オフィス・オートメーション）

1980年代 中頃 SIS（戦略的情報システム）

1990年代 前半 BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）

ERP（統合型情報システム）

1990年代 後半 SCM（サプライチェーン・マネージメント）

2000年～ IT経営

出所：http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/kj1-concept-henka/（一部抜粋）



システムや販売処理システム等が個別に導入され，いわゆる基幹系情報シ

ステムが整備される第一歩となる。しかし，多くの中小企業ではオフコン

と呼ばれたオフィスコンピュータを利用していた流れから，本来の機能を

有しない給与・販売・会計機能が網羅されたソフトウェアを利用してきて

いる。それらから，本来の基幹系情報システム整備へ向かうには，ほぼ一

から情報システムを作り直す必要があるため，その転換が遅れている。大
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表2 情報システムの類別分類

コンセプト システム 特 徴 関連事項

EDPS

OA

データ処理シス

テム

定例業務の手作業処理の機械化

大量データの正確で迅速な処理

給与計算，請求書発行，会計処

理などの基幹系業務システム

オフィス・オー

トメーション

オフィス業務の生産性向上

個人・部門内業務への情報技術

適用

CS（DB Server）やパソコン

の普及・発展

EUCとの連携，情報共有

DSS
意思決定支援シ

ステム

意思決定支援の対話型システム

多様な切り口での検索加工

半構造的，問題解決支援，有効

性の重視

情報システムの機能メニュー化

EUC（EndUserComputing）

ERP システム統合

業務改革のインフラ

コスト，品質，サービス，スピー

ド重視

業務そのものの抜本的改革

（ERP）

その実現インフラとしての情報

技術

CSS，グループウェアの普及，

情報共有化，組織の創造性向上，

ERPパッケージ

付加的／独立要素

SIS

VAN

戦略的情報シス

テム

競争優位の確立が目的

情報システム自体が経営戦略の

武器

経営戦略と情報技術の統合が重

視

企業間ネットワークの発展

POS・EOS，EDI，CALSなど

業界VAN，SCM，SFA，BPR，

業務アプリ

Net

SNS

Mobile

インターネット

SNS

モバイル

個人生活から国家経済までに影

響

ITを前提とした経営戦略が必

要に

情報システムは経営そのもの

PC，EUC，e�business，EC，

イントラネット，エクストラネッ

ト，モバイル

出展：http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/kj1-concept-henka/（一部加筆修正）



きな原因は，標準となっているデータベース（DB）を利用してこなかっ

たことがあげられる。これらが，段階的導入の次ステップへ移行する際の，

まさしく壁となっており，IT経営ロードマップで指摘される見える化を

妨げている。

現状では，その企業に必要な部分，例えば販売管理部分は最新のDBを

利用した情報システム作りを行い，給与・会計処理部分は従来のオフコン

ベースの処理に委ねるなどの対処療法的利用が行われているのが実情であ

る。その実例はおやつカンパニーにおける情報システム入れ替え事例など

で確認でき3），相当数の企業がいまだこの段階にある［1］。

第二段階は意思決定支援システム導入段階である。この機能利用の大前

提はそれなりのデータ蓄積があることが前提となる。すなわち，社内の各

部門における情報システム導入が終わり，その運用がなされ，それなりの

年月が経過しないとそのデータは蓄積できないことを意味している。意思

決定を行うためにはデータを多角的な角度から収集しなければならず，部

門間を超えたデータ収集，さらには外部データ収集も必要となる。

昨今販売部門においてはPOSシステムの導入が進んでいるが，販売に

関するデータだけが膨大な量蓄積されても，有効な分析手段を適用できず

に死蔵している例が多いと指摘されてもいる［2］。ビッグデータというキー

ワードが注目されているが，この意思決定支援段階のデータ解析とビッグ

データにおけるデータ解析はどこが共通点で，どこが異なるかを見極める

ことが一つの課題であると言えよう。

第三段階はシステムの統合化段階である。部門ごとに構築・運用してい

た基幹系情報システムや，その他の開発したシステムを統合する段階であ

る。情報の共有化や蓄積されたデータの分析の幅を広げるために，企業内

部において最終的に目指す段階である。このための仕組みとしてERPが

存在するが，公表されている情報システム導入事例において名称として

ERPを謳ったものは多数存在するが，その中身が本来のERPの機能を満
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たしているものは，ほんの一握りの導入事例でしかない4）。

この他に1980年代中頃に提案された戦略的情報システム（SIS）があ

る。「戦略的情報システム」の意味するところは時代とともに変遷してき

た。当初は情報システムを企業間における競争優位を獲得するために導入

することをさしていた。しかし，当時は競争優位を獲得することができた

情報システム導入も，他に普及してしまえばコモディティ化し，他社に後

れを取ることを防ぐための情報システム導入となるという側面も持ち合わ

せている5）。

また，単独企業ではなく関連企業や取引先企業間をまたぐ情報システム

である，EDIや業界VANなどの構築・導入が図られた業界も出現してい

る。以前はこのような形態が情報システム構築の最終段階であると目され

た時代もあった。しかし，この形態は対象企業をとりまく関連企業や，属

する業界の状況に大きく左右されるもので，段階を追えば達成できるもの

でもなく，また望んでも構築できる可能性が低い場合もある。したがって，

あえて表2のように付加的／独立的要素に分類した。

2000年以降のパーソナルコンピュータ（PC）やインターネットの普及

による，電子商取引（EC）やe�ビジネス対応についても，各企業の必要

性に応じて対応して行く事項として，同分類に所属させた。

実際，SISやVAN，インターネット対応などは，各企業が置かれた状

況での必要性にもとづいて導入が図られており，さまざまな対応が見られ

るのが実情である。

� IT/ICTの利用場面

企業におけるIT/ICTの利用現場に目を向けてみたい。昨今のIT/ICT

利用場面は大きく3場面に分類できると考えられる（図1）。ひとつはい

わゆる「情報システム」利用であり，基幹系情報システムの利用がその基

盤となっている。第二の利用場面はPCの出現，そしてその能力の向上に
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より，PCのアプリケーションソフトを利用して業務を遂行しようとする

状況で，EUCと呼ばれている。EUCには様々な形態や状況があり，いわ

ゆる情報システムの代行を担うものや，基幹系情報システムからデータを

ダウンロードし補助的に利用するものなど多種多様である。そして第三は

ICTやインターネットの普及によるコミュニケーションの為の利用である。

PC出現後のEUCの普及は目覚ましいものがあったが，EUCで対応で

きるデータ量や，別個に収集したデータ同士を突き合わせる手段の乏しさ，

さらに各種処理手法にはおのずと限界があることに早晩気がつくこととな

る。それに気がついた先には情報システム構築の必要性が待ち受けている

という現実がある。しかし，情報システム開発の予算はPCを導入し従業

員にEUCをせまることとは桁違いの額が必要で，また開発には多くの時

間を必要とし，おいそれと実現できるものではない。従って，企業におけ

る業務がEUCに依存する割合は相当多いものと推察される。

第三の利用場面である各種のインターネットサービスの利用では，情報

伝達はe�mailで行われるようになり，社内の様々な情報共有はイントラ

ネット内の掲示板やグループウェア等を利用し，外部に対しては自社ホー
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図1 IT/ICT利用場面の分類



ムページを利用した告知が可能になり，さらにはネット販売の道も提供し

てくれる環境が与えられるようになった。さらにネット環境ではSNSに

代表される各種コミュニケーション・ツールが出現し多くのデータが瞬く

間に排出される状況を形成し，また，単なるコミュニケーション・ツール

ではなく，ソーシャルマーケティングの実践の場と化してもいる。これら

の環境で排出されるデータをただ集め，分析するだけでも多くの知見が提

供されつつある。しかし，これらのデータと企業内の情報システムに蓄積

されたデータを突き合わせ分析することで，飛躍的な有益情報をもたらす

可能性が秘められている。

Ⅱ．データの多様化

IT/ICTの普及は様々な場面でのデータ蓄積を生み出している（表3）。

これらの特性を明らかにし，利用可能性を考察する。
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表3 データの多様化

●ビジネスデータ

◆基幹系情報システム

◆文書，表計算

◆POS，Suica（統計データ等の購入含む）

◆電子商取引

◆Webアクセス履歴

◆取引や電話対応音声

●ソーシャルデータ

◆SNS（FB,Tw,mixi,Google＋）

◆画像（Instgram,Flickr,Picasa）や動画（YouTube,Ustream,ニコニコ動画）

●機器取込（センサー）

◆RFID

◆GPS

◆故障・障害発見用（センサー）



� ビジネスデータ

ビジネス場面での主なデータ蓄積場所は，長い間基幹系情報システムで

あったものが，EUCの普及により，PCを利用した業務場面で日々発生す

るワープロ文書や表計算データを始めとする，様々なデータが加わるよう

になった。これらはファイル名でのみ識別可能で，データフォーマットが

異なるデータへは，そのデータフォーマットが解釈できる個々のソフトウェ

アを利用しなければ容易にはアクセスできない。すなわち，データの管理

状態がファイル単位となっていることが，容易なデータアクセスを妨げて

いる。したがって，ファイル内部の情報は人手により個々に確認が必要で

（ファイルのオープン／クローズ作業を伴い），データ処理の対象とするこ

とは困難である。データがデジタル化され，PCに記憶されれば，それら

は直ちに分析可能な対象となるわけではないことを示している。

これに対して基幹系情報システムで使用されるDBは，全体を一つのファ

イルとして処理できるようにしたもので，データ操作のために最適化され

たツールであり，その能力差は歴然としている。例えば，日々発生する表

計算データも，作業終了後に基幹系情報システムのDBにデータを移せば

管理上申し分ない。しかし，これらを行うためにはシステム設計段階で事

前にこの機能を組み込んでおく必要があるが，EUCで取り扱う非定型的

な業務内容をDB上に組み込むことは難しい側面もある。

POSデータは販売現場で発生したものを中央のデータセンターへ収集

している。しかし，店舗内のデータはストア内PCに一旦蓄積し，バッチ

処理で転送されるものが多く，OLTP6）であるものは少ない。すなわち，

点在する情報発生源からのデータをネットワーク上の端末からサーバコン

ピュータ（基幹系情報システム）に移し，サーバコンピュータ上で時々刻々

変化するデータを処理・分析できる状況ではないことを意味している。あ

るいは基幹系情報システムとは異なるDB（販売管理システム等）へデー
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タを蓄積している場合もある。この場合は社内において情報共有や見える

化ができていない状況である。

電子商取引も徐々に普及しつつあり，その適用範囲も拡大している。そ

の取引は2区分に分類できる。ひとつはWeb販売サイト立ち上げによる

BtoB/BtoC取引，他方はXML等を利用した受発注や決済，商品仕様や

設計データ交換等の高度利用（EDI）である。これらへの対応は当該部門

において専用の情報システムを構築し対応することも可能であるし，従来

の基幹系情報システムでの対応も考えられる。

しかし，電子商取引における受発注・在庫・決済などの連係は，基幹系

業務システムが運用されていなければその効果が発揮できない。その基幹

系業務システムも統合システム（ERP）が望ましい。

Webでの販売サイト運営はWebサーバ上に商品情報を載せ，発注機

能を搭載すれば開始できる。在庫情報とデータ交換ができればその機能は

上がるし，在庫情報や決済情報DBと連携が取れればさらに高度化でき，

基幹系情報システムとの連携が重要であることは否めない。ここでは，告

知や消費者行動分析に関する部分には言及しないが，当然克服しなければ

ならない課題である。

このように電子商取引に関する情報システムは，本来ならば統合化され

た基幹系業務システムのDBと連携した，あるいは基幹系情報システムへ

機能を組み込み，運用することが望ましい。しかし，それを待っていたの

では電子商取引をいつまでも開始できない。したがって。それらを独立シ

ステムで運用するか，Web販売では，Web上のモール業者内に出店する

形で開始するものが多いのが実情である。

� ソーシャルデータ

ソーシャルデータの範疇にあるSNS等から発生するデータは，その多

くが文字情報であり，数値データであることは少ない。SNSデータを利
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用した株価変動予測の事例も，文字を対象とした意味情報解析処理による

ものである7）。この分野は言語体系の特質，すなわち，単語が分離されて

おり，容易に単語単位の処理が可能とういう点で，圧倒的に訪米系の言語

処理が有利である。日本語処理の場合，まず，対象とする単語を文章から

分離・選択しなければならず，PCによる自動処理は不利で，人の知識に

基づく単語の分離補助作業を加えなければ，精度向上が期待できない。こ

のように現行のソーシャルデータ分析は基幹系情報システムとは直接的に

は関係を持たせにくいデータを取り扱っている。このような状況の中から，

手段を駆使して何らかの関係を見出そうとしているのが昨今のビッグデー

タ利用の一側面ととらえることができる。

このようなソーシャルデータを企業で利用しようとする初歩的段階では，

自社の商品名と，何らかの単語に因果関係がないかどうかの探索を行うこ

とに留まる。これだけでは，基幹系情報システム内にある自社製品の販売

動向を表す数値データとむすびつけることに至っていない。また，数値デー

タで把握された市場調査や消費者動向把握と結びつけることも容易ではな

い。言語処理という角度からの一つの説明要素にすぎない。

SNSの一画をなす動画提供サイトや画像提供サイト（Instgram，Flickr，

Picasa）により供給される，動画や画像はデータ処理の対象とすること

は難しい。その理由は，動画や画像の中身がどのようなものかをデータ処

理によって判別することが非常に困難だからである。これらについては付

属する文字情報から内容を類推する程度のことしかできていない。本来は

画像認識し，その内容を捉え処理対象とする必要があるが，これらの実用

化までには相当の時間が必要であると目されている。

GPSからの位置情報やRFIDから収集される情報（Suica等も含め）

は日々発生している。これらは単独にデータ収集されることが多く，人や

物との関連付けが脆弱である。有効活用するためには企業が持つ基幹系情

報システムのDBとの連携が求められる。

―59―



Suicaの駅乗降（位置データ）および購買データの販売が問題視されて

いる。確かにプライバシー保護という観点を忘れてはならないが，データ

活用という観点からは，個人情報との関連を持たないデータではその価値

が半減してしまう。位置および購買データに個人の属性（年齢，性別，職

業，年収等）が関連付けられてこそ，そのデータの価値は増し，さらに，

その人がどこで何を購入したか，までをも関連付けられれば，消費者行動

を分析する非常に質の高いデータ群となる。

以上のように多種多様なデータが発生している現状においては，各々の

特性を見極め，それぞれの利用目的に合った適材適所なデータ利用が重要

であることは明らかである。

� データ分析にかかわる問題

これらのデータを分析する手法としては表4のような手法がある。例え

ば単純な関係性を分析する相関分析を考えてみる。スーパーマーケット等

で蓄積されるPOSデータでは，以下のような状況が発生している。

ある商品の日々の売上数量は把握されているが，当然それらの数量は日々

変動する。現場で知りたいのはその変動がなぜ発生したかの原因であろう。

POSデータから解析可能な項目は，該当商品の売り上げ数量や他の商品
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表4 データ処理の手法・対象

●統計：探索的データ解析

◆天気，気温，性別，年齢，etc

●モデル：MS，OR，管理工学

●DBMS

◆Masterデータ，カテゴリ分類（コード化）

◆カテゴリ化を自動探索：DWH

●SNS

◆ことば 英：単語，日本語：文章

言語処理



で同じような数量変化をしているものを見出すことぐらいである。販売の

変動要因としては内部要因と外部要因に分類されるが，内部要因とされる

ものは，どの棚に陳列したら売上増となったか，どの担当者が扱ったもの

がよく売れたかなど一部である。どのような顧客が購入したのか，なぜそ

の顧客が購入したか，他店と比べた価格設定は高いか低いか，天候との関

係は，周辺の人口は，TV等のコマーシャルの影響は，近隣で開催された

催事との関係等，ほとんどが外部要因と関連した項目である。

内部要因とされるものであっても，どの棚に置いてあったか，どの担当

者が扱ったか，山積みされた野菜や果物ではいつどこから仕入れたものが，

いつ販売されたかなどの単品管理情報などは基幹系情報システムで管理し

ていることはまれで，定常的な監視ができていない。したがって，これら

の分析を行うためには必要に応じてデータを収集しEUCによって分析を

行っているのが実情である。

販売現場で顧客の情報を得るためにはポイントカード等を発行し，レジ

において販売時点で関連付けを行うような工夫が必要である。しかし，ポ

イントカードではその顧客の年収や家族構成等までを把握することは難し

い。

安価となった高性能PCや分析ソフトは身の回りに存在するが，知りた

い情報を得るためのデータが手元には無いのが現状である。結局，消費者

の動向調査は調査会社からPOSデータや関連情報を購入したり，調査会

社に依頼して行ってもらっているのが実情であろう。

本来であれば基幹系情報システムやERPのDB内にこれらの情報が集

約されていることが望まれる。ビッグデータが取りざたされる昨今，この

ように散在しているデータをどのように集約したらよいかという基本命題

を抱えている。
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Ⅲ．情報システム導入に見るデータ利用事例

� コンビニエンスストアにおける情報システム導入事例

コンビニエンスストアの代表であるセブンイレブンの情報システム導入

事例を考察してみたい。

セブンイレブンは情報システムを中核として事業発足したいわゆる戦略

的情報システム活用の代表事例とされている。これまでに情報システムの

更新を積み重ね，現在は第6次の情報システムが運用されている8）。

また，本部にあるホストコンピュータの構成は図2のごとくである。

ここで注目すべき点はデータの保存期間である。日別データは450日，週

別78週，月別25ヵ月のみは保存されるが，それを過ぎたデータはバック
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図2 セブンイレブンのシステム化概要

出典：http://h50146.www5.hp.com/enterprise/casestudy/sej/

1つ1つの店舗の「立地」に
関する情報を，半径350メート
ル以内（徒歩5分圏内）の地域
における世帯数ならびに就業者
人口に基づいて，「ロードサイ
ド」「事務所」「オフィス・繁華
街」「住宅」「複合」の5種類に
区分けする。さらに，小学校
や駅，観光地など，店舗の近
くにある「施設」（21種類）の
情報を OracleDatabase10g
EnterpriseEditionに蓄積す
る。その上にPOSから収集し
た売上データを組み合わせ，例
えば「近くに海水浴場のある
ロードサイドの店舗では，どん
な商品が，どんなタイミング
で，どれくらい売れているか」
といった詳細な販売動向を分析
できるようにした。
また，第6次総合情報システ
ムには，POSデータを 1カ月
単位で集計した販売データや店
舗の業績データが，1997年分
より歴代のシステムから受け継
がれて蓄積されている。こうし
た長期データを基に，売れ筋商
品のトレンドをつかむことも可
能である。

セブンイレブン 第6次システム（2006年～）



アップされ，容易にはアクセスできない状態としてしまっている。また，

日別→週別→月別とあるのは，データが順次集計され，その集計されたデー

タのみが保管されており，詳細分析が順次できにくい状態に置かれてゆく

ことを示している。すなわち，情報の質の低下を招いていることになる。

これは，いわゆる定番商品に関するデータは長期保存する意味がある一方

で，季節ごとに改訂が行われる商品については，長期保存しても過去の商

品と比較ができず利用価値がないと判断されたことが，廃棄理由の一つと

なっているものと推察される。もちろん，記憶装置の許容容量問題もその

理由であろう。

このような状況から指摘できることは，これらの情報システムが統合型

情報システム（ERP）の一環として機能しているものではなく，販売・

在庫管理さらにグループ内SCMシステムとして機能しているものである

点である。このシステムはセブンイレブン本社事業にかかわる会計，人事，

調達部門の情報システムとは一線を画した状態で運用されている。本社事

業部門の情報システムとは，必要に応じてデータ交換を行いつつ運用され

ているものと推察される。

このように，情報化が進んでいると言われるコンビニエンスストアの情

報システムも，企業内での最終到達地点と考えられる統合型情報システム

（ERP）の段階に至ってはいない。コンビニエンスストアのような企業形

態は，個々の店舗を一つの独立した組織としてみるか，グループ全体を一

つの組織としてみるかで変わってくる側面がある。店舗ごとにはストアコ

ンピュータが設置され，店舗の会計・販売・仕入・在庫をつかさどる基幹

系システムの機能は備わっている（ただし，旧来のオフィスコンピュータ

と同程度の機能と推察される）。グループの本部へは販売データはバッチ

処理にて転送されており，本部での販売データ管理は本部の基幹系情報シ

ステムに組み込まれ運用されているのではなく，販売部門専用の情報シス

テムとして管理・運用されている。
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同様の事象はSuica関連の情報システムの場合にも当てはまる。Suica

の情報システムでは都市近郊の乗降データと物品販売のデータは扱ってい

るが，長距離の乗降データは扱っておらず，鉄道を司る企業の基幹系情報

システムとは別個に運用されている9）。

コンビニエンスストアやSuicaの情報システムで扱うデータは，その

ものがビッグデータの範疇に分類されるもので，基幹系システムである会

計システム，人事システム等との連携を図る前に，それらのデータの有効

な利用方法の模索が図られることは致し方ない状況であろう。すなわち，

特定部門に設置された情報システムによってデータ収集から意思決定支援

の状態に入り，有効な意思決定情報活用の模索が現状も続けられていると

考えられる。

� 商品流通に関するデータの特性

セブンイレブンにおける情報システムにおいて収集されたデータについ

ては，図2右欄に示されるような分析を行っていると記されている。

例えば，近隣の小学校や駅等の施設情報を組み合わせているとあるが，

ある店舗の近隣にその施設が存在するという属性データ（状況分類データ）

としての利用で，その施設によってどのような影響を受けているのかとい

う数値データによる寄与が伺われない。この様な点が情報の質にかかわる

キーポイントではなかろうか。施設情報把握の目的は，その店舗で販売し

ているどの商品が，いつ，そのような施設からの影響で販売数量変化が生

じたかを知ることである。すなわち，個別の商品が，消費者のどのような

行動と結びついて購買に至ったかを知りたいのである。これらに関する情

報の入手経路はどのようになっているかを考察してみたい。

商品流通段階における，消費者行動把握に関する現状は以下のように捉

えることができる。図3にあるように，生産者→卸→小売→消費者の過程

で，直接消費者と接しているのは小売店である。しかし，小売店は自身の

―64―



店舗の状況しか把握しえない。卸や生産者も自身からの出荷量は把握でき

るが，他の業者の状況や，自らを経由した商品の末端での実販売量は直接

把握できない。結局，卸や生産者はデータ提供会社から商品ごとの売り上

げ状況データ（POSデータ等）を購入し把握することになる。自身の商

品流通状況を追跡しデータを入手しているわけではない。流通段階で多く

の企業がかかわる状況では，その立場によって得られるデータと得たいデー

タはそれぞれ異なっていることにも注意しなければならないであろう。ラ

イバル同士では，商品流通量に関しても秘匿したいものもあるであろう。

しかし，究極的には，いつ生産した商品が，どのような流通ルートを通っ

て，どの小売店にわたり，どのような消費者に購入されたかが知りたい項

目である。さらには，商品を購入した消費者の属性データ（年齢，性別，

職業，年収等々）が整って，初めて精度の高い（質の良い）情報となりえ

るのである。まさしく，商品トレーサビリティーの究極の形である。

現状では，自社で持つ出荷データ，購入したPOSデータ，SNS等を分

析した消費者の嗜好データが，それぞれに独立して存在し，それらをいか

に切り分け，いかに関係付けながら意思決定を行えば良いか試行錯誤して
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いる状況にあると考えられる。

一方，コンビニエンスストアや大型スーパーマーケットでは卸と小売り

がほぼ一体となった状況と捉えられる。よって，自社内に供給された商品

についてはこのトレーサビリティー機能が発揮できる状況にあると考えら

れる。しかし，商品管理に関する部分は捉えられても，消費者側の状況を

把握するまでにはなかなか至らないのが現状であろう。また，生鮮食品な

どの商品をバルクで仕入れ，分割包装しなおし，インストアマーキングが

必要な場合などは，それらの追跡を行う仕組みづくりは大きな負担であり，

トレーサビリティーを機能させるためにはまだ障壁が残っていることが現

実である。

一部，SCMを目指して業界 VANの運営が行われている業種もある

が10），受発注機能に重きがおかれ，消費者行動把握までを視野に入れたシ

ステムがほとんどないのが現状である。もちろん，そこにはライバル企業

に対しての秘匿情報も含まれることから，そのような機能を載せえない実

情があると推察される。

Ⅳ．ビッグデータの登壇

� ビッグデータの特性

多方面でデータが発生する中で，ビッグデータというキーワードがさま

ざま場面で取りざたされている。ビッグデータが取り上げられる要因は，

コンピュータの性能向上と低価格化，オープンソースで提供される安価な

データ処理ソフトウェアの提供，EUCの浸透による知識共有や創造活動

のIT化，事業の多角化や効率化に伴う業務場面での意思決定活動の複雑

化などがあげられる。この様な環境で，データの多様化を伴いその発生頻

度は増加の一途をたどっているが，残念ながらその有効活用が行われない

まま多くのデータが死蔵されてゆく現実があり，このような現況に対する
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警告が発せられてもいる。

ビッグデータについては，その定義がいくつか提唱されているが，デー

タの分類が反映されたものとして，図4がある。この図ではビッグデータ

をデータ構造の特性から整理した部分がある。これまでの基幹系情報シス

テムのDBで扱うことができるものは構造化データであった。この図には

ないが，構造化データが複数のDBに分散したり，EUCによって生成す

るテキスト・表計算データ等は半構造化データ11）に分類される。半構造化

データを扱おうとした場合は，基幹系情報システムのDBから一部のデー

タを切り出し，EUC等によって人の判断過程を伴って加工していた。ま

た，一部はDWHの導入により加工が試みられてきた。

昨今では分散処理技術の進展により，データ処理の対象を非構造化デー

タへも適用可能な道筋が開けてきたことが，この話題を活気づけたひとつ

の要因といえよう。ビッグデータの特徴としては「ボリューム」「バラエ

ティ（種類）」「ベロシティ（速さ）」の3要素があると指摘されている12）。
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図4 ビッグデータの定義

出典：総務省「平成25年度情報通信白書」，p.144,2013



「ボリューム」「バラエティ」であげられる特徴はデータの多様化で示した

特色であり，従来のトランザクションデータとしても，あるいは，新しい

タイプのデータとして，全く異なるデータ形式で各々が分散して蓄積され

ている。すなわち，同一の情報システム，ひいては，同一のDB管理下に

置けていないという問題があることを意味している。

これらの多様なデータの中で，注目を浴びているのがソーシャルメディ

アから発生したデータの分析で，有効性が認められる分析結果が複数出現

しつつある。その特徴は，それらから発生するデータは非構造化データと

して扱われる文字データであることで，文字を対象とした言語処理がその

中心に置かれていることである。この分野は文章において単語が分離され

ている欧米系の処理が圧倒的に有利で，単語が文章に組み込まれ，同音異

義語が多数存在する日本語における処理では，欧米系の言語処理の精度が

望めない。

ビッグデータが注目される端緒となった株価の変動予測は，単語の出現

頻度を分析し，株価変動を予測するという内容であった13）。そのほかにも，

消費者の動向調査，口コミによる消費行動への影響など，これら全て言語

処理分野の成果である。しかし，基幹系情報システムのDB内のデータと

の関連付けが脆弱であることは否めない。

ビッグデータに対する期待は，それだけ多くのデータが分析対象にでき

るのであれば，それらを整理・分析し，的確で正確なデータを基にした確

度の高い情報によって的確な予測が可能となり，ひいてはビジネス遂行が

円滑に進められる状態を担保してくれるのではないかという点である。こ

れらはビジネスアナリティクス（BI）やビジネスインテリジェンス（BA）14）

を遂行する原動力になることが期待されている。

しかし，一方でビッグデータの利用に関して懐疑的な意見や，分析して

得られる効果に疑問を呈する論調も散見される。例えば，ビッグデータは

「従来の情報システムではコストや時間がかかりすぎ，現実的には活用が
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難しいサイズのデータである」のように，現行の情報システムでは現実的

な対応ができないのではとの指摘や，「ビッグデータは日々のトランザク

ションから生み出される構造化されたデータを補完する，SNSやWebロ

グのような非構造化データととらえた方がよい」など，補助的な利用を説

いていたりする15）。

これらの指摘はビッグデータを自らの情報部門で引き受け対処するには

どのようにしたらよいかという，一側面から見て判断していると推察され

る。データの発生場所や種類が多方面にわたるということは，その利用に

ついても複数側面からのアプローチが必要であろう。

� データ利用現場における現実

情報システムを利活用している現場での実態として以下のような状況が

報告されている。日々の売り上げデータ等のトランザクションデータ（基

幹系情報システム）が増加してくれば，集計作業に時間を要するようにな

り，現場での利用を阻害するようになる。さらに，基幹系情報システムか

ら一部のデータを取り出しEUCで集計処理する場合は余計に時間を要す

る。したがって，情報システム構築時（設計方針として）には，発生した

トランザクションデータは逐次集計した後，蓄積するよう設計される。こ

れが「大きな固まりでデータをとらえるための最適化」となる。しかし，

このように設計された情報システムでは，後に細かなデータ分析を行おう

とすると，集計前のデータの保存場所を探し，当初取得したデータを収集

しなおして分析しなければならならず，手間が余計に発生する16）。

このことは，マーケティング分野などでは，社内の情報システム内のデー

タは使わず，外部の調査会社等からわざわざ自社のデータも購入して利用

する局面を招いている。

このような状況は先に示したセブンイレブンの情報システム運用におい

ても発生している事象であり，多くの情報システムの置かれた現状を端的
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に表している。この状況は，情報システム導入の「意思決定支援システム

（DSS）」に特有の問題である。EDPS，OAの導入によりデータが蓄積さ

れた後は，それらのデータを使用した問題発見・解決のための意思決定支

援機能を求めることになる。当然，それらの問題は固定的なものではなく，

時々刻々変化する性質のものである。それらを手助けするための分析機能

等を情報システムの機能メニューとして情報システムを構築しても，その

メニューの役割が必要とされる寿命（期間）は短く，すぐに機能そのもの

が陳腐化して使用されなくなる運命である。そのような場合，意思決定支

援はEUCによって担われることになるが，EUCでは多量のデータを対

象とした複雑な分析は，PCの能力や，それを操作する者のスキル不足な

どにより，多くの成果が望めないのが実情である。

ビッグデータ活用の条件として表5のような問題点が提起され，その解

決策として「企業の部門毎にデータベースが散在していては活用が難しい

ので，必要なデータソースをかけ合わせ可視化できる環境を作ることが必

要である」との提言がある。この様なデータ活用の問題点は，データ活用

に直面している業務の現場で良く指摘される項目である。
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図5 データ活用環境

●将来予測などの高度な分析には統計解析の知識や高度なスキルが必要

◆社内業務（商品の分類や性格・特性の理解）に関する知識や，市場分析／消

費者行動分析が可能なスキルが必要。

◆市場分析／消費者行動分析に必要なデータは企業内データだけではなく，い

わゆる外部データとよばれる消費者を識別するための項目も必要である。

●実績などを報告するレポーティングツールとしての利用にすぎない

◆役には立つが，コストをかけて行う必要があるか？

●データベースが各部門に散在し，それぞれデータフォーマットが異なるなど，

データ整備が出来ていない

●現場の効率化には貢献しているが，経営の意思決定に足る結果は得にくいとい

う評価

出典：内野宏信，「キーマンに聞く，ビッグデータ活用の条件」，TechTargetジャパン

（2012/11/20）



この提言が示す方向性は二通り存在する。ひとつは「必要なデータソー

スのかけ合わせ」を対処療法的に，一部ダウンロードしたデータを用いて

EUCで処理を行なったり，データウェアハウス（DWH）やデータマイ

ニングツールを用いて処理を行うことであり，他方は企業内の情報システ

ムを統合型システムであるERPシステム化し，その中にこのかけ合わせ

部分を組み込む方法である（図5）。前者は即時的な対応が可能であるが，

ビッグデータのような多量のデータを対象とするにはコンピュータの能力

不足（ハードウェア，ソフトウェアの両面で）により，十分な対応が望め

ない。後者では，各部門に分かれているDBの統合を行い，ERP化を図

り，その後に対応する機能をシステム化しなければならず，実現するには

10年単位の時間を要することを覚悟しなければならない。したがって，

現行では前者のような対処療法的対応をいかに効果的に行うかが現実的な

適用方法といえよう。

しかし，中・長期的には後者の基幹系情報システムをERP化し，その

中でビッグデータ等への対応を考えなければ，真に実用的なビッグデータ

の活用は望めない。IT/ICTの利活用には，まさしく，表1，2に示され
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ている情報システムの発展過程が背景に流れており，その段階を一段階づ

つ登りながらでないと，データ活用の有効性も発揮できないことを示して

いると言えよう。

Ⅴ．IT/ICT利用場面の変化と対応

� IT/ICT化への柔軟な対応

経済産業省から発表された「IT経営ロードマップ（改訂版）」で示され

た内容や，情報システム導入の先駆者とみられるコンビニエンスストア等

の事例から明らかなことは，企業の情報システム導入は段階的に行うこと

が合理的で，効果も期待できるが，各企業の特質により，段階的な導入も

それぞれの個性が反映され行われていることが指摘できる。

表6にまとめたように，企業の情報システムやIT/ICT導入の目的は様々

であるし，新しいビジネスモデルにも対応してゆかなければならず，各企

業の業態を反映させて部門別や業務別に様々な情報システム導入を図って
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表6 IT/ICT利用場面の変化と対応

1） 企業のIT化は段階的

●業務の効率化（ボトムアップ）

●戦略的利用（トップダウン）

●新しいビジネスモデル

◆業務遂行方法の変革（POS，オーダーシステム，Suica）

◆新規ビジネス（ネット販売，ネットゲーム，音楽配信）

基幹系情報システムを中核として

2） 単独のシステム

●ソーシャルマーケティング

●サービスマーケティング

◆SNSを中核とした消費者行動対策

◆ショールーミング，O2O（旧：メディアミックス）

3） ビッグデータやモバイルの位置づけ

Bigdata利用

結果分析

↓

行動誘発



きている。その中で，中核をなしているものは過去から現在にいたるまで

基幹系情報システムである。

しかし，現在のビッグデータ出現に対応するための手法は，基幹系情報

システムとは一線を画した独立的なシステムによる対応で，そのような独

立的な情報システムでSNSの発言等を分析し，ソーシャルマーケティン

グやサービスマーケティングにおいて，それなりの結果を得ることができ

ることも示されている。そして，SNSを対象とした分析から，O2O17）と

いう行動をいかに消費者に誘起させられるか，という課題の解決方法を見

出そうとする試みもなされている。

� IT/ICTによる取組の範囲

IT/ICTの導入を図りたい，あるいは図りつつある企業にとって，その

当事者が置かれた状況の把握とは何を意味するのであろうか。

例えば，図3はある商品の流通経路を表しているが，それぞれの当事者

が直接収集できるデータはどの範囲かを考えてみれば分かりやすい。

① 流通側：受発注データ（当事者それぞれの出荷データ）

・消費者への最終販売量は不明

② 小売店：購買データ（POSデータ等）

・消費者に販売した数量はつかめるが，どのような消費者

特性を持つ人に販売したかの把握は難しい。

・小売店毎に別個に所持（スーパーマーケットやコンビニ

では自社データのみ）

この間は分断されており，流通側は在庫や出荷データは把握できるが，

小売店での詳細販売状況や消費者行動に関するデータを直接入手できる立

場にはない。そこで，流通側が消費者側のデータを入手したい場合は，別

途，市場調査を行ったり，データ提供会社から販売店のPOSデータを購

入するなどの手段が必要である。従って，分析対象としてのデータの質は
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高い状態とはいえない。

消費者側からのデータの質を高める手段としては，スーパーマーケット

等でのポイントカード発行による消費者囲い込みや，Suica発行時の個人

情報登録などの手段が取られている。Suicaでは駅乗降データ（位置情報）

と物品購入に関するデータの両者が手に入る情報源である。これらは流通

側にとって非常に有益な情報源となり得るが，個人情報を削除したとして

も位置情報の取り扱いによっては，個人を特定できてしまう可能性がある

ため，第三者にデータ提供することは慎重に行われなければならず，提供

は停滞している。

� 情報システムとビッグデータ

IT/ICTの普及により，そこかしこで発生するデータをコンピュータに

蓄積する手段は飛躍的に増加した。それらのデータは旧知のごとく構造化，

半構造化，非構造化データに分けられ，蓄積量では半構造化・非構造化デー

タの方が数段多い状況となっている。非構造化データはその名が示すとお

り，コンピュータに蓄積されても，その後の応用利用が難しく，価値ある

有益な情報になりにくいものであった。しかし，これらのデータの中で文

字データは，その中の言葉を対象にテキストマイニング技術を適用し，分

散処理システムのHadoopと組み合わせることによって，株価変動予測

に有効であるとの報告から大きく注目されることとなった。

株価予測以外にもツィッターやフェイスブックに流れる言葉の分析から，

時々刻々と変化する流行のトレンドをつかもうとする試みなどが盛んに行

われており，一定の成果も報告されている。この様なデータ分析の事例は

非構造化データ利用の可能性の一面を示しているといえよう。しかし，流

行は一過性の側面を持ち合わせており，企業側からみれば，特定の自社商

品がどれだけ注目されているかをツィッターやフェイスブックの言葉の分

析から継続的に観察利用しようとする対象には向いていない。
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このようなツィッターやフェイスブックの言葉の分析は，生産管理の一

手法として用いられる管理図による異常値の検出用途のような利用方法を

例示とすれば効果があるのではないかと考えられ，クレジットカードの不

正利用検知のための利用等が期待されている。

このようにビッグデータで扱おうとしている非構造化データは，そこに

含まれるデータ単独での利用によっては効果が制約されることは明白で，

他のデータ（構造化データ等）と組み合わせることによって，より有効な，

すなわち質の高い情報提供が可能になると考えられる。

� 情報活用の実態

構造化データ蓄積の優劣はまさしく，基幹系情報システムの整備の段階

と比例してくる。そもそもDBはデータ蓄積を行う前にデータモデルに従っ

て，フィールドの決定やデータ項目の正規化によるマスターファイルとト

ランザクションファイルの定義（データ構造設計）を行わなければならな

い。システムの統合化（ERP化）段階においてもこの過程は繰り返され，

より洗練されたデータ構造を形作ることになる。また基幹系情報システム

の整備段階を上げることは，社内の見える化に貢献し，そこにあった壁を

払しょくする原動力にもなる［1］。

企業内における情報システムの到達点はERPシステムであるが，情報

システムの到達点は流通側から出荷された商品がどのような流通ルートで

小売店に到達し，そこでどのような消費者にわたったかまでをも，構造化

データとして手中に収められることであろう。企業間にわたる業界VAN

が次第に整備されつつあるが，それらの主たる機能はBtoB間の受発注や

在庫情報提供と一部決済機能までであり，最終的に商品がどこで，いつ消

費者にわたったかという状況すらデータとして収集できていない（BtoC

に関わる部分）。どのような属性を持つ消費者が購入したかなど知るよし

もない。
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したがって，消費者側の特性は別途行った市場調査データや第三者から

購入したPOSデータ，ツイッターやフェイスブックのつぶやきなどの外

部情報から推し量ることとなる。このとき，企業内部でもつ構造化データ

との接点をいかに多く見出し，それらデータをも加えて分析が実施できる

かどうかが，良い情報を提供できるか否かのポイントである。したがって，

より良い情報を手に入れるためには，企業内部の情報システムの整備段階

も上段にあることが必要なことは明白である。社内情報システムの整備が

ままならない状況では，外部情報を手に入れてもその有効な活用は望めな

いのである。

� 内部情報と消費者情報の接点

一方で，企業内部の情報と外部情報である消費者側の特性情報を結びつ

けようとする試みも行われている。しかし，内部情報である自社商品の売

り上げ状況と，それを購入した消費者の個人特性を結びつけようとするた

めのデータ収集は様々な困難が伴う。単なるPOSデータ収集では商品が

いつ，どのくらいの数売れたかというデータを収集しているのみで，それ

を購入した顧客特性（性別・年齢・職業・年収・嗜好等々）を同時にデー

タ化して収集することはできない。さらに，個人情報保護法の制定が，個

人情報収集をさらに困難にさせた。

そのような状況の中，個人情報収集の試みは多方面で実施されようとも

している。スーパーマーケット等でのポイントカード発行もその一環であ

る。POSレジで購買データにポイントカードのIDが記録されれば，それ

らを集計し，顧客ごとの購買履歴を収集できる。ネット上では電子メール

内のテキストデータ分析によって個人の特性を把握し，その個人に適した

広告を掲示する仕組みが稼働し始めていたり，ネット販売のサイトでは

Webに仕組まれたクッキー機能を利用して，どのような商品情報を閲覧

あるいは購買したかの記録を残し，各個人に合った広告表示を行っている。
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Suicaでは駅乗降データと店舗での購買履歴が記録されており，消費者

の購買行動をかなり詳しく追跡できるデータが内在しており，外部への販

売が検討されていることは周知の事実である。

現行では，これらが各々の立場で単独利用しているのみであるが，

Suicaの乗降データ，スマートフォン等のGPS情報，IPアドレスから判

明するネットアクセスをどの場所から行ったかなどの位置情報を核として，

これらをひも付けし集約管理することによって，個人の名寄せが可能とな

り，多くの情報が集約された個人特性情報となりえる可能性もある。この

集約した情報に個人名称を含めず任意のIDを与え管理する，アノニマス

IDによる管理などが提唱されてもいる。

これらに企業内部で持つ基幹系情報システムのデータがどのように結び

付けることができるかが，いわゆるビッグデータの有効利用成否の重要課

題である。

Ⅵ．お わ り に IT/ICT利用の取り組みの今後

ビッグデータによって取りざたされている非構造化データと企業内の情

報システム内にある構造化データとの接点を見出し，より良い情報を得よ

うとする取り組みは，企業内情報システムが貧弱であればその整備を行わ

なければならず，数年単位の時間を要し即時的に行えないのが現状である。

特に中小企業などでは深刻である。

しかし，一方で，さまざまなデータがあふれる様に産出されてゆく状況

を，手をこまねいて見守っているだけでは現状の打破はできない。部分的

にでも非構造化データと構造化データの接点を見つける努力が必要である。

そのためには企業内にある現行の情報システムにとっても何らかの接点が

見いだせる対策，ひいては，投資効果に見合った効果が得られる対策を検

討しなければならない。その対策としては下記の事項が挙げられる。
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� 企業内のある部門内で閉じた情報システムしか持たない整備状況に

おいても，例えば販売部門の情報システム内データと外部情報である

SNSデータとを掛け合わせた分析を試みる。あるいは，SNSから発

生するテキストデータを用いて，管理図における異常値検出の手法で

自社商品に関する情報収集を行う。

� 意思決定支援の場面において，企業内情報を把握し，問題意識を明

確にした上で，効果的な社外データ収集を試みる。すなわち，闇雲に

外部データ収集に当たるのではなく，必要な情報を適切な情報源から

収集することを目指す。

� 非構造化データの特質を理解し，可能なものは整理することによっ

て半構造化・構造化データに変えられる場合もある。これらはビジネ

スインテリジェンスの一環であり，EUC等により効率的に対処でき

る可能性がある。

企業内の情報システムに蓄積された構造化データについては，従来から，

それらの有効利用についてビジネスインテリジェンスにおける取組が様々

に提唱されている。例えば統計処理ソフトウェアを販売するSAS社では

ビジネスインテリジェンスによる対応を「標準化されたレポートを出力し

たり，アドホックな問い合わせに対するレポートを出力したり，データを

キューブ化してさまざまな角度から分析するOLAPや，KPIに基づくア

ラートを出すなどの機能」と表現している18）。これは，1970年代に提唱さ

れた意思決定支援の行動に他ならない。

同様の行動を示す言葉が時代とともに移り変わり，その質的変化を伴っ

ている点も見逃せない。意思決定支援に利用されるIT/ICTはより安価に

なりつつも，機能向上が図られ，利用する手法・手段の種類も増え，より

複雑な問題にも対応可能となっている。一方で取り込み可能なデータの質

的変化と量の増大にも直面している。このような状況の渦中にあることを

意識し，適材適所の手法や手段を用いて，目の前にある適用可能な問題を

―78―



見出し，効果的な（費用対効果も意識し）ビジネスインテリジェンスを推

し進めること，すなわちビジネスアナリティクスが求められていると言え

よう。そのためには，置かれた状況を正しく判断できる能力を持った人材

が必須であることは言うまでもない。状況を把握せず，とりあえず，目の

前にあるデータをやりやすい手法を用いて分析しても一過性の結果を得る

ことは可能であろうが，中・長期的に効果を持続できる意思決定支援情報

を提供することは期待できない。

情報処理にかかわる者は情報システムの段階的なシステムアップを常に

模索し，企業内情報の見える化を図らなければならないし，他方では有効

な外部データをも手に入れ，両者の相乗効果を求めてゆかなければならな

い。旧知の情報処理への取り組みをもう一度見直し，各々の手段や手法の

適用の質を高めることが求められていると言えよう。

1） IT:InformationTechnology

ICT:InformationandCommunicationTechnology

2） NicholasG.Carr，DoesITMatter?,HarvardBusinessSchoolPress,2003

3） NEC，情報システム導入事例，・おやつカンパニー・（2008年3月）：http://

www.nec.co.jp/library/jirei/oyatsucp/

4） ERPの導入状況調査（ERP研究推進フォーラム，2013年2月7日）：同報

告では，調査した34.8％の企業でERPを活用しているとあるが，図2 基幹

業務のシステム化状況では会計業務利用では37.3％だが，物流10.3％，顧客管

理8.2％とあり，ERPパッケージは使用していても本来の統合型システムとし

ての利用に至っていないことをものがたっている。http://it.impressbm.co.

jp/e/2013/02/07/4799

5） 同前掲注2）。
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6） OLTP:OnLineTransactionProcessing（ネットワーク上のサーバにおけ

る即時処理）
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11） 半構造化データ：上島伸一他，階層構造グラフを用いた半構造化データの構

造化手法，情報処理学会論文誌，Vol.39，No.4，1998

12） GartnerPressRelease，GartnerSaysSolving・BigData・Challenge

InvolvesMoreThanJustManagingVolumesofData，June27,2011

13） JohanBollen,HuinaMao,Xiao-JunZeng,Twittermoodpredictsthe

stockmarket,JournalofComputationalScience,2（1）,pp.1�8，2011

14） SAS社によるBIとBAの差異について：フィリップ カーター，「ビッグ

データ・アナリティクス：CIOが今知っておくべき将来のアーキテクチャ，

スキル，ロードマップ」，IDCホワイトペーパー（2011年11月）

15） 浅井英二，「ITの大バーゲンが加速する「ビッグデータ」活用の潮流」，

ITmedia記事（2012年3月6日）

16） 佐藤一郎，「ビッグデータの間違いを正す」，computerworld記事（2012年

1月20日）

17） O2O：OnlinetoOffline（ネットから実店舗への誘導）：文献［16］参照

18） 同前掲注14）。

［1］「IT経営ロードマップ（改訂版）」，経済産業省，2010

［2］ ディミトリ・マークス，ポール・ブラウン，「データサイエンティストに

学ぶ「分析力」」，日経BP，p.34，2012

［3］ 島田達巳，海老澤栄一編『戦略的情報システム』，日科技連，1991

［4］ 宮川公男編『経営情報システム』，中央経済社，1999

［5］ 遠山暁，村田潔『経営情報論』，有斐閣アルマ，2003
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経営学教育の課題に関する研究：

サスティナビリティおよび社会的責任

の視点を中心として

潜 道 文 子

要 約

近年，グローバル人材の育成を目標に掲げる大学や企業が数多くみられ

るが，育成内容は，語学力やコミュニケーション能力を重視しがちであり，

倫理性や公共性のような能力は軽視する傾向にあるようである。しかし，

世界に目をむけると，社会的責任に関わる国際的なガイドラインやフレーム

ワークが多数登場し，また，国連は，経営教育がサスティナビリティ（持

続可能性）の進展を促す上で極めて重要な役割を担っているということか

ら，「責任ある経営学教育」（PRME）というイニシアティブを提唱してい

る。さらに，社会・環境，倫理分野の視点が，どのくらいビジネススクー

ルのMBAプログラムに組み込まれているかを指標としてランキングを提

示しているアスペン研究所の調査結果は，2007年に始まった世界的な金融

危機以降，とくに急速に，教育や研究において社会・環境，倫理分野の視

点が導入されていることを示している。その他，本研究所の調査では，

MBAプログラムにおいて社会的起業家精神のコースが注目されているこ

とが示されている。M.ポーターは，この社会的起業家精神こそが企業を

CSV（共通価値の創造）へ動かすカタリストであり，ビジネス教育の中核

に位置づけられるべきであるとしている。さらに，仕事自体が楽しく魅力

的で社会への貢献にもつながる意味ある仕事は，倫理性を含む「良い仕事」

であり，このような仕事をすることは人々に「善い生き方」を提供する。

これらのことから，日本における経営学教育においても，サスティナビリ

ティやSRの視点を組み込むことの重要性を再考する必要があるといえよう。

キーワード：サスティナビリティ，社会的責任，企業倫理，グローバル人

材，国連PRME，良い仕事，社会的起業家精神，CSV（共

通価値の創造）
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1．問題の所在

近年，グローバル人材の育成を標榜する日本の大学が増加している。文

部科学省も「若い世代の「内向き志向」1）を克服し，国際的な産業競争力

の向上や国と国の絆の強化の基盤として，グローバルな舞台に積極的に挑

戦し活躍できる人材の育成を図るため，大学教育のグローバル化のための

体制整備を推進する」として，平成24年度よりグローバル人材育成推進

事業を展開している。

その背景には，日本においては，急速な少子高齢化の進展とそれに伴う

人口の減少により国内市場が縮小する中，アジアをはじめとする新興国市

場へのグローバルな事業展開の必要性が高まっていること，また，激しい

グローバル競争に対応すべく，国境を越えたM&Aや戦略的提携を実践

し，これまでにないグローバル組織のマネジメント能力も必要とされてい

ることなどから，グローバルビジネスの中核を担うべき有能な人材の育成

が急務となっているという現状がある。

しかしながら，大学全入時代といわれる中で引き起こされているといわ

れる大学生の質の低下や若者の間に広がる内向き志向などにより，産業界

の求めるグローバル人材と，大学側が育成する人材との間に乖離が生じて

いるという（経済広報センター，2012，p.1）。

ここで，「グローバル人材」とは何かということであるが，文部科学省

では，「世界的な競争と共生が進む現代社会において，日本人としてのア

イデンティティを持ちながら，広い視野に立って培われる教養と専門性，

異なる言語，文化，価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケー

ション能力と協調性，新しい価値を創造する能力，次世代までも視野に入

れた社会貢献の意識などを持った人間」と定義している（文部科学省産学

連携によるグローバル人材育成推進会議，2011，p.3）。
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この定義における「次世代までも視野に入れた社会貢献の意識」という

のは，「サスティナビリティ」（sustainability：持続可能性）という概念

に関係していると考えられる。もともと，「サスティナビリティ」という

用語は，水産資源を減らさずにいかにして最大の漁獲量を獲得続けられる

かという水産資源における資源評価という分野の専門用語であったが，こ

の「サスティナビリティ」という言葉が初めて社会に広く認知されるよう

になったきっかけは，1987年に「国連環境と開発に関する委員会」

（WCED:WorldCommissiononEnvironmentandDevelopment,通称

「ブルントラント委員会」）が出した報告書『OurCommonFuture（我々

共通の未来）』である。同報告書において，「sustainabledevelopment」

（持続可能な発展（開発））が人類の課題として取り上げられ，そこで，

「sustainabledevelopmentとは，将来世代のニーズに応える能力を損ね

ることなく現在世代のニーズを満たす発展」と定義された。つまり，「将

来世代のニーズに応える能力を損ねない」とは地球環境資源の有限性を認

識した考え方である（河口，2006，p.31）。

また，経済産業省グローバル人材育成推進会議では，「グローバル人材」

の概念について，以下のような要素が含まれるとしている（経済産業省グ

ローバル人材育成推進会議，2011，p.7）。

要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力

要素Ⅱ：主体性・積極性，チャレンジ精神，協調性・柔軟性，責任感・

使命感

要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ

この他，幅広い教養と深い専門性，課題発見・解決能力，チームワーク

と（異質な者の集団をまとめる）リーダーシップ，公共性・倫理観，メディ

ア・リテラシー等もあげられている。
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では，企業側の対応としてどのようなことが行なわれているかというと，

語学力や外国語でのコミュニケーション能力の強化が中心のようである。

例えば，社員や新卒採用の学生にTOEICの点数の基準をクリアすること

を求めたり，若手社員向けに海外派遣の機会を提供し，海外での経験を積

ませたりするというものである2）。

その他，異文化受容力や多様性を受け入れる力，チャレンジ精神や日本

人としてのアイデンティティをもっていることを採用の際に重視している

という企業もある3）。

しかし，前述の「グローバル人材」の定義にある，「次世代までも視野

に入れた社会貢献の意識」や，要素としてあげられている「公共性・倫理

観」については，企業側のグローバル人材選考指標や育成方法にどれだけ

取り入れられているのであろうか。

2003年ごろから日本でも急速に広まっているCSR（CorporateSocial

Responsibility：企業の社会的責任）は，詳細は後述するが，単に社会貢

献活動やコンプライアンス（法令遵守）を意味するだけではなく，企業と

社会の相乗発展を図る，事業の中核に位置付けるべき「投資」であり（経

済同友会，2004，p.4），経営そのものの変革である。したがって，これ

からの企業活動を担う人材を選考する際には，各組織のCSR経営に対応

できる人材を採用する必要があろう。しかし，企業側が，採用活動におい

てどのような企業であるのかを説明するために「企業理念に基づいた

CSR活動を行っている」ことなどを提示したり，また，応募者側が企業

の『CSR報告書』を参照したりはしているが，企業が，採用の際に，応

募者がCSR経営に必要な共感力や公共性・倫理性といった能力を有して

いるかということをどれだけ重視しているのかは疑問である。同様に，企

業以外の組織に対しても企業の状況に近い傾向があると考える。

また，これまで，大学の商学部や経営学部において，CSRや企業倫理，

あるいは，公共性・倫理性という視点からの様々な分野の学習機会が提供
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されてきているかというと，現在の急速なニーズに十分に対応しえてはい

ないというのが現状であると考える。

しかしながら，後述するように，様々な国際的なCSRのガイドライン

やフレームワークが登場し，海外のグローバル企業といわれる組織がステ

イクホルダーへの配慮と利益の増大を両立させることに成功している現

状4）からは，CSRを無視したグローバルな成功は難しいといえよう。

本稿では，企業で働く人々にとってのサスティナビリティや社会的責任

の視点の重要性を中心に論じるが，大学生たちが将来，働く組織は，企業

以外の政府や地方自治体，財団法人・社団法人，NPO・NGOのようなケー

スもある。さらに，組織の不祥事等が多発するなか，大学として教育の場

でこれらの視点を導入した講義を提供するという「大学としての社会的責

任」を果たす必要もあると考えられる。このようなことを踏まえて，本稿

では，経営学教育の課題のうち，特に，サスティナビリティおよび「すべ

ての組織の社会的責任（SocialResponsibility:SR）」5）の視点を導入した

教育について考察し，その重要性について検討することとする。

2．組織活動のグローバル化と企業倫理およびCSRとの関係

まず，「倫理」とは何を意味するのであろうか。英語では，ethicsであ

り，これは，ギリシア語の�ethos（慣習，しきたり）に由来し，ひとつの

社会における人と人との関係をさだめる規範，原則，規則の総体である。

法律は国家による強制力を有するが，倫理は人間の良心や社会の習慣，世

間の動向など，非強制力を基盤にして働く。漢語での「倫理」は，「仲間」

および「仲間の間でまもられるべき道」を意味する「倫」と，「すじ」と

か「きめ」を意味する「理」からなり，人間のあるべき仲間関係ないし社

会関係を意味する。これに対して，漢語の「道徳」は，人の歩むべき道を

我が身に得て，それを実行することを意味する点で，倫理よりも体得や教
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化，実践に重点がおかれているといわれる（八巻，2008，p.274）。

次に，この「倫理」という言葉の入った「企業倫理学」（businesseth-

ics）という学問についてであるが，この学問分野は米国で生まれた応用

倫理学といわれるもののひとつであり，企業経営という事象を対象に，社

会的事象の善悪およびその判断基準についての学的反省である「規範倫理

学」的な方法論と接近法で倫理構築をしようとする学問分野である。すな

わち，企業経営を単なる効率性や利潤の極大化などの観点からだけでなく，

倫理的な善悪，正邪の判断から本来それがどうあるべきかを論じる学問で

ある（梅津，2004，p.11）。

他に，「経営倫理学」という学問分野も存在する。「経営倫理」とは，企

業のみならず，非営利組織などを含めた組織一般の経営に関わる倫理であ

り，「経営倫理学」は，人間の共同体としての組織体の運営に関わる倫理

を対象とする倫理学の一分野である（小林，2008，p.78）。

他方，現在，CSRに基づいた経営が世界的潮流となりつつあるといわ

れる。このCSR経営について，戦後の日本のCSRを牽引してきた経済

同友会6）は，次の3点の特徴を述べている（経済同友会，2004，p.4）。

① 「社会的責任経営」とは，様々なステークホルダーを視野に入れな

がら，企業と社会の利益を高い次元で調和させ，企業と社会の相乗発

展を図る経営のあり方である。

② CSRは単に社会貢献やコンプライアンスのレベルにとどまらず，

事業の中核に位置付けるべき投資であり，将来の競争優位を獲得しよ

うという能動的な挑戦である。

③ 企業の取り組みが規則や仕組みづくりに終始するのではなく，先見

性のある創造的な取り組みによって企業の活力を生み，社会に好影響

を与えていくような展開になることが期待されている。
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これらの特徴には，従来，企業が「社会的責任」に対して想定していた

「利益獲得活動を制約するコスト」ではなく，社会の発展を図りながら自

社の成長も達成するという戦略性が示されている。

そして，日本では，CSR元年といわれる2003年以降，大企業を中心と

してCSRの専門部署が設置され，また，それまで「環境報告書」として

発行されていた報告書が「CSR報告書」や「サスティナビリティ報告書」

という名称に変わり，環境だけでなく，企業の様々なステイクホルダーへ

の配慮に基づいた活動を報告する企業が増加するなど，CSRを基盤とし

た経営が急速に広まっているといえよう。

このCSRと企業倫理との関係についてであるが，A.キャロル（Carroll,

A.B.）は，社会的責任を「経済的責任」，「法的責任」，「倫理的責任」，

「社会貢献責任」の4つにグループ分けした「CSR ピラミッド」を提唱

している。図表1に示されるように，最も重要で基本的な責任として，ピ

ラミッドの基底部に「経済的責任」を置き，次に，コンプライアンス等の

「法的責任」を位置づけている。「倫理的責任」はその次で，経済的責任を

果たし，かつ法的責任を果たした上で，さらにその企業活動が正しく，公

正でなければならないということを示している。「社会貢献責任」は，「良

き企業市民」として，企業の経営資源を活用して，企業がコミュニティへ

の慈善活動やボランティア活動などに自発的・自由裁量的に取り組み，ま

た，そのことにより人々の生活の質を改善する責任として最後に置かれて

いる。

このように，キャロルによると，倫理の実践は，CSRの一部であり，

前述の4つの責任を果たすことによって，CSRが果たされるということ

になる。

しかし，企業倫理学を専門とする梅津光弘は，企業倫理とCSRを他の

視点から考察し，次のような指摘をしている。「現代社会は，例えば，企

業組織が下す，様々な意思決定が人間生活に多大な影響を及ぼすようになっ
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てきたことから，企業活動に関し，「事の善悪」に関わる倫理的価値判断

を求める事項が登場した。つまり，われわれは，企業の意思決定や行動に

関係をもつことによって，純粋に実証的な科学技術の手法では応えの出せ

ない，きわめて規範論的な問題を随所で突きつけられるようになったため，

企業倫理学が登場し，それが企業経営の倫理化を促進することにつながっ

た。他方，企業の社会的責任論は，経営学の一分野として発展してきた。

そして，責任という社会からの企業に対する要求や期待がまずあって，そ

れへの対応という受動的な側面があることは否めない。つまり，マーケティ

ング理論や経営戦略論と同様に，環境への適応という考え方であり，他者
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図表1 キャロルのCSRピラミッド

（出所） Carroll,A.B.（1991）・ThePyramidofCorporateSocialResponsibility:

Toward the MoralManagement ofOrganizationalStakeholders,・

BusinessHorizons,Jul.�Aug.1991,p.42



中心主義が根底に存在している。したがって，応用倫理学としての企業倫

理学と経営学を基盤とする社会的責任論は，表面的には同様の事象をカバー

しているようにみえても，方法論的差異から由来する大きな相違がそこに

は隠されている」（梅津，2004，pp.11�13，15�16）。

たしかに，CSRの場合，ステイクホルダーという他者への声に耳を傾

け，共感することによってステイクホルダーの抱える課題を解決するとい

う他者中心主義が基本にあるといえよう。そして，現在のCSRは，社会

的課題と組織の課題の重なった部分を対象としてCSR活動を行い，社

会と組織の双方に価値を生み出すという方向性を目指そうとする流れが

ある。しかし，M.E.ポーター（Porter,M.E.），M.R.クラマー（M.R.

Kramer）のいう「共通価値の創造」（creatingsharedvalue:CSV）の

実践のようなこのタイプのCSRの成功例は多いとはいえない。その理由

を梅津の主張から考察すると，このCSRは，外的環境や他者の要求を絶

対的所与とした他者中心主義の視点と自社の利益を拡大するという自己中

心主義の視点との融合をしようとすることであり，それは，非常に難しい

ということがいえよう。

では，この企業倫理やCSRはどのように企業のグローバル化と関係し

ているのであろうか。中野千秋は，日本において企業倫理が問われるよう

になった背景には，「「情報改革」や「国際化の進展」により，社会の仕組

みや人間同士のかかわり方そのものが大きく変わりつつあるなか，新たな

普遍的価値の共有や国際的な共通ルールの構築が模索されている」と述べ

ている（中野，1999，p.16）。

また，企業の激しいグローバル競争の結果として起きている，生物多様

性の危機，気候変動，公害といった環境破壊の問題や南北の経済格差の問

題，そして特に，発展途上国での劣悪な労働環境問題，それに派生した人

権や従業員の健康と福祉の問題，贈収賄・汚職の問題等が存在し，CSR

の推進は世界的な課題となっている。
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このような状況から，CSRに関しては，図表2に示すように，国連グ

ローバル・コンパクト（UnitedNationsGlobalCompact:UNGC）や経

済協力開発機構（OECD）多国籍企業行動方針といった国際原則，ISO

26000のような国際的ガイドラインが存在する。また，GRI（Global

ReportingInitiative）をはじめ，企業の情報開示に対する国際的なフレー

ムワークも存在する（駐日欧州連合代表部，2013，p.1）。つまり，組織

における倫理性や社会性を求めるムーブメントは，グローバルなものとなっ

ており，日本企業がグローバルな企業活動を行おうとする際，このサスティ

ナビリティやSRのグローバルスタンダードのレベルを目指す必要がある。
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図表2 CSRに関する主要な国際原則，ガイドライン，フレームワーク

CSR国際規格 概 要

国連GC
「人権・労働・環境・腐敗防止」における10原則（2000年

発行，2004年COP導入）

OECD多国籍企業

ガイドライン

参加国の多国籍企業に対する政府の勧告。違反企業の申し立

て機能あり（1976年発行，2011年改訂）

ISO26000 組織の社会的責任（SR）に関するガイドライン（2010年発行）

GRIガイドライン
レポーティングに関する国際的なガイドライン（2000年発

行，2013年改訂）

AA1000シリーズ

英国Accountabilityによる支援ツール。ステークホルダー・

エンゲージメントを基本とした規格。AA1000ASはCSR

報告の保証基準

ILO三者宣言

「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」（1977

年発行，2006年改訂）。政労使による労働慣行に関するガイ

ドライン

SA8000
米国 SAI（SocialAccountabilityInternational）による

労働CSR規格（認証）

国連責任投資原則

（PRI）

国連による社会責任投資（SRI）のイニシアチブ。環境（E）・

社会（S）・企業統治（G）を考慮した投資を進めるための枠

組み。レポート提出義務あり（2006年発行）。

（出所） 田中信弘（2014）「ソフトローとしてのCSR国際規格の有効性～エンフォースメン

トの類型をふまえて」日本経営倫理学会研究交流例会報告（2014年1月11日）資料



3．経営学教育におけるサスティナビリティおよび

社会的責任の重要性

近年，企業は，CSRやサスティナビリティ，企業倫理といった社会と

企業との関係に対して実践的な対応が求められている。その背景には，深

刻な環境問題，不祥事や反倫理的な行為などが発生し，その結果としての

企業崩壊等の問題が起こっていることがある。つまり，急速に変化するビ

ジネス社会において，企業の管理者や経営者たちは，経営戦略，マーケティ

ング，財務，人的資源管理分野における従来の知識や経験では対処できな

い課題に直面しているといえる。したがって，大学の経営学教育において

も，このような経営環境に対応できる人材を輩出すべく，「「責任」モデル」

（YoungandNagpal,2013,p.493）に立脚した経営学教育を行うことが，

社会における大学の責任であるといえよう。

前述の国連グローバル・コンパクトは，1999年の世界経済フォーラム

（ダボス会議）の席上でコフィー・アナン国連事務総長（当時）が提唱し

たイニシアティブである。グローバル化が急速に進む中，グローバル化の

「負」の側面が顕著になってきており，もはや国家や国際機関だけではグ

ローバルな課題を解決できなくなってきていたことを背景に，アナン国連

事務総長（当時）は企業にグローバルな課題解決への参画を求め，世界の

経営トップに，企業を中心とした様々な団体が，責任ある創造的なリーダー

シップを発揮することによって社会の良き一員として行動し，持続可能な

成長を実現するための世界的な枠組み作りに自発的に参加する「人間の顔

をしたグローバリゼーション」への取り組みを促した。2000年7月26日

にニューヨークの国連本部で正式に発足し，2004年6月24日に開催され

た最初のGCリーダーズ・サミットにおいて腐敗防止に関する原則が追加

され，図表3に示されるような4分野10原則となった7）。
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この国連GCへの参加状況は，2013年12月末現在で，1万2千を超え

る団体（そのうち企業が約7,000）が署名している。日本企業については，

2001年にキッコーマン株式会社が第1号として署名し，その後，参加団

体が増加し，2013年12月末現在で220団体であるが，そのうち企業が

210社であり，うち上場企業は110社である。また，同志社大学，同志社

女子大学，敬愛大学国際学部，国際基督教大学，関西学院大学といった大

学も署名している8）。

この国連GCが，世界中の学術機関での責任ある経営に関する教育・研

究を促進し唱導するPRME（PrinciplesforResponsibleManagement

Education：「責任ある経営学教育」）というイニシアティブを提唱してい

る9）。このイニシアティブは，60名のビジネススクール学長，大学学長，

主要なビジネススクールや学術機関の代表から成る国際的なタスクフォー
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図表3 国連グローバル・コンパクトの10原則

人 権
原則1：人権擁護の支持と尊重

原則2：人権侵害への非加担

労 働

原則3：組合結成と団体交渉権の実効化

原則4：強制労働の排除

原則5：児童労働の実効的な排除

原則6：雇用と職業の差別撤廃

環 境

原則7：環境問題の予防的アプローチ

原則8：環境に対する責任のイニシアティブ

原則9：環境にやさしい技術の開発と普及

腐敗防止 原則10：強要・賄賂等の腐敗防止の取組み

（出所） グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークHP

（http://www.ungcjn.org/gc/principles/index.html，2013年12月26日）



スによって，2007年に開始された。様々な活動のなかのひとつとして，

2010年に，アクセンチュアと共に，750名を超えるCEO（最高経営責任

者）に対して調査が行われた。その結果，サスティナビリティと企業の責

任は企業にとって不可欠であること，とくに，近年の経済危機によって，

企業経営においてサスティナビリティのビジネス価値が高まったこと，そ

して，経営教育はサスティナビリティの進展を促す上で極めて重要な役割

を担っていることが明らかになった。

さらに，この調査によれば，世界中の大半の企業が，サスティナビリティ

を経営戦略の中心に据える状態に達するためには，教育システムとビジネ

ススクールがサスティナビリティの実現に必要なマインドセットとスキル

を将来の指導者に授けることが重要だと考えているという。

そこで，PRIMEでは，次のような試みを行っている。

� ビジネススクールや他の学術機関を，経営に関するカリキュラムや

研究の中にサスティナビリティや長期的な価値創造の観点を組み込む

イノベーターやリーダーとして位置付けるための枠組みを提供する。

� 加盟機関に対して，同じ考えを持つ学術機関トップや教員から成る

グローバルな学習コミュニティへのアクセスを提供する。

そして，これらは，サスティナビリティと企業の社会的責任に関する諸

問題を教育・研究・内部システムに組み込むために行われている，組織の

様々な取り組みを把握し確認するための手段として役立つとしている。

国連PRMEでは，以下のような6原則を設けている。

原則1（目的）

私たちは，学生が企業や社会全体のための持続可能な価値を将来にわ

たり築き上げていく人材となり，包括的かつ持続可能なグローバル経

済のために働けるよう，その能力を開発します。

原則2（価値）
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私たちは，国連グローバル・コンパクトなどの国際的な取組に描かれ

たグローバルな社会的責任という価値を学術活動や教育内容に取り入

れます。

原則3（手法）

私たちは，責任あるリーダーシップを目指した学習体験を効果的にす

るため，教育体系，教材，教育課程，教育環境を新たに創ります。

原則4（研究）

私たちは，持続可能な社会・環境・経済という価値の創造における，

企業がもつ役割，推進力，影響についての理解を深めるための理論的

かつ実証的な研究をします。

原則5（連携）

私たちは，社会や環境に対する責任を果たす際の企業経営における課

題を理解し，課題への効果的な取組をともに探究するため，企業経営

者と交流を図ります。

原則6（対話）

私たちは，教育者，企業，政府，消費者，メディア，市民社会組織，

およびその他の関係諸団体，関係者を交えて，グローバルな社会的責

任および持続可能性に関する重要課題について対話と議論の場を企画

し，支援します。

私たちは，自分たちの組織における実践諸活動が，学生に伝えようと

する価値や態度の手本として役立つべきであるものと考えます。

この国連PRMEには，2014年1月現在，520を超える教育関係機関が

加盟しており，本イニシアティブは，グローバルな取り組みとなっている。

日本の教育機関は，2012年12月現在で，5校が参加している。

このような新しい価値観に基づく教育に関連した活動を行っている組織
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に，米国ワシントン DC.に本部を置くアスペン研究所（TheAspen

Institute）10）がある。アスペン研究所は，1950年設立の教育と政策の研究

機関であるが，本研究所は，「重大な課題に対処するために必要とされる

価値観に基づいたリーダーシップを育成する」ことをミッションとし，そ

の活動の一環として，社会・環境，倫理分野の視点がどのくらいビジネス

スクールのMBAプログラムに組み込まれているかという指標によって

MBAプログラムのランキングを提示している。評価は，2005年版につい

ては，以下の4つの観点から行なっている。重視割合は，①～④はそれぞ

れ25％ずつである。

① studentopportunity：社会・環境の内容を有するコース数

② studentexposure：社会・環境の分野の課題を考察することに割

くコース時間の割合

③ coursecontent：コースが，社会と環境に対する考察を事業の意

思決定に統合する価値観を説明する程度

④ facultyresearch：査読付き経営分野の主要なジャーナルに掲載さ

れた関連分野の論文数

他方，2011�12年版については，以下の4つの観点から行なっている。

重視割合は，①は20％，②は25％，③は30％，④は25％である。

① relevantcoursework：社会・環境，あるいは倫理分野の授業数

② studentexposure：関係科目における授業時間と正規学生の登録数

③ businessimpact：ソーシャル・インパクト・マネジメントと営利

事業の主流の授業との統合に取り組んでいるコース数

④ facultyresearch：社会・環境分野，あるいは倫理分野を含んでい

る，研究者のビジネス分野の掲載された論文数
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2005年と2011�12年のランキングはそれぞれ図表4と5に示す通りで

ある。ビジネススクールにおける現在および将来の学生や教員陣，運営陣

は，BeyondGreyPinstripesRankingと呼ばれるこのランキングによっ

て，各MBAプログラムがどの程度，社会・環境の課題を通常のMBAト
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図表4 2005年 社会・環境の課題教育に関するMBAプログラムランキング

順
位 学校名 国名

順
位 学校名 国名

順
位 学校名 国名

1 スタンフォード 米 国 11
UCバークレー
（Haas）

米 国 21イェール 米 国

2 ESADE スペイン 12ノッティンガム 英 国 22マクギル カナダ

3
ヨーク
（Schulich）

カナダ 13
ヴァージニア
（Darden）

米 国 23
ケイスウェス
タン
（Weatherhead）

米 国

4
ITESM
（EGADE）

メキシコ 14
ウェスタンオ
ンタリオ
（Ivey）

カナダ 24
ダートマス
（Tuck）

米 国

5
ノートルダム
（Mendoza）

米 国 15
ボストン
カレッジ

米 国 24INSEAD フランス

6
ジョージワシ
ントン

米 国 16
エラスムス
（Rotterdam）

オランダ 25カルガリー カナダ

7
ミシガン
（Ross）

米 国 17
コロラド
（Leeds）

米 国 26ユヴァスキュラ
フィン
ランド

8
ノースキャロ
ライナ
（Kenan-Flagler）

米 国 18
ニューメキシコ
（Anderson）

米 国 27
ナバラ
（IESE）

スペイン

9
コーネル
（Johnson）

米 国 19

エイジアン・イ
ンスティシュー
ト・オブ・マネ
ジメント

フィリピン 28
ウィスコンシン
マディソン校

米 国

10
ウェイクホレ
スト
（Babcock）

米 国 20
ポートランド
州立

米 国 29
ミネソタ
（Carlson）

米 国

（出所） 2005RankingofMBAProgramsbyBusinessandSocietyProgram ofThe

Aspen Institute（http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/

upload/bgp_ranking_2005.pdf，2014年1月8日）



レーニングに組み込むことに成功しているかを比較することができる。他

方，企業の採用担当者や役員は，この情報によって21世紀のビジネスを

牽引するために最も適切な能力をもったMBAプログラム卒業生を見つけ

ることが可能となる。
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図表5 2011�12年 社会・環境の課題教育に関するMBAプログラムランキング

順
位 学校名 国名

順
位 学校名 国名

順
位 学校名 国名

1 スタンフォード 米 国 11GWU 米 国
21
＊

コロラド・ボ
ルダ―校
（Leeds）

米 国

2
ヨーク
（Schulich）

カナダ 12ESADE スペイン 22
NYU
（Stem）

米 国

3 IE スペイン 13コロンビア 米 国 23
ウィラメット
（Atkinson）

米 国

4
ノートルダム
（Mendoza）

米 国 14
ポートランド
州立

米 国 24
ブリティッシュ
コロンビア
（Sauder）

カナダ

5 イェール 米 国 15
デンバー
（Daniels）

米 国 25
デュケイン
（Donahue）

米 国

6
ノースウェスタ
ン（Kellogg）

米 国 16
ロヨラ・シカ
ゴ校（GSB）

米 国 26グリフィス
オースト
ラリア

7
ミシガン
（Ross）

米 国 16
サンフランシ
スコ州立

米 国 27コロラド州立 米 国

8
コーネル
（Johnson）

米 国 17ウィスコンシン 米 国 28
テキサス・
オースティン校
（McCombs）

米 国

9
ノースキャロ
ライナ
（Kenan-Flagler）

米 国 18シモンズ 米 国 29ESMT ドイツ

10
UCバークレー
（Haas）

米 国 19
エラスムス
（Rotterdam）

オランダ 30
サウスキャロラ
イナ （Moore）

米 国

＊2011年9月の公表後に修正や訂正があったもの

（出所） BeyondGreyPinstripes2011-2012Top100MBA ProgramsbyCenterfor

BusinessEducationofTheAspenInstitute

（http://www.beyondgreypinstripes.org/reports/BGP％202011-2012％20Global％

20Report-small.pdf，2014年1月8日）



前述のように，評価方法において多少相違があるため，単純に比較する

ことはできないが，図表4および5を比較すると，2005年の調査では，

トップ30校のうち，米国以外のビジネススクールが12校を占めていたが，

2011�2012年の調査では，7校に減少していることがわかる。他の地域と

比べて，米国社会や企業において，サスティナビリティやCSRの分野が，

より急速に重視されてきていることが推測される。

また，図表5では，30位まで示したが，2011�12年版のトップ100位ま

でのリストには，40位にフィリピンのAsianInstituteofManagement，

70位に中国のChinaEuropeInternationalBusinessSchool，83位に韓

国のKAISTBusinessSchoolというアジアのMBAプログラムがランク

インしている。このことから，アジアのMBAプログラムをもつ組織にお

いても社会・環境・倫理という分野への関心が高まっている，あるいは，

また，このような国際的な組織による評価の重要性を認識する組織が増加

しているという可能性があるといえよう。

さらに，本調査の分析によると，サブプライムローン問題をきっかけと

し，2007年の米国の住宅バブル崩壊に端を発した世界的な金融危機後，

MBAプログラムのカリキュラムや研究において，次のような顕著な変化

がみられたという11）。

① 社会・環境・倫理部門の関係コース数が平均で20％増加した。

② ソーシャル・インパクト・マネジメントと営利事業の主流の授業と

の統合に取り組んでいる ・BusinessImpact・のコース数の平均が1

校あたり2倍以上になった。

③ 学生全体のうち関係コースに登録する学生の割合が増加したことに

より，関係科目における授業時間と正規学生の登録数スコアの平均が

顕著に増加した。

④ ビジネススクールの教員の研究のスコアの平均が30％増加した。

2005年のランキングと比較し，2011�12年のランキングの上位に米国の
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MBAプログラムの数が増加しているのも，この金融危機の被害がとくに

大きかった米国のビジネススクールの危機感の表れということが推測される。

さらに，前述のように，2011�12年の評価では，・businessimpact・の

スコアを全体の30％とし重きを置いている。これは，各ビジネススクー

ルが，彼らの卒業生が事業への投資や経営戦略，危機管理を通じて，社会

的そして環境へのインパクトを考慮することができるように，そして，長

期的には，社会のためになる質の高い意思決定を全体としてできるように，

準備をしているかどうかという証を見出そうという試みであった。結果と

しては，ビジネススクールが高レベルの試みに挑戦しているという証拠が，

次に示すような分野で数多くみられた。

・ファイナンス：次のようなトピックを取り上げている

倫理的な財務面での意思決定，組織の目的の検証，価値/成功を測る

代替的な測定基準の見直し，金融危機の原因の振り返り等

・マーケティング：次のようなコースが増加している

マーケティングや持続可能な製品のマーケティングのグローバルな社

会的インパクトを取り上げるコース

大規模な社会的調査の際に，マーケティングがいかに社会へ貢献する

ことができるかを検討するコース。

MBAにおけるマーケティングの新しい課題：いかにして人が持続的

で倫理的なマーケティング面での意思決定をするのか

・経営学や経営戦略の部門

多くのコースが，経営環境の変化と天然資源のマネジメントを考慮に

入れた環境面の持続可能性のためのマネジメントに重点をおいている

このような変化は，日本のMBAプログラムや商学部，経営学部といっ

た学部での経営学教育においても今後，大いに注目すべき傾向といえよう。
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日本においても，現在，大企業では多くの企業がCSRの専門部署を設置

するようになっているが，CSRの専門家をどのように育成するか，とい

うのも大きな課題となっている。現在は，日々の業務や他社の活動を通じ

て学んだり，外部のセミナーや学会に参加したりというようなことを通じ

て専門知識を獲得していると考えられる。また，企業として，組織を成長

させ，利益の増加をはかり，かつ，社会の価値を拡大させるという，CSR

の真の価値を享受するためには，CSR部署のメンバーがCSRを理解し，

活動するだけでは不十分である。財務やマーケティング，購買，製造，営

業といった各部門でサスティナビリティやCSRの視点が共有され，日々

の行動に実践されることが必要である。

そのような意味からも，大学やビジネススクールにおいてサスティナビ

リティやSR分野の教育を導入していくことの重要性が存在するといえる。

また，アスペン研究所のMBAプログラムについての調査では，社会的

起業家精神（socialentrepreneurship）のコースがMBAプログラムで

大きな注目を浴びていることが示されている。しかも，このコースのほと

んどが非営利のミッションに基づいた組織ではなく，いかにビジネスモデ

ルが積極的な利益獲得活動や社会面・環境面での成果を得るために戦う会

社を創る方法となりえるかに着目していることは，注目すべき点であると

いう。

近年，CSRではなく，共通価値の創造（CSV）の重要性を主張するM.

E.ポーターは，この社会的起業家精神こそが，倫理的で社会性に基づい

た新しい資本主義の登場に大きく関わっていると述べている。つまり，社

会的起業家精神は，経済的価値と社会的価値の両方を同時に創造する能力

を発揮し，共通価値の創造を行う。その意味で，この社会的起業家精神は，

企業をCSVの方向へ動かすカタリスト（触媒）であるとしている。また，

CSVを行うことによって，企業は，継続的な成長やイノベーションが可

能となるという（潜道，2013，pp.87�88）。その意味で，ポーターは，こ
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の社会的起業家精神をビジネス教育の中核に置くべきであるとしている

（Driver，2012，p.427）。

日本においても，2000年ごろから，ビジネス手法を用いて社会的課題

解決ビジネスに取り組む社会起業家やソーシャル・エンタープライズ

（socialenterprise：SE，社会的企業）の活動が注目されるようになった。

とくに，若者を中心として，この分野の仕事に興味をもつ人々が登場して

いる。これらの人々は，SEでの仕事の何に惹かれるのであろうか。この

点を明らかにすることが，経営学の授業でビジネスにおけるSRの重要性

を取り上げる意義につながることを次に論じる。

4．SR意識と「良い仕事」の創造との関係

近年，大学生の就職活動時期になるとよく聞かれる言葉のひとつに，

「ブラック企業」という言葉がある。これは，労働者を酷使・選別し，使

い捨てにする企業を意味し，特徴としては，度を超えた長時間労働やノル

マを課し，耐え抜いた者だけを引き上げ，落伍者に対しては，業務とは無

関係な研修やパワハラ，セクハラなどで肉体・精神を追い詰め，戦略的に

「自主退職」へと追い込む。金融危機の影響で就職難が深刻化した2000年

代後半から，こうした悪辣な企業を指すようになったという12）。

この言葉の対極にあるような存在として，「良い仕事」の思想がある。

社会経済学者の杉本芳美は，「良い仕事」は，「意味ある労働（meaning-

fulwork）」であるという。それは，より人間的な労働であり，それ自体

に満足が得られるような労働を指す。「労働の人間化」の考え方と共通す

る。しかし，この「意味」は，個人の能力の発揮，興味や関心の充足，ラ

イフワークの追求，さらには他者との協力や他者への奉仕，社会への貢献

などにも広がることを指摘している。つまり，仕事に求められる意味ない

し満足は，物質的・経済的な意味・満足にとどまらず，精神的な意味・満
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足を含み，かつ個人的領域だけでなく社会的領域にわたっているといえよ

うが，それは，自分にとって意味ある行為というだけでなく，社会的に意

味がある行為であることによっていっそう充足感を得られるのではないか

と述べている。もし，そうであるとすると，その意味には社会的な意義や

道徳的な価値も含みうることになり，意味ある労働を求めることは，労働

に「新しい倫理性」13）を求めることと同じ方向を指しているといえると論

じている（杉村，1997，pp.38�39）。

また，杉村は，仕事が「良い仕事」になる条件として次の点をあげてい

る（杉村，1997，pp.38�39）。

① 仕事を意味あるものとみなす

② 仕事に対する真剣で責任ある態度が存在する

③ 生活の必要を充たす

④ 共同生活に貢献する

⑤ 善い生き方と重なる

⑥ 平衡のとれた生活が存在する

⑦ 仕事自体が魅力的である

⑧ 個人を成長させる

⑨ 個人を超える価値につながる

⑩ 求めて初めて得られるものである

これらの中で，④については，良い仕事が他者への献身や共同社会への

貢献など，自分自身だけではなく，コミュニティや社会全体を豊かにする

仕事であることを示している。したがって，自分自身が多くの報酬を得る

ことができる仕事でも，コミュニティや社会に価値を創造することができ

ない仕事は，良い仕事にはならないということである。⑤については，良

い仕事をすることは，善い生き方をすることであるということが示されて
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いる。⑥は，⑤にも関係するが，仕事はその仕事だけが満足できるもので

あっても真の意味は創造されない。近年，重要視されている「ワークライ

フバランス」とも関連があると考えられる，仕事と余暇，仕事と家庭，個

人と社会など，仕事と他の領域との間の平衡に配慮が必要であるというこ

とである。⑦は，労働条件等の仕事の外的環境ではなく，仕事自体が面白

く楽しいということが望ましいということである。⑧については，良い仕

事は，各自の能力を活かすとともに，他者との交流を通して個人の成長を

促すということである。⑨は，自己中心主義から解放され，仕事が共同的

な価値，さらには普遍的な価値と結び付くことを示している。⑩は，特定

の仕事がそのまま良い仕事ではないのであって，自分自身にとって良い仕

事とはどのような仕事なのかを考えてそれを自分で求めて初めて得られる

ということを意味している。

このように，良い仕事は，仕事に意味を与え，ひいては，人々に善い人

生を与えることにつながるが，企業においてはどのようにして良い仕事が

創造されるのであろうか。仕事を良い仕事にするためには，組織において

より影響力のある意思決定をする機会を有する経営者や管理者の社会性や

倫理観，共感力等が大きな影響を与えると考えられる。その意味で，彼ら

を輩出する大学の経営学教育で，前述のMBAプログラムのように，経営

戦略論やマーケティング，ファイナンス等の講義に倫理性や社会性や環境

への配慮のような視点を統合していくことが重要であるといえよう。

また，前述のように，日本においては，若者を中心に，SEでの仕事に

魅力を感じる人々が増加しているが，図表6に示されるように，「社会貢

献したいという想いの有無」を「働いている時」と「プライベートのとき」

に分けて調査した場合，「働いている時にある」は，男性では，20～40代

が，女性では，20代が大きな割合を示している。彼らは，仕事の中で，

他者への献身や共同社会への貢献や個人を超える価値の創造を行い，満足

を得たいと感じているのではないだろうか。つまり，仕事を「良い仕事」
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にし，「善く生きる」ことを求めているのではないかと考える。したがっ

て，これらの年代の人々を中心として，SEという社会に価値をもたらす

事業を行う，「良い仕事」の条件が得やすい環境の下で働きたいと考える

人々が増加しているのではないかと推測される。

また，前述の「良い仕事」の条件では述べられていないが，自分自身を

超える領域で活動を行い，社会への価値を創造したのではないかと思われ

るが，それを確認することができない状況，つまり，フィードバックが明

確に行われないという状況においては，仕事から満足を得にくい。

心理学者のM.チクセントミハイ（Csikszentmihalyi,M.）が提唱する

「フロー」（flow）は，活動による楽しさなどの内発的報酬が極大化され
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図表6 社会貢献したいという想いの有無

（出所） 社会起業家大学監修（2012）「社会貢献意識および「学び」に関する実態調査」



たときに体験する没入感であり，「良い仕事」の条件と多くの部分で共通

する条件を必要とする。このフローと良い仕事の共通点として，活動自体

が内発的報酬の源泉となることや活動を行うことにより成長感を感じるこ

と，そして，個人を超える公共の価値の創造につながる活動において体験

しやすくなる等がある。つまり，「良い仕事」をし，人々が仕事から満足

を得るときに体験する感覚のひとつとして，このフロー体験があるのでは

ないかと考えられる。

このフローを体験するための条件の一つとして，活動による明確なフィー

ドバックを得られる状況が存在することがある。したがって，活動や努力

の結果が明確となるスポーツの試合のようなケースでは，しばしばフロー
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図表7 社会貢献していると実感できない理由

（出所） 社会起業家大学監修（2012）「社会貢献意識および「学び」に関する実態調査」



が体験される。図表7に示される調査結果をみると，「社会貢献している

と実感できない理由」として，男女とも10～30代で，他の年代と比べて

「自分が行ったことに対し，結果を知る機会がないから」という回答の割

合が大きくなっている。

また，図表8に示されるように，「どのような立場で社会貢献をしてい

きたいか」という質問に対しては，「個人として」がすべての年代で最も

多くの回答を得ているが，「現在の会社で」も，男性では，20～50代で，

女性では20代で，比較的多くの割合を占めている。

さらに，前述のように，男女10～30代は，「社会貢献していると実感で

きない理由」として「自分が行ったことに対し，結果を知る機会がないか

ら」の回答が他の年代と比べて大きかったが，男女とも20代と30代は，

図表8では，他の年代より「起業して」と「転職先で」の回答割合が大き

い。彼らが，現在の仕事では得られない仕事におけるフローの状況をSE

のような他の仕事において求めていることを示している可能性もあると考

えられる。

したがって，組織の経営者や管理者は，働く人々のこのようなニーズを

十分に考慮する必要がある。また，大学の経営学教育においても，このよ

うなSRに根差した仕事倫理の新しい動きについても配慮した教育が必要

になっているといえよう。

また，図表8では，「起業して」という回答はわずかであるが，この回

答者たちの中には，社会起業家としてSEを設立しようという人々も含ま

れていると推測される。

このように，日本においても，自組織にとっての価値創造だけでなく，

社会にとっての価値創造も同時に実現しようとするSEやソーシャル・ベ

ンチャーなどがビジネスの主流として発展していく可能性が少しずつ見え

てきているといえよう。他方，ポーターが指摘するように，一般の営利企

業も社会的起業家精神がカタリストとなって，これまでの顧客のニーズか
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らの利益だけでなく，社会的課題の解決からの利益を獲得することができ

るようになる可能性がある。その際，営利企業はSEやソーシャル・ベン

チャーからビジネスモデルやソーシャル・キャピタルの構築方法等を学ぶ

ことができ，逆に，SEやソーシャル・ベンチャーは，いかにして事業を

拡大していくか，そして，いかにしてより大きな利益を得ることができる

かを営利企業から学ぶことができるであろう。

同時に，営利企業は，SE等で働く人々が獲得しているであろう「良い

仕事」からの価値をどのように自組織において創造するかを学ぶことがで

きると考える。

5．結 論

企業のグローバル人材の育成については，前述のように，日本の場合，
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図表8 どのような立場で社会貢献をしていきたいか

（出所） 社会起業家大学監修（2012）「社会貢献意識および「学び」に関する実態調査」



企業だけでなく，省庁もあげて取り組むべき課題という認識がある。しか

し，前述のように，グローバルなビジネス世界では，短期的な利益だけを

追求する姿勢では，すでに持続的な組織の生き残りは図れない，あるいは，

社会そのものが崩壊するという危機感が存在するといえよう。したがって，

そのようなグローバルな認識に対応するためにも組織で働く人々を輩出す

る大学の教育において，グローバル人材の育成にサスティナビリティや社

会的責任の視点を導入することが必要である。とくに，経営学教育におい

ては，従来，「企業vs.社会」という構図が存在し，前述のように「社会

（経営環境やステイクホルダー）に配慮することは，営利企業の目的であ

る利益の獲得を制約することにつながる」という考え方が根底に存在して

いたと考えられる。しかし，現在のようなグローバルなビジネス界におけ

る危機感が，従来のこのような考え方に新たな価値観の重要性を導入して

経営の仕方そのものの変革を促しているといえよう。

したがって，大学における経営学教育は，このような価値観の変化を踏

まえてカリキュラムを構成し，研究活動を推進し，さらには，社会に開か

れた活動を促進していく必要があるのではないかと考える。

また，組織の意思決定に大きな影響を及ぼすことが可能な経営者や管理

者がサスティナビリティや社会的責任の視点を取り入れた教育を受けるこ

とは，組織の成長につながる可能性を創造するだけでなく，それらの人々

のもとで働く人々の仕事が「良い仕事」になり，ひいては，「善く生きる」

ことにつながるという価値を生み出す可能性もある。その意味でも，現在，

大学における経営学教育の使命はより大きなものとなっているといえよう。
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1） 文部科学省産学連携によるグローバル人材育成推進会議（2011）の報告書で

は，「海外勤務を希望しない若手社員が2001年度に3割程度だったが，2010

年度には5割程度まで増加しているという調査結果もあるものの，それは必ず

しも若者の志向のみに起因するものではなく，例えば留学に要する費用の確保

が難しくなっていること，早期化・長期化する就職活動が学生の留学に対する

意欲と機会を失わせていることなど，留学に伴う様々なリスクに起因するもの

も少なくない」と指摘している。

2） 例えば，三菱商事，三井物産，伊藤忠商事，丸紅などの大手商社では，2011

年春から，入社2年目から8年目までの20歳代のうちに全社員を対象に海外

経験を義務付ける制度を導入した。製造業企業でも，例えば，ヤマハ発動機が

2012年度から，入社4年目までの若手社員全員に海外駐在や留学，長期出張

させるプログラムを始めた。クボタは，全新入社員対象に実施していた米国で

の語学研修を2010年から中国，2011年からタイに広げた。武田薬品工業は，

海外で半年間語学研修を受けさせた後に海外子会社で勤務する「グローバルロー

テーション・プログラム」の対象を，2011年から40歳前後から30歳前後に

引き下げ，研修期間も5～10年の長期に切り替えた。

また，採用段階からグローバル人材の確保を目指すために採用基準を提示す

る企業もある。例えば，武田薬品工業や楽天は新卒採用の条件としてTOEIC

で730点以上，ファーストリテイリングは700点以上の語学力を要求している

（恩田，2012，pp.1�2）。

3） 資生堂では，さまざまな国・人種の考え方を受け入れ，融合していけるセン

スやスキルをもつ異文化受容力を重視している。イオンは，異なる文化や生活

習慣を受け入れる多様性をもっていること，ソニーは，新興国へでも望んで行

き，そこで自分自身を成長させたいというチャレンジ精神や自分自身の確固と

した考えをもっていることを重視しているという（溝上，2011，p.10）。

4） 例えば，ユニリーバは，2010年11月，「ユニリーバ・サステナブル・リビ

ング・プラン（USLP）」を発表した。これは，環境負荷を減らし，社会に良

い影響を与えながら，ビジネスを成長させることを目指す戦略を推進しようと

いうものである。「すこやかな暮らし」，「環境」，「経済発展」という3つの分

野に重点をおき，①健康・衛生，②食，③温室効果ガス，④水資源，⑤廃棄物，

⑥持続可能な調達，⑦生活の向上，という7つの部門での約束を守るため，よ

り細分化した達成期限のある数値目標やアクションプランをおき，それぞれの

経過状況や達成度をウェブサイト上にて公表している。
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このUSLPにおけるサスティナビリティの観点は，バリューチェーン全体

からの廃棄物の削減やコスト削減に役立つ一方で，世界が直面している問題の

解決に貢献する，社会的ミッションを持ったブランドの構築に役立っている。

また，USLPは長期的な成長とリスクマネジメントの基盤となっているという。

具体的成果としては，2012年には，米国内のビジネスすべてで認定された

再生可能な事業者からエネルギーが購入され，また，世界中の自社工場の半数

以上が埋め立て廃棄物ゼロという目標を達成した。その一方で，2012年には，

総売上高は10.5％増加して500億ユーロの壁を超え，新興国市場では2年連続

して11％以上成長している。

このように，ビジネスを成長させながら，世界が直面している問題の解決に

貢献することを目指すという経営戦略の成果が生み出されている（ユニリーバ・

サステナブル・リビング・プラン：http://www.unilever.co.jp/sustainable-

living/uslp/，2014年 1月 10日；ユニリーバ最高責任者からのご挨拶：

http://www.unilever.co.jp/sustainable-living/ceo-review/index.aspx，2014

年1月10日）。

5） なお，2011年10月に批准された国際標準化機構（ISO）で策定された組織

の社会的責任に関わる規格であるISO26000においては，幅広い組織への適用

が考慮され，企業のみでなくあらゆる組織を対象としていることから「CSR」

ではなく，「SR」という用語が使われている。

6） 経済同友会は，すでに1956年には，CSRを明確に概念規定した「CSR決

議」を行っている。「そもそも企業は，単純素朴な私有の域を脱して，社会諸

制度の有力な一貫をなし，その経営もただ資本の提供者から委ねられておるの

みでなく，それを含めた全社会から信託されるものとなっている」。これは株

主価値の向上だけではなく，今でいう本業を通じたステイクホルダー価値の創

造を意味するものである。続けて，次のように明言する。「現代の経営者は，

倫理的にも実際的にも単に自己の企業の利益のみを追うことは許されず，経済・

社会との調和において，生産諸要素を最も有効に結合し，安価かつ良質な商品

を生産し，サービスを提供するという立場に立たなくてはならない。…経営者

の社会的責任とは，これを遂行することに外ならぬ」（川村，2009，pp.25�26）。

7） グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークHP「国連グローバル・

コンパクトについて」参照。

8） 田中信弘（2014）「ソフトローとしてのCSR国際規格の有効性 エンフォー

スメントの類型をふまえて」日本経営倫理学会研究交流例会報告（2014年1

月11日）資料，およびグローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク

HP参照。
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9） 国連PRMEについては，国連グローバル・コンパクト事務局による日本語

の紹介文 （http://unprme.org/resource-docs/PRMEBrochureJapaneseLo

Res.pdf，2013年12月26日），およびPRMEのHP（http://www.unprme.

org/，2013年12月26日）を参照した。

10） 日本においては，1998年4月に一般社団法人日本アスペン研究所が設立さ

れた。企業，官公庁，NPO・NGOの幹部を対象とした「日本アスペン・エグ

ゼクティブ・セミナー」，主に30～40代前半のマネージャー・クラスを対象と

した「ヤング・エグゼクティブ・セミナー」，人事院と共同で開催する中央省

庁幹部行政官を対象とした「人事院・日本アスペンセミナー」や，石川県との

共催による「石川・日本アスペンセミナー」の他，ベルリッツ・ジャパンとの

共催による「アスペン/ベルリッツ グローバル・リーダーシップ・セミナー

＠直島」や将来世界を担う高校生を対象とした「ジュニア・セミナー」が開催

されている（日本アスペン研究所HP「研究所概要・活動内容」http://www.

aspeninstitute.jp/institute/outline.html，2014年1月8日）。

米国のアスペン研究所の海外ネットワークとしては，日本の他，ドイツ，イ

タリア，フランス，インド，フランスにアスペン研究所が存在する。

11） DataAnalysis,BeyondGreyPinstripes,TheAspenInstitute参照（http:

//www.beyondgreypinstripes.org/data-analysis，2014年1月8日）。

12）『知恵蔵』2014より（http://kotobank.jp/word/％E3％83％96％E3％83

％A9％E3％83％83％E3％82％AF％E4％BC％81％E6％A5％AD?dic=chiezo，

2014年1月8日）。

13） この「新しい倫理性」というのは，従来は，職業労働に禁欲的にいそしむこ

とは神の召命に応えることであり，救済につながるとする「勤勉倫理」が存在

していたことを示していると考えられる。この「勤勉倫理」は，プロテスタン

ティズムに源をもつものとして，欧米においては強い宗教的意味を有していた

（杉村，1997，p.37）。

梅津光弘（2004）「企業経営の価値転換：その4つの震源」小林俊治，百田義治

編『社会から信頼される企業：企業倫理の確立に向けて』中央経済社

恩田敏夫（2012）「若手社員の海外派遣を「義務化」し，グローバル人材の育成

を急ぐ」『キャリアサーチ』ディスコ（http://www.disc.co.jp/uploads/
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�論 文〉

要 約

国際石油市場では，その殆どは先物取引により，ドル信用経済の中で売

買される。取引金額，量的に世界最大規模を有する石油産業の中で，その

消費市場構成比から米国石油輸入市場が，次いで，日本の石油輸入が大き

な市場を形成している。石油輸入価格は全取引量で大きな中東マーカーよ

りも，主に米国WTI価格を参照したマーカー価格基準が多くの場合，採

用されている。WTIは世界の原油価格の中で最も有力な指標であり，ま

た石油価格の主要アナリストは，ドル為替とWTI市況の両面から石油価

格動向を予測している。

WTI市場はアメリカ国内産出の原油の6％，世界産出の原油1～2％程

を占めるだけだが，実質的な取引量では，わずかなこの米国WTI市場が，

国際取引市場価格マーカーとして最も大きな影響力を持つのは，その約定

取引量と参照市場参加者が世界先物原油市場の中で圧倒的に多いためであ

る。米国は世界最大の石油消費国かつ輸入国であり，第三位の生産国であ

り，また，ドル国際通貨決済において最大取引量と流動性を持つ。この米

国市場においてWTIはCFTC市場規制により透明性が高く，単に原油価

格の指標にとどまらず，重要な国際経済指標にもなっている。その意味で，

WTI動向が世界石油価格市場に及ぼす影響は計り知れない。

だがWTI市場参加者には実需取引に拠らない投資ディーラーが多く，

ペーパーバレル投機（先物取引は受渡期日前に反対売買され売買差額のみ

の決済となり，現物の受け渡しは発生しない）と称される仮需要が市場構

日本のエネルギー資源貿易政策（12）

WTI国際石油先物市場と

CFTC規制の政策課題

武 上 幸之助



1．WTI市況の特質

1．1 WTI市況の意義

世界原油取引は主要消費地毎に，北米，欧州，アジアの三大市場が形成

されており，各地域の需給を反映した独自の価格形成がなされ，特に

WTI原油は北米原油価格指標だけでなくその市場動向の中心になってい

る。WTI（WestTexasIntermediateAPI39.6度（比重0.827））は，西

テキサス地方，ニューメキシコ州南東部産出の低硫黄分ガソリン向け高品

質軽質原油（LightSweetCrudeOil）を指し，このWTI先物がニュー

ヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEXLightSweetCrude）で取引

される（1982年創設）。他市場マーカーに比して高価に値付く傾向があり，

特に世界最大の石油消費国である米国の中東やアフリカなどから輸入する

原油価格がWTIを基準に決定されるため実質的な取引量がわずかである

にも係らず市況主要マーカー・指標原油として影響力が大きい（1）。

WTI取引ルールでは，取引単位1,000バレル，取引時間ニューヨーク

時間10：00～14：30（日本時間23：00～4：30）であるが，Globex電子

取引（CMEシカゴ先物市場のGlobexシステム24時間取引）が導入され
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成比40％を越えている。WTIは極めて大きな市況変動幅（ボラティリティ）

が特徴的となっているため，投機筋はWTI市場を選好する。その為，

CFTCが市場規制強化を進めているが，WTI時価総額を越えた投資資金

キャッシュが，これら投機筋によって運用されている問題点が指摘される。

本稿ではWTI市場マーカーの形成過程から，石油製品のキャッシュ化

において，どのような投資信用金融手法が開発されてきたか検討し，また

WTIでのCFTC規制政策を再評価したい。

キーワード：石油資源貿易，石油キャッシュ，国際石油メジャー，国際石

油価格指標，リアルオプション，米国商品先物取引委員会

CFTC



ているため，時間外取引も活発に行なわれている。さらに，現物引渡しを

受けることもでき，取引参加者はNYMEX，CMEへ通知することにより，

手持先物を現物に交換することが可能になっている。尚，受渡場所は，オ

クラホマ州クッシン（Cushing）にある集油所施設（PADD2）とされる。

2009年9月NYMEXはCMEグループに買収された。CMEグループ

は，CME，CBOT，NYMEXというアメリカ3商品取引所を中心とする取

引所グループであり，現時点でNYMEXの決済クリアリングはNYMEX

Clearingが担っている。

またWTI先物の一日当取引量は実需100倍の1億バレルを超え（期近

物だけで一日6億バレルを超える日もある），取引量に比べ実産出量はご

くわずかのため，実際には，他の原油をWTIと同質のブレンドとし受け

渡しが行われている。尚，欧州輸出が可能であるメキシコ湾岸地域におい

ては，軽質油がブレントに近い価格で取引されており，WTI価格にさま

ざまな歪み（実勢との相違）があることが指摘されている（2）。直近のWTI

原油先物相場は以下の図表1�1のとおりである。
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図表1�1 NY原油直近5週推移（2013年12月28日市況報告）
日

付

総
取
組
高

大口投機玉建て 商業玉建て
小口投機

玉 建 て

投 機

玉建て

ネット

期
近
終
値

Long

（買い）

Short

（売り）

投機玉

ネット

（買い－

売り）

SP

（スプレッド）

Long

（買い）

Short

（売り）

Long

（買い）

Short

（売り）

大口＋

小口

（買い－

売り）

11/191,620,641431,042117,882 313,160 502,349608,850924,539 78,400 75,871 315,689 93.34

11/261,636,454439,091131,552 307,539 517,266599,534909,832 80,563 77,804 310,298 93.68

12/3 1,645,686457,545136,697 320,848 518,746588,764913,508 80,631 76,735 324,744 96.04

12/101,661,416460,410111,407 349,003 550,019571,251920,974 79,736 79,016 349,723 98.51

12/171,629,694456,968110,268 346,700 521,719572,411922,386 78,596 75,321 349,975 97.22

前週比 －31,722－3,442－1,139 －2,303 －28,300 1,160 1,412－1,140－3,695 252－1.29

出典：TOCOM 2013/12/28



NY原油の大口投機玉建てはネットで346,700枚の買い越しとなってお

り，買い越し幅は前週と比べ2,303枚縮小しているが，年末を控え大きな

買い越しであることが分かる。特にWTIでは実需以外の仮儒投機が上掲

（図表1�1），ほとんどを占めており，実勢以上の市況価格で売買されてい

る。

また図表1�2では，大口投機玉買い越しポジションについて市況推移に

ついてほぼ正相関性が示され，その実勢スプレッドの拡大が示されている。

ドル過剰流動性の極大化する現在，石油取引市場の価格高騰化の原因の

一端が，このドル信用取引の拡大と共に，WTI市場への投機，投資資金

の流入化が進んでいる事は明確であり，史上取引の原資として石油製品が

利用され，債券，証券化を通じて，更なる投機マネーを呼込んでいる。

1．2 国際石油価格としてのWTI価格スタンダード：WTI価格の変動

要因と性質

WTI先物市場価格はアメリカ国内の原油現物市場を反映したものであ

る。過去には受け渡し拠点クッシンの地理的条件から原油の流通量に限界
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図表1�2 大口投機玉買い越しポジションと市況推移

価格は週足終値（左軸），買い越し枚数（右軸），NY原油（ドル／バレル）

出典：TOCOM第一商品㈱資料
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があり，価格が偏る事態が発生していたが，パイプラインの整備や輸入原

油の導入などにより，国際価格を反映できるよう改善がなされた。

NYMEXは，エネルギー関連商品を充実させ，エネルギー取引所として

の地位を確立を図り，前述，1994年には貴金属や卑金属で有名であった

コモディティ取引所（CommodityExchange：COMEX）との経営統合

を実現し取引所としての競争力を高めたが，1980年代後半以降に上場さ

れた商品は1990年のHenryHub天然ガス先物取引が最後の成功例であ

り新規上場した多くの商品が失敗しているとも評価されている。エネルギー

関連商品の出来高が増加したこともあり，現在はNYMEX部門の出来高

が約86％，COMEX部門の出来高が約14％という比率となっている。

NYMEX，WTI取引が開始した2008年当初は，専門投資家による取引

が多かったが，一般個人投資家，ヘッジファンド取引，インターネット取

引の割合が増加してきている。通常，取引の多くはスプレッド取引やアウ

トライトといった手法が多い。また価格が初めて70ドル／1バレルを突

破した2005年ごろから，投機的な取引による暴騰が指摘されるようになっ

た。暴騰の原因としては，価格高騰によって増えたオイルマネーのさらな

る流入，バイオエタノールマネーとの関連性などが考えられている。一方，

2010年以後はアメリカのカナダ重質原油輸入量が増えたためWTI価格が

低く抑えられるようになった。

1．3 CFTC情報開示と市場取引規制

リーマンショック後2007年から2008年にかけてのWTI市況の高騰化

（147DPB2008年）の主要因が投機マネー流入によるとの批判から（3），米

国商品先物取引委員会（CFTC：CommodityFuturesTradingCommis-

sion）（4）が2009年9月から投機マネーの動向が明確化できるよう市場参加

者分類を細分化して情報開示している。

CFTCが，投機筋との判断に至るまでには幾つか基準があり，以下，
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順を追って概観する。ここではInterimReportofcrudeoilInteragency

TaskForceonCommodityMarkets［InterimReportoftheITF］July

2008を参照した。

先ず市況スプレッド拡大化に際しての適正石油価格の判定基準であるが，

物価パリティ（Parity）を用いたGDP成長率と石油消費量の正相関性を

基礎としている。石油価格高騰によるコストプッシュインフレ要因の払拭，

監視がCFTCの設立趣意でもある。図表1�3では，2002年をベースとし

た世界GDP成長比率と石油生産量の相関を示す。当図表ではそのスプレッ

ドが2005年前後から急拡大していることが示されている。

一方，図表1�4では，GDP成長率に対するエネルギー消費の石油特化

率について米国では低下傾向があるのに対し，BRICs等では横這い，ま

た国民一人当たりの石油消費では，殆んど一定であり，人口増加，減少が

石油消費の要因である事が示されている。

またドル為替においては著しいドル減価を受けて米国内の石油価格の上

昇が示されている（図表1�5）。ドルの過剰流動性と投資資金の市場流入

は結びつきが深く，余剰ドルの投資先として石油製品が重要な選択肢となっ

ている。
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図表1�3 WorldGDPandoilproduction

Source:FederalReserve Board and InternationalEnergy Agency,World GDP

aggregatoweightedbyworldoilconsumptionshares.



図表1�6では，期間毎の原油先物契約価格の推移を示す。石油価格上昇

に際して先物契約が増加しており，極めて盛んにリスクヘッジされたこと

が推測される。WTI市況変動の特徴として，米国国内価格を大きく反映

する傾向は否めず，暖房用の精製油消費量を左右する北米の冬天候が暖か

くなると価格が低下，寒くなると上昇，メキシコ湾岸ハリケーンの被害が

及ぶと石油精製施設の稼働率が下がるため価格が上昇する傾向がある。
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図表1�4 Oilintensity

Source:InternationalMonetaryFundandInternationalEnergyAgency,GDPisreal

GDPforeachcountryinbillionsof2000U.S.dollers.

図表1�5 Oilpricesandexchangerates

Source:FederalReserveBoard.Themessureofthedollaristhebroadnorminalindex,

andtheoilpriceisspotWestTexasIntermediatecrudeoil.



図表1�7では，市場参加者の情報開示による公表リストと市場構成要因

が示されている。

図表1�7によるとWTI原油先物は，大手石油会社・精製会社・卸売会

社の構成比が少なく，逆に投資ファンドなど石油業界と無関係な投資家も

幅広く数多く市場取引，及び時間外電子取引に参加する。そのため，市場

流動性が非常に高く，参加者が多様で売買機会が高い。

さらに機関投資家の商品インデックスファンドの時価総額，及び

NYMEXファンドのキャッシュは，2007年12月の1,460億ドルから2008

年6月には2,000億ドルへと増加し，WTI原油市場の時価総額1,400億ド

ルを優に越え（図表1�9），巨大金融運用資本を形成している。

尚，NYMEXにおける市場参加者は自己勘定で取引を行う金融機関が

占めている。主な市場参加者のクリアリングメンバー（図表1�10）の多

くは日本では類比なき投資銀行である。この国際資源商品のキャッシュ化

の中で投資銀行が中心的な役割を果たしている。
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図表1�6 Termstructureofcrudeoilprices
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図表1�8 CFTCの細分化された市場参加者区分

① CFTC報告義務者

（当事者⇒生産者・実需業者）

（当事者⇒スワップ・ディーラー）

（非当事者⇒資金運用者）

② 非報告対象者

（小口取引者⇒小口取引者）

図表1�7 Grangercausalitytestsrelatingdailypositionchangestoprice

changesintheNYMEXWTIcrudeoilfuturescontractfrom

January2000toJune2008

TraderClassification

HypothesizedDirectionofCaudality

PrinceChangeslead

PositionChanges

PositionChangeslead

PriceChanges

DirectionSignificant?
P

Value
DirectionSignificant?

P

Value

AllCommercials（includes

Manufacturers,Commercial

Dealers, Producers, Other

Commercial Traders, and

SwapDealers）

＋ Yes 0.028 ― No 0.896

Manufactures ＋ Yes 0.048 ― No 0.191

CommersialDealers ＋ Yes 0.040 ― No 0.908

Producers ＋ Yes 0.032 ― No 0.449

OtherCommercialTraders ― No 0.918 ― No 0.391

SwapDealer ― No 0.114 ― No 0.832

All Non-Commercials（in-

cludesHedgeFunds,Floor

Brokers&Traders）

― No 0.062 ― No 0.764

HedgeFunds ― Yes 0.003 ― No 0.585

FloorBrokers&Traders ― No 0.741 ― No 0.494

AllNon-Commercials com-

binedwithSwapDealers

― No 0.062 ― No 0.947

Source:CommodityFuturesTradingCommission
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図表1�10 NYMEXクリアリングメンバー

ADMInvestorService,Inc. MFGlobal,Inc.

A.G.Edwards&Sons,Inc. MitsuiBussanCommodities（USA）Inc.

AIGClearingCorp. MorganStanley&Co.,Inc.

BancofAmericaSecurities,LLC NEWEDGEFinancial,Inc.

BarclaysCapital,Inc. NEWEDGEUSA,LLC

BearStearnsSecuritiesCorp. NICHoldingCorp.

BNPParibasCommodityFutures,Inc. PhibroLLC

BPCorporationNorthAmerica,Inc. PrudentialBacheCommodities,LLC

BUCCTradingCorp.## R.J.O・Brien&Associates,LLC

CitigroupGlobalMarketsInc. RandFinancialServicesInc.

CreditSuisseSecurities（USA）LLC RBCCapitalMarketsCorporation

DeutscheBankSecurities,Inc. RosenthalCollinsGroup,L.L.C.

FCStone,LLC SMW TradingCompany,Inc.

FortisClearingAmericasLLC SterlingCommoditiesCorp.

Goldman,Sachs&Co. TermCommodities,Inc.

GreenwichCapitalMarkets,Inc. TheBankofNovaScotia

図表1�9 NYMEX原油に関するインデックスファンドの時価総額の推移

項 目 名 （単 位）

時 点

2007年

12月31日

2008年

8月31日

2008年

6月30日

商品インデックスファンドの時価総額

（純資産）

（10億ドル） 146 168 200

うち米国の上場商品関連 （10億ドル） 118 133 161

NYMEX原油に関連するインデック

スファンド

時価総額（純資産） （10億ドル） 39 41 51

建て玉数（バレル換算） （百万バレル） 408 398 363

NYMEXに建て玉に対するシェア （％） 16.3 13.8 12.8

（参）NYMEX建て玉（グロス） （百万バレル） 2,509 2,885 2,837

原油価格（WTI） （ドル／バレル） 96 102 140

（注1） 純資産は，売り買いのネットの意味。NYMEX原油建て玉（グロス）は，

NYMEXにおける先物・オプションの取り組み残高

（注2） 図表2�1�3及び図表2�1�5はCFTCの集計データ，図表2�1�2はマスターズ氏推

計によるため，数値が異なる

（出所） CFTC ・StaffReportonCommoditySwapDealers&IndexTraderswith

CommissionRecommendations,Sept.2008・から作成。



2．CFTC規制と市場透明化の歩調

2009年CFTCの，情報開示義務により建て玉情報が公開され，従来で

は外部に不明だった原油先物相場での投機筋の売買動向が，判明するよう

になった。2006年から2010年までの市場参加者の売買動向とその分析に

ついて，詳細な分析（5）から概観すると，以下の報告がなされている。

売買ポジショニングにおける市場参加者構成の比率は図表2�1に見ると

おりであり，同報告書によるとWTI価格に対して資金運用者は1.1ドル／

1万枚，小口業者は－1.4ドル／1万枚の影響をもつ。分析対象期間のネッ

ト・ポジションの平均値の大きさも考慮すると，資金運用者のネット・ポ
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図表2�1 売買ポジショニングにおける市場参加者構成比率

出典：注4）同掲書

HSBCSecurities（USA）,Inc TrilandUSA,Inc.

J.P.MorganClearingCorp. UBSSecurities,LLC

JumpTrading,LLC WachoviaSecurities,LLC

LehmanBrothers,Inc. GeorgeE.WarrenCorporation

MBFClearingCorp.

MerrillLynch,Pierce,Fenner&Smith

出典：CFTC資料2012リスト掲載。



ジションの変化がWTI価格変化に対して強い影響力をもつことが示され

たとする。

注記したいのは，①ネット・ポジションからの売買要因が非常に大きな

変動要因となっており，また②投資銀行のポジショニングのスワップ頻度

が低く，③ヘッジファンドなど投機筋はスワップ頻度が非常に高い傾向が

あることである。

一方，CFTCによるWTIポジショニングの分析（図表2�3）では，リー

マンショック前後から極大化していることが傾向的として読み取れる。先

物は買い（long）と売り（short）がともに同相対数量だけ存在する。こ

のため，ネットでは資金流入は起こらないが両建てで取引が膨らんでいっ

たと推定できる。原油先物市場の建玉に占める参加者比率について，1998

年と2008年を比較すると1998年実需ヘッジャーが80％強を占め，投機
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図表2�2 売買ポジショニング推定結果

（表） 重回帰分析の推定結果

推定された回帰式

・F1・0.019・0.00011・NP
MM
1 ・0.00014・NP

NR
1 ・・t

・0.07・・6.36・ ・・4.09・

・F1はWTI先物の価格変化，・NP
MM
1 は資金運用者のネット・ポジション変化，

・NP
NR
1 は小口業者のネット・ポジション変化，・tは誤差項をそれぞれ表す。（ ）

内は推定されたパラメーターの値を表す。多重共線性による悪影響を排除するた

め，変数選択を行っている。

WTI価格変化に影響する要因

市場参加者分類 資金運用者 小口業者（非報告対象）

ネット・ポジション
の影響度

＄1.1／1万枚 ＄－1.4／1万枚

ネット・ポジション
平均値

8.4万枚 －0.4万枚

ネット・ポジション
（最大値，最小値）

（18.1万枚，1.3万枚） （3.3万枚，－2.9万枚）

出典：注4）同掲書



家が10％未満，インデックス投資家は10％強であったが，10年後の2008

年には実需ヘッジャーが60％とシェアを大きく落としたのに対し投機家

が10％，インデックス投資家が30％へとシェアを拡大させている。中で

もインデックス投資家の増加が著しく，インデックスファンドを中心に新

たな機関投資家が参入してきたことが推察される。

結語：CFTC規制の今後

2010年4月からCFTCでは新たに過剰投機を抑制するため，投機資金

に対しての建て玉規制が導入された。その結果として，WTI市況変動に

一定の価格安定化が現在までのところ果たされているかのようである。し

かし商品インデックス投資残高などは，極大化しており商品市場を巡る市

場動向は，もし契機が生じれば大きな市況変動が，随時生じる傾向を示し

ている（図表1）。90年代末から価格上昇が続いていた原油先物市場等の
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図表2�3 CFTCによるWTIポジショニング分析

（注1） ポジションの直近は3月10日時点，WTI原油は3月11～13日平均値

（注2） 非当業者は報告義務のある取引参加者のうち，エンドユーザー以外の主に投機を

目的とする者。非報告者は報告義務のない取引参加者。これらの多くが投機を目的

としていると推察される。

（出所） CFTC資料から作成。
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商品市場が，需給要因等から将来的な値上がりが期待できる投資対象とし

て注目され始めたことも一因と考えられる。

過去からの推移をみると，商品インデックス投資残高は2004年頃から

増大してきている。これは，年金基金等が商品投資を拡大してきたことが

一因と考えられ全米最大の公的年金基金であるカリフォルニア州職員年金

基金（カルパース）は，2006年にコモディティ投資の検討を始め，イン

フレヘッジを目的として2007年に商品インデックス投資を開始，運用を

本格化している。

また石油価格分析の主な要因となるドル為替との相関性であるが，ドル

安も，商品・原油高の要因と考えられる。即ち，商品・原油の価値が一定

であるとすると，ドルが減価した分だけ，ドル建ての商品・原油価格が上

昇している。実際にドル安の際に商品，原油高になる傾向が強まれば，商

品・原油先物相場はドル安に対するヘッジ能力が高いということにもなる。

近年，ドル相場と商品・原油価格の間に，顕著な逆相関の関係が確認され

る。即ち，近年，ドル安になれば，商品・原油価格は上昇する関係にあっ

た。逆に，2008年後半以降は，ドル相場が対ユーロを中心に大幅に上昇
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図表1 商品インデックス投資の残高及びS&PGSCI指数の推移

（出所） 米議会上院国土安全保障・政府問題委員会公聴会でのマイケル・マスターズ氏証

言より S&P資料より。



する中で原油相場は大幅に下落し，騰落は逆であるが逆相関の関係が続い

ている（6）（図表2）。

アメリカにおける商品先物市場を規制しているのは，1936年商品取引

所法（CommodityExchangeActof1936：CEA）であるが，商品ファ

ンド規制も含め包括的な規定を設けており，複数の法律に跨って規制がな

されている連邦証券取引諸法体系とは大きく異なっている。現在のように

エネルギー・デリバティブや金融デリバティブも含めた形で，規制体系が

整備されたのは1974年に行われたCEAの大改正によってであり，この

改正によって独立行政委員会としての地位を有する前掲商品先物取引委員

会（CommodityFuturesTradingCommission：CFTC）が設立され，

以後規制当局となっている（7）。

規制当局はCFTCであるが，独立行政委員会としての地位を有してい

ること等を背景として行政審判制度が設けられていることや，民事訴権が

与えられており，高額な制裁金の賦課等，強いエンフォースメント権限を

有している点が特徴的である。またアメリカにおける規制のあり方につい
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図表2 原油相場とドル相場の相関係数の推移

（注） 相関係数は，1に近いほど同じ方向に動く程度が強い，ゼロであれば関係がない，

－1に近いほど逆方向の動きをする程度が強い，と読む。過去30営業日分の前日比価

格変化率について，ドル為替相場と原油との相関係数をとり，単純平均した。

（出所） Bloomberg2013資料より。
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ては，商品取引所やCEA第17条が定める登録先物協会である全国先物

協会（NationalFuturesAssociation：NFA）による自主規制が重要視

されている点が特筆に値する。例えばNFAは自主規制といっても全ての

登録業者に対する登録業務を行なっており，登録の可否を判断する裁量を

有している他，登録業者に対する規則制定権及び違反業者に対する制裁権

限等も与えられている等，日本の自主規制機関等と比べれば強い権限を与

えられている（8）。市場監視規制不公正取引等を防止するために行う市場監

視は CFTCにとって極めて重要な役割の 1つであると言える。法令は

CFTCが市場監視に必要な情報を収集出来るよう，商品取引所を含む市

場関係者に対して報告義務を課す規定を設けている。報告義務に関する具

体的な規定は，CFTC規則が定めており，商品取引所等（報告市場

ReportingMarket）によるものの他，市場参加者それぞれに報告を義務

付けている。この報告義務を前提として，CFTCは大口取引報告システ

ム（large-traderreportingsystem：LTRS）と呼ばれる監視の仕組みを

運用しており，市場全体の70～90％程度に相当する取引をこれによって

把握していると説明している（9）。CFTCはLTRSによって把握している

データを下に，CommitmentsofTradersと呼ばれる取引状況に係るデー

タを公表しているが，実際，近年における報告不要建玉は報告対象となっ

ている建玉の10％未満となっている（10）。CFTCは現在までのところ，そ

の規制による市場成果を達成してきたかのようである。

石油価格安定化対策の方針としては，①価格変動の根本であり，価格動

向の契機ともなる「ファンダメンタルズの安定」，②過度な価格変動が生

じにくくするための透明性確保，③市場が過熱した際における「市場にお

ける過度な価格変動への対策」が重要である。

―132―

本稿は，経営経理研究所平成25年度研究助成を拝受した成果である。ここに

深く感謝申し上げます。



（1） WTIはヘッジファンド，年金基金の資金が流入し金融市場の影響を受け

易い。欧州指標は北海ブレントでWTIに近い品質。アジア指標中東産ドバ

イ原油は高硫黄重質原油で市況は低い。

（2） 村井美恵「WTI価格の歪み」丸紅株式会社 丸紅経済研究所 2011年

（3） 同上。
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（9） CFTCスプレッド取引：スプレッド取引では，2つの商品間の価格差の差

額を利用して行う取引。CFTC建玉明細では同一銘柄間の異なる限月の間の

価格の差を利用した裁定取引である「限月間スプレッド」枚数が報告される。
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競争ダイナミクス・アプローチによる

海外市場参入戦略に関する一考察

米国シネコン会社の日本市場進出を事例として

佐 藤 幸 志

�論 文〉

経営経理研究 第100号
2014年3月 pp.135�164

要 約

現在，世界全体の海外直接投資額に占めるサービス・ビジネスの割合は

7割を占めるまでに至っており，その国際化がますます進展している。サー

ビス・ビジネスの海外市場参入の場合，その源泉となる優位性の模倣障壁

が低かったり拠点間の資源共有や活動調整による多国籍企業であるがゆえ

のメリットを活かしにくかったりするケースも多い。その場合，ライバル

企業の模倣行動を含む敵対行動を抑制し，先行優位を少しでも長く維持す

ることが成功の鍵と考えられる。

このような問題意識に基づき本研究は，日本の映画興行市場に本格的シ

ネコン（複合映画館）を初めて導入した米国シネコン会社ワーナー・ブラ

ザース・インターナショナル・シアターズ（以下，WBIT）の日本参入か

ら，その後参入した外資系シネコン会社，邦画大手3社の競争行動プロセ

スを事例として取り上げ，競争ダイナミクス研究の成果を応用して，邦画

大手3社のシネコン参入が遅れた理由を明らかにする。

事例分析の結果，地方・郊外を中心にシネコンを展開したWBITの日

本合弁会社ワーナー・マイカル（以下，WM）は，邦画大手3社という

日本勢の系列劇場と地理的棲み分けを可能とし，また配給事業も手掛ける

日本勢にとって収入増加の機会を提供したことから日本勢はWMを強い

敵対関係にあるライバル企業と認識せずほとんど攻撃的反応行動を起こさ

なかった。それに対し，後発の外資系AMCが日本勢劇場の本拠地ともい

える中核都市中心部への出店，配給の中抜きによる料金値下げを行おうと



1．はじめに

UNCTADが毎年刊行しているWorldInvestmentReportでは，産業

別の海外直接投資（以下，FDI）推計データが掲載されている。推計値ゆ

えに完全なものとはいえないが，同レポートの2013年版に掲載されてい

る対外FDIデータによるとフロー，ストック共に，サービス産業はもと

もともっとも大きなシェアであったが，この約20年間でさらにその値を

伸ばし7割を占めるまでに至っていることが分かる1）。

サービス・ビジネスの国際化の原動力として，Desmetetal.（2003）

では①可処分所得の増加と均質化，②社会経済の変化，③顧客ニーズの均

質化，④顧客の国際化，⑤チャネルの国際化，⑥効率的なロジスティクス，

⑦情報技術，⑧グローバル市場の細分化，⑨政策や規制の変化，⑩アウト

ソーシングを挙げている。これらは市場機会の増大とサービス提供手段の

改善の2つに大別できよう。またこれら以外にも，先進国市場の飽和・成

熟化，新興国のサービス市場の拡大もまた，特に近年のサービス・ビジネ

スの国際化の大きな原動力になっていると考えられる。
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したことが，日本勢の姿勢を一変させシネコン参入という戦略的かつ攻撃

的な反応行動を起こすトリガーとなったことが明らかにされた。

このような事例分析より，①自社の競争行動に対するライバル企業の反

応行動を予測しながら自社の競争行動を決定していくこと，②海外市場参

入の際の移転する優位性の選択にあたっては，現地市場のライバル企業の

認識をも考慮に入れること，③参入方式の選択，少なくとも手を組む相手

の選択に当たっては競争ダイナミクスも考慮に入れることが，現地市場で

の事業基盤の確立に役立ち海外市場参入の成功の可能性を高めるという示

唆が得られた。

キーワード：競争ダイナミクス，競争行動，海外市場参入戦略，サービス・

ビジネス，シネコン
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図表1 産業別対外FDIフロー（推計値）

1990～1992年 2009～2011年

先進国 途上国 世 界 先進国 途上国 移行経済 世 界

1次産業

8,169 662 8,831 95,395 37,645 785 133,825

4.3％ 14.4％ 4.5％ 8.8％ 14.1％ 7.9％ 9.8％

92.5％ 7.5％ 100.0％ 71.3％ 28.1％ 0.6％ 100.0％

製 造 業

77,234 3,337 80,571 194,283 31,896 1,519 227,698

40.5％ 72.4％ 41.2％ 18.0％ 11.9％ 15.3％ 16.8％

95.9％ 4.1％ 100.0％ 85.3％ 14.0％ 0.7％ 100.0％

サービス業

105,473 611 106,083 792,404 197,394 7,638 997,436

55.3％ 13.2％ 54.3％ 73.2％ 73.9％ 76.8％ 73.4％

99.4％ 0.6％ 100.0％ 79.4％ 19.8％ 0.8％ 100.0％

合 計
190,875 4,609 195,485 1,082,082 266,936 9,942 1,358,960

97.6％ 2.4％ 100.0％ 79.6％ 19.6％ 0.7％ 100.0％

図表2 産業別対外FDIストック（推計値）

1990年 2011年

先進国 途上国 世 界 先進国 途上国 移行経済 世 界

1次産業

180,283 2,924 183,207 1,384,792 188,939 1,246 1,574,977

8.7％ 12.7％ 8.8％ 7.8％ 7.1％ 3.4％ 7.7％

98.4％ 1.6％ 100.0％ 87.9％ 12.0％ 0.1％ 100.0％

製 造 業

897,304 8,404 905,708 4,113,656 285,373 6,556 4,405,584

43.5％ 36.5％ 43.4％ 23.2％ 10.7％ 17.7％ 21.6％

99.1％ 0.9％ 100.0％ 93.4％ 6.5％ 0.1％ 100.0％

サービス業

984,985 11,700 996,685 12,224,794 2,191,759 29,322 14,445,875

47.8％ 50.8％ 47.8％ 69.0％ 82.2％ 79.0％ 70.7％

98.8％ 98.8％ 100.0％ 84.6％ 15.2％ 0.2％ 100.0％

合 計
2,062,572 23,028 2,085,600 17,723,242 2,666,071 37,124 20,426,437

98.9％ 1.1％ 100.0％ 86.8％ 13.1％ 0.2％ 100.0％

出所） UNCTAD（2013）のAnnexTableDataを基に筆者作成。

注）最上段はFDI額（100万ドル）。中段は当該国家グループ内での産業別シェア（％），

下段（網掛けセル）は先進国―途上国間もしくは先進国―途上国―移行経済間の当該

国家グループ別シェア。



なぜFDIが生じるのか？ 多国籍企業（以下，MNC）の存在理由はな

にか？ どのような方式で海外進出すべきか？ これらの問いに答えよう

とするのがFDI理論である。FDI現象自体が実に多様であるため，種々

のFDI理論が存在するが，そのなかでもメインストリームに位置付けら

れるのが内部化理論である。また，あらゆるFDI現象の説明を試みる分

析枠組みとして，ダニング（J.H.Dunning）のOLIパラダイムがある。

これらの理論的源流は，FDI研究の鏑矢となったハイマー（S.H.Hymer）

が示したFDIの2つの動機のうち「優位性の保持」に求められる。ここ

より「よそ者ゆえの不利さ（liabilityofforeignness）」を克服できるだ

けの競争優位性を所有していなければ企業の海外進出は生じないという有

名な「優位性の命題」が導出される。

この「優位性の命題」に基づくなら，所有する優位性を国際移転しそれ

を武器に現地市場でなんらかの差別化を図り競争優位を確立する，という

のが海外市場参入戦略の基本となる。しかし佐藤（2012）が指摘する通り，

①優位性となる経営資源・能力の模倣障壁が低い場合，②ユニット間の資

源移転や活動の調整から生じるMNCであることのメリットを活かしにく

い場合には，この基本戦略だけでは，現地市場における競争優位を確立す

るのに不十分である。模倣困難な優位性の場合は，いかに現地法人にその

優位性を移転できるかがカギであり，それを達成できれば現地市場におけ

る競争優位の確立は可能である。しかし，模倣が容易な場合，成功を納め

た外国企業を他社が模倣することで，持続的競争優位の確立は困難になる。

また，たとえ優位性の模倣が容易な場合でも，MNCであることのメリッ

トを活かせるなら，それを武器に（国際化していない）現地企業に対し有

利に競争を進めることも可能である。しかし，そうでなければ持続的競争

優位の確立はより困難になる。実はこれらの問題はサービス，とりわけ前

者はオンライン・サービス，後者は消費者向けサービスの海外市場参入の

現場で生じ易いと考えられる。このような場合，特に優位性の模倣が容易
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な場合，進出の源泉となる優位性を国際移転し現地市場で有効に活用でき

ることだけでなく，ライバル企業の模倣行動を含む敵対行動を抑制し，先

行優位を少しでも長く維持することが成功の鍵と考えられる。このような

問題意識に基づき本研究は，日本の映画興行市場に本格的シネコン（複合

映画館）を初めて導入した米国シネコン会社ワーナー・ブラザース・イン

ターナショナル・シアターズ（以下，WBIT）社の日本参入から，その後

参入した外資系シネコン会社，邦画大手3社の競争行動プロセスを事例と

して取り上げ，競争ダイナミクス研究の成果を応用して，邦画大手3社の

シネコン参入が遅れた理由を明らかにする。次節でまず競争ダイナミクス

研究の特徴と本研究が依拠するChen（1996）の分析枠組みを提示する。

第3節では本研究で取り上げる事例を記述し，第4節では事例に基づき若

干の分析を行う。

2．競争ダイナミクス研究の概要と分析枠組み

本節では，本研究のベースとなる競争ダイナミクス研究の特徴とChen

（1996）の分析枠組みを説明する。競争ダイナミクス研究とは，「特定の競

争行動とそれに対するリアクションに基づいた企業間競争，彼らの戦略的，

組織的なコンテクスト，そしてその推進要因と結果に関する研究（Chen

&Miller,2012,p.137）」である。つまり競争関係にある企業同士の行為

の相互作用プロセスに着目した戦略研究といえる。その歴史的ルーツは，

シュンペーターの「創造的破壊」概念にあるといわれている。創造的破壊

とは企業間の一連の競争的行動・反応という相互作用プロセスから生じる

ものであり，まさにそのプロセスにフォーカスした研究なのである。競争

ダイナミクス研究の体系的レビューを行っているChen&Miller（2012）

によると，競争ダイナミクス研究の特徴として①競争を動態的もしくは相

互作用的なもの，つまり企業間の行動・反応の対関係もしくは一連の流れ
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として捉えること，②企業間で繰り広げられる現実の行為自体にフォーカ

スしていること，③ある企業の戦略と市場ポジションをライバル企業のそ

れらとの対関係で検証していること，を挙げている。さらに同論文は体系

的レビューの結果，競争ダイナミクス研究には大きく4つのテーマ，すな

わち行動・反応の対関係（action/responsedyad），企業（事業）レベル

競争 （firm-（business-）levelcompetition）， 理論的・方法論的関心

（theoreticalandmethodologicalconcerns），および全社レベル競争

（corporate-levelcompetition），が存在していることを示している。

本研究の問題意識・目的に合致するのはこれらのうち，行動・反応の対

関係である。「競争ダイナミクス研究の中心的問い掛けとは，競争上の反

応を予測できるか否かである（Chenetal.,1992,p.439）」と言われる通

り，初期の競争ダイナミクス研究から取り組まれてきたテーマである。た

とえば，Chenetal.（1992）は，米国航空会社をサンプルに①ある企業

の行動に影響を受けるライバル企業の総計と，これらライバル企業にとっ

て攻撃を受けている市場の重要性はライバル企業の反応行動を促進するこ

と，②戦略的行動もしくは，実行にかなりの努力を必要とする行動は反応

行動を弱め反撃を遅らせること，③競争的行動によって攻撃を受けている

市場に大きな利害関係をもつライバル企業の反応は緩やかであることを明

らかにした。また，Baum &Korn（1996）は，1979～1984年のカリフォ

ルニアのコミューター航空会社間の競争行動の動態的分析より，①市場ド

メイン重複（marketdomainoverlap）の程度と各社の市場参入・撤退

率は正の関係にあること，逆に②複数市場接触（multimarketcontact）

はそれらと負の関係にあること，つまり競争抑制効果を実証した。

Chen（1996）は，このような企業間の敵対関係を分析するための統合

的枠組みを示している（図表3参照）。まず第1段階の競合企業分析で，

どのライバル企業が特に敵対関係にあるのかを分析する。ここでのキーコ

ンセプトは，市場共通性（marketcommonality）と資源類似性（re-
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sourcesimilarity）である。市場共通性とは「当該企業と重複する市場

においてライバル企業が示すプレゼンスの程度（Chen,1996,p.106）」で

ある。より具体的には，ライバル企業と接触する市場の数が多ければ多い

ほど，またそれらの各市場の重要性が各社にとって大きければ大きいほど，

市場の共通性はより高くなる。既に紹介した研究でも示されている通り，

より多くの市場で接触する場合敵対関係は弱まり，逆に市場の重要性が高

い場合は強まる。また，資源類似性とは「当該企業の戦略的資源・能力に

対し，種類と量の両面で，所与のライバル企業のそれがどの程度匹敵する

か（Chen,1996,p.107）」である。資源類似性が高い企業間では，他社に

対する攻撃行動を開始しにくいが，もし攻撃を受けた場合は反応行動を起

こす可能性がより高くなる。またより多様な資源・能力をもつ企業はそれ

だけ競争上の選択肢が多くなり，資源類似性から生じる敵対関係を回避で

きる可能性も高まる。

次にライバル企業の競争的行動の原動力に関する分析である。ライバル

企業は攻撃的競争行動を認知（awareness）し，反応する動機（motiva-

tion）と能力（capability）がある場合のみ反応行動を起こすというのが，

いわゆるAMCフレームワークである。認知とは，競争も含め企業間の相

互依存関係を認識する程度であり，市場共通性，資源類似性が高くなれば

なるほどライバル企業の競争行動を認知し易くなる。言い換えると，認知
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図表3 ライバル企業分析と企業間敵対関係の統合枠組み

（出所） Chen（1996）,p.111を基に筆者作成。

ライバル
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能力

企業間の敵対関

係：攻撃と反応

攻撃の可能性

反応の可能性

成 果

組織パフォーマンス

敵対関係効果



とは誰を敵対的ライバル企業と認識するか，またある競争行動とそれに対

する反応行動がどのような結果を生み出すかを理解することである。した

がって，認知が低いと過当競争が生じる可能性もある。また，個々の企業

は独自の市場・資源プロファイルを有するため，たとえまったく同じ市場

条件の下にあったとしても相手に対する認識が異なる可能性があるのであ

る。これは競争的非対称性（competitiveasymmetry）と呼ばれる。次

に，攻撃行動を起こしたり，逆に反応するライバル企業の動機である。ラ

イバルの攻撃により自社の利益や競争ポジションが大きく損なわれる場合，

強く動機付けられる。また，複数市場接触度の高い相手よりも低い相手に

対し，攻撃行動は強く動機付けられる傾向にある。というのも，複数市場

接触度の高い企業に攻撃を仕掛けた場合，攻撃を仕掛けたのとは別の市場

で反撃を受ける可能性があるため，より慎重になるからである。また複数

市場接触度の高い相手から攻撃を受けた場合，自社の競争ポジションを守

るため，反応行動をとる可能性はより高くなる。最後に，攻撃行動ないし

反応行動をとるための経営資源・能力をどの程度有しているかである。い

くらライバル企業の攻撃行動を認知し反応行動を動機付けられても，必要

な資源・能力がなければ反応行動を起こせない。また自社と資源類似性が

高いライバル企業は，同様の攻撃行動，反応行動をする能力があるという

ことである。逆に資源類似性が低く，かつ自社の方が有利な場合，ライバ

ル企業は同様の行動を起こせなかったり遅れたりする。

以上のAMCフレームワークは，以下の要因などを考慮に入れた上で，

ライバル企業の攻撃行動や反応行動の可能性の予測に役立つ。まず攻撃行

動の可能性については，一般的に先行者となることで得られる優位性が大

きいほど，最初の攻撃行動を起こす可能性が高まる。またイノベーション

を伴うような攻撃行動の場合，より豊富な組織スラックの存在が必要にな

るため，有する組織スラックの程度も攻撃行動の可能性の予測に役立つ。

さらに市場変化が早い場合，先行者利益がより大きくなるため，攻撃行動
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が起こり易くなる。組織規模が小さい企業は素早く競争行動を起こす可能

性がより大きく，大企業の場合は用いる競争行動のバリエーションがより

少ないが同時により多くの競争行動を起こす傾向にある。また，顧客が求

める最低限の品質を達成できていない企業は，なんらかの競争行動を起こ

しても効果が期待できないため，積極的な競争行動をとる可能性は低くな

る。一般的にライバル企業の攻撃行動により，ライバル企業の競争ポジショ

ンが強化される場合，もしくは自社のポジションが大きく損なわれる場合

に反応行動を起こす可能性が高くなる。また戦略的行動，一般的に資源コ

ミットメントを必要とする参入や撤退が難しい行動は，戦略的行動の微調

整のための行動である戦術的行動に比べ，生じる数が少なくなる。戦略的

攻撃行動に対しては戦略的反応行動で，戦術的攻撃行動に対しては戦術的

反応行動で対応するのが一般的である。また市場リーダーの行動に対して

は反応行動が生じ易い傾向がある。自社がより多くの売上や利益をあげて

いる市場，つまり依存度の高い市場への攻撃行動には反応行動が生じ易い

が，必ずしも迅速に生じるとは限らない。

以上のようなプロセスで生じるライバル企業間のミクロ的競争行動の相

互作用プロセスは，売上や利益，市場シェアなどの各社の組織パフォーマ

ンスや他社との敵対関係に影響を及ぼす。さらにこれら成果は，他社がラ

イバル企業となる程度や各社の攻撃・反応行動に対しフィードバック的に

影響を及ぼす。

なお，競争ダイナミクス的な視点に立った国際ビジネス研究として，

Knickerbocker（1973），Yu&Cannella（2007），Yu,etal.（2009）等

が挙げられるが，現在のところ少数に限られている。Knickerbocker

（1973）は，いわゆる「寡占反応理論」として知られており，産業集中度

や産業安定性などの産業構造要因に従い，企業間の相互作用の結果として，

ある企業の海外進出行動に他企業が追随的に反応する形で集中豪雨的な海

外進出現象が生じることを示した。Yu&Cannella（2007），Yu,etal.
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（2009）は多国籍企業間の複数市場接触が受入国での競争的反応行動に与

える影響を実証分析している。

3．日本映画興行業界におけるシネコン参入をめぐる各社の

競争行動の事例

本節では，1991年に日本の映画興行市場に本格的なシネコンを初めて

導入した米国のシネコン運営会社WBITの日本進出から，その後の他の

外資系，邦画大手3社のシネコン事業への参入までのプロセスを記述して

いく。

シネコンとは，日本映画製作者連盟によると「同一運営組織が同一所在

地に5スクリーン以上集積して名称の統一性をもって運営している映画館」

を指す。シネコンは米国西海岸で誕生した業態であり，70年代に全米に，

80年代半ば以降は欧州に広まった。1スクリーンしかない従来型映画館と

比べ，シネコンは系列を超えた多様な映画作品の上映，上映作品の機動的

な編成による不確実性の回避，運営コストの削減といった経営上のメリッ

トがあった。

現在，映画館といえばシネコンが当り前と思われるほど，シネコンは日

本の映画興行市場で普及を遂げているが，日本初の本格的シネコンをオー

プンさせたのはWBITが，日本の小売グループ・ニチイと合弁で設立し

たワーナー・マイカル（以下，WM）社であった2）。ワーナー・マイカル・

シネマズ（以下，WMC）の1号店は1993年4月に神奈川県海老名にオー

プンした「WMC海老名」である。その後，同社はマイカルのショッピン

グ・センターに併設する形で，次々とシネコンをオープンしていく。その

後，米AMC社，英ユナイテッド・シネマ・インターナショナル（以下，

UCI）社，英ヴァージン・シネマズ社の外資系シネコン会社や東宝，東映，

松竹の邦画大手3社も日本のシネコン事業に参入する。日本における各社
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のシネコン事業の展開をまとめると図表4の通りである。また，各社の

2006年までのシネコン数の推移を表したのが図表5である。これらから

分かることは，①WBITが，現地企業との合弁のメリットを活かし劇場

数で一気に独走態勢を築いたこと，②WBITの次に日本のシネコン事業

に参入したのはヴァージンを除き外資系各社であり，グループとして捉え

るなら，まずは外資勢，次に日本勢（邦画大手3社）という順番であった
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図表4 シネコン事業に関する各社の動向

年 月

1991 11 WM設立

1993 4 WM,1号店オープン

1993 9 UCI,日本法人設立

1994 12 AMC,日本進出を発表

1996 1 UCI,1号店オープン

1996 4 AMC,1号店オープン

1996 5 松竹，「松竹マルチプレックスシアターズ」設立

1997 3 松竹，1号店オープン

1997 9 ヴァージン・シネマズ・ジャパン設立

1998 4 東宝，1号店オープン

1999 4 ヴァージン，1号店オープン

1999 7 AMC,日本法人設立

1999 10 UCI,住商，角川と「ユナイテッド・シネマ」設立

2000 8 東映，「ティ・ジョイ」設立

2000 12 東映，1号店オープン

2003 3 東宝，ヴァージン・シネマズ・ジャパンを買収（ヴァージン撤退）

2004 8 住商が「ユナイテッド・シネマ」を子会社化（UCI撤退）

2005 6 ユナイテッド・シネマがAMCを買収（AMC撤退）

（出所） 各種資料より筆者作成。



こと，③WBITを除き外資系各社は劇場数を順調に伸ばせず最終的には

日本勢に買収される形で早い段階で撤退したこと，である。なお，事例記

述は各種新聞・雑誌や文献等の2次データに基づいており，関係者の発言

の引用など一部を除き，データ・ソースは割愛する3）。

WBITの日本におけるシネコン事業展開

WBITが日本に進出する以前，日本の映画業界は長期的な低迷に喘い

でいた。日本の映画館数と年間入場者の推移を表した図表6からも明らか

な通り，1950年代の黄金期以降，WBITが日本に進出する90年代初頭ま

で，映画館数，入場者数ともに減少し続けた。入場者数は減少したものの，

図表7のように入場料を値上げすることで興行収入の減少をカバーできた

が，それも80年代半ばに限界を迎えていた。衰退の要因として，テレビ

やビデオデッキの家庭への普及，レンタルビデオの登場，エンターテイメ
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図表5 各社のシネコン数の推移

（出所） 各種資料より筆者作成。なお，ヴァージン・シネマズ・ジャパン（VJC）と

AMCの点線部分は買収によりそれぞれ東宝，ユナイテッド・シネマ系劇場に組み

込まれたことを意味している。
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ントやレジャーの多様化などが挙げられる。しかしこれらの社会環境要因

のみではなく，入場料金値上げや，ブロック・ブッキング制という顧客不

在の業界慣行による映画制作側の活力喪失といった業界要因もあったと考

えられる。
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図表6 日本における映画館数と年間入場者数の推移

（出所） 社団法人日本映画制作者連盟HP掲載情報に基づき，筆者作成。
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図表7 日本における興行収入と平均入場料金の推移

（出所） 社団法人日本映画制作者連盟HP掲載情報に基づき，筆者作成。
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WBITは，米国の巨大総合メディア・グループであるタイム・ワーナー・

グループ傘下のシネコン運営会社で，米国内外でシネコン事業を展開して

いた。ハリウッド映画の世界的な市場拡大のために世界の主要市場にシネ

コンの拠点を築くという戦略に基づき，80年代後半より国際展開を図り，

日本進出以前にすでに英国，オーストラリア，デンマークやポルトガルな

ど7カ国で事業を行っていた。同社は世界第2位の映画興行市場であり，

かつ外資系がほとんど進出していなかった日本への進出を80年代後半か

ら検討していた。①人口当たりスクリーン数は米国などと比べ少ない，む

しろ不足している，②当時，日本で人気が高まっていた洋画の上映スクリー

ンが特に不足している，③日本の映画館の多くが老朽化しておりハード的

に劣っている，④日本の映画館は都市の中心市街地に集中しており郊外に

立地すれば顧客獲得は可能である，⑤従来型映画館に比べシネコンは効率

性が高い，という市場調査・分析の結果，勝算ありと判断し日本進出を決

定した。「需要はあると確信している。現在，映画館に足を運ぶ頻度はア

メリカでは年4回，日本では年1回だ。かつては豪州や英国でも年1回だっ

た。しかしわれわれが事業をはじめてから，年2回にまで頻度があがった。

…（中略）…近年の観客数の減少は，映画館の魅力のなさが理由だと考え

る。私たちが計画しているような新しい映画館を日本の業界も作れば，必

ず観客数は伸びると思う」とハセネインWBIT社長は述べている4）。

現地企業との戦略提携を基本的な海外進出方式とする同社は，日本進出

のためのパートナー探しに着手した。「大手の映画会社のほか，他の流通

業者にも共同事業を呼び掛けたが，各社とも日本の厳しい映画興行の事情

から及び腰だったようだ」5）。このような経緯の後，ニチイに提携話を持

ち掛けた。当時，娯楽施設やスポーツクラブなどを併設した集客効果の高

い大型商業施設の展開を構想していたニチイにとって，シネコンは魅力的

であった。最終的にニチイが合弁パートナーとなり，1991年10月に折半

出資でWMが設立された。WBIT側は劇場設計と運営，ニチイ側は土地，
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施設の建設・提供と明確に役割分担し，ニチイが展開する大型商業施設に

併設する形でシネコンを出店していく計画であった。

WMが展開するWMCは最新，快適，エンターテイメント性の高い設

備を導入し，ハード面だけを見ても，従来の日本の映画館と一線を画すも

のであった。また日本の映画料金は国際的にみても特に高く，どの映画館

でも基本的に一律であった。入場者数を増やすために値下げは有効な手段

であったが，日本の映画業界の慣行上，配給収入の減少に直結しかねない

ため，配給会社の抵抗も大きかった。そのため，WMは多様な割引料金

制度を導入して実質的な値下げを行った。ただし1号店開店当初，ニチイ

の自社カード「マイカルカード」会員に対し料金を半額に割引くなど大胆

な割引案が検討されることもあったが，配給側や他の劇場へ配慮して割引

幅を300円に抑えるようなケースもあった。映画鑑賞をし易くし入場者数

を増やそうと，乳幼児連れに配慮する親子鑑賞日の設定，介助士の配置，

ネット予約，劇場窓口でのクレジット決済等の多様なサービスを積極的に

導入するなど，ソフト面でも優っていた。また，2006年までのWMの出

店状況をまとめた図表8からも明らかな通り，地方・郊外を中心に出店し

ていった。郊外とはいえ大型駐車場を備えたショッピング・センターに併

設することから集客効果が大きく，青森県弘前市のように後にトラブルに

なったケースもあったが，1号店のWMC海老名の開業当時，WMは全

国の映画館が組織する全興連に対し，「全興連組合員が経営する映画館と

直接競合する地域へは進出しない」との方針を示し，全興連はこれを「紳

士協定」と受け取りWMのシネコン展開を静観してきた6）。また，中核

都市の1つである横浜市の「マイカル本牧」へのシネコン出店ではWBIT

ではなく松竹と手を組み新会社「マイカル松竹」を設立したが，これも都

市部を本拠地とする日本勢に配慮したとみられる7）。また上映作品の仕入

れについては，系列，邦画，洋画を問わず仕入れると共に，日本の映画興

行業界独自のブロック・ブッキング契約をせず1本単位契約を採用するも
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のの，配給側の編成方針に準じて作品を公開していく方針を当初より示し

た8）。

外資勢の相次ぐ日本市場参入

WBITに続いて，英UCI，米AMC，英ヴァージン・シネマズの外資系

シネコン会社の3社が相次いで日本に進出した。ハリウッド・メジャーの

パラマウント・ピクチャーズとユニバーサル・スタジオが英国における映
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図表8 WMのシネコン数の推移

年 劇場数
スクリー

ン 数
備 考

93 3 21 開業（海老名，岸和田，高岡）

94 5 34 開業（宇多津，弘前）

95 7 48 開業（茅ヶ崎，桑名）

96 8 55 開業（上峰）

97 13 93 開業（新百合ヶ丘，県央，広島，明石，江別）

98 20 144 開業（福島，御経塚，豊川，大井，鈴鹿，大野城，米沢）

99 28 205 開業（戸畑，防府，ユーカリが丘，小樽，高松，市川妙典，

石巻，みなとみらい）

00 42 318 開業（北上，金沢，板橋，北見，近江八幡，新潟，大宮，

三田ウッディタウン，つきみ野，熊谷，釧路，西大和，福

岡東，津）

01 44 336 開業（茨木，加古川）

02 43 329 営業終了（鈴鹿）

03 44 337 開業（鈴鹿ベルシティ）

04 45 346 開業（福岡ルクル，りんくう泉南），営業終了（福岡東）

05 47 362 開業（熊本クレア，多摩センター）

06 51 401 開業（千葉ニュータウン，浦和美園，大日，むさし野ミュー）

（出所） 各種資料より筆者作成



画興行事業を構築するため共同出資により設立されたUCIは，欧州各国，

中国，台湾，ブラジルなど，既に広く国際展開していた。同社の日本進出

が報じられたのが1993年7月，同年9月に日本法人UCIジャパンが設立

された。96年1月，滋賀県大津市の大津パルコ内に日本1号店をオープ

ンさせ，その後金沢市や札幌市にも出店した。3年間で20ヶ所，計200

スクリーンという当初目標を掲げたが，出店は特定企業との提携に依らず，

出店ごとに異なるデベロッパーと手を組むなどしたこともあり，出店先と

資金の確保が万全ではなく出店が滞った。事業展開の加速化を目的として

99年10月には住友商事，角川書店と合弁会社「ユナイテッド・シネマ」

を設立し，出店ペースはやや上がった。基本的にショッピング・センター

などの商業施設に併設する形での出店であり，なかには地方の大都市，中

心市街地とまではいえないものの比較的中心地に近い立地のものもあった。

1963年に初のシネコンをオープンさせ，カナダ，香港，ポルトガル，

スペイン，スウェーデン，イギリス，フランスなど広く国際展開を手掛け

ていた米国シネコン大手のAMCが日本進出を正式発表したのは94年末

のことであった。96年4月に福岡市中心市街地の複合商業施設「キャナ

ルシティ博多」内に日本1号店をオープンした。それまでシネコンといえ

ば郊外立地が基本であったが，中核都市中心街への進出，13スクリーン，

2566席を擁する巨大シネコンであったため大きな注目を集めた。その後，

福岡県中間市，愛知県豊橋市，岐阜県真正町，千葉県浦安市にオープンし

た。99年7月には，AMCEntertainmentInternationalInc.の100％子

会社として日本法人「日本AMCシアターズ」を設立した。これはデベロッ

パーとの交渉をスムーズ化するためであったが出店は滞り，「5年間で300

スクリーン，10年後には1000スクリーン」という当初目標はまったく達

成できなかった。他のシネコンに比べ，スクリーン数が特に多い大型シネ

コンが特徴の1つであった。米国でAMCは映画制作会社より上映権を直

接仕入れ配給会社に支払う中間マージンを節約することで，＄5程度とい
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う低料金を実現していた。当初，日本市場でも米国同様のこの方式を導入

することを基本方針としていたが，配給会社の反発より実現できなかった。

1995年に買収により設立された，英ヴァージン・グループのシネコン

会社ヴァージン・シネマズが，単独出資で日本法人「ヴァージン・シネマ

ズ・ジャパン」を設立したのは，1997年 9月のことである。社長には

WMC海老名のゼネラル・マネジャー経験のある山本マーク豪氏が就任し

た。99年4月に福岡県久山町に日本1号店をオープンした。その後，愛

知県名古屋市，千葉県市川市などに出店を続けた。ヴァージン・アトラン

ティック航空を意識し空港や飛行機をイメージさせる内装，航空機のファー

スト・クラスをイメージしたプレミアム・スクリーンの設置など，他のシ

ネコンに比べより高いサービス，経験の提供が同社の特徴であった。当初

はほぼすべて郊外立地型で，大型商業施設併設型であったが，2000年に

入り将来的なオーバースクリーンを危惧し，チェーン拡大よりも採算性重

視，郊外出店から駅前立地に方針を切り替えた。

日本勢のシネコン事業参入

WBITが日本市場にシネコンを導入する以前，邦画各社はシネコンの

存在を知らなかった訳ではない。1980年代初めには，当時欧米で広がり

つつあったシネコンの存在が知られ，視察ツアーも組まれていた。シネコ

ンがもつ経営上のメリットも認識されていたが，郊外立地でクルマ社会を

前提にした興行業態であり日本には時期尚早というのが邦画関係者らの大

部分の認識であった。日本の映画興行業態の新機軸としては，商業施設内

に省スペース・低コストで設置可能なビデオ・シアター，同じく商業施設

の大型駐車場を活用したドライブイン・シアターなどが挙げられる。ビデ

オ・シアターについては，同一劇場内に複数スクリーンをもつという意味

でシネコン的な発想を取り入れたものもあった。これらは一定の成果を上

げた。
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このようにシネコンの存在やメリットを知りつつも，日本勢の本格的な

シネコン事業への参入は外資系各社の後塵を拝することとなった。最初に

参入したのは，松竹であった。1990年9月には，映像事業本部映画興行

部に劇場開発スタッフを編成し，松竹マルチプレックスシアターズの母体

となった。94年3月には，シネコンの全国展開計画を発表した。95年4

月にはグループ内にマルチプレックス・シアター開発委員会を組織した。

96年5月，シネコン運営会社「松竹マルチプレックスシアターズ」を大

手ゼネコン数社，三井物産，ロッテと合弁で設立した。97年2月には米

国大手興行会社のシネマーク・インターナショナルとシネコン運営ノウハ

ウを得るため合弁契約を結ぶが，翌年3月に解消している。97年3月，

神戸市に1号店をオープンした。その後山口県下松市，鳥取県日吉津村，

群馬県伊勢崎市他で，「MOVIX」ブランドで次々と開業させた。邦画大

手3社のなかで同社は，シネコン事業にもっとも積極的といわれていた。

実際1982年にはシネコン展開計画を発表し，当時すでに大都市のターミ

ナル駅付近型と地方都市型の2種類のシネコンを検討していた。また88

年3月には東宝と共に，ビデオ・シアターではあるが各社3スクリーンの

計6スクリーンの郊外型シネコンを千葉県船橋市の「船橋ららぽーと」内

にオープンしている。奥山副社長（当時）は「米国並みに1カ所に複数館

が集まるシネマコンプレックス時代がやってくる」と予測し，ワーナー・

ブラザースやUIPなどのメジャー系シネコン会社が日本進出するとみて

いた9）。さらに，80年代よりビデオ・シアターやドライブイン・シアター

など他の映画興行業態にも積極的に取り組んでおり，特にドライブイン・

シアターは業界最大手であった。2001年までに10劇場100スクリーンの

出店と売上高100億円，その後5年間で累計20劇場，200スクリーンを

新たな目標として掲げ，いずれも目標をほぼ達成した。

テレビの登場・普及に伴い映画ビジネスが斜陽化していった60年代後

半以降，東宝は映画作品の自社制作を縮小した。それにより節約した資金
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で都市部の劇場網を整備し「他社系列で上映するよりも，興行収入は30

％は高まる」と評価されるほど強力な興行力を築いた10）。シネコンに参入

した98年前後で契約館は全国映画館数の約3割を占めていた。東宝は都

市の一等地に商業施設と映画館を組み合わせた複合ビルを建設する方式が

主で，空きスペースを賃貸していた。安定的に収益を生み出す不動産収益

の割合が大きければ，作品の当たり外れの影響が非常に大きい映画ビジネ

スの不安定性をそれだけ縮小できるからである。確固たる配給・興行基盤

をもつがゆえに，従来の興行方式を破壊するシネコン展開には特に慎重で

あるとみられてきた東宝が本格的にシネコン事業に本格的に乗り出したの

は1998年のことであった。98年4月に滋賀県大津市に小規模ながらも直

営初のシネコンをオープンさせた。その後も福井県鯖江市，熊本県小川市，

宮崎県大河原町など，2002年までに16劇場と日本勢のなかでもっとも速

いペースで続々とシネコンをオープンしていった。「現在の映画興行の形

態は二通りある。駅前一等地の大劇場で見せる方法と，クルマ社会に対応

して郊外でシネコンを展開するやり方だ。東宝は全国各地の一等地に劇場

を構えている。これは阪急電鉄の創始者，小林一三氏の功績に負うところ

が大きいが，今後を考えると，それにあぐらをかくわけにはいかない」と

石田社長はシネコン事業進出の動機を述べている11）。またシネコン進出と

同時に，数百億円規模を投じ主力館の改装を行った。従来型の駅前一等地

にある大型映画館の活性化と郊外エリアのシネコン出店という2本柱によ

り興行チェーンの拡充を図るとともに，赤字館の閉鎖というリストラにも

取り組んだ。

東映がシネコン運営に本格的に乗り出したのは，シネコン運営会社「ティ・

ジョイ」を設立した2000年8月であった。東映が筆頭株主となり，東急

レクリエーション，通信衛星会社のJSAT,チケット販売のぴあ，がん具

のバンダイなど約20社が出資した。2000年12月，広島県東広島市に第1

号店をオープンした。その後，新潟市，東京都練馬区，大分市，大阪など
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で開業し，06年末までに10劇場を開業・運営している。東映は，ティ・

ジョイを通じたシネコン拡大と同時に，01年5月には60館あった直営館

を数年で半減させると発表し，スクラップ・アンド・ビルドを加速した。

またティ・ジョイは映画上映のデジタル化も積極的に推進した。これは，

映像をデジタル・データ化し衛星から配信，各劇場は受信したデータをサー

バーに蓄積し，専用の投影機を用いてスクリーンに映し出すシステムで，

導入コストは高いものの従来型システムに比べ上映関連業務の人員削減，

スペースの節約・有効活用，フィルム現像コスト削減など，運営費用が約

3割削減できる。さらに映画以外にもスポーツやコンサートなどイベント

の衛星中継・上映が可能であり，多目的施設とした劇場活用も可能となる。

また，これまでライバル関係にあった東宝，松竹，東映の邦画大手3社は

外資勢に対抗するため，部分的ではあるが協調行動もとっている。たとえ

ば2003年6月には札幌市に東宝，松竹，東映共同運営のシネコンをオー

プンさせている。このようなシネコンの共同運営に対する姿勢は各社で異

なるが，東映がもっとも積極的であった。

以上のように日本勢がシネコン事業に参入した後，ヴァージン・シネマ

ズ・ジャパンは2003年3月，約100億円で東宝に買収され日本から撤退

した。ヴァージン・グループがシネコン事業を売却した背景には，新規事

業への投資資金の確保があったとみられる。04年8月，ユナイテッド・

シネマのUCI持ち分50％を日本側2社が取得し，UCIは撤退した。翌年

6月には住友商事傘下となったユナイテッド・シネマはさらに日本AMC

シアターズの全株式を取得した。こうしてWBITを除く外資勢は日本市

場で大きな成果を達成することなく撤退したのである。

4．競争ダイナミクス・アプローチによる事例分析

本節では，前節の事例記述を基に第2節で示したChen（1996）の企業
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間敵対関係を分析するための統合的分析枠組みを念頭に置き，WMの1

号店であるWMC海老名は初年度から好調な観客動員実績を示していた

にも関わらず，①日本勢のシネコン参入が遅れたのはなぜなのか，また②

なにが日本勢のシネコン参入のトリガーになったのか，これら2つの問い

について分析する。

まずライバル企業分析として，市場共通性と資源類似性について確認す

る。日本における映画興行市場という点は共通しているが，最初に進出し

たWMは地方・郊外を中心にシネコンを展開した。日本勢は大都市・中

心街を中心に従来型映画館チェーンを有していた。映画産業の斜陽化に伴

い長年に亘り映画館が減少していくなかで映画館をもたない地方都市も多

く，地方・郊外というWCの展開方針は日本勢の劇場と基本的に地理的

棲み分けができていた。強みとなる経営資源については，WBITを始め

とする外資勢はシネコンの運営ノウハウおよび国際的な事業経験，日本勢

はその多くが老朽化しているとはいえ大都市中心街の劇場チェーン，日本

における配給事業，日本国内での事業経験が挙げられ，資源類似性は少な

くとも高くはないといえる。以上より日本勢は，WBITに対しては強い

敵対関係にあるライバル企業と認識していなかったと考えられる。

次にAMCフレームワークに基づき，日本勢の競争的行動の原動力を分

析してみよう。上述の通り，日本勢はWBITに対し敵対関係にあるとは

認識していなかったと考えられる。さらに，少なくとも当初はWBITの

日本市場参入という攻撃行動がもたらす結果について正確に認識できてい

なかったといえる。というのも日本勢は，日本の映画業界は長期的な右肩

下がり状態の斜陽産業と強く認識しており，「物販や飲食に比べて坪単価

が極端に低い映画館の経営は，高地価の日本では依然「採算にのるのが難

しい」（石田敏彦東宝専務）」というようにWBITの日本進出は失敗する

だろうというのが業界内の一般的評価であったからである12）。同時に

「「将来は都市型の豪華な映画館とローカル型の複合映画館しか残らない」
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（鈴木常承東映専務）」という認識も業界で広くもたれていた13）。WBITの

失敗に関する前者の評価は，1号店であるWMC海老名の大成功で間違い

であったことがすぐ明らかになり，さらに後者のような認識も既に有して

いたものの，日本勢はすぐにシネコン事業に参入しようとはしなかった。

これは日本勢が興行のみならず，邦画はもちろん日本における洋画の配

給事業も手掛けていたことに起因すると考えられる。映画業界は，制作，

配給，興行の3つの段階がある。制作とは商品となる映画作品の生産であ

り，いわばメーカーにあたる。興行は劇場で作品を上映し入場料を興行収

入として得る，小売業にあたる。そして作品を各劇場や二次利用向けに提

供する，いわば卸売にあたるのが配給である。日本勢はもともと制作，配

給，興行のすべてを手掛けていたが，東宝のように全体的には制作を外部

の制作会社に任せ縮小し，配給と興行が事業の中心となっていた。興行収

入の一定割合，一般的には50～60％を各劇場から配給収入として配給会

社が受取る歩合制が一般的である。配給収入からフィルム現像代や広告宣

伝費などの配給経費を差し引いた額の一定割合（一般的に約30％）を配

給手数料として受け取り，残りを制作会社に支払う。また配給側が放映権

料，ビデオ化権料などの形で得た二次使用収入の一部も制作側に支払われ

る。このように配給とは，作品の失敗による損失を直接被らなくても済む

手数料ビジネスといえる。さらに広告宣伝費は固定費であることも含め，

基本的により多くの劇場で自社配給作品が上映されることで利益増加につ

ながり易い事業構造となっている。WBITが日本進出にあたり再三アナ

ウンスしたように，シネコンが普及したことで来場頻度が2倍になり観客

が急増したイギリスと同じような現象が日本でも起きてくれれば，日本勢

が手掛ける配給事業にとっても大きな収入アップの機会となる。しかも大

都市・中心街を中心とした自社系列の劇場チェーンと地理的競合が少ない

地方・郊外にWMがシネコンを出店してくれるなら，自ら多額の投資を

して地方・郊外に劇場開発・展開をしなくても収入アップにつながる。こ
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のような思惑が働き，自らシネコン事業に参入する動機も小さかったと考

えられる。また，後に現実に参入しているのでシネコン事業に参入する能

力がなかった訳ではないが，老朽化しハード的には新鋭のシネコンにどう

しても見劣りする自社系列劇場への対応が急務であり，差し当たり経営資

源・能力をそちらに投入する必要性があった。

以上のような背景から日本勢は，WBITの日本進出は自分たちへの攻

撃行動ではない，また多額の投資を要するシネコン事業参入という戦略的

反応行動を起こさなければならないという認識は形成されなかったと考え

られる。地方・郊外出店型のシネコンとは棲み分けができているという日

本勢関係者の再三の発言からも，この点は確認できる。日本勢が起こした

反応行動は，WMにとって初の都市部店舗となったWMC広島のように

自社系列劇場の商圏にWMCが進出した場合のみ，人気の封切作品の配

給を自社系列劇場に優先するという戦術的行動に留まっていた。さらに

WMが青森県弘前市に出店を計画した際，地元の劇場から反発が生じた

際には，地元劇場側を積極的に擁護する姿勢すらみせなかった。このよう

にWBITの日本でのシネコンに対し，日本勢は攻撃的反応行動をほとん

ど起こさなかったのである。WBITの次に日本進出したUCIは金沢市や

札幌市のような地方とはいえ大都市に出店したが，日本勢の反応行動は同

様に限定的であった。

このような日本勢の姿勢を一変させシネコン参入という戦略的かつ攻撃

的な反応行動を起こすトリガーとなったのは，AMCの日本進出である。

福岡市という日本勢の劇場チェーンの本拠地ともいえる中核都市，しかも

博多区中洲の中心市街地への出店は市場共通性を高めることになり，近隣

に直営の系列劇場をもつ日本勢は大きな危機感を持った。さらに実現はし

なかったものの，特に洋画については配給会社を中抜きして制作会社から

直接輸入し大幅な料金値下げを行うという日本勢の配給事業に打撃を与え

る基本方針も打ち出した。AMCにしても日本市場で先行するWBITや
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UCIに対し明確な差別化を打ち出す思惑があったのかもしれないし，確

かに実現すれば観客から支持も得られたであろう。しかし日本勢にとって

依存度の高い市場へのAMCの積極的な攻撃行動は，結果的に外資系シネ

コン会社は強い敵対関係にあるライバル企業という認識を日本勢に決定的

に持たせてしまったのである。奥山融松竹社長の「これでは戦争状態だ

（日経産業新聞1996年4月14日付）」，浮島好之東宝九州興行社長の「福

岡市中心部では現在，日本で上映するほぼすべての映画を上映しているし，

映画館が足りないわけでもない。はっきり言えるのは，共存は無理という

ことだ（日本経済新聞1995年6月28日付）」という類の日本勢関係者に

よる敵対的発言がこの頃より多く見受けられるようになったという事実か

らも，この点は支持されよう。こうしてAMCの福岡市中心部への大型出

店を機に，日本勢によるシネコン参入による戦略的かつ攻撃的な反応行動

が開始されたのである。

5．おわりに

本研究が用いたChen（1996）の分析フレームワークも含め，競争ダイ

ナミクス研究は競争関係にある個々の企業の競争行動と認識との関係に着

目している。本研究でも示された通り，現地市場のライバル企業の敵対的

反応行動を遅らせるためには，自社が敵対関係の強いライバル企業ではな

い，また自社の競争行動がライバル企業の市場ポジションなり利益を大き

く損なわせることはないという認識をライバル企業に持たせ続けることが

重要である。WBITの日本合弁会社WCは，意図的であったか否かは別

としても，この点に成功し，興行のみならず配給も手掛ける邦画大手3社

という日本勢からの攻撃的反応行動を最小限に抑えることができたといえ

よう。日本の映画業界は斜陽産業であり大きな投資をしても仕方ないとい

う日本勢の消極的な認識は，それまでの彼らの競争行動やWBITの合弁
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パートナー探しの際の彼らの対応からも十分推測できていたと考えられる。

また日本勢が大都市・中心部を中心に劇場チェーンをもつこと，配給事業

も手掛けていることなどを考慮に入れた競争行動をとっていた。つまりよ

く「敵を知る」ことで，ライバル企業の競争行動を予測すること，攻撃的

反応行動を引き起こすような認識を持たせない競争行動をとることが可能

になるのである。自社の競争行動に対するライバル企業の反応行動を予測

しながら自社の競争行動を決定していくことで，参入した海外市場での成

功の可能性はより高まると考えられる。

WBITに対し後発のAMCは，中核都市中心部への出店，制作会社か

らの作品の直接仕入れによる配給会社の中抜き，大幅な料金値下げを行お

うとしたことにより日本勢に上述とは逆の認識を決定的に与えてしまい，

彼らのシネコン参入という大きな攻撃的反応行動を引き起こしてしまった

のである。本国の米国市場で行っていた作品の直接仕入れによる料金値下

げという手法は，AMCにとって本来，日本市場での事業展開でも大きな

武器として機能する優位性と期待されていたはずである。しかしながら，

配給会社との関係で実現できなかったとはいえ，皮肉にもこの優位性が日

本勢による大きな反撃を引き起こすトリガーの1つとなってしまったとい

える。これは海外市場参入の際に移転する優位性の選択にあたっては，現

地市場のライバル企業の認識をも考慮に入れる重要性を示唆しているとい

える。

またWBITが日本で迅速にシネコン展開を図れたのは，ニチイとの合

弁による現地企業のもつ外部経営資源の活用のおかげである。それに比べ

他の外資系は少なくとも当初は単独出資，場合によってはAMCのように

当初，日本法人すら設立しなかったケースもある。それが日本でのシネコ

ン展開の遅れにつながったのは事実であり，その意味で参入方式の選択は，

やはり海外進出において重要な問題といえる。しかしもう一歩踏み込むな

ら，WBITの合弁相手が邦画大手3社のうちの1社であればどうであっ
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たろうか。この場合，邦画大手は相互にライバル企業と明確に認識してい

たので，他の邦画大手のAMCフレームワークにおける認知と動機が刺激

され，シネコン参入を早めた可能性もあったと考えられる。前節の事例記

述の通り，WBITは日本進出に当たり，断られたものの当初は「大手の

映画会社」にも合弁相手として声をかけており，ニチイとの合弁は当初か

ら意図していたものではなかった。しかし，結果的に邦画大手ではない相

手とパートナーシップを組んだおかげで，邦画大手のシネコン事業参入と

いう反撃を遅らせることができたとも考えられる。内部化理論をメインス

トリームとする海外市場への参入方式の選択の諸理論の多くが優位性の命

題に基づく，つまり当該企業の企業特殊的優位を起点としているが，参入

方式の選択，少なくとも手を組む相手の選択に当たっては競争ダイナミク

スも考慮に入れることで，海外市場参入の成功の可能性をより高められる

ことを示唆している。

「競争相手の反撃が遅れることによって有利になるような動きを見つけ

出すこと，あるいはできるだけ反撃を遅らせるような動きをとることが，

競争状況における重要な原則である（Porter（1980）邦訳，p.141）」。こ

のようにライバル企業の反撃を遅らせることは競争戦略上，一般的に重要

な課題であり，本研究でえられた以上のインプリケーションは，海外進出

の源泉となる優位性の模倣が困難な場合であったとしても，参入の成功の

可能性をより高める上で有効であると期待される。なお，佐藤（2008b）

でも同事例を用いて海外市場での競争戦略を論じているが，邦画大手3社

のシネコン参入の遅れとトリガーに問題意識を絞り込み，競争ダイナミク

ス研究の成果を活用しながら体系的に考察しインプリケーションを導き出

したのが本研究の特徴である。しかしながら事例研究，しかも単一事例研

究であり，また精力的に資料・文献を求めたものの各社の売上，利益など

の財務データ他，入手できなかった情報もあり，その上での分析のため，

得られた結論およびインプリケーションの妥当性，一般化には限界がある。
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また海外市場参入戦略の研究という点から考えると，本研究が焦点を当

てたライバル企業との相互作用的な競争関係だけでは不十分なことは言う

までもない。なぜならば海外市場で提供する商品・サービスに対し現地の

顧客が価値を見出し支持しなければどうにもならないからである。すなわ

ち海外市場参入戦略はいかに，現地顧客の支持を得て普及し易いが，ライ

バル企業には模倣されにくい，つまり普及しにくくするかが肝要となり，

本研究はその一側面しか議論の対象としていない。したがって，両面を統

合した議論を今後展開していくことが必要となる。さらにChen&Miller

（2012）が示す通り競争ダイナミクス研究は広範に亘っているが，本研究

はその成果の一部しか利用できていない。したがって，その豊かな研究成

果・知見のうちに，海外市場参入戦略に応用可能なものがあるならばそれ

を見出し，より深くより豊かな議論を展開していくことも今後の研究課題

である。
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1） 特に今回利用するデータでは製造業の世界全体の対外・対内FDI額に大き

なギャップが認められるが，分析結果はこれまで掲載されてきた比較的ギャッ

プの小さい年のデータを利用した分析結果と大きな相違はないことから，だい

たいの傾向を捉えるという目的は十分達せられるものと考えられる。

2） 合弁パートナーのニチイは2001年に経営破綻し，その後イオン・グループ

の支援により再生，イオンの完全子会社となる。これに合わせWMもイオン・

グループ傘下に入り営業が続けられたが，2013年2月にタイム・ワーナー側

が資本撤退し，イオンの完全子会社となった。同年7月，イオンのシネコン運

営会社イオンシネマズと合併し社名はイオンエンターテイメントとなった。な

お，本事例に登場する企業名，人物名・職位はその当時のものを使用している。

3） 日本の映画興行業界の特徴やWBITの事例のより詳細な記述については佐
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�論 文〉

神奈川県の中小企業における

環境保全活動と組織マネジメント（2）

組織マネジメント要因の相互の関係性

（多対多の関係性）について

角 田 光 弘

要 約

経営学の視点から，企業の環境保全活動の推進に向けた課題を考察した

上で，企業の環境保全活動と持続的競争優位の構築に向けて求められる組

織マネジメントのあり方に関する仮説を構築し，2011年10月実施の神奈

川県の中小企業556社向けアンケート調査に基づき，共分散構造分析によ

り検証した。

その結果，明らかになったことは以下の6点である。

第1に，「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組

み）には，トップがその役割を果たすことが貢献する」を支持したカテゴ

リーは，全てのカテゴリー｛アンケート調査全回答企業556社，製造業

217社，建設業178社，全業種・従業員数51人以上企業201社，同・50

人以下企業353社，環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業

149社，環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社｝であった。

第2に，「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り

組み）には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」を支持したカテ

ゴリーは，アンケート調査全回答企業556社，建設業178社，全業種・従

業員数50人以下企業353社，環境マネジメントシステム未取得（未登録）

企業407社であった。

第3に，「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り

組み）には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」を支持し



1．は じ め に

地球環境問題に対する企業や消費者の意識や関心がかつてない程高まっ

ていると考えられる今日こそ，「環境マネジメントありき」の議論ではな

く，地に足の着いた「企業の環境保全活動の推進と持続的競争優位の構築

に向けて求められる組織マネジメントのあり方」について改めて考察する

必要があるのではないか。従来のこの分野の実証研究は，企業の環境保全

活動と競争優位性との関係について，組織マネジメント要因の2変数間に

ついての関係性の分析が多く，媒介変数などを含めた多変数間の相互の関
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たカテゴリーは，全てのカテゴリーであった。

第4に，「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り

組み）には，風通しの良い組織風土が貢献する」を支持したカテゴリーは，

全てのカテゴリーであった。

第5に，潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動

への取り組み」の関係性に対しては，全てのカテゴリーにおいて，環境保

全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り組み成果が得られ，

持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上していると考えられる。

第6に，潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性に対しては，

アンケート調査全回答企業556社，製造業217社，建設業178社，全業種・

従業員数51人以上企業201社，環境マネジメントシステム認証取得（認

証登録）企業149社，環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業

407社のカテゴリーにおいて，「外部促進要因」は環境保全活動への取り

組みに直接的に影響しているのではなく，あくまでも環境保全活動への取

り組みに対する他潜在変数（「トップの役割」，「ミドルの役割」，「風通し

の良い組織風土」など）に影響を与えることを通して，環境保全活動への

取り組みに影響を与えていると考えられる。

キーワード：中小企業，環境保全活動，持続的競争優位，組織マネジメン

ト，戦略的意思決定，トップの役割，ミドルの役割，人材マ

ネジメント，風通しの良い組織風土，外部促進要因



係性（多対多の関係性）についての考察がさらに必要ではないか。

以上の考え方に基づき，拙稿「環境保全活動と組織マネジメント」

（2011年10月）1）と拙稿「静岡県エコアクション21認証登録企業における

環境保全活動と組織マネジメント 組織マネジメント要因と外部促進要

因の視点から 」（2013年4月）2）において，企業の環境保全活動の推進

に貢献する組織マネジメント要因の多変数間の相互の関係性（多対多の関

係性）に関する研究を進めてきた。その一方で，拙稿の両研究からは，少

なくとも「環境保全活動への取り組み」と「人材マネジメント」に関する

組織マネジメント要因間の関係性については必ずしも示唆が得られたわけ

ではなく，それらの関係性については今後の研究課題として残された。

また，前稿「神奈川県の中小企業における環境保全活動と組織マネジメ

ント� 環境保全活動への取り組みの現状とその課題 」（2013年12

月）で得られた結論3）は以下の6点であった。

第1に，環境保全活動への取り組みを行うことを通して，その成果であ

る自社の組織能力の向上を実現している企業は，神奈川県の中小企業にお

いては確かに存在する。

第2に，神奈川県の中小企業が環境保全活動へ取り組む理由（外部促進

要因）としては，環境保全活動の領域のブラック・ゾーン｛環境保全活動

のための法規制により，順守しなければならない領域，顧客や見込み客か

ら取引条件として求められる環境マネジメントシステムの認証取得（認証

登録｝としての理由がある一定の重みを持ちながらも，そのような理由に

留まらず，むしろ自らの戦略的意思決定により，環境保全活動に前向きに

取り組んでいるのではないかと考えられる。

第3に，神奈川県の中小企業，とりわけより企業規模の小さい中小企業

（全業種・従業員数50人以下）において環境保全活動へ取り組む上での課

題と捉えられていることは，「人材の不足」，「環境保全活動に関する技術・

ノウハウの不足」，「資金の不足」，「環境境保全活動のための維持コストが
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かかりすぎる」であることが明確となっている。

第4に，上記のような課題を抱えていると考えられる神奈川県の中小企

業において，環境保全活動への取り組みがより一層推進されていくために

は，環境保全活動への取り組みを通して，自社の組織能力の向上をはかる

ことができるということをトップに共感していただけるように，地道に，

粘り強く働きかけていくことが求められていると考えられる。

第5に，神奈川県の中小企業においては，「風通しの良い組織風土」を

構築できていると考えられる企業は1部の先進的な企業に留まっていると

考えられることから，これらに関する組織マネジメント要因を広く紹介す

ることにより，風通しの良い組織風土を構築できる余地は，神奈川県の中

小企業には十分にあるのではないかと考えられる。

第6に，神奈川県の中小企業においては，環境保全活動への取り組みを

より一層推進させるような従業員の評価や，従業員に対する環境保全活動

への啓発活動やインセンティブ・システムなどの「人材マネジメント」を

導入しているのは，1部の先進的な企業に留まっていることから，このよ

うな組織マネジメント要因を広く紹介することにより，普及していく余地

は，神奈川県の中小企業には十分にあるのではないかと考えられる。

以上を踏まえて，本稿の問題意識は以下の5点である。

第1に，前稿で現状分析を行った神奈川県の中小企業の環境保全活動に

おける①「環境保全活動への取り組み状況」，②「環境保全活動への取り組

み理由（外部促進要因）」，③「環境保全活動への取り組み成果」，④「トッ

プの役割」，⑤「ミドルの役割」，⑥「組織風土」，⑦「人材マネジメント」，

⑧「環境保全活動へ取り組む上での課題」の相互の関係性（多対多の関係

性）がどのようになっているのか4）。

第2に，筆者のこれまでの研究5）では必ずしも明らかにすることのでき

なかった「環境保全活動への取り組み」と「人材マネジメント」に関する

組織マネジメント要因間の関係性がどのようになっているのか6）。
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第3に，第1，第2の問題意識にアプローチすることにより得られる結

論と前稿で得られた結論との間に整合性が果たしてあるのかどうか。

第4に，第1，第2の問題意識にアプローチすることにより，従来型環

境問題である公害問題に対する民側の取り組み主体として大きなウェート

を占めると考えられる神奈川県の中小企業は，今日では公害問題への取り

組みに留まらず，広く環境保全活動への取り組みに関する組織マネジメン

トに学ぶべき特質がある可能性を秘めているのではないか7）。

第5に，第1，第2の問題意識にアプローチすることにより，神奈川県

の中小企業における環境保全活動に関する組織マネジメントに学ぶべき特

質を抽出することができれば，他地域の中小企業が環境保全活動に取り組

む上で参考になる組織マネジメントに関する知見となる可能性が考えられ

る8）。

以上のような問題意識に基づき，本稿では，まず経営学の視点から，企

業の環境保全活動の推進に向けた課題を考察する。次に，それらを踏まえ

た上で，企業の環境保全活動の推進に向けて求められる組織マネジメント

のあり方に関する仮説を構築する。その上で，2011年10月に実施のアン

ケート調査に基づき，共分散構造分析手法による仮説の検証などを通して，

神奈川県の中小企業における環境保全活動の推進に貢献する組織マネジメ

ント要因の多変数間の相互の関係性（多対多の関係性）を探究しようとす

るものである。

2．企業の環境保全活動の推進に向けた課題

企業の環境保全活動推進上の課題とは，環境保全活動への取り組みと，

収益性や製品の品質・コスト・納期（QCD/Quality,Cost,Delivery）と

の両立を図ることと考えられる。この課題こそが，企業の環境マネジメン

トのあり方を示しており，企業市民として社会から環境保全活動への取り
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組みを求められているからとはいえ，企業は全ての領域の環境保全活動へ

取り組むことができるものではないと考える。その理由は，考えられる領

域全てにおいて問題解決を図ろうとすると投資負担が過大になり，最悪の

場合企業は存続できなくなることから，「企業の社会的責任」と考えられ

る「本業を通して得られた経済的対価を多様なステイクホルダー

（Stakeholder,利害関係者）に公正に還元する」ために，「企業の目的」

である「長期に渡る存続（維持・発展，GoingConcern）」を果たせなく

なってしまうことである。

また，環境保全活動の推進に向けて企業に求められることは，組織を挙

げて知の結集を図ることに尽きると考えられる。具体的には，環境保全活

動に対するビジョンや戦略的意図をトップが組織に提示し，浸透させ，従

業員からの創造的なアイディアや活動を十二分に引き出し，企業内外の様々

な部門に存在する環境保全活動の推進に向けた技術，知識，ノウハウなど

を融合させることにより，顧客に支持され，かつ競合他社が容易に模倣で

きないような創造的な環境配慮型新製品・新事業を継続的に市場に提供し

ていくような組織マネジメントを行うことであると考える。

3．環境保全活動の推進に向けて求められる組織マネジメント

のあり方に関する仮説の構築とその検証

以上の考察を踏まえ，環境保全活動の推進に向けて求められる組織マネ

ジメントのあり方に関して，組織マネジメントを具体的に構成する要因

（組織マネジメント要因）と考えられるトップ，ミドル，人材マネジメン

ト，組織風土の視点でそれぞれ仮説を構築し，今回のアンケート調査に基

づく共分散構造分析手法により，仮説を検証する。また，環境保全活動に

取り組むことを通して，持続的競争優位の構築に向けた組織能力の向上に

貢献するような成果が果たして得られているのかどうか，環境保全活動へ
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の取り組み理由（外部促進要因）と組織マネジメント要因との関係性につ

いても，共分散構造分析手法により分析する。

� 環境保全活動を推進していく上で求められる組織マネジメントの

あり方に関する仮説の構築

仮説1．トップの役割

企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，トップ

がその役割を果たすことが貢献する。なお，トップの役割とは，環境保全

活動に対するビジョンを明確に提示し（従業員の間に浸透させることを含

む），環境配慮型製品開発に対し，トップ自らが手厚いサポートを行うこ

とを指すものとする。

企業を取り巻く環境の変化が益々激化，複雑化している今日，過去の成

功体験に囚われていては，持続的競争優位の構築を企業は望むべくもない。

そのような状況下で，企業の競争優位性に多大な影響を与えると考えられ

る環境保全活動の推進に向けてトップに求められることは，トップが自ら

の役割を果たし，環境保全活動に対するビジョンを明確に提示し，従業員

の間に浸透させることと考えられる。さらには，企業の事業活動の根幹に

かかわる環境配慮型製品開発に対し，トップ自らが手厚いサポートを行う

ことと考えられる。

その理由は，第1に，トップが環境保全活動に対するビジョンや戦略的

意図を明確に提示することにより，ミドルや従業員は経営戦略を形成，実

行していく過程で環境保全活動の重要性をより一層認識し，環境保全活動

の推進に向けて自己に与えられた業務の意義を理解するようになると考え

られることである。

第2に，トップが環境配慮型製品開発に対し，手厚いサポートを行うこ

とにより，様々な環境保全活動の中で企業の競争優位性に直結する環境配
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慮型製品開発の優先順位の高さを組織内に示すことになり，その結果当該

企業は環境配慮型製品開発に対して，戦略的経営資源（ヒト（人材），モ

ノ（生産設備），カネ（資金））を手厚く配分する可能性が高まると考えら

れることである。

仮説2．ミドルの役割

企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，ミドル

がその役割を果たすことが貢献する。なお，ミドルの役割とは，環境保全

活動に対するトップのビジョンをミドルが自部門に浸透させること，環境

保全活動の推進に関する部下の創造性を引き出し，部下からの提案をトッ

プに後押しすること，またミドル自身もトップに対し提案すること（以上

はミドルの上下のコミュニケーターの役割），環境保全活動の推進に向け

て異部門交流を図ること（以上はミドルの左右のコミュニケーターの役割）

を指すものとする。

環境保全活動に関して今日のミドルに求められている役割は，かつての

ような中間管理職ではなく，組織における上下・左右のコミュニケーター

の役割と考えられる。

環境保全活動に関するミドルの上下のコミュニケーターの役割とは，トッ

プによる環境保全活動に対するビジョンや戦略的意図をミドルが自部門な

りに解釈し，部下への浸透を図ることである。また，環境保全活動の推進

に向けて，部下の創造性を引き出したり，部下が提案してきた創造的なア

イディアや活動をトップに対して後押しをしたりすることである。さらに

は，ミドル自身も環境保全活動の推進に向けて，トップに対して創造的な

アイディアや活動を提案することである。

また，環境保全活動に関するミドルの左右のコミュニケーターの役割と

は，部門間の壁を排し，異部門の技術，ノウハウ，知識を統合すべく，組
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織横断活動の先頭に立つことである。その理由は，環境配慮型製品開発に

際して，異部門の技術，ノウハウ，知識の統合ができればできるほど，そ

れだけ競合他社に模倣されにくい創造的な環境配慮型の新製品を市場に提

供できる可能性が高まると考えられることである。

仮説3．人材マネジメント

企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，人材マ

ネジメントが機能していることが貢献する。なお，人材マネジメントとは，

環境保全活動における前向きな失敗に対する寛容な評価，人事評価結果の

説明や目標設定に関して，上司と部下の間で合意がなされること，目標設

定に関して，環境保全活動に関する項目が盛り込まれること，環境保全活

動に関する従業員の意識向上や資格取得を奨励したり，挑戦意欲を喚起し

たりするようなインセンティブ・システムの導入・定着を指すものとする。

企業を取り巻く環境の変化が益々激化，複雑化している今日，企業が持

続的競争優位を構築するためには，過去の成功体験に囚われることなく，

顧客に支持され，かつ競合他社が模倣できないような新製品や新事業を継

続的に市場に提供することが求められる。これらを実現していくためには，

従業員が失敗することを恐れず，むしろ自ら進んで創造的なアイディアや

活動に取り組めるように，従業員の挑戦意欲を喚起する必要がある。その

ためには，「好きこそ物の上手なれ」の通り，従業員がまず何よりも担当

業務に対して内発的に動機づけられている必要があり，さらには前向きな

失敗に対する寛容な評価が担保される必要がある。

一方，日本企業の人材マネジメントに目標管理制度としての成果主義が

導入されるようになったのは，バブル経済崩壊以降の1990年代からと考

えられる。導入が進むにつれて，「業務目標の設定が安易」，「個人や組織

の能力構築につながっていない」，「先輩が若手を育てなくなった」，「賃金
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カットや人員整理のための言い訳作りではないか」などの問題点が指摘さ

れてきた。これまでに成果主義に関して改善がなされてきた主なものは，

目標設定や評価への納得性を高めるために，上司と部下との間で目標設定

や評価に関する合意を徹底することなどである。

以上の動向に着目すると，環境保全活動についても同様に，部門や個人

の業務目標に対して，環境保全活動に関する項目が盛り込まれることが必

要と考えられる。

また，持続的競争優位の構築を目指して環境保全活動の推進に取り組む

上で，従業員の挑戦意欲を喚起するためには，環境保全活動に関する従業

員の意識向上や資格取得を奨励するようなインセンティブ・システムの導

入・定着が有効と考えられる。

仮説4．風通しの良い組織風土

企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）には，風通し

の良い組織風土が貢献する。なお，風通しの良い組織風土とは，環境保全

活動に対し，企業側としては，環境保全活動に関する最新の情報収集に取

り組み，かつ従業員の環境意識の把握やその向上に常に取り組んでいるこ

とである。また，従業員側としても，環境保全活動に関する情報収集に進

んで取り組み，環境保全活動の推進に向けた提案が根づいていること，環

境保全活動に関する業務内容への裁量権が現場にあることである。

従来の延長線での事業の推移が最早期待できず，誰もが日々新たな状況

への対応を迫られている今日，顧客に支持され，かつ競合他社に模倣され

ないような環境配慮型製品を開発するためには，組織内における知の結集

とそのための組織メンバーによる創造性の発揮が何よりも重要と考えられ

る。また，持続的競争優位の構築を目指して環境保全活動の推進に取り組

む上で，組織内における知の結集を図るためには，企業側としては，常日
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頃から環境保全活動に関する最新の情報（技術，知識，ノウハウなど）を

収集し，組織内に共有しておく必要があると考えられる。一方，従業員側

としても，環境保全活動に関する情報収集に進んで取り組み，環境保全活

動の推進に向けた提案が根づいていることが必要と考えられる。

さらには，環境保全活動の推進に向けて従業員の挑戦意欲が喚起される

ためには，現場がエンパワーメント（従業員が自らを意思決定できる者や

パワーある者と認識している状態）9）されている必要があり，そのために

は，環境保全活動に関する業務内容に対する裁量権が現場に求められてい

ると考えられる。

� 神奈川県の中小企業向けのアンケート調査の概要

筆者は，早稲田大学・拓殖大学・静岡大学・宮城大学の研究者で構成さ

れた環境マネジメント・共同研究グループ10）の共同研究者であり，今回の

アンケート調査は同グループの共同研究の一環として行われた。このアン

ケート調査の対象企業は神奈川県の中小企業2,954社であり，2011年9月

末日に発送し，同10月末日までに郵送により回収した。アンケート回答

企業は556社（回答企業の属性は図表1の通り）であり，回収率は18.8％

である。なお，同グループから株式会社浜銀総合研究所へアンケート質問

票の発送関係業務と回答データの入力業務を委託し，筆者が独自にその1

次入力データ（RawData）に対し，共分散構造分析を本稿で行っている。

� 仮説検証に共分散構造分析手法を用いる理由

共分散構造分析手法は直接観測できない潜在変数を導入し，その潜在変

数と観測変数との間の因果関係を同定することにより社会現象や自然現象

を理解するための統計的アプローチであり11），多対多の関係性の解析に適

している。

本稿の問題意識は，「環境保全活動への取り組み成果」，「環境保全活動
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への取り組み」，「組織マネジメント要因（環境保全活動の推進に向けたトッ

プの役割，ミドルの役割，人材マネジメント，組織風土）」，環境保全活動

への取り組みに対する「外部促進要因」の相互の関係性（多対多の関係性）

の探求であり，この目的に適しているのが上記の通り共分散構造分析手法

であることから，今回の仮説検証に共分散構造分析手法を用いることにす

る。
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図表1 回答企業の属性とその社数

業 種
環境マネジメント
システム認証取得
（認証登録）企業

環境マネジメント
システム未取得
（未登録）企業

合計

製 造 業

従業員数50人以下 36 87 123

従業員数51人以上 60 34 94

小 計 96 121 217

建 設 業

従業員数50人以下 16 122 138

従業員数51人以上 11 27 38

従 業 員 数 不 明 0 2 2

小 計 27 151 178

道路貨物

輸 送 業

従業員数50人以下 1 38 39

従業員数51人以上 7 32 39

小 計 8 70 78

そ の 他

従業員数50人以下 7 46 53

従業員数51人以上 11 19 30

小 計 18 65 83

全 業 種

従業員数50人以下 60 293 353

従業員数51人以上 89 112 201

従 業 員 数 不 明 0 2 2

小 計 149 407 556

出所：角田光弘［2013b］，図表1，p.39



� 共分散構造分析モデルの概要とその潜在変数と観測変数

今回の共分散構造分析モデルは，「環境保全活動への取り組み成果」，

「環境保全活動への取り組み」，「組織マネジメント要因（環境保全活動の

推進に向けたトップの役割，ミドルの役割，人材マネジメント，組織風

土）」，環境保全活動への取り組みに対する「外部促進要因」の相互の関係

性（多対多の関係性）を探究するため，図表2の通りである。これは拙稿

「静岡県エコアクション21認証登録企業における環境保全活動と組織マネ

ジメント～組織マネジメント要因と外部促進要因の視点から～」（2013年

4月）12）の共分散構造分析モデルを踏襲しており，その基本的な考え方は

以下の5点である。

第1に，潜在変数「環境保全活動への取り組み」の結果，潜在変数「環

境保全活動への取り組み成果」が得られる。
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第2に，組織内における「トップの役割」を最大限重視し，潜在変数

「トップの役割」から組織内の他の全ての潜在変数（「ミドルの役割」，「人

材マネジメント」，「風通しの良い組織風土」，「環境保全活動への取り組み」）

に対して働きかけが行われる。

第3に，「ミドルの役割」，「人材マネジメント」，「風通しの良い組織風

土」の潜在変数からもそれぞれ潜在変数「環境保全活動への取り組み」に

対して働きかけが行われる。

第4に，「ミドルの役割」，「人材マネジメント」，「風通しの良い組織風

土」の潜在変数間においては，相互に働きかけが行われる可能性がある。

第5に，環境保全活動への取り組みに対する「外部促進要因」からは，

組織内の全ての潜在変数（「トップの役割」，「ミドルの役割」，「人材マネ

ジメント」，「風通しの良い組織風土」，「環境保全活動への取り組み」）に

対して働きかけが行われる。

また，共分散構造分析モデルの「潜在変数」と「観測変数」（具体的な

アンケート調査票の質問項目）は，構築仮説1～4と「環境保全活動への

取り組み結果」，環境保全活動への取り組みに対する「外部促進要因」を

企業の現場の実務にできる限り落とし込み，図表3の通りとする。
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図表3 潜在変数，観測変数一覧

観測変数 ← 潜在変数

Q221 顧客取引拡大

←

F1
環境保全
活動への
取り組み
成果

Q222 顧客取引維持・継続

Q223 新規顧客獲得

Q224 企業イメージの向上

Q225 地域社会の評判向上

Q226 社員のやる気・士気の向上

Q227 新製品・事業開拓へ貢献

Q228 コスト削減

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減



―179―

観測変数 ← 潜在変数

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），Reuse（再利用），
Recycle（再生利用））

←

F2
環境保全
活動への
取り組み

Q10 グリーン購入

Q111 環境宣言の作成

Q112 環境報告書の作成公表

Q113 環境会計の実施

Q114 環境推進専門部署設置

Q115 従業員への啓発活動

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援

Q119 関係会社の環境保全活動の支援

Q1110 環境NPOへの寄付

Q1111 生物多様性対応指針の作成

Q121 LCAの実施

Q122 エコ・デザインへの取り組み

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの企画・販売

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている

←

F3
風通しの
良い組織
風土

Q211 社員の環境意識を把握している

Q212 外部から環境情報の把握を行っている

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度がある

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定するための調査等を行う

←
F4
ミドルの
役割

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアクション

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等を経営層に具申

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に関する項目の盛
り込み

←

F5

人材マネ

ジメント

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評価の上司と部下
の擦り合わせ

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨励・支援する制
度の実施

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対する寛容な評価



� 共分散構造分析結果

今回のアンケート調査回答全企業556社に対して共分散構造分析を行う

と共に，共分散構造分析を行う上で十分なサンプル数が得られた業種別

（製造業217社，建設業178社），企業規模別（全業種・従業員数51人以

上企業201社，同・50人以下企業353社），環境マネジメントシステム認

証取得（認証登録）の有無別｛認証取得（認証登録）企業149社，未取得

（未登録）企業407社｝に関しても，共分散構造分析を行った。なお，道

路貨物輸送業78社に関しては，共分散構造分析を行ったものの，78社で

はサンプル数が十分ではなく，共分散構造分析モデルは成立しなかった。

今回の共分散構造分析結果の一覧は，図表4の通りであり，その詳細な

分析結果は（5�1）～（5�7）の通りである。
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観測変数 ← 潜在変数

Q161 問題点の把握

←
F7
トップの
役割

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示

Q163 具体的な環境目標の提示

Q164 数値目標の達成状況を把握

Q165 環境目標の定期的な見直し

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的な関与

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的な関与

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積極的な関与

Q151 行政当局の依頼

←
F6
外部促進
要因

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った

Q153 親会社・納入先からの依頼

Q155 消費者からの要請

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請

Q159 業界団体・工業会との関係

Q1510 競合他社との関係
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図表4 共分散構造分析結果の一覧（その1）

検証内容
アンケート調査

回答全企業556社
製造業217社 建設業178社

仮説1.

トップの役割

「企業の環境保全活動

の推進（環境保全活動

への取り組み）には，

トップがその役割を果

たすことが貢献する。」

直接的貢献 仮説1を支持。 仮説1を支持。 仮説1を不支持。

プラス，マイナス

の貢献がないこと

を示唆。

間接的貢献 仮説1を支持。

「ミドルの役割」，

「風通しの良い

組織風土」，「人

材マネジメント」

を通して貢献。

仮説1を支持。

「ミドルの役割」，

「風通しの良い

組織風土」，「人

材マネジメント」

を通して貢献。

仮説1を支持。

「風通しの良い組

織風土」，「ミドル

の役割」，「人材マ

ネジメント」を通

して貢献。

直接的・間

接的貢献を

総合した貢

献

仮説1を支持。 仮説1を支持。 仮説1を支持。

仮説2.

ミドルの役割「企業の

環境保全活動の推進

（環境保全活動への取

り組み）には，ミドル

がその役割を果たすこ

とが貢献する。」

直接的貢献 仮説2を不支持。

プラス，マイナ

スの貢献がない

ことを示唆。

仮説2を不支持。

マイナスの貢献

を示唆。

仮説2を不支持。

プラス，マイナス

の貢献がないこと

を示唆。

間接的貢献 仮説2を支持。

「風通しの良い

組織風土」 や

「人材マネジメ

ント」を通して

貢献。

仮説2を支持。

「風通しの良い

組織風土」 や

「人材マネジメ

ント」を通して

貢献。

仮説2を支持。

「人材マネジメン

ト」を通して貢献。

直接的・間

接的貢献を

総合した貢

献

仮説2を支持。 直接的にはマイ

ナスの貢献，間

接的にはプラス

の貢献をしてお

り，仮説2の支

持・不支持を判

断できず。

仮説2を支持。

仮説3.

人材マネジメント「企

業の環境保全活動の推

進（環境保全活動への

取り組み）には，人材

マネジメントが機能し

ていることが貢献する。」

直接的貢献 仮説3を支持。 仮説3を支持。 仮説3を支持。
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検証内容
アンケート調査

回答全企業556社
製造業217社 建設業178社

仮説4.

風通しの良い組織風土

「企業の環境保全活動

の推進（環境保全活動

への取り組み）には，

風通しの良い組織風土

が貢献する。」

直接的貢献 仮説4を不支持。

プラス，マイナ

スの貢献がない

ことを示唆。

仮説4を不支持。

プラス，マイナ

スの貢献がない

ことを示唆。

仮説4を不支持。

プラス，マイナス

の貢献がないこと

を示唆。

間接的貢献 仮説4を支持。

「人材マネジメ

ント」を通して

貢献。

仮説4を支持。

「人材マネジメ

ント」を通して

貢献。

仮説4を支持。

「ミドルの役割」，

「人材マネジメン

ト」を通して貢献。

直接的・間

接的貢献を

総合した貢

献

仮説4を支持。 仮説4を支持。 仮説4を支持。

潜在変数

「環境保全活動への取り組み成果」

と「環境保全活動への取り組み」の

関係性

環境保全活動へ

取り組むことを

通して，その成

果が得られ，持

続的競争優位の

構築に向けて，

組織能力の向上

を示唆。

環境保全活動へ

取り組むことを

通して，その成

果が得られ，持

続的競争優位の

構築に向けて，

組織能力の向上

を示唆。

環境保全活動へ取

り組むことを通し

て，その成果が得

られ，持続的競争

優位の構築に向け

て，組織能力の向

上を示唆。

潜在変数

「外部促進要因」と他

潜在変数との関係性

直接的影響 環境保全活動へ

の取り組みに影

響を与えていな

いことを示唆。

環境保全活動へ

の取り組みに影

響を与えていな

いことを示唆。

環境保全活動への

取り組みに影響を

与えていないこと

を示唆。

間接的影響 トップやミドル

の意思決定や風

通しの良い組織

風土の構築に影

響を与えること

を通して，環境

保全活動への取

り組みに影響を

与えていること

を示唆。

トップの意思決

定や風通しの良

い組織風土の構

築に影響を与え

ることを通して，

環境保全活動へ

の取り組みに影

響を与えている

ことを示唆。

トップの意思決定

や風通しの良い組

織風土の構築に影

響を与えることを

通して，環境保全

活動への取り組み

に影響を与えてい

ることを示唆。

直接的・間

接的影響を

総合した影

響

間接的に環境保

全活動への取り

組みに影響を与

えていることを

示唆。

間接的に環境保

全活動への取り

組みに影響を与

えていることを

示唆。

間接的に環境保全

活動への取り組み

に影響を与えてい

ることを示唆。
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図表4 共分散構造分析結果の一覧（その2）

検証内容
全業種・従業員数

51人以上
企業201社

全業種・従業員数
50人以下
企業353社

環境マネジメント
システム認証取得

（認証登録）企業149社

環境マネジメント
システム未取得

（未登録）企業407社

仮説1.
トップの役
割「企業の
環境保全活
動 の 推 進
（環境保全
活動への取
り組み）に
は，トップ
がその役割
を果たすこ
とが貢献す
る。」

直接的
貢献

仮説1を支持。
プラスの貢献が
あることを示唆。

仮説1を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

仮説1を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

仮説1を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

間接的
貢献

仮説1を支持。
「ミドルの役割」，
「風通しの良い
組織風土」，「人
材マネジメント」
を通して貢献。

仮説1を支持。
「ミドルの役割」，
「風通しの良い
組織風土」，「人
材マネジメント」
を通して貢献。

仮説1を支持。
「風通しの良い
組織風土」，「人
材マネジメント」
を通して貢献。

仮説1を支持。
「ミドルの役割」，
「風通しの良い
組織風土」，「人
材マネジメント」
を通して貢献。

直接的・
間接的貢
献を総合
した貢献

仮説1を支持。 仮説1を支持。 仮説1を支持。 仮説1を支持。

仮説2.
ミドルの役
割「企業の
環境保全活
動 の 推 進
（環境保全
活動への取
り組み）に
は，ミドル
がその役割
を果たすこ
とが貢献す
る。」

直接的
貢献

仮説2を不支持。
マイナスの貢献
を示唆。

仮説2を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

仮説2を支持。
プラスの貢献が
あることを示唆。

仮説2を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

間接的
貢献

仮説2を支持。
「風通しの良い
組織風土」 や
「人材マネジメ
ント」を通して
貢献を示唆。

仮説2を支持。
「人材マネジメ
ント」を通して
貢献を示唆。

仮説2を支持。
「風通しの良い
組織風土」，「人
材マネジメント」
を通して貢献を
示唆。

仮説2を支持。
「風通しの良い
組織風土」 や
「人材マネジメ
ント」を通して
貢献を示唆。

直接的・
間接的貢
献を総合
した貢献

直接的にはマイ
ナスの貢献，間
接的にはプラス
の貢献をしてお
り，仮説2の支
持・不支持を判
断できず。

仮説2を支持。 仮説2を支持。 仮説2を支持。

仮説3.
人材マネジ
メント「企
業の環境保
全活動の推
進（環境保
全活動への
取り組み）
には，人材
マネジメン
トが機能し
ていること
が貢献する。」

直接的
貢献

仮説3を支持。 仮説3を支持。 仮説3を支持。 仮説3を支持。
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検証内容
全業種・従業員数

51人以上
企業201社

全業種・従業員数
50人以下
企業353社

環境マネジメント
システム認証取得

（認証登録）企業149社

環境マネジメント
システム未取得

（未登録）企業407社

仮説4.
風通しの良
い組織風土
「企業の環
境保全活動
の推進（環
境保全活動
への取り組
み）には，
風通しの良
い組織風土
が貢献する。」

直接的
貢献

仮説4を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

仮説4を支持。
プラスの貢献が
あることを示唆。

仮説4を不支持。
プラスの貢献が
ないことを示唆。

仮説4を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

間接的
貢献

仮説4を支持。
「人材マネジメ
ント」を通して
貢献を示唆。

仮説4を不支持。
プラス，マイナ
スの貢献がない
ことを示唆。

仮説4を支持。
「人材マネジメ
ント」を通して
貢献を示唆。

仮説4を支持。
「人材マネジメ
ント」を通して
貢献を示唆。

直接的・
間接的貢
献を総合
した貢献

仮説4を支持。 仮説4を支持。 仮説4を支持。 仮説4を支持。

潜在変数
「環境保全活動への取
り組み成果」と「環境
保全活動への取り組み」
の関係性

環境保全活動へ
取り組むことを
通して，その成
果が得られ，持
続的競争優位の
構築に向けて，
組織能力の向上
を示唆。

環境保全活動へ
取り組むことを
通して，その成
果が得られ，持
続的競争優位の
構築に向けて，
組織能力の向上
を示唆。

環境保全活動へ
取り組むことを
通して，その成
果が得られ，持
続的競争優位の
構築に向けて，
組織能力の向上
を示唆。

環境保全活動へ
取り組むことを
通して，その成
果が得られ，持
続的競争優位の
構築に向けて，
組織能力の向上
を示唆。

潜在変数

「外部促進

要因」と他

潜在変数と

の関係性

直接的
影響

環境保全活動へ
の取り組みに影
響を与えていな
いことを示唆。

環境保全活動へ
の取り組みにマ
イナスの影響を
与えていること
を示唆。

環境保全活動へ
の取り組みに影
響を与えていな
いことを示唆。

環境保全活動へ
の取り組みに影
響を与えていな
いことを示唆。

間接的
影響

トップの意思決
定や風通しの良
い組織風土の構
築に影響を与え
ることを通して，
環境保全活動へ
の取り組みに影
響を与えている
ことを示唆。

トップ，ミドル
の意思決定や風
通しの良い組織
風土の構築に影
響を与えること
を通して，環境
保全活動への取
り組みに影響を
与えていること
を示唆。

風通しの良い組
織風土の構築に
影響を与えるこ
とを通して，環
境保全活動への
取り組みに影響
を与えているこ
とを示唆。

トップやミドル
の意思決定や風
通しの良い組織
風土の構築に影
響を与えること
を通して，環境
保全活動への取
り組みに影響を
与えていること
を示唆。

直接的・

間接的影

響を総合

した影響

間接的に環境保

全活動への取り

組みに影響を与

えていることを

示唆。

環境保全活動へ

の取り組みに直

接的にはマイナ

ス，間接的には

プラスの影響を

与えていること

を示唆しており，

直接的・間接的

影響を総合した

影響を判断でき

ず。

間接的に環境保

全活動への取り

組みに影響を与

えていることを

示唆。

間接的に環境保

全活動への取り

組みに影響を与

えていることを

示唆。



（5�1） アンケート調査回答全企業556社

アンケート調査回答全企業556社に対する共分散構造分析の結果，図表

5の通りのパス図と図表6の通りの標準化係数（潜在変数間，観測変数・

潜在変数間）が得られた。モデルの適合指標は，CMIN（・
2
値）；8,714.453,

CFI（ComparativeFitIndex／比較適合度指標）；0.749,RMSEA（Root

MeanSquareErrorofApproximation／平均二乗誤差平方根）；0.088

である。

得られたパス図と標準化係数に基づく仮説1～4の検証結果，及び組織

能力の向上に関する潜在変数「F1：環境保全活動への取り組み成果」や，

「F6：外部促進要因」と他潜在変数との関係性は以下の通りである。

（5�1�1）「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「トップの役割」の直接的貢献に関しては，「トップの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.114（有意）である。従って，

「トップの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に貢献

していることを示唆していると考えられることから，仮説1は支持された

と考えられる。

「トップの役割」の間接的貢献に関しては，「トップの役割」から「ミド

ルの役割」，「風通しの良い組織風土」，「人材マネジメント」への標準化係

数はそれぞれ0.744,0.241,0.141（いずれも有意），「ミドルの役割」から

「風通しの良い組織風土」，「風通しの良い組織風土」から「人材マネジメ

ント」，「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準

化係数はそれぞれ0.543,0.749,0.924（いずれも有意）である。従って，

「トップの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して，「ミドルの役

割」，「風通しの良い組織風土」，「人材マネジメント」を通して間接的に貢

献していることを示唆していると考えられることから，仮説1は支持され
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たと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説1は

支持されたと考えられる。

（5�1�2）「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「ミドルの役割」の直接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は－0.024（非有意）である。従っ

て，「ミドルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に

貢献していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮

説2が支持されたとは必ずしも考えられない。

「ミドルの役割」の間接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「風通

しの良い組織風土」，「風通しの良い組織風土」から「人材マネジメント」，

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数

はそれぞれ0.543,0.749,0.924（いずずれも有意）である。従って，「ミド

ルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「風通しの良い組織

風土」や「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆している

と考えられることから，仮説2は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説2は

支持されたと考えられる。

（5�1�3）「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」の検証結果

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係

数は0.924（有意）であることから，仮説3は支持されたと考えられる。
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（5�1�4）「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」の検証結果

「風通しの良い組織風土」の直接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数は－0.052（非

有意）である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活

動の推進」に対して直接的に貢献していることを示唆しているとは必ずし

も考えられないことから，仮説4が支持されたとは必ずしも考えられない。

「風通しの良い組織風土」の間接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活

動への取り組み」への標準化係数はそれぞれ0.749,0.924（いずれも有意）

である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動の推

進」に対して「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆して

いると考えられることから，仮説4は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説4は

支持されたと考えられる。

（5�1�5） 潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動へ

の取り組み」の関係性

「環境保全活動への取り組み」から「環境保全活動への取り組み成果」

への標準化係数は0.720（有意）である。

「環境保全活動への取り組み成果」からその観測変数である「Q221 顧

客取引拡大」，「Q222 顧客取引継続・維持」，「Q223 新規顧客獲得」，

「Q224 企業イメージの向上」，「Q225 地域社会の評判向上」，「Q226

社員のやる気・士気の向上」，「Q227 新製品・事業開拓へ貢献」，「Q228

コスト削減」，「Q229 省エネルギー，廃棄物の削減」への標準化係数は

それぞれ0.837,0.793,0.773,0.872,0.839,0.851,0.753,0.541,0.714（いず

れも有意）である。これらの観測変数は，組織能力13）の代理変数とも考え
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られる。

従って，環境保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り

組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上して

いることを示唆していると考えられる。

（5�1�6） 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する直接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」への

標準化係数は－0.025（非有意）である。従って，「外部促進要因」は「企

業の環境保全活動の推進」に対して直接的に影響を与えていることを示唆

しているとは必ずしも考えられない。

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する間接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「トップの役割」，「ミドルの役割」，
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図表5 アンケート調査全回答企業556社に対する共分散構造分析結果のパス図

注：CMIN（・
2
値）；8,714.453，CFI（比較適合度指標）；0.749，RMSEA（平均二乗誤差平

方根）；0.088，下線斜体字以外は5％水準で有意。
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「風通しの良い組織風土」への標準化係数はそれぞれ0.217,0.078,0.157

（いずれも有意）である。また，これまでの検証結果から，「トップの役割」，

「ミドルの役割」，「風通しの良い組織風土」はいずれも「環境保全活動へ

の取り組み」に対して貢献していると考えられる。従って，「外部促進要

因」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「トップの役割」，「ミドル

の役割」，「風通しの良い組織風土」を通して間接的に影響を与えているこ

とを示唆していると考えられる。
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図表6 アンケート調査全回答企業556社に対する

共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その1）

潜在変数 ← 潜在変数 標準化係数

潜
在
変
数
間

F1 環境保全活動取り組み成果 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.720

F2 環境保全活動への取り組み ← F3 風通しの良い組織風土 －0.052

F2 環境保全活動への取り組み ← F4 ミドルの役割 －0.024

F2 環境保全活動への取り組み ← F5 人材マネジメント 0.924

F2 環境保全活動への取り組み ← F6 外部促進要因 －0.025

F2 環境保全活動への取り組み ← F7 トップの役割 0.114

F3 風通しの良い組織風土 ← F4 ミドルの役割 0.543

F3 風通しの良い組織風土 ← F5 人材マネジメント －

F3 風通しの良い組織風土 ← F6 外部促進要因 0.157

F3 風通しの良い組織風土 ← F7 トップの役割 0.241

F4 ミドルの役割 ← F3 風通しの良い組織風土 －

F4 ミドルの役割 ← F5 人材マネジメント －

F4 ミドルの役割 ← F6 外部促進要因 0.079

F4 ミドルの役割 ← F7 トップの役割 0.744

F5 人材マネジメント ← F3 風通しの良い組織風土 0.749

F5 人材マネジメント ← F4 ミドルの役割 －

F5 人材マネジメント ← F6 外部促進要因 －0.063

F5 人材マネジメント ← F7 トップの役割 0.141

F7 トップの役割 ← F6 外部促進要因 0.217

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。
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図表6 アンケート調査全回答企業556社に対する

共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その2）

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q221 顧客取引拡大 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.837

Q222 顧客取引維持・継続 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.793

Q223 新規顧客獲得 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.773

Q224 企業イメージの向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.872

Q225 地域社会の評判向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.839

Q226 社員のやる気・士気の向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.851

Q227 新製品・事業開拓へ貢献 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.753

Q228 コスト削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.541

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.714

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），

Reuse（再利用），Recycle（再生利用））
← F2 環境保全活動への取り組み 0.468

Q10 グリーン購入 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.367

Q111 環境宣言の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.803

Q112 環境報告書の作成公表 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.795

Q113 環境会計の実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.692

Q114 環境推進専門部署設置 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.812

Q115 従業員への啓発活動 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.807

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.734

Q119 関係会社の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.636

Q1110 環境NPOへの寄付 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.475

Q1111 生物多様性対応指針の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.562

Q121 LCAの実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.441

Q122 エコ・デザインへの取り組み ← F2 環境保全活動への取り組み 0.456

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの

企画・販売
← F2 環境保全活動への取り組み 0.292

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている ← F3 風通しの良い組織風土 0.350

Q211 社員の環境意識を把握している ← F3 風通しの良い組織風土 0.681

Q212 外部から環境情報の把握を行っている ← F3 風通しの良い組織風土 0.793

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある ← F3 風通しの良い組織風土 0.804

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度

がある
← F3 風通しの良い組織風土 0.776

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定する

ための調査等を行う
← F4 ミドルの役割 0.903

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う ← F4 ミドルの役割 0.847
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観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアク

ション
← F4 ミドルの役割 0.961

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う ← F4 ミドルの役割 0.960

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等

を経営層に具申
← F4 ミドルの役割 0.926

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に

関する項目の盛り込み
← F5 人材マネジメント 0.848

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評

価の上司と部下の擦り合わせ
← F5 人材マネジメント 0.846

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.774

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.584

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨

励・支援する制度の実施
← F5 人材マネジメント 0.544

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励 ← F5 人材マネジメント 0.634

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対す

る寛容な評価
← F5 人材マネジメント 0.178

Q161 問題点の把握 ← F7 トップの役割 0.754

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示 ← F7 トップの役割 0.744

Q163 具体的な環境目標の提示 ← F7 トップの役割 0.752

Q164 数値目標の達成状況を把握 ← F7 トップの役割 0.747

Q165 環境目標の定期的な見直し ← F7 トップの役割 0.766

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.855

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.919

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.912

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.903

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積

極的な関与
← F7 トップの役割 0.914

Q151 行政当局の依頼 ← F6 外部促進要因 0.688

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った ← F6 外部促進要因 0.627

Q153 親会社・納入先からの依頼 ← F6 外部促進要因 0.560

Q155 消費者からの要請 ← F6 外部促進要因 0.815

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請 ← F6 外部促進要因 0.847

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請 ← F6 外部促進要因 0.840

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請 ← F6 外部促進要因 0.832

Q159 業界団体・工業会との関係 ← F6 外部促進要因 0.729

Q1510 競合他社との関係 ← F6 外部促進要因 0.759

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



以上の直接的・間接的影響の検証結果を総合的に踏まえると，「外部促

進要因」は「環境保全活動への取り組み」に影響を与えていると考えられ

る。

（5�2） 製造業217社

製造業217社に対する共分散構造分析の結果，図表7の通りのパス図と

図表8の通りの標準化係数（潜在変数間，観測変数・潜在変数間）が得ら

れた。モデルの適合指標は，CMIN（・
2
値）；4,970.292,CFI（Comparative

FitIndex／比較適合度指標）；0.725,RMSEA（RootMeanSquareError

ofApproximation／平均二乗誤差平方根）；0.097である。

得られたパス図と標準化係数に基づく仮説1～4の検証結果，及び組織

能力の向上に関する潜在変数「F1：環境保全活動への取り組み成果」や，

「F6：外部促進要因」と他潜在変数との関係性は以下の通りである。

（5�2�1）「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「トップの役割」の直接的貢献に関しては，「トップの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.299（有意）である。従って，

「トップの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に貢献

していることを示唆していると考えられることから，仮説1は支持された

と考えられる。

「トップの役割」の間接的貢献に関しては，「トップの役割」から「ミド

ルの役割」，「風通しの良い組織風土」，「人材マネジメント」，「ミドルの役

割」から「環境保全活動への取り組み」，「風通しの良い組織風土」，「風通

しの良い組織風土」から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から

「環境保全活動への取り組み」への標準化係数はそれぞれ 0.778,0.304,

0.406,－0.123,0.469,0.489,0.809（いずれも有意）である。従って，「トッ
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プの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して，「ミドルの役割」

を通した貢献の判断は難しいものの，「風通しの良い組織風土」，「人材マ

ネジメント」を通して間接的に貢献していることを示唆していると考えら

れることから，仮説1は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説1は

支持されたと考えられる。

（5�2�2）「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「ミドルの役割」の直接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は－0.123（有意）である。従っ

て，「ミドルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に

はマイナスの貢献していることを示唆していると考えられることから，仮

説2が支持されたとは必ずしも考えられない。

「ミドルの役割」の間接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「風通

しの良い組織風土」，「風通しの良い組織風土」から「人材マネジメント」，

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数

はそれぞれ0.469，0.489，0.809（いずれも有意）である。従って，「ミド

ルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「風通しの良い組織

風土」や「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆している

と考えられることから，仮説2は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説2の

支持・不支持は必ずしも判断できないと考えられる。

（5�2�3）「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」の検証結果

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係
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数は0.809（有意）であることから，仮説3は支持されたと考えられる。

（5�2�4）「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」の検証結果

「風通しの良い組織風土」の直接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数は0.012（非有

意）である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動

の推進」に対して直接的に貢献していることを示唆しているとは必ずしも

考えられないことから，仮説4が支持されたとは必ずしも考えられない。

「風通しの良い組織風土」の間接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活

動への取り組み」への標準化係数はそれぞれ0.489，0.809（いずれも有意）

である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動の推

進」に対して「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆して

いると考えられることから，仮説4は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説4は

支持されたと考えられる。

（5�2�5） 潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動へ

の取り組み」の関係性

「環境保全活動への取り組み」から「環境保全活動への取り組み成果」

への標準化係数は0.808（有意）である。

「環境保全活動への取り組み成果」からその観測変数である「Q221 顧

客取引拡大」，「Q222 顧客取引継続・維持」，「Q223 新規顧客獲得」，

「Q224 企業イメージの向上」，「Q225 地域社会の評判向上」，「Q226

社員のやる気・士気の向上」，「Q227 新製品・事業開拓へ貢献」，「Q228

コスト削減」，「Q229 省エネルギー，廃棄物の削減」への標準化係数は
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それぞれ0.783，0.741，0.743，0.836，0.832，0.875，0.728，0.577，0.741

（いずれも有意）である。これらの観測変数は，組織能力の代理変数とも

考えられる。

従って，環境保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り

組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上して

いることを示唆していると考えられる。

（5�2�6） 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する直接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」への

標準化係数は0.000（非有意）である。従って，「外部促進要因」は「企業

の環境保全活動の推進」に対して直接的に影響を与えていることを示唆し

ているとは必ずしも考えられない。
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図表7 製造業217社に対する共分散構造分析結果のパス図

注：CMIN（・
2
値）；4,970.292，CFI（比較適合度指標）；0.725，RMSEA（平均二乗誤差平

方根）；0.097，下線斜体字以外は5％水準で有意。
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「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する間接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「トップの役割」，「風通しの良い組

織風土」への標準化係数はそれぞれ0.203，0.207（いずれも有意）である。

また，これまでの検証結果から，「トップの役割」，「風通しの良い組織風

土」はいずれも「環境保全活動への取り組み」に対して貢献していると考

えられる。従って，「外部促進要因」は「企業の環境保全活動の推進」に

対して「トップの役割」，「風通しの良い組織風土」を通して間接的に影響

を与えていると考えられる。
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図表8 製造業217社に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その1）

潜在変数 ← 潜在変数 標準化係数

潜
在
変
数
間

F1 環境保全活動取り組み成果 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.808

F2 環境保全活動への取り組み ← F3 風通しの良い組織風土 0.012

F2 環境保全活動への取り組み ← F4 ミドルの役割 －0.123

F2 環境保全活動への取り組み ← F5 人材マネジメント 0.809

F2 環境保全活動への取り組み ← F6 外部促進要因 0.000

F2 環境保全活動への取り組み ← F7 トップの役割 0.299

F3 風通しの良い組織風土 ← F4 ミドルの役割 0.469

F3 風通しの良い組織風土 ← F5 人材マネジメント －

F3 風通しの良い組織風土 ← F6 外部促進要因 0.207

F3 風通しの良い組織風土 ← F7 トップの役割 0.304

F4 ミドルの役割 ← F3 風通しの良い組織風土 －

F4 ミドルの役割 ← F5 人材マネジメント －

F4 ミドルの役割 ← F6 外部促進要因 0.069

F4 ミドルの役割 ← F7 トップの役割 0.778

F5 人材マネジメント ← F3 風通しの良い組織風土 0.489

F5 人材マネジメント ← F4 ミドルの役割 －

F5 人材マネジメント ← F6 外部促進要因 0.039

F5 人材マネジメント ← F7 トップの役割 0.406

F7 トップの役割 ← F6 外部促進要因 0.203

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。
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図表8 製造業217社に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その2）

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q221 顧客取引拡大 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.783

Q222 顧客取引維持・継続 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.741

Q223 新規顧客獲得 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.743

Q224 企業イメージの向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.836

Q225 地域社会の評判向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.832

Q226 社員のやる気・士気の向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.875

Q227 新製品・事業開拓へ貢献 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.728

Q228 コスト削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.577

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.741

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），

Reuse（再利用），Recycle（再生利用））
← F2 環境保全活動への取り組み 0.555

Q10 グリーン購入 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.331

Q111 環境宣言の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.751

Q112 環境報告書の作成公表 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.734

Q113 環境会計の実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.657

Q114 環境推進専門部署設置 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.800

Q115 従業員への啓発活動 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.816

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.791

Q119 関係会社の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.759

Q1110 環境NPOへの寄付 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.436

Q1111 生物多様性対応指針の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.506

Q121 LCAの実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.413

Q122 エコ・デザインへの取り組み ← F2 環境保全活動への取り組み 0.426

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの

企画・販売
← F2 環境保全活動への取り組み 0.202

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている ← F3 風通しの良い組織風土 0.412

Q211 社員の環境意識を把握している ← F3 風通しの良い組織風土 0.664

Q212 外部から環境情報の把握を行っている ← F3 風通しの良い組織風土 0.796

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある ← F3 風通しの良い組織風土 0.847

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度

がある
← F3 風通しの良い組織風土 0.804

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定する

ための調査等を行う
← F4 ミドルの役割 0.912

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う ← F4 ミドルの役割 0.890
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観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアク

ション
← F4 ミドルの役割 0.973

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う ← F4 ミドルの役割 0.960

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等

を経営層に具申
← F4 ミドルの役割 0.943

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に

関する項目の盛り込み
← F5 人材マネジメント 0.877

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評

価の上司と部下の擦り合わせ
← F5 人材マネジメント 0.894

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.797

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.599

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨

励・支援する制度の実施
← F5 人材マネジメント 0.529

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励 ← F5 人材マネジメント 0.616

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対す

る寛容な評価
← F5 人材マネジメント 0.161

Q161 問題点の把握 ← F7 トップの役割 0.866

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示 ← F7 トップの役割 0.915

Q163 具体的な環境目標の提示 ← F7 トップの役割 0.929

Q164 数値目標の達成状況を把握 ← F7 トップの役割 0.917

Q165 環境目標の定期的な見直し ← F7 トップの役割 0.940

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.655

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.709

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.682

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.674

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積

極的な関与
← F7 トップの役割 0.740

Q151 行政当局の依頼 ← F6 外部促進要因 0.686

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った ← F6 外部促進要因 0.638

Q153 親会社・納入先からの依頼 ← F6 外部促進要因 0.529

Q155 消費者からの要請 ← F6 外部促進要因 0.803

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請 ← F6 外部促進要因 0.850

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請 ← F6 外部促進要因 0.880

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請 ← F6 外部促進要因 0.874

Q159 業界団体・工業会との関係 ← F6 外部促進要因 0.786

Q1510 競合他社との関係 ← F6 外部促進要因 0.731

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



以上の直接的・間接的影響の検証結果を総合的に踏まえると，「外部促

進要因」は，「環境保全活動への取り組み」に影響を与えていると考えら

れる。

（5�3） 建設業178社

建設業178社に対する共分散構造分析の結果，図表9の通りのパス図と

図表10の通りの標準化係数（潜在変数間，観測変数・潜在変数間）が得ら

れた。モデルの適合指標は，CMIN（・
2
値）；4,805.343,CFI（Comparative

FitIndex／比較適合度指標）；0.658,RMSEA（RootMeanSquareError

ofApproximation／平均二乗誤差平方根）；0.105である。

得られたパス図と標準化係数に基づく仮説1～4の検証結果，及び組織

能力の向上に関する潜在変数「F1：環境保全活動への取り組み成果」や，

「F6：外部促進要因」と他潜在変数との関係性は以下の通りである。

（5�3�1）「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「トップの役割」の直接的貢献に関しては，「トップの役割」から「環境

活動への取り組み」への標準化係数は0.092（非有意）である。従って，

「トップの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に貢献

していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮説1

が支持されたとは必ずしも考えられない。

「トップの役割」の間接的貢献に関しては，「トップの役割」から「風通

しの良い組織風土」，「ミドルの役割」，「人材マネジメント」への標準化係

数はそれぞれ0.635，0.352，0.257（いずれも有意），「風通しの良い組織風

土」から「ミドルの役割」，「ミドルの役割」から「人材マネジメント」，

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数

はそれぞれ0.544，0.366，0.791（いずれも有意）である。従って，「トッ
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プの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「風通しの良い組織

風土」，「ミドルの役割」，「人材マネジメント」を通して貢献していること

を示唆していると考えられることから，仮説1は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説1は

支持されたと考えられる。

（5�3�2）「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「ミドルの役割」の直接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は－0.222（非有意）である。従っ

て，「ミドルの役割」は「環境保全活動への取り組み」に対して直接的に

貢献していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮

説2は支持されたとは必ずしも考えられない。

「ミドルの役割」の間接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「人材

マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」

への標準化係数はそれぞれ0.366，0.791（いずれも有意）である。従って，

「ミドルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「人材マネジ

メント」を通して貢献していることを示唆していると考えられることから，

仮説2は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説2は

支持されたと考えられる。

（5�3�3）「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」の検証結果

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係

数は0.791（有意）であることから，仮説3は支持されたと考えられる。
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（5�3�4）「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」の検証結果

「風通しの良い組織風土」の直接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数は0.249（非有

意）である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動

の推進」に対して直接的に貢献していることを示唆しているとは必ずしも

考えられないことから，仮説4が支持されたとは必ずしも考えられない。

「風通しの良い組織風土」の間接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「ミドルの役割」，「ミドルの役割」から「人材マネジメント」，

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数

はそれぞれ0.544，0.366，0.791（いずれも有意）である。従って，「風通

しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「ミドルの

役割」，「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆していると

考えられることから，仮説4は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説4は

支持されたと考えられる。

（5�3�5） 潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動へ

の取り組み」の関係性

「環境保全活動への取り組み」から「環境保全活動への取り組み成果」

への標準化係数は0.573（有意）である。

「環境保全活動への取り組み成果」からその観測変数である「Q221 顧

客取引拡大」，「Q222 顧客取引継続・維持」，「Q223 新規顧客獲得」，

「Q224 企業イメージの向上」，「Q225 地域社会の評判向上」，「Q226

社員のやる気・士気の向上」，「Q227 新製品・事業開拓へ貢献」，「Q228

コスト削減」，「Q229 省エネルギー，廃棄物の削減」への標準化係数は

それぞれ0.880，0.845，0.818，0.915，0.882，0.865，0.752，0.538，0.670
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（いずれも有意）である。これらの観測変数は，組織能力の代理変数とも

考えられる。

従って，環境保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り

組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上して

いることを示唆していると考えられる。

（5�3�6） 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する直接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」への

標準化係数は－0.128（非有意）である。従って，「外部促進要因」は「企

業の環境保全活動の推進」に対して直接的に影響を与えていることを示唆

しているとは必ずしも考えられない。

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する間接的影
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図表9 建設業178社に対する共分散構造分析結果のパス図

注：CMIN（・
2
値）；4,805.343，CFI（比較適合度指標）；0.658，RMSEA（平均二乗誤差平

方根）；0.105，下線斜体字以外は5％水準で有意。
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響に関しては，「外部促進要因」から「トップの役割」，「風通しの良い組

織風土」への標準化係数はそれぞれ0.225，0.194（いずれも有意）である。

また，これまでの検証結果から，「トップの役割」，「風通しの良い組織風

土」はいずれも「環境保全活動への取り組み」に対して貢献していると考

えられる。従って，「外部促進要因」は「企業の環境保全活動の推進」に

対して「トップの役割」，「風通しの良い組織風土」を通して間接的に影響

を与えていることを示唆していると考えられる。
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図表10 建設業178社に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その1）

潜在変数 ← 潜在変数 標準化係数

潜
在
変
数
間

F1 環境保全活動取り組み成果 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.573

F2 環境保全活動への取り組み ← F3 風通しの良い組織風土 0.249

F2 環境保全活動への取り組み ← F4 ミドルの役割 －0.222

F2 環境保全活動への取り組み ← F5 人材マネジメント 0.791

F2 環境保全活動への取り組み ← F6 外部促進要因 －0.128

F2 環境保全活動への取り組み ← F7 トップの役割 0.092

F3 風通しの良い組織風土 ← F4 ミドルの役割 －

F3 風通しの良い組織風土 ← F5 人材マネジメント －

F3 風通しの良い組織風土 ← F6 外部促進要因 0.194

F3 風通しの良い組織風土 ← F7 トップの役割 0.635

F4 ミドルの役割 ← F3 風通しの良い組織風土 0.544

F4 ミドルの役割 ← F5 人材マネジメント －

F4 ミドルの役割 ← F6 外部促進要因 0.023

F4 ミドルの役割 ← F7 トップの役割 0.352

F5 人材マネジメント ← F3 風通しの良い組織風土 －

F5 人材マネジメント ← F4 ミドルの役割 0.366

F5 人材マネジメント ← F6 外部促進要因 0.510

F5 人材マネジメント ← F7 トップの役割 0.257

F7 トップの役割 ← F6 外部促進要因 0.225

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。
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図表10 建設業178社に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その2）

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q221 顧客取引拡大 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.880

Q222 顧客取引維持・継続 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.845

Q223 新規顧客獲得 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.818

Q224 企業イメージの向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.915

Q225 地域社会の評判向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.882

Q226 社員のやる気・士気の向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.865

Q227 新製品・事業開拓へ貢献 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.752

Q228 コスト削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.538

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.670

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），

Reuse（再利用），Recycle（再生利用））
← F2 環境保全活動への取り組み 0.280

Q10 グリーン購入 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.404

Q111 環境宣言の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.843

Q112 環境報告書の作成公表 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.882

Q113 環境会計の実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.660

Q114 環境推進専門部署設置 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.856

Q115 従業員への啓発活動 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.748

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.687

Q119 関係会社の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.481

Q1110 環境NPOへの寄付 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.526

Q1111 生物多様性対応指針の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.582

Q121 LCAの実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.350

Q122 エコ・デザインへの取り組み ← F2 環境保全活動への取り組み 0.416

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの

企画・販売
← F2 環境保全活動への取り組み 0.287

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている ← F3 風通しの良い組織風土 0.296

Q211 社員の環境意識を把握している ← F3 風通しの良い組織風土 0.510

Q212 外部から環境情報の把握を行っている ← F3 風通しの良い組織風土 0.760

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある ← F3 風通しの良い組織風土 0.757

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度

がある
← F3 風通しの良い組織風土 0.635

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定する

ための調査等を行う
← F4 ミドルの役割 0.901

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う ← F4 ミドルの役割 0.841



―205―

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアク

ション
← F4 ミドルの役割 0.954

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う ← F4 ミドルの役割 0.961

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等

を経営層に具申
← F4 ミドルの役割 0.869

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に

関する項目の盛り込み
← F5 人材マネジメント 0.702

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評

価の上司と部下の擦り合わせ
← F5 人材マネジメント 0.713

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.799

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.618

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨

励・支援する制度の実施
← F5 人材マネジメント 0.657

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励 ← F5 人材マネジメント 0.633

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対す

る寛容な評価
← F5 人材マネジメント 0.244

Q161 問題点の把握 ← F7 トップの役割 0.670

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示 ← F7 トップの役割 0.733

Q163 具体的な環境目標の提示 ← F7 トップの役割 0.741

Q164 数値目標の達成状況を把握 ← F7 トップの役割 0.705

Q165 環境目標の定期的な見直し ← F7 トップの役割 0.755

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.823

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.904

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.911

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.895

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積

極的な関与
← F7 トップの役割 0.902

Q151 行政当局の依頼 ← F6 外部促進要因 0.695

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った ← F6 外部促進要因 0.630

Q153 親会社・納入先からの依頼 ← F6 外部促進要因 0.659

Q155 消費者からの要請 ← F6 外部促進要因 0.799

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請 ← F6 外部促進要因 0.821

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請 ← F6 外部促進要因 0.771

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請 ← F6 外部促進要因 0.771

Q159 業界団体・工業会との関係 ← F6 外部促進要因 0.743

Q1510 競合他社との関係 ← F6 外部促進要因 0.791

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



以上の直接的・間接的影響の検証結果を総合的に踏まえると，「外部促進

要因」は，「環境保全活動への取り組み」に影響を与えていると考えられる。

（5�4） 全業種・従業員数51人以上企業201社

全業種・従業員数51人以上企業201社に対する共分散構造分析の結果，

図表11の通りのパス図と図表12の通りの標準化係数（潜在変数間，観測

変数・潜在変数間）が得られた。モデルの適合指標は，CMIN（・
2
値）；

4,760.693,CFI（ComparativeFitIndex／比較適合度指標）；0.718,

RMSEA（RootMeanSquareErrorofApproximation／平均二乗誤差

平方根）；0.098である。

得られたパス図と標準化係数に基づく仮説1～4の検証結果，及び組織

能力の向上に関する潜在変数「F1：環境保全活への動取り組み成果」や，

「F6：外部促進要因」と他潜在変数との関係性は以下の通りである。

（5�4�1）「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「トップの役割」の直接的貢献に関しては，「トップの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.440（有意）である。従って，

「トップの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に貢献

していることを示唆していると考えられることから，仮説1は支持された

と考えられる。

「トップの役割」の間接的貢献に関しては，「トップの役割」から「ミド

ルの役割」，「風通しの良い組織風土」，「人材マネジメント」，「ミドルの役

割」から「環境保全活動への取り組み」，「風通しの良い組織風土」，「風通

しの良い組織風土」から「人材マネジメント」，「風通しの良い組織風土」

から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活動への

取り組み」への標準化係数はそれぞれ0.848,0.470,0.521,－0.283,0.314,
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0.381,0.725（いずれも有意）である。従って，「トップの役割」は，「ミ

ドルの役割」を通した貢献の判断は難しいものの，「風通しの良い組織風

土」，「人材マネジメント」を通して間接的に貢献していることを示唆して

いると考えられることから，仮説1は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説1は

支持されたと考えられる。

（5�4�2）「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「ミドルの役割」の直接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は－0.283（有意）である。従っ

て，「ミドルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に

はマイナスの貢献していることを示唆していると考えられることから，仮

説2が支持されたとは必ずしも考えられない。

「ミドルの役割」の間接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「風通

しの良い組織風土」，「風通しの良い組織風土」から「人材マネジメント」，

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数

は0.314,0.381,0.725（いずれも有意）である。従って，「ミドルの役割」

は「企業の環境保全活動の推進」に対して「風通しの良い組織風土」や

「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆していると考えら

れることから，仮説2は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説2の

支持・不支持は必ずしも判断できないと考えられる。

（5�4�3）「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」の検証結果

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係
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数は0.727（有意）であることから，仮説3は支持されたと考えられる。

（5�4�4）「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」の検証結果

「風通しの良い組織風土」の直接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数は0.066（非有

意）である。従って，「風通しの良い組織風土」の直接的に貢献している

ことを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮説4は支持さ

れたとは必ずしも考えられない。

「風通しの良い組織風土」の間接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活

動への取り組み」への標準化係数はそれぞれ0.381,0.725（いずれも有意）

である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動の推

進」に対して「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆して

いると考えられることから，仮説4は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説4は

支持されたと考えられる。

（5�4�5） 潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動へ

の取り組み」の関係性

「環境保全活動への取り組み」から「環境保全活動への取り組み成果」

への標準化係数は0.727（有意）である。

「環境保全活動への取り組み成果」からその観測変数である「Q221 顧

客取引拡大」，「Q222 顧客取引継続・維持」，「Q223 新規顧客獲得」，

「Q224 企業イメージの向上」，「Q225 地域社会の評判向上」，「Q226

社員のやる気・士気の向上」，「Q227 新製品・事業開拓へ貢献」，「Q228

コスト削減」，「Q229 省エネルギー，廃棄物の削減」への標準化係数は
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それぞれ0.839,0.771,0.751,0.836,0.849,0.872,0.774,0.497,0.694（いず

れも有意）である。これらの観測変数は，組織能力の代理変数とも考えら

れる。

従って，環境保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り

組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上して

いることを示唆していると考えられる。

（5�4�6） 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する直接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」への

標準化係数は0.025（非有意）である。従って，「外部促進要因」は「企業

の環境保全活動の推進」に対して直接的に影響を与えていることを示唆し

ているとは必ずしも考えられない。
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図表11 全業種・従業員数51人以上企業201社に対する

共分散構造分析結果のパス図

注：CMIN（・
2
値）；4,760.693，CFI（比較適合度指標）；0.718，RMSEA（平均二乗誤差平

方根）；0.098，下線斜体字以外は5％水準で有意。
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「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する間接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「トップの役割」，「風通しの良い組

織風土」への標準化係数はそれぞれ0.169,0.166（いずれも有意）である。

また，これまでの検証結果から，「トップの役割」，「風通しの良い組織風

土」はいずれも「環境保全活動への取り組み」に対して貢献していると考

えられる。従って，「外部促進要因」は「企業の環境保全活動の推進」に

対して「トップの役割」，「風通しの良い組織風土」を通して間接的に影響

を与えていることを示唆していると考えられる。
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図表12 全業種・従業員数51人以上企業201社に対する

共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その1）

潜在変数 ← 潜在変数 標準化係数

潜
在
変
数
間

F1 環境保全活動取り組み成果 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.727

F2 環境保全活動への取り組み ← F3 風通しの良い組織風土 0.066

F2 環境保全活動への取り組み ← F4 ミドルの役割 －0.283

F2 環境保全活動への取り組み ← F5 人材マネジメント 0.725

F2 環境保全活動への取り組み ← F6 外部促進要因 0.025

F2 環境保全活動への取り組み ← F7 トップの役割 0.440

F3 風通しの良い組織風土 ← F4 ミドルの役割 0.314

F3 風通しの良い組織風土 ← F5 人材マネジメント －

F3 風通しの良い組織風土 ← F6 外部促進要因 0.166

F3 風通しの良い組織風土 ← F7 トップの役割 0.470

F4 ミドルの役割 ← F3 風通しの良い組織風土 －

F4 ミドルの役割 ← F5 人材マネジメント －

F4 ミドルの役割 ← F6 外部促進要因 0.040

F4 ミドルの役割 ← F7 トップの役割 0.848

F5 人材マネジメント ← F3 風通しの良い組織風土 0.381

F5 人材マネジメント ← F4 ミドルの役割 －

F5 人材マネジメント ← F6 外部促進要因 0.011

F5 人材マネジメント ← F7 トップの役割 0.521

F7 トップの役割 ← F6 外部促進要因 0.169

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。
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図表12 全業種・従業員数51人以上企業201社に対する

共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その2）

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q221 顧客取引拡大 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.839

Q222 顧客取引維持・継続 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.771

Q223 新規顧客獲得 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.751

Q224 企業イメージの向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.836

Q225 地域社会の評判向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.849

Q226 社員のやる気・士気の向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.872

Q227 新製品・事業開拓へ貢献 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.774

Q228 コスト削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.497

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.694

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），

Reuse（再利用），Recycle（再生利用））
← F2 環境保全活動への取り組み 0.556

Q10 グリーン購入 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.368

Q111 環境宣言の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.793

Q112 環境報告書の作成公表 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.731

Q113 環境会計の実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.627

Q114 環境推進専門部署設置 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.818

Q115 従業員への啓発活動 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.837

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.735

Q119 関係会社の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.640

Q1110 環境NPOへの寄付 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.488

Q1111 生物多様性対応指針の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.495

Q121 LCAの実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.476

Q122 エコ・デザインへの取り組み ← F2 環境保全活動への取り組み 0.499

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの

企画・販売
← F2 環境保全活動への取り組み 0.286

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている ← F3 風通しの良い組織風土 0.327

Q211 社員の環境意識を把握している ← F3 風通しの良い組織風土 0.641

Q212 外部から環境情報の把握を行っている ← F3 風通しの良い組織風土 0.763

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある ← F3 風通しの良い組織風土 0.858

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度

がある
← F3 風通しの良い組織風土 0.742

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定する

ための調査等を行う
← F4 ミドルの役割 0.905

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う ← F4 ミドルの役割 0.809
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観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアク

ション
← F4 ミドルの役割 0.959

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う ← F4 ミドルの役割 0.958

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等

を経営層に具申
← F4 ミドルの役割 0.897

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に

関する項目の盛り込み
← F5 人材マネジメント 0.848

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評

価の上司と部下の擦り合わせ
← F5 人材マネジメント 0.812

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.752

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.529

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨

励・支援する制度の実施
← F5 人材マネジメント 0.544

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励 ← F5 人材マネジメント 0.663

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対す

る寛容な評価
← F5 人材マネジメント 0.232

Q161 問題点の把握 ← F7 トップの役割 0.869

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示 ← F7 トップの役割 0.896

Q163 具体的な環境目標の提示 ← F7 トップの役割 0.925

Q164 数値目標の達成状況を把握 ← F7 トップの役割 0.904

Q165 環境目標の定期的な見直し ← F7 トップの役割 0.934

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.713

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.791

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.763

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.739

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積

極的な関与
← F7 トップの役割 0.817

Q151 行政当局の依頼 ← F6 外部促進要因 0.711

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った ← F6 外部促進要因 0.670

Q153 親会社・納入先からの依頼 ← F6 外部促進要因 0.482

Q155 消費者からの要請 ← F6 外部促進要因 0.865

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請 ← F6 外部促進要因 0.889

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請 ← F6 外部促進要因 0.868

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請 ← F6 外部促進要因 0.886

Q159 業界団体・工業会との関係 ← F6 外部促進要因 0.788

Q1510 競合他社との関係 ← F6 外部促進要因 0.717

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



以上の直接的・間接的影響の検証結果を総合的に踏まえると，「外部促

進要因」は，「環境保全活動への取り組み」に影響を与えていると考えら

れる。

（5�5） 全業種・従業員数50人以下企業353社

全業種・従業員数50人以下企業353社に対する共分散構造分析の結果，

図表13の通りのパス図と図表14の通りの標準化係数（潜在変数間，観測

変数・潜在変数間）が得られた。モデルの適合指標は，CMIN（・
2
値）；

6,702.046,CFI（ComparativeFitIndex／比較適合度指標）；0.715,

RMSEA（RootMeanSquareErrorofApproximation／平均二乗誤差

平方根）；0.094である。

得られたパス図と標準化係数に基づく仮説1～4の検証結果，及び組織

能力の向上に関する潜在変数「F1：環境保全活動への取り組み成果」や，

「F6：外部促進要因」と他潜在変数との関係性は以下の通りである。

（5�5�1）「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「トップの役割」の直接的貢献に関しては，「トップの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.038（非有意）である。従っ

て，「トップの役割」は「環境保全活動への取り組み」に対して直接的に

貢献していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮

説1が支持されたとは必ずしも考えられない。

「トップの役割」の間接的貢献に関しては，「トップの役割」から「ミド

ルの役割」，「風通しの良い組織風土」，「人材マネジメント」，「ミドルの役

割」から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活動

への取り組み」，「風通しの良い組織風土」から「環境保全活動への取り組

み」への標準化係数はそれぞれ 0.717,0.600,0.255,0.370,0.858,0.116
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（いずれも有意）である。従って，「トップの役割」は「企業の環境保全活

動の推進」に対して「ミドルの役割」，「風通しの良い組織風土」，「人材マ

ネジメント」を通して間接的に貢献していることを示唆していると考えら

れることから，仮説1は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説1は

支持されたと考えられる。

（5�5�2）「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「ミドルの役割」の直接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.018（非有意）である。従っ

て，「ミドルの役割」は「環境保全活動への取り組み」に対して直接的に

貢献していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮

説2は支持されたとは必ずしも考えられない。

「ミドルの役割」の間接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「人材

マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」

への標準化係数はそれぞれ0.370，0.858（いずれも有意）である。従って，

「ミドルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「人材マネジ

メント」を通して貢献していることを示唆していると考えられることから，

仮説2は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説2は

支持されたと考えられる。

（5�5�3）「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」の検証結果

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係

数は0.858（有意）であることから，仮説3は支持されたと考えられる。
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（5�5�4）「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」の検証結果

「風通しの良い組織風土」の直接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数は0.116（有意）

である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動の推

進」に対して直接的に貢献していることを示唆していると考えられること

から，仮説4は支持されたと考えられる。

「風通しの良い組織風土」の間接的貢献に関しては，他潜在変数に対し

て有意となる標準化係数は得られなかった。従って，「風通しの良い組織

風土」は「企業の環境保全活動の推進」に対して間接的に貢献しているこ

とを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮説4は支持され

たとは必ずしも考えられない。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説4は

支持されたと考えられる。

（5�5�5） 潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動へ

の取り組み」の関係性

「環境保全活動への取り組み」から「環境保全活動への取り組み成果」

への標準化係数は0.685（有意）である。

「環境保全活動への取り組み成果」からその観測変数である「Q221 顧

客取引拡大」，「Q222 顧客取引継続・維持」，「Q223 新規顧客獲得」，

「Q224 企業イメージの向上」，「Q225 地域社会の評判向上」，「Q226

社員のやる気・士気の向上」，「Q227 新製品・事業開拓へ貢献」，「Q228

コスト削減」，「Q229 省エネルギー，廃棄物の削減」への標準化係数は

それぞれ0.844,0.795,0.776,0.886,0.829,0.835,0.726,0.536,0.705（いず

れも有意）である。これらの観測変数は，組織能力の代理変数とも考えら

れる。
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従って，環境保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り

組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上して

いることを示唆していると考えられる。

（5�5�6） 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する直接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」への

標準化係数は－0.094（有意）である。従って，「外部促進要因」は「企業

の環境保全活動の推進」に対して直接的にはマイナスに影響を与えている

ことを示唆していると考えられる。

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する間接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「トップの役割」，「ミドルの役割」，
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図表13 全業種・従業員数50人以下企業353社に対する

共分散構造分析結果のパス図

注：CMIN（・
2
値）；6,702.046，CFI（比較適合度指標）；0.715，RMSEA（平均二乗誤差平

方根）；0.094，下線斜体字以外は5％水準で有意。
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「風通しの良い組織風土」への標準化係数はそれぞれ0.219,0.104,0.237

（いずれも有意）である。また，これまでの検証結果から，「トップの役割」，

「ミドルの役割」，「風通しの良い組織風土」はいずれも「環境保全活動へ

の取り組み」に対して貢献していると考えられる。従って，「外部促進要

因」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「トップの役割」，「ミドル

の役割」，「風通しの良い組織風土」を通して間接的に影響を与えているこ

とを示唆していると考えられる。
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図表14 全業種・従業員数50人以下企業353社に対する

共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その1）

潜在変数 ← 潜在変数 標準化係数

潜
在
変
数
間

F1 環境保全活動取り組み成果 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.685

F2 環境保全活動への取り組み ← F3 風通しの良い組織風土 0.116

F2 環境保全活動への取り組み ← F4 ミドルの役割 0.018

F2 環境保全活動への取り組み ← F5 人材マネジメント 0.858

F2 環境保全活動への取り組み ← F6 外部促進要因 －0.094

F2 環境保全活動への取り組み ← F7 トップの役割 0.038

F3 風通しの良い組織風土 ← F4 ミドルの役割 －

F3 風通しの良い組織風土 ← F5 人材マネジメント －

F3 風通しの良い組織風土 ← F6 外部促進要因 0.237

F3 風通しの良い組織風土 ← F7 トップの役割 0.600

F4 ミドルの役割 ← F3 風通しの良い組織風土 －

F4 ミドルの役割 ← F5 人材マネジメント －

F4 ミドルの役割 ← F6 外部促進要因 0.104

F4 ミドルの役割 ← F7 トップの役割 0.717

F5 人材マネジメント ← F3 風通しの良い組織風土 －

F5 人材マネジメント ← F4 ミドルの役割 0.370

F5 人材マネジメント ← F6 外部促進要因 0.049

F5 人材マネジメント ← F7 トップの役割 0.255

F7 トップの役割 ← F6 外部促進要因 0.219

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。
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図表14 全業種・従業員数50人以下企業353社に対する

共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その2）

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q221 顧客取引拡大 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.844

Q222 顧客取引維持・継続 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.795

Q223 新規顧客獲得 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.776

Q224 企業イメージの向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.886

Q225 地域社会の評判向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.829

Q226 社員のやる気・士気の向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.835

Q227 新製品・事業開拓へ貢献 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.726

Q228 コスト削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.536

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.705

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），

Reuse（再利用），Recycle（再生利用））
← F2 環境保全活動への取り組み 0.391

Q10 グリーン購入 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.329

Q111 環境宣言の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.797

Q112 環境報告書の作成公表 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.823

Q113 環境会計の実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.730

Q114 環境推進専門部署設置 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.800

Q115 従業員への啓発活動 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.775

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.720

Q119 関係会社の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.613

Q1110 環境NPOへの寄付 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.475

Q1111 生物多様性対応指針の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.600

Q121 LCAの実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.374

Q122 エコ・デザインへの取り組み ← F2 環境保全活動への取り組み 0.387

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの

企画・販売
← F2 環境保全活動への取り組み 0.275

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている ← F3 風通しの良い組織風土 0.359

Q211 社員の環境意識を把握している ← F3 風通しの良い組織風土 0.696

Q212 外部から環境情報の把握を行っている ← F3 風通しの良い組織風土 0.820

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある ← F3 風通しの良い組織風土 0.795

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度

がある
← F3 風通しの良い組織風土 0.777

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定する

ための調査等を行う
← F4 ミドルの役割 0.899

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う ← F4 ミドルの役割 0.860
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観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアク

ション
← F4 ミドルの役割 0.962

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う ← F4 ミドルの役割 0.958

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等

を経営層に具申
← F4 ミドルの役割 0.936

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に

関する項目の盛り込み
← F5 人材マネジメント 0.876

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評

価の上司と部下の擦り合わせ
← F5 人材マネジメント 0.901

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.752

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.585

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨

励・支援する制度の実施
← F5 人材マネジメント 0.500

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励 ← F5 人材マネジメント 0.578

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対す

る寛容な評価
← F5 人材マネジメント 0.157

Q161 問題点の把握 ← F7 トップの役割 0.707

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示 ← F7 トップの役割 0.711

Q163 具体的な環境目標の提示 ← F7 トップの役割 0.701

Q164 数値目標の達成状況を把握 ← F7 トップの役割 0.695

Q165 環境目標の定期的な見直し ← F7 トップの役割 0.721

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.862

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.923

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.921

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.919

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積

極的な関与
← F7 トップの役割 0.910

Q151 行政当局の依頼 ← F6 外部促進要因 0.670

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った ← F6 外部促進要因 0.601

Q153 親会社・納入先からの依頼 ← F6 外部促進要因 0.604

Q155 消費者からの要請 ← F6 外部促進要因 0.773

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請 ← F6 外部促進要因 0.817

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請 ← F6 外部促進要因 0.821

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請 ← F6 外部促進要因 0.787

Q159 業界団体・工業会との関係 ← F6 外部促進要因 0.696

Q1510 競合他社との関係 ← F6 外部促進要因 0.782

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



以上の直接的・間接的影響の検証結果を総合的に踏まえると，「外部促

進要因」は，「環境保全活動への取り組み」に結果としてプラスの影響を

与えているのかどうかは必ずしも判断できないと考えられる。

（5�6） 環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社

環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社に対する共

分散構造分析の結果，図表15の通りのパス図と図表16の通りの標準化係

数（潜在変数間，観測変数・潜在変数間）が得られた。モデルの適合指標

は，CMIN（・
2
値）；3,873.568,CFI（ComparativeFitIndex／比較適合度

指標）；0.645,RMSEA（RootMeanSquareErrorofApproximation／

平均二乗誤差平方根）；0.092である。

得られたパス図と標準化係数に基づく仮説1～4の検証結果，及び組織

能力の向上に関する潜在変数「F1：環境保全活動への取り組み成果」や，

「F6：外部促進要因」と他潜在変数との関係性は以下の通りである。

（5�6�1）「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「トップの役割」の直接的貢献に関しては，「トップの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.154（非有意）である。従っ

て，「トップの役割」は「環境保全活動への取り組み」に対して直接的に

貢献していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮

説1が支持されたとは必ずしも考えられない。

「トップの役割」の間接的貢献に関しては，「トップの役割」から「ミド

ルの役割」，「風通しの良い組織風土」，「ミドルの役割」から「環境保全活

動への取り組み」，「風通しの良い組織風土」，「風通しの良い組織風土」か

ら「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活動への取

り組み」への標準化係数はそれぞれ 0.515,0.248,－0.216,0.397,0.762,
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0.928（いずれも有意）である。従って，「トップの役割」は「企業の環境

保全活動の推進」に対して，「ミドルの役割」を通した貢献の判断は難し

いものの，「風通しの良い組織風土」，「人材マネジメント」を通して間接

的に貢献していることを示唆していると考えられることから，仮説1は支

持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説1は

支持されたと考えられる。

（5�6�2）「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「ミドルの役割」の直接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は－0.216（有意）である。従っ

て，「ミドルの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に

はマイナスの貢献していることを示唆していると考えられることから，仮

説2が支持されたとは必ずしも考えられない。

「ミドルの役割」の間接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「風通

しの良い組織風土」，「風通しの良い組織風土」から「人材マネジメント」，

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数

はそれぞれ0.397,0.762,0.928（いずれも有意）である。従って，「ミドル

の役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「風通しの良い組織風

土」，「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆していると考

えられることから，仮説2は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説2の

支持・不支持は必ずしも判断できないと考えられる。
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（5�6�3）「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」の検証結果

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係

数は0.928（有意）であることから，仮説3は支持されたと考えられる。

（5�6�4）「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」の検証結果

「風通しの良い組織風土」の直接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数は0.066（非有

意）である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動

の推進」に対して直接的に貢献していることを示唆しているとは必ずしも

考えられないことから，仮説4は支持されたとは必ずしも考えられない。

「風通しの良い組織風土」の間接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活

動への取り組み」への標準化係数はそれぞれ0.762,0.928（いずれも有意）

である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動の推

進」に対して「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆して

いると考えられることから，仮説4は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説4は

支持されたと考えられる。

（5�6�5） 潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動へ

の取り組み」の関係性

「環境保全活動への取り組み」から「環境保全活動への取り組み成果」

への標準化係数は0.664（有意）である。

「環境保全活動への取り組み成果」からその観測変数である「Q221 顧

客取引拡大」，「Q222 顧客取引継続・維持」，「Q223 新規顧客獲得」，
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「Q224 企業イメージの向上」，「Q225 地域社会の評判向上」，「Q226

社員のやる気・士気の向上」，「Q227 新製品・事業開拓へ貢献」，「Q228

コスト削減」，「Q229 省エネルギー，廃棄物の削減」への標準化係数は

それぞれ0.762,0.636,0.706,0.715,0.777,0.740,0.721,0.448,0.529（いず

れも有意）である。これらの観測変数は，組織能力の代理変数とも考えら

れる。

従って，環境保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り

組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上して

いることを示唆していると考えられる。

（5�6�6） 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する直接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」への
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図表15 環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社

に対する共分散構造分析結果のパス図

注：CMIN（・
2
値）；3,873.568，CFI（比較適合度指標）；0.645，RMSEA（平均二乗誤差平

方根）；0.092，下線斜体字以外は5％水準で有意。
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標準化係数は－0.028（非有意）である。従って，「外部促進要因」は「企

業の環境保全活動の推進」に対して直接的に影響を与えていることを示唆

しているとは必ずしも考えられない。

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する間接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「風通しの良い組織風土」への標準

化係数は0.318（有意）である。また，これまでの検証結果から，「風通し

の良い組織風土」は「環境保全活動への取り組み」に対して貢献している
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図表16 環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社

に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その1）

潜在変数 ← 潜在変数 標準化係数

潜
在
変
数
間

F1 環境保全活動取り組み成果 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.664

F2 環境保全活動への取り組み ← F3 風通しの良い組織風土 0.066

F2 環境保全活動への取り組み ← F4 ミドルの役割 －0.216

F2 環境保全活動への取り組み ← F5 人材マネジメント 0.928

F2 環境保全活動への取り組み ← F6 外部促進要因 －0.028

F2 環境保全活動への取り組み ← F7 トップの役割 0.154

F3 風通しの良い組織風土 ← F4 ミドルの役割 0.397

F3 風通しの良い組織風土 ← F5 人材マネジメント －

F3 風通しの良い組織風土 ← F6 外部促進要因 0.318

F3 風通しの良い組織風土 ← F7 トップの役割 0.248

F4 ミドルの役割 ← F3 風通しの良い組織風土 －

F4 ミドルの役割 ← F5 人材マネジメント －

F4 ミドルの役割 ← F6 外部促進要因 0.088

F4 ミドルの役割 ← F7 トップの役割 0.515

F5 人材マネジメント ← F3 風通しの良い組織風土 0.762

F5 人材マネジメント ← F4 ミドルの役割 0.062

F5 人材マネジメント ← F6 外部促進要因 0.037

F5 人材マネジメント ← F7 トップの役割 0.003

F7 トップの役割 ← F6 外部促進要因 0.111

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。
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図表16 環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社

に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その2）

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q221 顧客取引拡大 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.762

Q222 顧客取引維持・継続 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.636

Q223 新規顧客獲得 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.706

Q224 企業イメージの向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.715

Q225 地域社会の評判向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.777

Q226 社員のやる気・士気の向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.740

Q227 新製品・事業開拓へ貢献 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.721

Q228 コスト削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.448

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.529

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），

Reuse（再利用），Recycle（再生利用））
← F2 環境保全活動への取り組み 0.355

Q10 グリーン購入 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.120

Q111 環境宣言の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.534

Q112 環境報告書の作成公表 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.605

Q113 環境会計の実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.546

Q114 環境推進専門部署設置 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.683

Q115 従業員への啓発活動 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.714

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.708

Q119 関係会社の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.677

Q1110 環境NPOへの寄付 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.432

Q1111 生物多様性対応指針の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.497

Q121 LCAの実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.366

Q122 エコ・デザインへの取り組み ← F2 環境保全活動への取り組み 0.358

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの

企画・販売
← F2 環境保全活動への取り組み 0.331

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている ← F3 風通しの良い組織風土 0.478

Q211 社員の環境意識を把握している ← F3 風通しの良い組織風土 0.606

Q212 外部から環境情報の把握を行っている ← F3 風通しの良い組織風土 0.637

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある ← F3 風通しの良い組織風土 0.814

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度

がある
← F3 風通しの良い組織風土 0.729

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定する

ための調査等を行う
← F4 ミドルの役割 0.884

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う ← F4 ミドルの役割 0.832
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観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアク

ション
← F4 ミドルの役割 0.940

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う ← F4 ミドルの役割 0.901

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等

を経営層に具申
← F4 ミドルの役割 0.870

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に

関する項目の盛り込み
← F5 人材マネジメント 0.772

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評

価の上司と部下の擦り合わせ
← F5 人材マネジメント 0.807

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.644

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.527

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨

励・支援する制度の実施
← F5 人材マネジメント 0.566

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励 ← F5 人材マネジメント 0.566

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対す

る寛容な評価
← F5 人材マネジメント 0.269

Q161 問題点の把握 ← F7 トップの役割 0.597

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示 ← F7 トップの役割 0.501

Q163 具体的な環境目標の提示 ← F7 トップの役割 0.556

Q164 数値目標の達成状況を把握 ← F7 トップの役割 0.542

Q165 環境目標の定期的な見直し ← F7 トップの役割 0.552

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.883

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.923

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.863

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.883

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積

極的な関与
← F7 トップの役割 0.903

Q151 行政当局の依頼 ← F6 外部促進要因 0.683

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った ← F6 外部促進要因 0.576

Q153 親会社・納入先からの依頼 ← F6 外部促進要因 0.382

Q155 消費者からの要請 ← F6 外部促進要因 0.854

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請 ← F6 外部促進要因 0.871

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請 ← F6 外部促進要因 0.831

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請 ← F6 外部促進要因 0.817

Q159 業界団体・工業会との関係 ← F6 外部促進要因 0.759

Q1510 競合他社との関係 ← F6 外部促進要因 0.686

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



と考えられる。従って，「外部促進要因」は「企業の環境保全活動の推進」

に対して「風通しの良い組織風土」を通して間接的に影響を与えているこ

とを示唆していると考えられる。

以上の直接的・間接的影響の検証結果を総合的に踏まえると，「外部促

進要因」は，「環境保全活動への取り組み」に影響を与えていると考えら

れる。

（5�7） 環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社

環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社に対する共分散

構造分析の結果，図表17の通りのパス図と図表18の通りの標準化係数

（潜在変数間，観測変数・潜在変数間）が得られた。モデルの適合指標は，

CMIN（・
2
値）；6,842.477,CFI（ComparativeFitIndex／比較適合度指

標）；0.722,RMSEA（RootMeanSquareErrorofApproximation／平

均二乗誤差平方根）；0.089である。

得られたパス図と標準化係数に基づく仮説1～4の検証結果，及び組織

能力の向上に関する潜在変数「F1：環境保全活動への取り組み成果」や，

「F6：外部促進要因」と他潜在変数との関係性は以下の通りである。

（5�7�1）「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「トップの役割」の直接的貢献に関しては，「トップの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.017（非有意）である。従っ

て，「トップの役割」は「企業の環境保全活動の推進」に対して直接的に

貢献していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮

説1は支持されたとは必ずしも考えられない。

「トップの役割」の間接的貢献に関しては，「トップの役割」から「ミド

ルの役割」，「風通しの良い組織風土」，「人材マネジメント」，「ミドルの役
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割」から「風通しの良い組織風土」，「ミドルの役割」から「風通しの良い

組織風土」，「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への

標準化係数はそれぞれ0.675,0.198,0.130,0.549,0.745,0.998（いずれも

有意）である。従って，「トップの役割」は「ミドルの役割」，「風通しの

良い組織風土」，「人材マネジメント」を通して間接的に貢献していること

を示唆していると考えられることから，仮説1は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説1は

支持されたと考えられる。

（5�7�2）「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」の検証結果

「ミドルの役割」の直接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「環境

保全活動への取り組み」への標準化係数は0.016（非有意）である。従っ

て，「ミドルの役割」は「環境保全活動への取り組み」に対して直接的に

貢献していることを示唆しているとは必ずしも考えられないことから，仮

説2は支持されたとは必ずしも考えられない。

「ミドルの役割」の間接的貢献に関しては，「ミドルの役割」から「風通

しの良い組織風土」，「風通しの良い組織風土」から「人材マネジメント」，

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数

は0.549,0.745,0.998（いずれも有意）である。従って，「ミドルの役割」

は「企業の環境保全活動の推進」に対して「風通しの良い組織風土」や

「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆していると考えら

れることから，仮説2は支持されたと考えられる。

以上の直接的・間接的貢献の検証結果を総合的に踏まえると，仮説2は

支持されたと考えられる。
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（5�7�3）「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」の検証結果

「人材マネジメント」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係

数は0.998（有意）であることから，仮説3は支持されたと考えられる。

（5�7�4）「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」の検証結果

「風通しの良い組織風土」の直接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「環境保全活動への取り組み」への標準化係数は－0.161（非

有意）である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活

動の推進」に対して直接的に貢献していることを示唆しているとは必ずし

も考えられないことから，仮説4は支持されたとは必ずしも考えられない。

「風通しの良い組織風土」の間接的貢献に関しては，「風通しの良い組織

風土」から「人材マネジメント」，「人材マネジメント」から「環境保全活

動への取り組み」への標準化係数はそれぞれ0.745,0.998（いずれも有意）

である。従って，「風通しの良い組織風土」は「企業の環境保全活動の推

進」に対して「人材マネジメント」を通して貢献していることを示唆して

いると考えられることから，仮説4は支持されたと考えられる。

（5�7�5） 潜在変数「環境保全活動取り組み成果」と「環境保全活動への取

り組み」の関係性

「環境保全活動への取り組み」から「環境保全活動への取り組み成果」

への標準化係数は0.521（有意）である。

「環境保全活動への取り組み成果」からその観測変数である「Q221 顧

客取引拡大」，「Q222 顧客取引継続・維持」，「Q223 新規顧客獲得」，

「Q224 企業イメージの向上」，「Q225 地域社会の評判向上」，「Q226

社員のやる気・士気の向上」，「Q227 新製品・事業開拓へ貢献」，「Q228
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コスト削減」，「Q229 省エネルギー，廃棄物の削減」への標準化係数は

それぞれ0.851,0.792,0.776,0.867,0.822,0.843,0.726,0.430,0.628（いず

れも有意）である。これらの観測変数は，組織能力の代理変数とも考えら

れる。

従って，環境保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り

組み成果が得られ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上して

いることを示唆していると考えられる。

（5�7�6） 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する直接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」への

標準化係数は0.007（非有意）である。従って，「外部促進要因」は「企業

の環境保全活動の推進」に対して直接的に影響を与えていることを示唆し
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図表17 環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社

に対する共分散構造分析結果のパス図

注：CMIN（・
2
値）；6,842.477，CFI（比較適合度指標）；0.722，RMSEA（平均二乗誤差平

方根）；0.089，下線斜体字以外は5％水準で有意。

������
��	
���

������

�	
���

0.521

������
��	
��

0.998

0.017

0.016

��������

,0.097 ,0.1610.130 0.745,0.048

������ ���� !
�"�#0.549

0.1420.675

$%&'() �*+���
0.007

0.1980.124

0.243

- ./0 1 -2345678/0 1
-9:;<=>9?@/0 1ABCDEFG$HIJKLMNOP

0.243



ているとは必ずしも考えられない。

「外部促進要因」から「環境保全活動への取り組み」に対する間接的影

響に関しては，「外部促進要因」から「トップの役割」，「ミドルの役割」，

「風通しの良い組織風土」への標準化係数はそれぞれ0.243,0.124,0.142

（いずれも有意）である。また，これまでの検証結果から，「トップの役割」，

「ミドルの役割」，「風通しの良い組織風土」はいずれも「環境保全活動へ

の取り組み」に対して貢献していると考えられる。従って，「外部促進要
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図表18 環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社

に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その1）

潜在変数 ← 潜在変数 標準化係数

潜
在
変
数
間

F1 環境保全活動取り組み成果 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.521

F2 環境保全活動への取り組み ← F3 風通しの良い組織風土 －0.161

F2 環境保全活動への取り組み ← F4 ミドルの役割 0.016

F2 環境保全活動への取り組み ← F5 人材マネジメント 0.998

F2 環境保全活動への取り組み ← F6 外部促進要因 0.007

F2 環境保全活動への取り組み ← F7 トップの役割 0.017

F3 風通しの良い組織風土 ← F4 ミドルの役割 0.549

F3 風通しの良い組織風土 ← F5 人材マネジメント －

F3 風通しの良い組織風土 ← F6 外部促進要因 0.142

F3 風通しの良い組織風土 ← F7 トップの役割 0.198

F4 ミドルの役割 ← F3 風通しの良い組織風土 －

F4 ミドルの役割 ← F5 人材マネジメント －

F4 ミドルの役割 ← F6 外部促進要因 0.124

F4 ミドルの役割 ← F7 トップの役割 0.675

F5 人材マネジメント ← F3 風通しの良い組織風土 0.745

F5 人材マネジメント ← F4 ミドルの役割 －0.048

F5 人材マネジメント ← F6 外部促進要因 －0.097

F5 人材マネジメント ← F7 トップの役割 0.130

F7 トップの役割 ← F6 外部促進要因 0.243

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



―232―

図表18 環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社

に対する共分散構造分析結果・標準化係数一覧（その2）

観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q221 顧客取引拡大 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.851

Q222 顧客取引維持・継続 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.792

Q223 新規顧客獲得 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.776

Q224 企業イメージの向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.867

Q225 地域社会の評判向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.822

Q226 社員のやる気・士気の向上 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.843

Q227 新製品・事業開拓へ貢献 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.726

Q228 コスト削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.430

Q229 省エネルギー，廃棄物の削減 ← F1 環境保全活動への取り組み成果 0.628

Q9 3R（Reduce（廃棄物の発生抑制や削減），

Reuse（再利用），Recycle（再生利用））
← F2 環境保全活動への取り組み 0.292

Q10 グリーン購入 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.304

Q111 環境宣言の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.750

Q112 環境報告書の作成公表 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.799

Q113 環境会計の実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.781

Q114 環境推進専門部署設置 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.746

Q115 従業員への啓発活動 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.707

Q118 従業員，家族の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.753

Q119 関係会社の環境保全活動の支援 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.577

Q1110 環境NPOへの寄付 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.573

Q1111 生物多様性対応指針の作成 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.675

Q121 LCAの実施 ← F2 環境保全活動への取り組み 0.335

Q122 エコ・デザインへの取り組み ← F2 環境保全活動への取り組み 0.311

Q123 カーボンオフセット付き商品・サービスの

企画・販売
← F2 環境保全活動への取り組み 0.255

Q154 従業員・労働組合から提案がなされている ← F3 風通しの良い組織風土 0.360

Q211 社員の環境意識を把握している ← F3 風通しの良い組織風土 0.677

Q212 外部から環境情報の把握を行っている ← F3 風通しの良い組織風土 0.777

Q213 現場に環境保全活動に対する裁量権がある ← F3 風通しの良い組織風土 0.757

Q214 環境保全活動に関する企画提案を行う制度

がある
← F3 風通しの良い組織風土 0.782

Q181 環境に著しい影響を与える要因を特定する

ための調査等を行う
← F4 ミドルの役割 0.869

Q182 法的その他の要求事項の調査を行う ← F4 ミドルの役割 0.805
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観測変数 ← 潜在変数 標準化係数

観
測
変
数

↑潜
在
変
数

Q183 環境目標の数値目標達成状況に応じたアク

ション
← F4 ミドルの役割 0.949

Q184 環境ビジョンの部下への周知徹底を行う ← F4 ミドルの役割 0.955

Q185 部下の環境保全活動に関するアイディア等

を経営層に具申
← F4 ミドルの役割 0.916

Q116 従業員個人の業務目標への環境保全活動に

関する項目の盛り込み
← F5 人材マネジメント 0.815

Q117 環境保全活動に関する業務目標の設定，評

価の上司と部下の擦り合わせ
← F5 人材マネジメント 0.824

Q191 社員の環境意識を鼓舞するような制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.708

Q192 環境意識の高い社員の表彰制度の実施 ← F5 人材マネジメント 0.563

Q193 社員の家庭又は地域での環境保全活動を奨

励・支援する制度の実施
← F5 人材マネジメント 0.518

Q194 従業員の公害防止管理者資格等の取得奨励 ← F5 人材マネジメント 0.579

Q20 環境保全活動における前向きな失敗に対す

る寛容な評価
← F5 人材マネジメント 0.130

Q161 問題点の把握 ← F7 トップの役割 0.667

Q162 環境ビジョン・環境方針の提示 ← F7 トップの役割 0.646

Q163 具体的な環境目標の提示 ← F7 トップの役割 0.642

Q164 数値目標の達成状況を把握 ← F7 トップの役割 0.649

Q165 環境目標の定期的な見直し ← F7 トップの役割 0.675

Q171 環境保全活動の構想段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.849

Q172 環境保全活動の具体的検討段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.930

Q173 環境保全活動の実施段階での積極的な関与 ← F7 トップの役割 0.940

Q174 環境保全活動の定型業務化段階での積極的

な関与
← F7 トップの役割 0.923

Q175 環境保全活動のフォローアップ段階での積

極的な関与
← F7 トップの役割 0.912

Q151 行政当局の依頼 ← F6 外部促進要因 0.688

Q152 入札資格に環境保全活動の項目が入った ← F6 外部促進要因 0.641

Q153 親会社・納入先からの依頼 ← F6 外部促進要因 0.625

Q155 消費者からの要請 ← F6 外部促進要因 0.803

Q156 環境保護団体，NPO等からの要請 ← F6 外部促進要因 0.843

Q157 近隣住民，地域コミュニティからの要請 ← F6 外部促進要因 0.840

Q158 株主・銀行その他借入先からの要請 ← F6 外部促進要因 0.840

Q159 業界団体・工業会との関係 ← F6 外部促進要因 0.717

Q1510 競合他社との関係 ← F6 外部促進要因 0.786

注：表中の標準化係数は，斜体字以外は5％水準で有意。



因」は「企業の環境保全活動の推進」に対して「トップの役割」，「ミドル

の役割」，「風通しの良い組織風土」を通して間接的に影響を与えているこ

とを示唆していると考えられる。

以上の直接的・間接的影響の検証結果を総合的に踏まえると，「外部促

進要因」は，「環境保全活動への取り組み」に影響を与えていると考えら

れる。

4．結論と今後の研究課題

共分散構造分析結果を踏まえて，「仮説1．トップの役割」，「仮説2.ミ

ドルの役割」，「仮説3．人材マネジメント」，「仮説4．風通しの良い組織

風土」，潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動へ

の取り組み」の関係性，潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係

性に対する結論と今後の研究課題は以下の通りと考える。

� 「仮説1．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，トップがその役割を果たすことが貢献する」に対して

仮説1を支持したカテゴリーは，全てのカテゴリー｛アンケート調査全

回答企業556社，製造業217社，建設業178社，全業種・従業員数51人

以上企業201社，同・50人以下企業353社，環境マネジメントシステム

認証取得（認証登録）企業149社，環境マネジメントシステム未取得（未

登録）企業407社｝であった。

従って，企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）に向

けて，「トップの役割」として求められているのは，環境保全活動に対す

るビジョンを明確に提示し（従業員の間に浸透させることを含む），環境

配慮型製品開発に対し，トップ自らが手厚いサポートを行うことと考える。

「トップの役割」の直接的貢献に関して仮説1を支持したカテゴリーは，
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アンケート調査全回答企業556社，製造業217社，全業種・従業員数51

人以上企業201社であり，仮説1を必ずしも支持しなかったカテゴリーは，

建設業178社，全業種・従業員数50人以下企業353社，環境マネジメン

トシステム認証取得（認証登録）企業149社，環境マネジメントシステム

未取得（未登録）企業407社であった。

「トップの役割」の直接的貢献に関して仮説1を必ずしも支持しなかっ

たカテゴリーに関して，例えば，建設業217社に関しては，建設業の環境

保全活動の具体的取り組み内容が元請け・下請けなどの関係から比較的定

まりやすく，そのような活動をやり切ることが求められる局面においては，

「トップの役割」の直接的貢献が限定的で十分となる可能性が考えられる。

また，環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社に関し

ては，元々環境保全活動に対する意識が高いということが考えられること

から，「トップの役割」の直接的貢献が限定的で十分となる可能性が考え

られる。

その一方で，他カテゴリー｛全業種・従業員数50人以下企業353社，

環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社｝が「トップの役

割」の直接的貢献に関して仮説1を必ずしも支持しなかった理由に関する

詳細な考察は今後の研究課題としたい。

� 「仮説2．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，ミドルがその役割を果たすことが貢献する」に対して

仮説2を支持したカテゴリーは，アンケート調査全回答企業556社，建

設業178社，全業種・従業員数50人以下企業353社，環境マネジメント

システム未取得（未登録）企業407社であった。

従って，これらのカテゴリーに関しては，企業の環境保全活動の推進

（環境保全活動への取り組み）に向けて，「ミドルの役割」として求められ

ているのは，環境保全活動に対するトップのビジョンをミドルが自部門に
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浸透させること，環境保全活動の推進に関する部下の創造性を引き出し，

部下からの提案をトップに後押しすること，またミドル自身もトップに対

し提案すること（以上はミドルの上下のコミュニケーターの役割），環境

保全活動の推進に向けて異部門交流を図ること（以上はミドルの左右のコ

ミュニケーターの役割）と考えられる。

仮説2を必ずしも支持しなかったカテゴリーは，製造業217社，全業種・

従業員数51人以上企業201社，環境マネジメントシステム認証取得（認

証登録）企業149社であった。

これらのカテゴリーはいずれも「ミドルの役割」の環境保全活動に対す

る間接的貢献に関しては仮説2を支持するものの，直接的には環境保全活

動に対してマイナスの貢献をすることが示唆された。また，これらのカテ

ゴリーにおいて，「トップの役割」から「ミドルの役割」への標準化係数

は製造業217社，全業種・従業員数51人以上企業201社，環境マネジメ

ントシステム認証取得（認証登録）企業149社のそれぞれ0.778,0.848,

0.515（いずれも有意）であった。従って，これらのカテゴリーの環境保

全活動においてトップがその役割を過剰に果たしてしまうと，そのことが

ミドルに対するプレッシャーや疲弊へとつながり，ひいては「ミドルの役

割」を阻害してしまう可能性が考えられる。

� 「仮説3．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，人材マネジメントが機能していることが貢献する」に対して

仮説3を支持したカテゴリーは，全てのカテゴリー｛アンケート調査全

回答企業556社，製造業217社，建設業178社，全業種・従業員数51人

以上企業201社，同・50人以下企業353社，環境マネジメントシステム

認証取得（認証登録）企業149社，環境マネジメントシステム未取得（未

登録）企業407社｝であった。

従って，企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）に向
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けて，「人材マネジメント」として求められているのは，環境保全活動に

おける前向きな失敗に対する寛容な評価，人事評価結果の説明や目標設定

に関して，上司と部下の間で合意がなされること，目標設定に関して，環

境保全活動に関する項目が盛り込まれること，環境保全活動に関する従業

員の意識向上や資格取得を奨励したり，挑戦意欲を喚起したりするような

インセンティブ・システムの導入・定着と考えられる。

以上により，筆者のこれまでの研究14）では必ずしも明らかにすることの

できなかった「環境保全活動への取り組み」と「人材マネジメント」に関

する組織マネジメント要因間の関係性を明らかにすることができたと考え

る。

� 「仮説4．企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）

には，風通しの良い組織風土が貢献する」に対して

仮説4を支持したカテゴリーは，全てのカテゴリー｛アンケート調査全

回答企業556社，製造業217社，建設業178社，全業種・従業員数51人

以上企業201社，同・50人以下企業353社，環境マネジメントシステム

認証取得（認証登録）企業149社，環境マネジメントシステム未取得（未

登録）企業407社｝であった。

従って，企業の環境保全活動の推進（環境保全活動への取り組み）に向

けて，「風通しの良い組織風土」として求められているのは，環境保全活

動に対し，企業側としては，環境保全活動に関する最新の情報収集に取り

組み，かつ従業員の環境意識の把握やその向上に常に取り組んでいること，

従業員側としても，環境保全活動に関する情報収集に進んで取り組み，環

境保全活動の推進に向けた提案が根づいていること，環境保全活動に関す

る業務内容への裁量権が現場にあることと考えられる。
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� 潜在変数「環境保全活動への取り組み成果」と「環境保全活動への

取り組み」の関係性に対して

全てのカテゴリー｛アンケート調査全回答企業556社，製造業217社，

建設業178社，全業種・従業員数51人以上企業201社，同・50人以下企

業353社，環境マネジメントシステム認証取得（認証登録）企業149社，

環境マネジメントシステム未取得（未登録）企業407社｝において，環境

保全活動へ取り組むことを通して，環境保全活動への取り組み成果が得ら

れ，持続的競争優位の構築に向けて，組織能力が向上していると考えられ

る。このことは，前稿で得られた結論15）の「環境保全活動への取り組みを

行うことを通して，その成果である自社の組織能力の向上を実現している

企業は，神奈川県の中小企業においては確かに存在する」と整合的である。

� 潜在変数「外部促進要因」と他潜在変数との関係性に対して

アンケート調査全回答企業556社，製造業217社，建設業178社，全業

種・従業員数51人以上企業201社，環境マネジメントシステム認証取得

（認証登録）企業149社，環境マネジメントシステム未取得（未登録）企

業407社のカテゴリーにおいて，「外部促進要因」は環境保全活動への取

り組みに直接的に影響しているのではなく，あくまでも環境保全活動への

取り組みに対する他潜在変数（「トップの役割」，「ミドルの役割」，「風通

しの良い組織風土」など）に影響を与えることを通して，環境保全活動へ

の取り組みに影響を与えていると考えられる。

このことは，前稿で得られた結論16）の「神奈川県の中小企業が環境保全

活動へ取り組む理由（外部促進要因）としては，環境保全活動の領域のブ

ラック・ゾーン｛環境保全活動のための法規制により，順守しなければな

らない領域，顧客や見込み客から取引条件として求められる環境マネジメ

ントシステムの認証取得（認証登録）｝としての理由がある一定の重みを
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持つ。」と整合的である。

付 記

本研究を進めていくに当たり，貴重なお時間を割いて，アンケート調査，イン

タビュー調査にご協力下さいました関係各位にこの場をお借りして厚く御礼申し

上げます。

筆者は，早稲田大学・拓殖大学・静岡大学・宮城大学の研究者で構成された環

境マネジメント・共同研究グループの共同研究者であり，本研究は，同グループ

に対する環境省からの研究助成｛2009年度（平成21年度）～20011年度（平成

23年度）政策研究「環境政策と企業行動に関する研究分野」｝の1部を使わせて

いただきましたことに対し，この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

1） 角田光弘「環境保全活動と組織マネジメント」，拓殖大学経営経理研究所

『拓殖大学 経営経理研究』第92号（2011年10月），pp.53�83。

角田光弘［2011］では，東京証券取引所市場第1部，第2部の上場企業と未

上場の特定大手企業の276社における環境保全活動の推進に貢献する組織マネ

ジメント要因の多変数間の相互の関係性（多対多の関係性）に関して，以下の

ことが明らかになった。すなわち，「トップがその役割を果たすことや風通し

の良い組織風土が，企業の環境保全活動の推進に直接的に貢献すること」，「トッ

プやミドルがその役割を果たすことが，風通しの良い組織風土を通じて，企業

の環境保全活動の推進に貢献すること」である。

2） 角田光弘「静岡県エコアクション21認証登録企業における環境保全活動と

組織マネジメント 組織マネジメント要因と外部促進要因の視点から 」，

実践経営学会『実践経営』第50号（2013年4月）（2013a），pp.37�45。

角田光弘［2013a］では，以下のことが明らかになった。すなわち，環境省

が定めた環境経営システムや環境報告に関するガイドラインであるエコアクショ

ン21を認証登録しており，先進的と考えられる静岡県の中小企業201社にお

ける環境保全活動の推進に貢献する組織マネジメント要因の多変数間の相互の

関係性（多対多の関係性）に関して，「環境保全活動への取り組みにおいて，

トップがその役割を過剰に果たすと，かえって現場を疲弊させてしまう可能性

があること」，「企業の環境保全活動の推進には，風通しの良い組織風土が直接

的に貢献すると同時に，ミドルがその役割を果たすことが風通しの良い組織風
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土を通して貢献すること」である。

3） 角田光弘「神奈川県の中小企業における環境保全活動と組織マネジメント�

環境保全活動への取り組みの現状とその課題 」，拓殖大学経営経理研究

所『拓殖大学 経営経理研究』第99号（2013年12月）（2013b），pp.69�70。

4） 角田光弘［2013b］，p.70。

5） 角田光弘［2011］，pp.53�83，同［2013a］，pp.37�45。

6） 角田光弘［2013b］，p.35,p.70。

7） 角田光弘［2013b］，p.36。

8） 角田光弘［2013b］，p.36。

9） 青木幹喜［2006］，pp.8�10。

10） 早稲田大学・拓殖大学・静岡大学・宮城大学の研究者で構成された環境マネ

ジメント・共同研究グループは，環境省からの研究助成｛2009年度（平成21

年度）～20011年度（平成23年度）政策研究「環境政策と企業行動に関する

研究分野」｝を受けている。同研究グループの研究目的は，研究対象として，

近年導入された環境配慮型新制度である家電エコポイント制度，CFP制度，

企業向け環境マネジメントシステム等を取り上げ，環境経済・政策研究のプロ

トタイプを構築することであり，具体的には，以下の2点である。

� 有効な環境政策を行うための基礎的情報として，消費者・企業の環境政

策に対する反応について理論的，実証的，学際的説明を行うこと。

� 上記環境配慮型制度に対して制度の改善や見直しに有用な情報を提供す

ること。

（早稲田大学，静岡大学，拓殖大学，宮城大学［2012］，p.4）

11） 狩野裕，三浦麻子『グラフィカル多変量解析（増補版） AMOS,EQS,

CALISによる目で見る共分散構造分析』現代数学社，2002年，p.v。

12） 角田光弘［2013a］，pp.37�45。

13） 組織能力に関して，十川廣國は，「決して定量的に評価しうる性格をもった

ものではない」（十川廣國［2000］，p.114）とし，「組織としてのさまざまな

活動を接着しうるような資源活用能力」（十川廣國［2001］，p.24）としてい

る。また，藤本隆宏は，「他の会社が真似したくても簡単にはできない，組織

全体が持っているその会社独特の力であって，なおかつ他社に対する競争力や

収益の差を生み出す力のこと」（藤本隆宏［2004］，pp.44�45）としている。

以上を踏まえると，環境保全活動への取り組み成果に関するアンケート質問

項目（「Q221 既存取引先（顧客）との取引が拡大した」，「Q222 取引先（顧

客）との取引が継続された」，「Q223 新規顧客を開拓できた」，「Q224 企業

イメージが向上した」，「Q225 地域社会での評判が良くなった」，「Q226 社
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員のやる気，士気が向上した」，「Q227 新製品・新事業開発に役立った」，「Q

228 コストが削減できた」，「Q229 省エネルギーや廃棄物の削減に役立った」）

はいずれも組織能力の代理変数と考えられる。

14） 角田光弘［2011］，pp.53�83，同［2013a］pp.37�45。

15） 角田光弘［2013b］，p.69。

16） 角田光弘［2013b］，p.69。
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そのステートメント化プロセス
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5．会計プロフェッション内部における監査基準をめぐる

議論

� 監査手続委員会の基本方針

前稿で見たとおり，SECの主張を全面的に受け入れる形でこのように

事態が収拾した直後，3月に，監査手続委員会は，もう一度本件について

の同委員会の方針をまとめて，監査手続委員会公報第6号『「監査証明書」

に関する改正SEC規則（続き）』1）として公表した。そこでは，問題の規

則2�02��について，SECとの議論の結果を踏まえてこう述べられてい

る。

監査基準と監査手続との間の峻別が，われわれ監査手続委員会との

議論のなかで，SECによってなされた。監査基準は，監査手続とい

う手段によって入手されるべき証拠の性質（nature）と範囲（ex-

tent）を統制する監査の根本原則と見なすことのできるものである。

たとえば，棚卸資産の評価に関して，監査基準は，監査人に対して，

その価額がその状況における一般に認められた方法を基礎にして決定

されていることを合理的な証拠と是認された方法とでもって確かめる

ことを要求している。これに対して，監査手続は，製造原価記録，仕

入証憑，公示相場表，販売価格などの参照，総利益テスト，売価還元

法，その他の方法によって確かめるという監査人の業務の詳細なもの

を含んでいる。監査手続委員会は，基準と手続との間のこの峻別はこ

れまで会計文献のなかで十分明確になされておらず，今後はもっと強

調されるべきであると強く感じている。

このように，��項は，監査が，特定のケースで有能な（compe-

tent）監査人が必要であると考えたものと比較してみて，�色ないも
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のである（standup）ことを〔監査証明書の〕読み手に保証するこ

とを監査人に対して要求することを明らかに意図している。・その個々

の状況において適用可能な一般に認められた監査基準・という文言は，

特定のケースにおいて，大多数のケースで採用されている監査手続の

すべてが採用された旨の表示を意味するのではない。そうではなく，

会計士が特定の状況において一般に適切であると考える証拠を意味し

ているのである。

こうした監査基準と監査手続の峻別を踏まえたうえで，サミュエル・ブ

ロード（SamuelJ.Broad）委員長率いる監査手続委員会が ・一般に認め

られた監査基準・の内容の集約を含めたステートメント化の作業に入って

いくこととなった2）。

監査手続委員会はまた，こうした監査基準のステートメント化を進めて

いくにあたっての委員会の基本方針を整理している。1941年4月28日に

理事会へ提出された監査手続委員会の1941年上半期報告書で，以下のよ

うに示されている。

監査手続委員会では，……大部分が合理的な水準の内部牽制及び統

制を整備している中小の製造会社及び商会社が特定の状況において適

用な可能な監査手続の要綱である『独立の公共会計士による財務諸表

の監査』の改訂作業を押し進める前に，まずは，より根本的な課題

（morefundamentalsubject）である監査 ・基準・を取り扱うことが

望ましいという結論に達した。……こうしたプログラムを推進して，

監査基準のステートメントが出された場合，その後は，生じてくる種々

の問題点をケースメソッドによって取り扱う監査手続書（State-

mentsonAuditingProcedure）としてその時々で委員会公報を発

行するというのが本委員会の方針である。『独立の公共会計士による
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財務諸表監査』の改訂は分割積み上げ方式（instalmentmethod）

で取り扱うことができる。委員会は，このプログラムを採用すること

によって，長期的には，より本質的でより健全な発展を遂げることが

できると確信している。……3）

マッケソン事件の発覚を受け，すでにAIAは，1939年から専門の特別

委員会を設置して『独立の公共会計士による財務諸表の監査』の改訂を検

討しており，実は，この頃には改訂版の草案が完成していた4）。しかしな

がら，監査基準の課題が生じてきたことと相まって，改訂作業を進展させ

ることの難しいことが判明してきた。『独立の公共会計士による財務諸表

の監査』が現時点での ・一般に認められる監査手続にあたるもの・のステー

トメントをどの程度包含するべきか，あるいは，まだ一般には認められて

いない監査技術からより良い実務が生まれてくることをどの程度公式に認

めるべきかを判断することが困難であった。そのため，当座のところは

『独立の公共会計士による財務諸表監査』の改訂作業は行なわないことと

された。

これと同時に，監査手続委員会が同委員会の意見を示すものとしてそれ

まで発行してきた委員会公報（Bulletin）については，以降，『監査手続

の拡張』（1939年10月）から『相互保険会社との間の保険契約の下での

偶発債務』（1941年3月）までの7つのステートメントをまとめて，・監

査手続書（StatementsonAuditingProcedure）・の統一名称の下に置

くことを決定した5）。すでに，・会計研究公報（AccountingResearch

Bulletins）・が会計手続委員会によってシリーズ番号を付けて発行されて

いたが，監査手続委員会の発行するステートメントであるこの監査手続書

についても同様の位置づけとした6）。

監査手続書の効力であるが，会計手続委員会の発行する会計研究公報で

は，第4号より第51号まで，それ自体の効力について個々に明示してい
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た7）が，監査手続委員会の監査手続書にはそうした明示的な注意書きが付

されたわけではなかった。当初から監査手続委員会の意見を表わすものと

暗黙に理解されていたようであるが，1945年5月に発行された監査手続

書第22号『証券登録での独立会計士の関連規定』で初めて，以下の前書

きが加えられた。

監査手続書は，〔監査手続〕委員会および研究部門による主題

（subjectmatter）についての研究調査の後で正式な投票によって表

明された監査手続委員会のメンバーたちの考え込まれた見解を表わし

ている。監査手続書は重要でない項目に対して�及することも適用す

ることも意図されておらず，AIA会員総会においての正式な承認が

なされている場合を除いて，監査手続書の権威は，その意見の一般的

受容可能性に拠っている8）。

つまり，1945年当時までは，監査手続書の効力は明示されておらず，

『監査手続の拡張』のように個別にAIAの会員総会で承認を受けたものを

除くと，その効力は曖昧な状態にされていた。

� ブロードの監査基準

監査手続委員会の委員長であったブロードは，9月にデトロイトで開催

された1941年のAIA年次大会において，監査基準を主題とするある重要

な講演を行なった9）。そこにおいて，監査基準ステートメントの試案が，

史上初めて，提示されることとなった。これは，その性質上，監査手続委

員会の公式の見解を示したものではないが，委員長の見解としてその後の

監査手続委員会内外における議論を方向づけるものであった。

ブロードは，まず，監査人が行使するべき正当な注意のあり方について

言及して，そうした観点から，「財務諸表全体に対して表明される独立公
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共会計士の意見は，有能な（competent）監査人であればその状況にお

いて合理的であると考えるレベルの証拠の調査に基づいていなければなら

ない。それは基準に従ったものでなければならない」10）と，監査基準ステー

トメントの必要性を説いている。

そのうえで，ブロードは以下のように監査基準について規定している。

私は，監査基準（auditingstandards）を，一方で，広範な一般

原則（引用者注：ブロードは，合理的な証拠の原則，重要性の原則，

相対的リスクの原則を挙げている）と，もう一方で，具体的にどんな

手法が採用されるべきでどの程度試査を実施すべきかについて詳細に

示したものとの間の，中間的な位置を示すものであると見ている。状

況によって，また，監査人によって，基準を達成するための手段には

実質的な偏差があるかもしれないが，基準を達成することが必要であ

ることに対して疑いはないはずである。〔監査〕基準は，監査手続そ

のものではなくして，監査手続という手段によって達成されるべき特

定の目標（specificobjectives）であると見なされるものである11）。

ブロードの考える監査基準と監査手続との関係は，基本的に，監査基準

を達成する手段が監査手続であり，その監査手続によって達成されるべき

目標（objectives）が監査基準であるとするものである。

ブロードの示した監査基準は，立場上当然のことではあるが，「監査手

続という手段によって入手されるべき監査証拠の性質と範囲を統制する監

査の根本原則と見なすことができるものである」とした先の監査手続委員

会の公式見解に沿ったものであった12）。

また，ブロードは，監査基準のステートメント化それ自体の意義に関し

て，「監査基準のステートメント化にあたっては何か革命的なことが必要

なわけではない。むしろ，有能な監査実務者が各々の実務のなかですでに
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認識している基準を書き留める（setdown）あるいは成文化する（cod-
・・・・・ ・・・・・

ify）だけである。……おそらく，われわれ全員が一人一人の心の内にそ

うした監査基準とは何かについての考えを持っているだろうが，それでも，

それら基準が特定されてステートメント化される（specificallystated）

ことは望ましいと思われる」13）と述べている。

このような性格づけをしたうえで，ブロードは，26の監査基準を挙げ
・・・・

た14）。26の監査基準のうち，初めの5基準は監査業務全般に関わる基準

で，残りの21基準が特定の財務諸表項目の監査に関連する基準となって

いる。具体的に，初めの5基準（基準�から�）は以下のようなものであっ

た15）。

� 被監査会社の会計実務が一般に認められた会計原則に準拠している

かどうか，さらに，その会計原則が前年度から継続して適用されてい

るかどうかについての結論を導くため，監査のすべての過程を通じて，

被監査会社に適用された会計実務を検討しなければならない。

� 真正性が確認された証憑，文書，その他の裏づけ資料に対する監査

人の試査の範囲は，記録された取引が実際になされたこと，当該取引

から生じた会計上の価値が適切に表示されていることを納得するにた

る十分なものでなければならない。

� 州，株主，取締役等の正式な承認が要求される帳簿に関連する行為

ないし取引については，文書証拠その他の権限証跡を確認しなければ

ならない。

� 監査業務のすべての過程を通じて……，監査人は，事業体が直面す

る特定の状況の見地から，内部統制及び牽制システムの合理的な適切

性及び効率性に関して確かめるように努めなければならない。……

� もし存在するのであれば，被監査会社の組織内部で運用されている

内部監査プログラムを考慮しなければならない。そこでの監査〔機能〕
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に依拠する程度は内部監査スタッフの独立性および技能によって変わっ

てくる。……

さらに，残りの21基準（基準�から�）の内訳は，それぞれ，資産全

般（基準�），現金預金（基準�と�），売上債権（基準�と�），棚卸資

産（基準�から	まで），有価証券（基準
と�），工場設備（基準 �），

繰延資産（基準），負債全般（基準�と�），偶発債務（基準�），準備

金（基準�），株主資本（基準�），剰余金（基準�と�），及び，損益勘

定（基準�）に関するものである。便宜上，そのうち売上債権に関するも

のを取り上げると，以下のようなものであった16）。

� 〔貸借対照表上の売上債権〕勘定が真正の売上債権を表示している

との結論を裏づけ，また，監査人が，回収の期待できる概算的な金額

に対する意見の形成を可能にさせるのに必要な程度において，個々の

得意先勘定は，〔直接〕調査されるか，勘定分析されるべきであり，

また，得意先勘定を統制している勘定システムは検査されるべきであ

る。

� 実務上実施可能であり，かつそれが合理的であるかぎり，売上債権

の確認は得意先に直接問い合わせることによって実施されるべきであ

る。ただし，確認の手法や範囲は状況によって決定される。

ちなみに，ブロード自身が起草の中心となった『独立の公共会計士によ

る財務諸表の監査』では，売上債権に関して，合計19の手順ないし手続

を挙げていた17）。これら19項目を2項目に凝縮した格好になっていた。

ブロードは，これら26の基準が ・どのような方法で監査が実施される

べきか・ではなく，・監査において何がなされるべきか・を取り扱ったも

のであることを強調している18）。このようにして，どのようにしてなされ
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るべきか，どの程度なされるべきか，に関するプロフェッショナルとして

の判断の行使の余地は残されていることを強調している。

ブロードの着想では，監査基準と監査手続の間に区分線を引くことが最

大の関心事とされていた。ブロードは，のちに，監査基準ステートメント

化の流れに言及して，「〔この講演の以前は〕まだ，どこで線引きをすべき

かについて，プロフェッション内部で合意があったわけではなかった」19）

と述べている。監査基準ステートメント化のそもそもの出発点が監査基準

と監査手続の峻別という点にあった以上，この点に重きが置かれて議論が

展開されたことは何ら不思議ではないが，一方で，こうした方向での議論

の延長線上にある監査基準が本来SECの求めていた監査基準には結びつ

かない可能性があった。いずれにしても，その後のステートメント化の議

論は，このブロードの監査基準を中心にして展開されることになる。

なお，ブロードの講演内容のコピーは，理事会メンバーおよび各州会計

士会会長宛に送付され，またTheJournalofAccountancy誌11月号にも

転載されて，広くコメントや助言が求められた。その11月号の論説欄で

は，ブロードの講演を転載することに関連して，「そこに掲げられたプロ

グラムは，監査人を官僚主義的手続によって締め付けることなく（with-

outstranglinghim withredtape）監査人の責任を規定するという困難

な問題に対する，新たな，将来性のあるアプローチとなっている」20）と述

べられている。

� ブロードの監査基準をめぐる議論

ブロードの講演の後，多くの州会計士会で討論会が開かれ，あるいは監

査基準に関する専門委員会が設けられ，・一般に認められた監査基準・の

性格を規定し，これを具体的に特定するための議論がなされた21）。監査手

続委員会では，そうした討論会の講演や専門委員会の報告書を取り寄せ，

検討を加えた模様である22）。
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また，ブロードの監査基準について寄せられたコメントは，1942年3

月31日に開かれた監査手続委員会の会合において，集中的に検討され

た23）。そこでは，ブロードにより試案として示された監査基準のステート

メントは単に監査手続を凝縮したステートメントにすぎないのではないか

という意見や，監査基準の概念を実際に運用するためには，監査上の原則，

監査の目標，監査の限界をもっと強調して，それらの原則や目標に実効性

を与える方法については将来の監査手続の発展に委ねるようにするべきだ

という意見があったとのことである24）。

ただ，数ヶ月の間で寄せられたコメントをみても，ブロードの監査基準

に対する反響はさほど大きいものでなかった。この点に関し，TheJour-

nalofAccountancy誌1942年4月号の論説欄では，「最も特質すべきこ

とは，……現在に至るも，プロフェッション内のごく一部の人だけが，す

べての公共会計士に甚大かつ緊要な重要性を持っているこの提案に関して

意見を述べているにすぎないことである」25）と会員たちの無関心ぶりを批

判し，この問題がプロフェッション全体の問題であることを強調している。

さらに，「われわれにとって，監査基準のステートメントの必要性につい

ては疑念のないところであろうと思われる。……重要なことは，公衆の利

益のためにも，プロフェッションを守るためにも，会計士の側で，自らが

監査において実施を引き受けているものの一般的なステートメントについ

て合意する必要があるということである。……プロフェッション全体が監

査基準を明確にするにあたって結束することはまったく可能であるし，非

常に望ましいことでもある」26）と会員たちの関心を促している。

そうしたなかで，各州の公認会計士会のなかに様々な形で議論を進めた

ところがあったことは見逃せない。とりわけ，イリノイ州公認会計士会

（IllinoisSocietyofCertifiedPublicAccountants）では，翌1942年5

月15日に討論会を主催し，先のブロードの監査基準について集中的な議

論を行なった27）。討論参加者は，ブロード本人，イリノイ大学教授のリト
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ルトン（A.C.Littleton），ライブランド・ロスブラザーズ＆モンゴメリー

会計事務所シカゴ・オフィスのヘンリー・ハウエス（HenryC.Hawes）

の3名であった。

ブロードにとっての監査基準の論点は，どこまでが監査人の判断が介入

しうる領域（監査手続）で，また，どこまでが判断の介入の余地がない領

域（監査基準）であるかの線引きであった。ブロードは，イリノイ州公認

会計士会での討論においても，この点をさらに強調しつつ自らの監査基準

観を説いている28）。

われわれは，これまで自らの業務における判断の重要性をあまりに

強調しすぎていたために，判断の領域には本来含まれないもので多少

なりとも強制的に実施されるべきである事柄が存在するという事実を

見落としがちであったかもしれない。要求された基準を満たすように

監査手続を工夫するにあたっての判断の重要性はいくら強調してもし

すぎることはないが，基準なるものの存在はそれ自体事実であり，か

かるものとして認識されるべきものであり，それは判断の問題にはあ

たらない。……私はこれまで，つねに，監査・会計業務における判断

の重要性を提唱する強力な論者であったが，それでも，監査には ・必

須事項（musts）・があり，われわれの自主規制している分野はそう

した必須事項の領域内にあると認識せざるをえない29）。

続いて，リトルトンは，ブロードの監査基準に対して以下のように論評

し，監査理論および監査技術の方向に拡張させて監査基準のステートメン

トを開発していくべきであると主張した30）。

パンフレット『〔独立の公共会計士による〕財務諸表の監査』の大

半の部分（約32ページ分）は，監査手続を取り扱っている。そこで
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は，中小規模の会社の監査にとって必須事項となるであろう152の項

目が例示されている。ブロード氏は，これら全部を27（引用者注：

正確には26）の監査基準に凝縮させている。たとえば，売上債権に

関する19項目を2つの基準にまとめている。……この27の基準は，

私の見るところでは，監査人の主たる責任について見事に一般化した

ものである。しかし，にもかかわらず，いくつかの点で適切ではない。

152項目の手続のリストが典型的な監査についての適切に凝縮された

記述であるとすると，この27の監査基準のリストでは，プロフェッ

ショナルとしての良き判断のための適切な基礎にはならない。……今

日のニーズに対してより適切であるためには，監査基準の素材を，中

核としての27項目から，理論の方向と技術の方向という2つの方向

で拡張するべきである31）。

そのうえで，リトルトンは「ここに技術とは，監査人の心を被監査会社

の記録へと接触させる方法，さらに，何であるべきかを規準にしてそれが

何かを検証する方法を意味し，……理論とは，それぞれの技術を利用する

うえでの理屈，なぜその処理が別の代替的処理に優先するのかの論理，記

録に反映されている処理を認めるか，批判するか，拒否するかの根拠を意

味している」32）として，一例として，売上債権の場合の監査基準，監査理

論，監査技術を例示している33）。ただ，リトルトンのいう監査基準は，理

論と技術の方向に拡張されるべきとはされているものの，監査基準の性質

に関してはブロードのものを踏襲したものであったと理解できる34）。

一方，ハウエスは，ブロードの監査基準さらには監査手続委員会の想定

する監査基準はSECの意図を読み違えたものであると批判した35）。

明らかに，TheJournalofAccountancy誌編集長は，監査人が自

らの有能性（competency）についての意見を表明するというSEC
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の意図を見落としてしまっており，あるいは，SECの念頭にないも

のを〔監査基準として〕提案しているのである。有能性に関する基準

とは，教育，訓練，独立性，能力，気質のことであり，〔ブロードら

が想定しているような〕プロフェッショナルの人間が与えられた任務

を遂行するために自らの有能性をどのように発揮するかに関するルー

ルではない36）。

ブロード氏は，有能性に関する基準ではなく，本来個々のケースで

会計士の自由裁量に大きく委ねられるべきものである〔監査〕手続や

手法について，延々と説明をしているように私には見える。しかし，

満足しうる，基準（標準）的，あるいは，統一的監査プログラムのご

ときものは存在しないのである37）。

このように，ハウエスは，ブロードの監査基準あるいは監査手続委員会

の措定する監査基準では識別されていない監査人としての資格ないし資質

に関わる有能性についての基準こそが監査基準であり，ブロードの監査基

準が取り扱っているような標準的監査手続に関わるものはそもそも監査基

準には当たらないとの考えを示した38）。

また，1942年1月，カリフォルニア州公認会計士会（CaliforniaSo-

cietyofCertifiedPublicAccountants）内部にも監査基準委員会が設置

され，ブロードの監査基準について検討が加えられた。1942年6月19日

および20日にロサンゼルスで開かれたこの年のカリフォルニア州公認会

計士会の年次大会においても，監査基準に関する論議がなされた39）。カリ

フォルニア州公認会計士会監査基準委員会による結論は，以下のようなも

のであった。

1．監査基準のステートメントは，プロフェッションにとって，望まし
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いものであり，かつ不可欠なものである。

2．アメリカ会計士協会は，そうした基準のステートメントを規定し，

公表するための適切な組織である。

3．監査基準のステートメントは，詳細な監査手続のステートメントで

はなく，一般基準（generalstandards）のステートメントとすべき

である。ただし，これらの一般基準は，種々の監査手続を権威づけた

形で提示しておくことによって支えられるべきである。

4．監査基準は，監査の達成水準ないしは達成度，あるいは，認められ

た最低限度の，または必須の，業務の質（quality）をあらわすもの

とされる。そうした度合いのプロフェッショナルとしての能力（pro-

fessionalcompetence）に見合った監査成果は，当然に，適切な監

査手続の採用に基づくものではあるが，監査実務者は，標準的な監査

成果（standardperformance）を達成するために，監査手続を選択

するにあたって適切な判断を行使し，さらに，能力（ability）と技

能（skill）を用いて，選択した監査手続を実施しなければならない。

それゆえに，監査基準のステートメントは，成果の基準（標準）とし

て受け入れられる監査の質を，一般的な形で，記述すべきものである。

ただし，同時に，監査手続のステートメントについても，特定の手続

の適用を要求する場面に関して何らかの示唆があるようにしたものが

必要とされる。

5．……監査が特定の状況が要求する程度の質に従って実施された，さ

らには，それは必要な手続を含んでいると表明することは合理的とは

いえない。……40）

これらの結論を受けて，1942年9月の第55回AIA年次大会において，

同監査基準委員会委員であったフリスビー（IraN.Frisbee）が，監査基

準を主題とした講演を行なっている41）。フリスビーは，この講演のなかで，
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監査基準委員会の公式な結論を引いたうえで，これらの結論に関する自身

の考えを披露している。とくに監査基準委員会の3点目と4点目の結論に

関連して，以下のように述べている。

・基準化（標準化）・を目的としてわれわれの成果 つまり，監

査 を精確に規定することよりもむしろ，われわれには，監査の根

本的な目標（fundamentalobjectives）についてステートメント化

することが，その目標を達成するにあたって不可欠とされているプロ

フェッショナルとしての能力の要件を示すこととともに，必要ではな

いかと思われる。・〔監査〕基準・に従った監査とは，基準化（標準化）

された成果のことではなく，監査実務者が，あらかじめ定められた監

査の目標を達成するために，自己の判断に従って，適切な方法を用い

るところの監査をいうのである。その結果は，基準化（標準化）では

ない。なぜなら，・基準的（標準的）・な監査というものはそもそもパ

ターン化できないからである。それは，一般的な達成水準ないし達成

度合（agenerallevelordegreeofattainment）として記述されう

るにすぎない42）。

こうした考え方のもとで，フリスビーは，ステートメント化されるべき

監査基準について，「……それに準拠して監査が実施された旨を述べると

ころの監査基準は，広範な一般原則のステートメントで ・なければならな

い・。……・根本原則・すなわち監査基準をステートメント化するには，監

査の目標（objectives）を記述しなければならないと確信する。これらの

目標は，〔AIA監査手続委員会の措定するように〕入手されるべき証拠の

性質と範囲に密接に関連している。われわれは，それらの監査目標を達成

したときに，自ら実施した監査が ・基準に従っている・と述べる資格があ

る。したがって，監査実務者に要求されるプロフェッショナルとしての資
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質について適切に強調しながら監査の範囲と目標を記述することによって，

何が達成されるべきものであるかが分かるように監査の不可欠な特質を記

述することを通じて，監査基準のステートメントは得られると確信す

る」43）と主張している。

フリスビーおよびカリフォルニア州公認会計士会監査基準委員会の考え

る監査基準は，監査業務の質または監査目標の達成水準をあらわすもので

あるから，鳥羽［1994］の指摘するように，監査基準をもって「一方で，

広範な一般原則と，もう一方で，具体的にどんな手法が採用されるべきで

どの程度試査を実施すべきかについて詳細に示したものとの間の，中間的

な位置を示すもの」というブロードの監査基準とは明らかに ・一致しない・

ものであった44）。

フリスビーは，この講演を行なったAIA年次大会の直後にAIAの監査

手続委員会のメンバーに加わり，1943年度（1942年秋～1943年秋），1944

年度（1943年秋～1944年秋），1946年度（1945年秋～1946年秋）に監査

手続委員会委員として活躍した。実際のところ，フリスビーが委員に加わっ

たことで，監査手続委員会での監査基準のステートメント化作業の方向性

に具体的にどの程度の影響があったのかは定かではないが，監査手続委員

会が，ブロードの監査基準観とは異なったフリスビーの監査基準観を部分

的であるにせよ受け入れて，監査基準のステートメント化を押し進めるこ

とになったことは大きな変化であった。

ただし，カリフォルニア州公認会計士会監査基準委員会の示した監査基

準観，とくにフリスビーの監査基準観は，結果的に見れば，その後のAIA

監査手続委員会における議論に何らかの影響を与えるものであったと解釈

することができそうであるが，当のカリフォルニア州公認会計士会監査基

準委員会内部においてもそうした監査基準観に必ずしも全面的には賛同し

ていない委員がいたことも事実であった。そのこと自体，この問題がまだ

非常に議論のある領域であったことを如実に物語っている。たとえば，同
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じカリフォルニア州公認会計士会監査基準委員会委員で，同会計士会ロサ

ンゼルス支部の事務長でもあったウェブスター（S.S.Webster,Jr.）は，

フリスビーとはやや違った考えを持っていたことを明らかにしている。

カリフォルニア州公認会計士会監査基準委員会では，監査基準のス

テートメントが望ましいものであることについては合意されていたが，

メンバーのなかには，その監査基準の定義は，ここで私が示したもの

（注：後述する）よりも，もっと広範で，もっと一般的な用語で（in

broaderandevenmoregeneralterms），なされるべきであるとい

う意見を持つ者もあった。たとえば，監査基準は，通常の監査の本質，

つまり，企業の資産，負債，資本や，経営成績の検証，評価，表示

〔という側面〕に関連づけてステートメント化されるべきであり，ま

た，監査プロセスのそれぞれの部分に対してステートメント化される

べきであると提唱されていた45）。もちろん，提唱されたそうした代替

案にももっともなところがある。しかし，……監査基準のステートメ

ント案は，プロフェッションに与えられている個々の監査人の判断を

いっさい毀損することなく，もっと特定的に（withmoreparticular-

ity）記述されうるというのが，私自身の見解である46）。

ウェブスターも，ブロードの監査基準に対して，「例示された26の監査

基準を注意深く読むと，その多くが全く基準にはあたらず，採用されるべ

き手続を特定したものにすぎず，それ以外は基準と手続とが混ざった表現

であると大半の会計士が結論づけるのではないかと思ってしまう」47）とコ

メントしたうえで，自身の考える監査基準を提案している。ウェブスター

は，監査基準として，「大分類された貸借対照表項目ごとの第一義的な監

査要件（primaryauditingrequirements）……と損益計算書に関する最

低限度の要件」48）をあらわす特定基準（SpecificStandards）と，さらに，
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それを支える一般基準（GeneralStandards）を識別している。これによっ

て，ウェブスターは，ブロードの例示した監査基準は圧縮，要約，補足す

ることができるとしている。一例として，ウェブスターは，ブロードの挙

げている売上債権に関する2つの監査基準を，以下のように，1つの監査

基準にまとめている。

ブロードの監査基準

� 売上債権勘定が真正の売上債権を表示しているとの結論を裏づけ，

また，監査人が，回収の期待できる概算的な金額についての意見の形

成を可能にさせるのに必要な程度において，個々の得意先勘定は，直

接調査されるか，勘定分析されるべきであり，また，得意先勘定を統

制している勘定システムは検査されるべきである。

� 実務上実施可能であり，かつそれが合理的であるかぎり，売上債権

の確認は得意先に直接問い合わせることによって実施されるべきであ

る。ただし，確認の手法や範囲は状況によって決定される49）。

ウェブスターの監査基準

� 売上債権：監査人は，売上債権が販売商品，引渡サービス，前受金

に対する得意先への正当な価額を示しているかどうか，さらに，回収

懸念債権に対する適切な引当金が設定されているかを判断するため，

得意先に対する人名勘定を直接調査し，あるいは，勘定分析すべきで

ある。また，実務上実施可能であり，かつそれが合理的であるかぎり，

得意先に直接問い合わせることによって当該勘定を確認すべきであ

る50）。

このように，ウェブスターは，ブロードの挙げた26の監査基準を13の

特定基準と7の一般基準とに整理・集約した51）。特定基準を支えるものと
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しての一般基準には，具体的に，①勘定を基礎として監査を行なうこと，

②取引の真実性を確かめること，③内部統制を確かめること，④資産の所

有権の状況を調べること，⑤資産及び負債の網羅性を確かめること，⑥各

種議事録を閲覧し検証すること，⑦財務諸表の表示方法を検討すること，

の7基準が挙げられている52）。

また，ウェブスターは，ある意味でブロードと同様に，「以上の監査基

準のステートメント化にあたっては，ここで示した監査基準を達成するた

めに採用されるべき手続の性質（nature）と範囲（extent）に関しては

個々の監査人の判断に委ねられるよう，詳細に特定した監査手続を排除す

るための細心の注意が払われている。要求される証拠を入手するための手

続ないし手段に触れている数少ない場合であっても，監査人に対して自ら

の意見でそのケースにおける状況に最も適合する別の代替的手続を選択す

ることを認める自由度は残されている」53）と，プロフェッショナルとして

の判断の行使の余地があることを強調している。

ウェブスターの想定する監査基準においても，ブロードと同様に，監査

基準が監査手続だけに関係づけられて理解されており，また，その示され

た内容もおおむねブロードのそれと近似しているという意味において，ウェ

ブスターの監査基準は，ブロードの監査基準と ・同一線上にある・もので

あった54）。

以上のとおり，AIA執行部が当初に期待したほどではなかったかもし

れないが，監査基準という課題について会計プロフェッション全体で，あ

る程度，継続的な関心が持たれ，いかなるものを監査基準とすべきなのか

の議論も深まったともいえる55）。監査基準のステートメント化をめぐる最

大の論点は，少なくとも彼らの認識では，監査基準にどこまで特定的な要

素を入れ込むことが許容されるかという点にあったと解釈することができ

る56）。
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6．AIAの監査基準

� 戦時下における監査問題と監査基準ステートメント化

1941年12月に，アメリカ議会は日本に対して正式に宣戦を布告した。

これにともない，AIAの組織活動も，戦時経済への対応，さらには戦争

そのものへの貢献が中心とされるようになった。1942年に入ると，The

JournalofAccountancy誌の論説欄で，毎月のように，戦時状況への会

計士の対応について語られるようになる。1942年の1年間でも，「戦争！」

（1942年1月号），「会計士の戦争での利用」「戦時期の会計」（2月号），

「戦争のなかの会計士」（3月号），「戦争のなかの会計士」「軍への人員流

出」（4月号），「戦争のなかの会計士」（5月号），「人員の効率利用」（6月

号），「会計士と選抜徴兵」（7月号），「会計士の徴兵上の地位」「会計士の

不足」（8月号），「会計士の徴兵上の地位」（9月号），「会計士と選抜徴兵」

（10月号），「戦時期における年次大会」（11月号），「会計士と戦争」（12

月号）といったタイトルでの論説が同ジャーナルの巻頭を飾った。また，

1942年11月9日には，軍に組織的に協力するべく，執行委員会によって

戦時活動プログラム（WarProgram）が採択された57）。

また，当時の監査手続委員会はいくつかの戦時下の緊要の問題を抱えて

おり，しかもそれらは監査基準を規定する前に解決しておく必要があると

認識されていた。当時，戦時徴用による慢性的な会計士不足と会計士サー

ビスの需要増によって監査基準そのものが毀損されていくのではないかと

危惧されるなかで，ステートメント化の以前に，まずは監査基準の一般的

水準を維持することが肝心であると主張されていた58）。実際，この間の監

査手続委員会の仕事は，戦時状況に関連した特殊論点に関する監査手続書

の公表が中心であった59）。こうした事態は戦局が深刻になるにつれてより

顕著なものとなっていった。監査手続委員会委員長（当時）であったブロー
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ドは，のちに，「戦争の進展が早まり，実務に就く個々の会計士への〔特

殊な戦時状況における監査という〕プレッシャーが高まるにつれて，監査

基準という課題にはそれ以前よりも関心が注がれないようになった。いま

や，・一般に認められた監査基準・の権威づけられた，より特定的な定義

は，会計プロフェッションにとっての持ち越し事項（unfinishedbusi-

ness）のひとつとなっている」60）と述べている。実質的に監査基準のステー

トメント化に着手できたのは，戦況がはっきりしてきた1944年後半以降

であった61）。

時折しも，1944年10月の年次大会でブロードはAIA会長に選出され，

監査手続委員会の委員長職を退くことになった。次期の監査手続委員会委

員長には，プライス・ウォーターハウス会計事務所に所属していたポール・

グレィディ（PaulF.Grady）が就任した62）。

グレィディ新委員長の下，監査手続委員会では，まず，『独立の公共会

計士による財務諸表の監査』の改訂の方法としていかなる形式を採るべき

かについて議論された。1945年4月17日づけの上半期報告書では，以下

のように報告している63）。

これまでの監査手続委員会（1939年度及び1940年度）は改訂案の

起草に多大な労力を掛けたが，問題の満足のいく解決にはつながらな

かった。本年度の委員会としても，この問題が困難をともない，注意

深い検討が必要なことを十分に認識している。そこで，直近の委員会

会合では，以下のいずれの形式が適当であるかについての議論が中心

となった。

� 改訂版は，監査の目標（auditobjectives）と，様々な状況に

おいてその目標を果たすために用いられる詳細な手続（detailed

procedures）とを指示するスタッフ訓練型マニュアル（staff

trainingmanual）の形式とすべきである。
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� 改訂版は，監査基準についての一般的なステートメント（a

generalstatementofauditingstandards）の形式とすべきで

ある。なお，例外事項，解釈法および特定の手続に関する詳細に

ついては，ケーススタディを報告する委員会公報によって取り扱

われるものとする。

さらにこの報告書では，『独立の公共会計士による財務諸表の監査』の

改訂を検討するための小委員会を設置して，この問題を引き続き検討する

ものとされたことが報告されている。残念ながら，最終的に委員会がいず

れの形式を採用することに決定したのかについて知りうる史料がないが，

『独立の公共会計士による財務諸表の監査』の改訂版が監査基準のステー

トメントに取り代わるという認識であったとすれば，おおむね，�の案が

採用されたと見ることができる。そして，直接の監査基準ステートメント

作成作業は，事実上，監査手続委員会の下部に設置されたこの小委員会に

よって行なわれたと見てよいだろう。

� クラックと監査基準ステートメント

最終的に監査手続委員会の報告書として公表されることになる監査基準

ステートメントの起草作業のほとんどを手掛けたのは，監査手続委員会の

・監査基準小委員会・の委員長であったエドワード・クラック（Edward

A.Kracke）であったといわれている64）。クラックは，ハスキンズ＆セル

ズ会計事務所のパートナーで，棚卸資産特別委員会の委員長（1938年度

～1940年度）をはじめ，歴代，のべ22のAIA委員会の委員を歴任して

いた65）。また，監査手続委員会との関わりでは，クラックは，特別委員会

時代よりオブザーバーとして会合へ出席しており，1939年秋に常設委員

会となってからは継続的に監査手続委員会メンバーであった。

1945年12月14日の監査手続委員会会合の際に提出された『独立の公
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共会計士による財務諸表の監査』改訂に関する小委員会の進行報告書では，

「監査手続の一覧表（checklist）を提示しようと試みたところでその目

的はほとんど達成できないだろうという見方が大勢であったため，当小委

員会の作業は，監査基準に関連する基礎的なステートメントの開発に向け

られている」66）と報告されている。そのうえで，同小委員会は，以下のと

おりの監査基準ステートメントの構成案を提示している67）。

一般基準（GeneralStandards）

1．独立性

2．技術的熟練

3．正当な注意

実施基準（StandardsofFieldWork）

1．監査計画の適切性

2．それに依拠するため，また，監査手続を一部分に限定する試査の程

度を決定するための実際に運用されている内部統制の受け入れの度合

い

3．証拠資料の客観性

報告基準（StandardsofReporting）

1．� 認められた会計原則および会計手続への準拠

� その適用の継続性の遵守

2．財務諸表における情報開示の適切性，その範囲および限界

このように，小委員会は，監査基準を，一般基準，実施基準，報告基準

の3カテゴリーに分けて検討していることを本委員会に報告している。つ

まり，1945年12月の時点で，最終的に『監査基準試案』で採用される，

一般基準，実施基準，報告基準の分類が決定していたことになる。

翌1946年5月の理事会会合で，グレィディ委員長は，監査基準に関す
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る予備的な草案が完成し，用意されており，数ヵ月中には公表することが

できるだろうと報告している。また，同時に，監査証明書に対する監査基

準への言及という点に鑑みて，監査証明書小委員会では，監査基準に関す

るステートメントを発行するまでは，監査証明書の様式に対する変更は実

施しないと決定したことを報告している68）。

こうしたスケジュールのなかで，クラックは，全米地区会計カンファレ

ンスのひとつニューイングランド会計カンファレンスの場で，1946年5

月24日，監査基準ステートメントに関する講演69）を行なった70）。当日は，

グレィディ委員長に続いて講演して，最終的に『監査基準試案』において

採用されることになる監査基準の素案としての内容をカンファレンス参加

のAIA会員に対して明らかにすることが試みられた。

その講演で，クラックは，監査手続委員会で用意されている監査基準概

念に言及して，「監査基準（auditingstandards）は，その性質上，2種

類の要素から成り立っている」71）と説明している。さらに具体的に，SEC

のASR第21号での説明から得られる，「正当に訓練された人物によって，

プロフェッショナルとしての有能性（professionalcompetence）を用い

て一般に認められた通常の監査手続を適用すること」に関係する監査基準

と，そのASR第21号に至るまでの「監査手続委員会とSECとの協議の

なかで」確認された意味内容として「監査手続という手段によって入手さ
・・・・・

れるべき証拠の性質と範囲を統制する監査の根本原則」に関係する監査基

準の2カテゴリーであると説明している。

そして，監査手続委員会は，こうした二重の性質を持った監査基準概念

に合わせて，前者の要素を反映させた基準（クラックは，グループⅠと呼

んでいる）と，後者の要素を反映させた基準（グループⅡと呼んでいる）

という分類をすでに採用していると報告している72）。グループⅠは，業務

実施（fieldwork）とその報告（reportingthereon）の両方を規律する

一般基準（generalstandards）であり，その性質上，人的なものであり，
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監査人のプロフェッショナルとしての資質に関連するものであった。これ

に対して，グループⅡは，業務実施とその報告そのものに対する基準であ

り，それ自体，手続的なものであり，監査業務実施と監査報告にあたって

行使される監査人の判断に関連するものであった73）。

こうした概念規定にともなって，監査手続委員会は，監査証明書に記載

された場合の表現方法についても検討を行なったとも説明している74）。と

りわけ，監査の根本原則と見なされる，すべての状況において適用される

ものとしてのグループⅡの監査基準の性格を前提とすると，・その個々の
・・・・・

状況において適用可能な（applicableinthecircumstance）一般に認め
・・・・・・・・・・・

られた監査基準・という言い回しは概念上一貫しないと理解せざるをえな

いことから，当該部分についてはいずれ文言の変更が必要であろうという

見通しについても触れていた75）。

こうした監査基準概念が措定されたことを示したうえで，クラックは，

小委員会で議論されている暫定的な大枠であると前置きをしてから，委員

会で議論されている基準の大枠を紹介している76）。

一般基準（GeneralStandards）

1．監査人の技術的訓練および熟練（Technicaltrainingandprofi-

ciencyoftheauditor）

2．監査人の精神的態度とアプローチにおける独立性（Indepen-

denceinhismentalattitudeandapproach）

3．監査業務における正当な注意（Duecareinhisperformance）

実施基準（StandardsofFieldWork）

1．監査計画の適切性（Adequacyofpreparatoryplanningoffield

work）

2．内部統制の適正な評定（Properevaluationoftheexistingin-

ternalcontrolforreliancethereonandforthedetermination
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oftheresultantextentoftheteststowhichauditingproce-

duresarerestricted）

3．証拠資料の適格性（Competenceofevidentialmatter）

報告基準（StandardsofReporting）

1．認められた会計原則および会計処理への準拠（Adherencetoac-

ceptedprinciplesandpracticesofaccounting）

2．その適用にあたっての継続性の遵守（Observanceofconsisten-

cyintheirapplication,exceptwhereconditionswarrantoth-

erwise）

3．財務諸表における情報開示の適切性，その範囲および限界

（Adequacyofinformativedisclosuresinthefinancialstate-

ments,theirscopeandtheirlimitation）

クラックの講演によって，監査基準ステートメントが，このような題目

での9つの監査基準によって構成されることになることは明らかにされた

が，この講演の段階では，詳細まで詰められていないためか，個々の基準

が具体的にどのようなものとして記述・描写されるのかについては明らか

にされなかった。唯一，監査基準と監査手続の間の峻別の問題を例証する

際の一例として，証拠資料の適格性という基準について言及している程度

であった77）。それ以外の基準については，基準の題目以上の内容は明らか

にされなかった。

その後，さらに，監査手続委員会は，1946年夏を使って，監査基準の

ステートメントの完成を図った78）。次いで，アトランティック・シティで

開催された第59回AIA年次大会において，1946年10月1日，これらの

監査基準について周知させるために，特別なテクニカル・セクションが用

意された79）。大戦後初めての年次大会ということもあり，・会計原則・と

ともに ・監査基準・に関する本格的な議論の場が設定されることとなった。
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司会には委員長のグレィディが就き，すべての委員会メンバーが雛壇上に

上り，そのうち，クラック，ジェニングス，リンドクィストの3委員が，

それぞれ一般基準，実施基準，報告基準について解説するという趣向であっ

た80）。通常のセッションとは異なり，10月1日にグレィディを含めた4

人が報告した後で，翌日にそれらに関する討論の時間が割り当てられた。

また，討論には，AIAの監査手続委員会のメンバーだけでなく，ニュー

ヨーク州公認会計士会の実務手続委員会のメンバーも加わった。そして，

講演の内容は監査手続委員会の監査基準ステートメントに反映されること

があらかじめ予告されていた。

最終的な基準の文言が定まっていないという意味では依然として暫定的

なものではあったが，監査手続委員会は，このテクニカル・セッションを

通じて，監査基準そのものの概念規定のあり方，ステートメント化される

9つの監査基準が包括すべき大まかな内容などについて周知させることに

成功したと見られる。

� 監査手続ケーススタディ

監査手続委員会の監査基準に関する基本方針には，1941年の当初の段

階から，個々の状況において監査判断を下す際のガイドとしてケーススタ

ディを公表して対処していくことが含められていた。すなわち，「監査手

続委員会は，〔監査基準ステートメントを起草するという〕任務を果たす

にあたって，プロフェッションの構成員（協会の会員）に監査手続を提示
・・・・

する最も実効的な方法は，監査手続委員会のメンバーによって実施された

実際の監査事例についてのケーススタディの発行を通じたものとすると決

定していた」81）のである。したがって，そもそも，監査基準のステートメ

ント化は，一方でこれらのケーススタディの作成を前提として進められて

きており，当然，監査基準そのものの概念規定とも密接に関わっていた。

その意味で，監査基準のステートメント化は，これらのケーススタディを
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発行してはじめて完成するものであった82）。

監査手続委員会は，先の1946年の年次大会で一般基準・実施基準・報

告基準の3カテゴリーの監査基準について具体的に解説する講演を行なっ

たことを踏まえて，翌1947年9月に，監査手続ケーススタディ（Case

StudiesinAuditingProcedure）第1号『運送設備製造会社のケース』か

ら第6号『オープンエンド型の投資管理会社のケース』までの6つのケー

ススタディを発行した83）。

すべての監査手続ケーススタディは，その前文において，監査手続委員

会が識別した9つの監査基準を引用したうえで，以下のように説明してい

る。

上記のようにまとめられた監査基準を検討してみれば，監査手続が，

独立の監査人が監査実施上適用可能な一般に認められた監査基準を達

成し，あるいは，これに準拠する際の手段であることが明らかになろ

う。監査手続は，非常に多種多様であり，特定の状況に適合するには

多様性が大きすぎて，一般に適用可能，あるいはより広範に適用可能

と思われる手続を詳細に規定することができないものである。……経

験に裏づけられたプロフェッショナルとしての判断こそが，個々の監

査契約において採用されるべき監査手続の範囲（scope）と性質（na-

ture）を決定するのである。監査手続を提示する最も満足のいく方法

は，実際の監査現場において採用され適用された監査手続を例示する

一連のケーススタディを用意することであるというのが監査手続委員

会の見解である。……84）

このように，監査手続ケーススタディは，ある状況下での監査手続の適

用のあり方をまさに例示するものとしての重要性を持っていた。もちろん，
・・・・

個々のケーススタディは，「監査手続委員会の1メンバーが特定のケース
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で実際に採用した監査手続を記述したものにすぎない」85）ため，そこに記

述された監査手続は，当該監査を取り巻いている特定の状況のゆえに適用

可能であるもので，そのケースにおいてさえも，実際に採用されていない

「他の代替的な手続を用いることによってもその一般的な監査目標を達成

することが可能であったと考えられるようなものである」86）と但し書きが

付されている。

これら監査手続ケーススタディは，すべての状況において適用されるも

のとして概念規定されている監査基準には包含されない特定の状況の下で
・・・・・・

の監査人のプロフェッショナルとしての判断のあり方を，あくまで例示と

いう形で示したものであった。この点に関連して，すでにAIAの研究部

長（DirectorofResearch）となっていた元SEC主任会計官ブラウの説

明は非常に興味深いものである。1948年のアメリカ会計学会の年次大会

での講演においてであるが，ブラウは以下のように述べている。

……一般に認められた監査基準は，会計士に対し，重要な金額の資

産について付された数字の信頼性に関する意見に合理的な基礎を与え

る十分に適格な証拠（competentevidence）を入手することを要求

している。しかし，会計士は個々の資産に関してこの基準を満たすた

めの手段に選択の権限を持っている。

一般に認められた監査基準は，より重要性の高い項目あるいは誤�

の可能性がより高い項目に関する情報に基づいた意見を裏づけるため

のより強い根拠を要求している。そこで（Thus），一連の監査手続ケー

ススタディにおいて，われわれは，新聞社のケースでは棚卸資産に関

しては全監査時間の3％しか当てられていないのに対し，運送設備製

造業者のケースではほぼ50％の時間が当てられていることを知るの

である87）。
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このような説明が彼の立場上ある種啓蒙的な意味を持っていたとするな

らば，一見重要性がないと思われるこの説明も監査基準の概念をより正確

に関係者に理解させるという重要な役割を担っていたと解釈することもで

きる。いずれにしても，これ以降も，監査手続ケーススタディはしばらく

発行されることとなる88）。

� 監査手続委員会の監査基準ステートメント『監査基準試案』

監査手続委員会による監査基準のステートメントに関する特別報告書は，

最終的に，監査手続ケーススタディが発行された直後の1947年10月に公

表された。特別報告書は，「すべてのAIA会員からコメントや批判を受け

られる」89）ようにと，暫定的ステートメント，つまり，『監査基準試案

その一般に認められた意義と範囲（TentativeStatementofAuditing

Standards;TheirGenerallyAcceptedSignificanceandScope）』という

タイトルを付されて公表された90）。すでに提示されていた9つの監査基準

の具体的記述を含み，個々の監査基準についてのコンメンタールを加えた，

全体で43ページの報告書であった。

『監査基準試案』は，監査基準概念について，あらためて以下のように

述べている。

監査手続は，実施されるべき行為に関係するのに対し，監査基準は，

こうした行為の実施（performance）の質の測定と，必要な手続を採

用することで達成されるべき目標（objectives）を取り扱うという意

味で，監査基準は，監査手続とは峻別されるべきものということがで

きる。こうして監査手続から峻別された監査基準は，監査人のプロフェッ

ショナルとしての資質のみならず，監査人の監査実施及び監査報告に

あたっての判断の行使にも関連している91）。
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こうした概念規定に基づいて，『監査基準試案』は，監査基準がグルー

プⅠとグループⅡの2つの系統の基準に分類されるとの説明を繰り返して

いる。そのうえで，監査手続委員会の監査基準問題に対するこれまでの検

討の結果として，以下のような監査基準を特定したとしている。

まず，グループⅠの一般基準は，以下のような文言でステートメント化

された。

一般基準

1．監査は，監査人として適切な技術的訓練及び熟練をともなった人物

によって実施（perform）されなければならない。

2．契約上与えられた任務に関わるすべての事項について，精神的態度

における独立性が，監査人によって保持されていなければならない。

3．監査の実施及び監査報告書の作成にあたって正当な注意が行使され

ていなければならない92）。

さらに，グループⅡの実施基準と報告基準は，それぞれ以下のようにス

テートメント化された。

実施基準

1．監査業務は適切に計画され，補助者がいる場合には適切に監督しな

ければならない。

2．それに依拠するため，また，監査手続を一部分に限定する試査の程

度を決定するための基礎として，実際に運用されている内部統制への

適正な調査及び評定がなされなければならない。

3．実査，立会，質問，確認等を通じて，監査対象の財務諸表について

の意見を裏づける合理的な基礎を与えるだけの，十分な程度の適格な

証拠資料が入手されなければならない。
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報告基準

1．監査報告書は，財務諸表が一般に認められた会計原則に準拠して作

成・表示されているかどうかを表明するものでなければならない。

2．監査報告書は，前年度と比較して，当該年度においてその会計原則

が継続的に遵守されているかどうかを表明するものでなければならな

い。

3．財務諸表における情報開示は，監査報告書にそうでないと記載しな

いかぎり，合理的に適切なものと見なされなければならない93）。

そして，『監査基準試案』では，カテゴリーごとに，9つの監査基準そ

れぞれについて詳細に解説している94）。また他方で，グループⅡの監査基

準の概念規定に沿って，「〔監査実施と監査報告を〕支配する原則の広範な

ステートメントとしての監査基準は，すべての状況を網羅するものと見な

されるべきものであり，その一方で，監査手続は，あるケースには適用可

能であるが，あるケースにはできないようなものである」95）との整理がな

され，これにともなって，監査証明書の記載についても，それまでの「わ

れわれの実施した監査は，その個々の状況において適用可能な一般に認め

られた監査基準に準拠して行なわれたものであり，必要と見なされたすべ

ての手続を含んでいる」という文言から「われわれの実施した監査は，一

般に認められた監査基準に準拠して行なわれたものであり，その状況にお

いて必要と見なされたすべての手続を含んでいる」へと変更すべきものと

された96）。

『監査基準試案』は，会計プロフェッションのメンバーだけでなく，監

査報告書を利用する可能性があるすべての関係者にとっても，大きな重要

性を持つものであった97）。それは，何より，『監査基準試案』が「長年に

渡って，会計プロフェッションに準拠されてきたものの，これまでは，成

―278―



文化された規則（writtencode）の形では一般公衆が利用できなかった，

成文化されていなかった原則を規定する初めての試み」98）であったからで

ある。当時TheJournalofAccountancy誌の論説欄では，『監査基準試案』

公表の意義について，「……AIA監査手続委員会による特別報告書の公表

によって，監査業務に従事するすべての会計士と監査サービスを利用する
・・・・・・・・・・・

すべての関係者は，監査の品質上の基準を成文化したもの（codification
・・・・・・・

ofqualitativestandardsofanaudit）を利用できるようになった。本

報告書は，とくに新しい基準を設定しているからではなく，監査手続と監

査基準の間の区別を明確にしたうえで，現在における良き監査を代表する

監査基準を記述しているからこそ重要性が認められる」99）と述べられてい

る。論説欄が監査サービス利用者にとってのステートメント化の便益に言

及していることは，監査が公益性を持ったサービスであることをプロフェッ

ションとして喧伝するという側面もあっただろうが，それだけではなく，

もともとそのような形でこのステートメント化が必要とされていたのだと

いう事態の本質も示唆しているように思われる。

その後，監査手続委員会の特別報告書である『監査基準試案』は，翌年

1948年5月のAIA理事会に上程され，同年9月の年次大会・会員総会に

おいて，『監査基準試案』でステートメント化された9つの監査基準は

AIA会員による正式承認を得ることとなった。これにより，会計士は，

未定義の ・一般に認められた監査基準・に準拠した旨の言及をSEC提出

用監査報告書に行なううえでのリスクは完全になくなった。すなわち，監

査実務者たる会計士は，もはやこの用語が何を意味しているのかを推し量

りながらSEC向けの監査証明を行なう必要はなくなった100）。そして，同

時に，『独立の公共会計士による財務諸表の監査』は，事実上無効とされ

た101）。
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7．結 論

本稿では，アメリカ監査基準の発展について，そのステートメント化と

いう局面に焦点を当てながら論じてきた。監査基準はプロフェッショナル

たる監査人が準拠すべき実務上の指針としての役割も果たしているが，歴

史的に見ると，アメリカにおける監査基準は，必ずしも，そうした要請か

ら発展してきたというわけではなかった。むしろ，監査意見を表明してい

る監査人がこれに準拠して監査を行なったことを自ら監査証明書上で明ら

かにさせることによって財務諸表監査の品質を高めるという要請から，そ

の発展が促されてきたものであった。そのため，監査基準の概念は，監査

の具体的な手続だけでなく，監査の目標などの全体的な内容も含むものと

して規定されなければならなかった。

実際に，SECは，〔一般に認められた〕監査基準という概念が登場する

1941年2月のレギュレーションS�X改正の以前から，何らかの形で，会

計士が実施した監査がどのようなものであったのかについて監査証明書の

利用者が理解できるような明瞭な表示がなされることを望んでいた。どの

ような監査を実施してこの監査証明をしている（この監査意見を表明して

いる）のか，（SECも含めて）一般投資家のような監査サービスの利用者

としては監査証明書からそのような情報を得るしかないが，監査証明書が

そのような情報を十分に与えているのかについて，SECは関心を持つよ

うになっていた。それが，実施された監査範囲の問題であった。

AIAによって1936年に『独立の公共会計士による財務諸表の監査』が

公表されてもなお，〔一般に認められた〕監査基準という概念を導入する

まではそうした規制目的を達成することができなかった。その直接の契機

になったのが1938年末に発覚したマッケソン＆ロビンス事件であった。

この事件を調査・検証するにあたって，SECは，自らの規制権限が及ぶ
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範囲，つまり監査証明書の開示規制のなかで，合理的な監査の実施を確保

する方法を求めたものと見られる。それが監査証明書の開示規制の枠内で

・一般に認められた監査基準・という概念を導入した理由であった。

SECは，会計士が実施した監査について監査証明書の利用者が理解可

能な明瞭な表示を要求した。これを突き詰めた結果，〔一般に認められた〕

監査基準への準拠を記載することを要請することになった。こうした

SECの意図からすれば，初めから求められていた監査基準の内実も明ら

かであった。これこそがプロフェッショナルによる財務諸表監査であると

監査実務者たる会計士が考えているものという意味で，監査の目標や監査

上の原理，基本的アプローチのような，監査の全般的本質を規定するもの

でなければならなかった。そこには，監査人のプロフェッショナルとして

の判断〔が認められている〕というある種の限定的な側面も暗黙に含んで

いるものである。そして，そこには監査業務を標準化するという意図はまっ

たく存在していなかった。

これに対して，会計プロフェション側，とくに監査基準のステートメン

ト化の任務を担うことになったAIA監査手続委員会の出発点は，監査基

準とは監査手続とは峻別されなければならないという点であった。ブロー

ドの監査基準論が，監査基準と監査手続との間の線引きということに最大

の重きを置いていたのはその影響である。

監査手続委員会による監査基準ステートメント化の活動は，大戦によっ

て，途中中断せざるをえなくなった。戦後に監査手続委員会が押し進める

ようになった監査基準のステートメント化は，ブロードの監査基準観より

も，むしろフリスビーやカリフォルニア州会計士会監査基準委員会の監査

基準観に依拠しているようでもあった。それが，結果的に，もともとSEC

が要求していたものにより合致していた。本稿では，その間の事情を必ず

しも解明できなかった。フリスビーがメンバーとなって，AIA監査手続

委員会内の風向きが変わったのか，当初に立ち戻ってもともとのSECの
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意図を重要視しようと考えたのか，単純に委員長が交替したからなのか，

これらについてまったく検証することができなかった。しかし，結果とし

て，おおむねSECの要求したものが『監査基準試案』のなかの監査基準

に反映されたと解釈できることはそれ自体重要な知見であると思われる。

西田［1974］は，SECの規制に関して，「SEC会計は自主規制（self

regulation）を本質的な特徴とするが，情勢（事件ないし社会・経済・法

律的環境における）が一旦，発生したりまた成熟すると，強力な規制力を

発揮してきたといえよう。典型的な例は一般に認められた監査基準の制定

に関してみられる」102）と述べている。とくに，SECのレギュレーション

S�Xの展開という視点から，その史的展開の第一段階は，SECがASR

第21号を通じて監査証明書への ・一般に認められた監査基準・の準拠記

載を要求したことから始まるとして，「歴史的展開の第一段階が監査基準

の成文化の端緒を開いた」103）とし，その帰結として，監査基準における二

重性質の概念を生じさせてしまったと理解している。SECが発揮した規

制力の影響で，監査基準における二重性概念が生まれてしまった（グルー

プⅠの監査基準を含んでいるという意味だろうか）という解釈は若干単純

である。むしろAIAが，監査基準ステートメント化のなかで，監査証明

書利用者の利害を体現しているはずのSECの求めるところを取り込もう

と努力してきたというのが実像なのではないかと思われる。

これに関し，鳥羽［1987a］は，監査基準のステートメント化が，会計

プロフェッションだけでなく，監査報告書利用者にどのような便益をもた

らしたのかという点を強調すべきであることを示唆している104）。そのう

えで，鳥羽［1994］は，『監査基準試案』の公表に至るまでの一連の監査

基準の発展プロセスを総括して，以下のように述べている。

……『監査基準試案』の公表に漕ぎ着けるまでの職業会計人の歩み

は平坦ではなく，監査基準そのものの不明確さ，「監査基準論争」，監
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査基準に対する会員一般の無関心な態度，それに対する協会執行部の

いらだち，ブロードによる精力的な監査基準の啓蒙等によって象徴さ

れるように，まさしく「荊棘の道」の連続であった。にもかかわらず，

アメリカの職業会計人が監査基準設定という大事業の成功を掌中に納

めることができたのは，「監査基準の設定は職業会計人自らの手で」

というプロフェッションとしての自覚と強い信念があったからではな

いだろうか。彼等は，自分達自身で汗を流して，監査に関する職業上

の行為の指針たる監査基準を築き上げたのである105）。

いささかレトリカルな表現ではあるものの，本稿の視点からすれば，こ

うした総括の方が，アメリカ監査基準の発展プロセスの実像をより適切に

描写しているものと思われる。

1） AIA［1941b］,TheRevisedS.E.C.Ruleon・Accountants・Certificates・

（Continued）.

マッケソン事件報告書（ASR第19号）およびASR第21号においてSEC

が行なっている説明から監査手続委員会が理解したのは，以下のような点であっ

た（Broad［1942］p.28）。

� SECは，主たる監査手続とその適用の方法との間に明確な区別を行なっ

ている。

� SECは，認められるレベルの監査手続の基 準
スタンダード

（acceptablestandards

ofauditingprocedures）が遵守されることを保証する方向での一定の勧

告を行なっている。

� SECには，会計プロフェッション側が自らの責任を認識するだろうと

確信するにたる根拠があったため，監査基準の決定を会計プロフェッショ

ンに委ねる用意ができている。

� SECは，監査手続を適用する場合にも，その状況によって，証券発行

者（被監査会社）の業種・業態によって，様々な取り扱いがありうること

を認識している。
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2） 1941年度（1940年10月より41年10月まで）の監査手続委員会のメンバー

は，委員長のブロード，委員のブランデージ（PercivalF.Brundage），エリ

ス（GeorgeP.Ellis），エリー（William Erye），フィッチ（StanleyG.H.

Fitch），グローバー（P.W.R.Glover），ナイト（PaulK.Knight），クラッ

ク，リンドクイスト（JohnA.Lindquist），メイヨー（RalphB.Mayo），ブ

ロウベ（MauriceE.Peloubet），シェーファー（WalterL.Schaffer），ステ

ンプ（VictorH.Stempf）の13人であった。監査手続委員会は，当初，マッ

ケソン事件で明らかになった監査上の欠陥を是正するための方策を検討するた

めに組織された特別委員会であったが，特別報告書『監査手続の拡張（Exten-

sionofAuditingProcedures）』を公表した後，1939年9月の年次大会におい

て常設委員会とされた。

3） MidyearReportoftheCommitteeonAuditingProcedure,April28,1941.

なお，このプログラムの採用が決定された旨を報告しているAnnualReport

oftheCommitteeonAuditingProcedure,September5,1941も参照された

い。

4） ZeffandMoonitz［1984］vol.2,pp.377�378.

5） 1941YearbookofAmericanInstituteofAccountants,p.68.

6） 監査手続委員会の発行する監査手続書は，会計手続委員会の会計研究公報と

同じ形式で，会員・準会員に無料で郵送される（そして，バインダー形式で綴

じてもらう）ことになった旨を1941年2月に通知している。それまでは，

TheJournalofAccountancy誌およびパンフレット形式（有料）で発行され

てきたが，これによってTheJournalofAccountancy誌の購読者以外の関係

者に対しても広く頒布することができるようにした。

7） Zeff［1972］p.161.

8） AIA［1945］p.151.

9） Broad［1941］.この講演論文は Accounting,AuditingandTaxes,Papers

（Papersofthe55thAnnualMeetingoftheAIA）,1942にも所収されてい

る。なお，『監査手続（AuditingProcedure）』と題された当日のセッション

を見てみると，以下のような構成になっていた。

クラック（EdwardA.Kracke）（セッション司会）；Introduction

ブロード（SamuelJ.Broad）；AuditingStandards

ブラッズワース（A.J.Bloodsworth）；CaseStudyinAuditingofa

SystemofInternalCheck

メイヨー（RalphB.Mayo）；ExperienceswithExtendedAuditing

ProceduresforInventories
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スタンズ（MauriceH.Stans）；CaseStudyinAuditingAccountsRe-

ceivable

アールスフォース（FrankAhlforth）；Auditor・sReportsorCertifi-

cates

フェデ（A.S.Fedde）；Auditors・Reports

ボゥルビー（JoelM.Bowlby）；AppointmentofAuditors

10） Broad［1941］p.392.

11） Ibid.「ブロードは，・詳細に示した規定（detailedspecifications）・よりも

ずっと一般的な ・一般原則（generalprinciples）・，その一般原則よりは特定

的なものとして監査基準を設定しようという立場の提唱者であった」（Previts

andRobinson［1996］p.79）ということになる。

12） ブロードは，翌年の講演（後述）において，「〔1941年の講演では〕SECお

よび監査手続委員会によってなされた基準と手続の区別を拡大し，結晶化しよ

うと努め，そして，それをより特定的に定義しようと努めた」（Broad［1942］

p.28）と述べている。

13） Broad［1941］p.393.圏点は引用者による。

14） Broad［1941］pp.393�395.

15） Broad［1941］p.393.なお，番号はブロードが付したものである。

16） Broad［1941］p.394.

17） AIA［1936］pp.12�15.具体的に，以下のようなものが挙げられていた。

受取手形

1．帳簿記録に示されているとおりの，振出日，振出人，満期日，金額，

利率を記載した期末時点での受取手形の一覧を用意する。

2．手形の未回収額を調べ，受取手形記録あるいは一覧と比較する。……

3．手形，とくに更改された手形の回収可能価額を，設定された引当金の

適切性を検討する。……

4．受取手形の最良の検証方法は，得意先による文書での確認である。……

（中略）

8．貸借対照表には，脚注において ・偶発債務・の下で満期前の割引手形

の金額を表示するべきである。

売掛金

1．年齢ごとに分類された金額を付した，期末時点での得意先勘定の一覧

を入手する。……

2．別の〔補助〕元帳が整備されている場合，そこでの得意先の勘定残高

の合計額と総勘定元帳における統制勘定とを勘定調整する。……
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3．〔得意先の〕勘定残高の内容構成を調査する。……

（中略）

7．売掛金の最良の検証方法は，債権の実在性に関して得意先と直接に連

絡をとって確認する。……

（中略）

11．抵当に入れられた，あるいは債権譲渡された売掛金は，貸借対照表上

でそのように表示されるべきである。

18） Broad［1941］pp.395�396.

19） Broad［1944］p.286.

20） Editorial,・AuditingStandards,・TheJournalofAccountancy,November

1941,p.386.

21） たとえば，ミシガン州会計士会（MichiganAssociationofCPAs）の会報

によると，同協会内に，特別委員会を組織し，同協会独自の監査基準という課

題に対する会員たちの見解をまとめているとのことであった（TheCertified

PublicAccountant,February1942,pp.4�5）。

22） Broad［1945］p.290.

23） TheCertifiedPublicAccountant,April1942,p.1.

24） Editorial,・AuditingStandards,・TheJournalofAccountancy,April1942,

pp.291�292.

25） Editorial,・AuditingStandards,・TheJournalofAccountancy,April1942,

p.292.

26） Ibid.

27） Broad［1945］p.290.

28） Broad［1942］.

29） Broad［1942］p.26.

30） Littleton［1942］.

31） Littleton［1942］pp.106�107.

32） Littleton［1942］p.108.

33） Littleton［1942］pp.108�109.

34） 岩田［1955］p.201。

35） Hawes［1942］.

36） Hawes［1942］p.111.

37） Hawes［1942］p.112.

38） ただ，ブロードの立場からすれば，ハウエスの見解はSECの規定をそのま

ま受け入れたものであり，問題があるということであった。のちに，ブロード
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はこう述べている。「ハウエス氏は，監査証明書での監査基準に関する文言が

プロフェッショナルとしての有能性の問題を扱うことを意図してのものであり，

監査人に要求されているのが監査人とその補助者が有能であるという表示であ

ることを理解しているにも関わらず，SECの監査基準に対する定義を十分な

ものと見なしているようである」（Broad［1945］p.290）。ブロードのこうし

たコメントから，ブロードが，監査基準の内容を定義するイニシアチブは，徹

頭徹尾，会計プロフェッション（監査手続委員会）が握るべきだと考えていた

ことが伺われる。

39） TheCertifiedPublicAccountant,June1942,p.11.

40） Frisbee［1942］p.140より引用。

41） Frisbee［1942］pp.140�145.

42） Frisbee［1942］p.141.

43） Frisbee［1942］p.142.

44） 鳥羽［1994］pp.27�29；鳥羽［1984b］pp.5�7。

45） 実際，この見解を明示していたのはフリスビーである（Frisbee［1942］p.

143）。

46） Webster［1943］p.432.

47） Webster［1943］p.430.

48） Ibid.

49） Broad［1941］p.394.

50） Webster［1943］p.430.

51） Webster［1943］pp.430�431.ブロードの26の監査基準のうちウェブスター

の特定基準に集約されているのは，特定の財務諸表項目の監査に関連する21

基準のみである。ブロードの残りの5基準は，ここでの一般基準にほぼ対応し

ている。

52） Webster［1943］pp.431�432.

53） Webster［1943］pp.430�432.

54） 鳥羽［1984b］pp.7�8；鳥羽［1994］p.26。この点に関し，岩田［1955］は

若干異なった評価をしている。そこでは，「ウェブスターはブロードと違って

手続的なものをなるべく排除することに努めるとともに，監査基準として主要

な項目ごとに監査手続によって確かめるべきことがらを規定しようとする」

（岩田［1955］p.201）と論評されている。もとより，ウェブスターの監査基

準観には，ブロードのものと類似する側面もあれば，相違する側面もある。そ

のどちらを強調して評価するかであるが，一方でフリスビーやハウエスの監査

基準観との対比的側面を重視して，本稿ではとくに鳥羽［1987b］に基づいた
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評価をしている。

55） 1942年9月28日づけ監査手続委員会報告書は，「これまでの委員会報告書

においてもコメントしていた監査基準の課題について継続的な関心があったこ

とは，TheJournalofAccountancy誌において数々の論文記事が発表されて

いることやいくつかの州公認会計士会が特別な検討を加えていることで明らか

である。そして，それら会計士会の一部では，その検討結果に関する公式な報

告書を作成している。委員会業務のこの重要な側面への検討を引き続き行なう

ことが本監査手続委員会の方針である」（AnnualReportoftheCommittee

onAuditingProcedure,September28,1942）と報告している。

56） たとえば，ウェブスターは以下のように述べている。

監査基準に関する権威づけられたステートメントに対する会計士達の間

の反対意見のほとんどは，監査基準が過度に特定的に定義されてしまうこ

とによって，これまでの長い間プロフェッションに与えられてきた監査行

為と監査判断の伝統的な自由度を制限してしまうのではないかという怖れ

から来ている。監査基準をあまりに詳細に特定してしまうことが会計士の

業務の望ましくない基準化（標準化）につながり，そのことでプロフェッ

ションの一員としての会計士の地位が毀損されることになるだろうと多く

の会計士が危惧している。私は，監査基準のステートメントを一般基準な

いしは第一義的な監査要件のステートメントに限定して，詳細な監査手続

のステートメントを除外することによって，こうした事態は避けられると

確信している。ただし，これらの一般基準は，様々な状況に適用可能な監

査手続を示すことを意図したケーススタディを権威づけられたものとして

発行することによって，支えられるべきである（Webster［1943］p.429）。

57） 翌日のニューヨークタイムズ紙では，「AIA執行委員会は，戦時生産及び政

府の巨額な戦費の管理に会計がすでに不可欠な要素となっていることを認識し，

昨日，戦時活動プログラムの採択を発表した」（TheNew YorkTimes,

11/10/42,p.41）と報じられている。なお，採択された戦時活動プログラムは

TheJournalofAccountancy誌の1942年12月号に転載されている。

58） Ellis［1943］pp.134,146；Editorial,・MaintainingAuditingStandards,・

TheJournalofAccountancy,August1943,pp.90�91.

59） 戦時状況に関連して公表された監査手続書は以下のとおりである。

第10号「戦時状況下での監査」（1942年6月）

第15号「戦時期の不確実性の財務諸表への影響の開示」（1942年10月）

第17号「戦時期における棚卸資産の物理的検証」（1942年12月）

第20号「固定価格供給契約の満了」（1943年12月）
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第21号「戦時期の政府規制」（1944年7月）

60） Broad［1945］p.262.なお，これは1945年の発言である。

61） 監査手続委員会の1944年度下半期報告書（1944年10月2日報告）では，

戦時下の監査問題への対応に大半の時間が費やされたと報告されている。

62） グレィディは，アーサーアンダーセン会計事務所で20年間会計士業務に従

事した後，1943年にプライス・ウォーターハウス会計事務所に移籍していた。

そして1943年度より監査手続委員会メンバーとなっていた。また，監査実

務との関わりでは，彼は，アーサーアンダーセン会計事務所時代に，「監査手

続 スタッフ訓練のための要綱 」という名称のマニュアルを開発してお

り，このマニュアルが，アーサーアンダーセン会計事務所のほか，プライス・

ウォーターハウス会計事務所においても採用されていた（EliasandShaver

［1997］p.8）。グレィディもまた，「われわれの扱っている監査基準は，当初か

ら，会計プロフェッションに生来のものであるのだから，監査手続委員会の

〔監査基準ステートメント化の〕作業は，何かを発見するという任務ではなく，

……〔監査〕手続という ・砂たち・から〔監査〕基準という ・貝殻・を分別し，

〔監査〕基準を使えるパターンに配備しておくための選り分けのプロセスであ

る」（Grady［1946］p.676）と述べており，前委員長のブロードと同様な立場

を採っていた。

63） MidyearReportoftheCommitteeonAuditingProcedure,April17,1945.

64） Grady［1978］p.178；Haskins&Sells［1970］p.52；鳥羽［1994］p.29。

なお，クラックについては，確かに ・監査基準小委員会（subcommitteeon

auditingstandards）・委員長との紹介がある（Kracke［1946a］p.203）が，

監査手続委員会の理事会への報告書にはそのような名称の小委員会への言及は

ない。その間の経緯から考えて，おそらく，『独立の公共会計士による財務諸

表の監査』改訂に関する小委員会のことを指しているものと思われる。

65） Carey［1970］p.148.

66） TheCertifiedPublicAccountant,January1946,p.9.

67） Ibid.

68） MidyearReportoftheCommitteeonAuditingProcedure,May1,1946.

69） Kracke［1946a］.

70） TheCertifiedPublicAccountant,May1946,p.6.

71） Kracke［1946a］p.204.

72） Kracke［1946a］p.206.

73） Ibid.

74） Ibid.
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75） さきのカリフォルニア州公認会計士会監査基準委員会の結論では，「〔監査〕

基準は，達成されるべきものであり，適用されるべきものではない」（Frisbee

［1942］p.144）として，この部分を削除した監査証明書の記載が提唱されてい

た（Frisbee［1942］pp.141,144）。

また，1943年下期には，監査手続委員会の小委員会として，監査手続書第5

号で勧告された短文式監査報告書に対してさらなる変更が必要であるかどうか

を検討する委員会が設置された。すでに見たように，第5号では，SECのレ

ギュレーションS�Xに適合するように，「われわれの実施した監査は，その個々

の状況において適用可能な一般に認められた監査基準に準拠して行なわれたも

のであり，必要と見なされたすべての手続含んでいる」との文言を勧告してい

たが，会計士のなかに，この文言がそれ以前の〔1932年『会社会計の監査』

で例示されていた〕監査証明書の標準雛型に不必要なものを加えているという

意見があったためである。そして，小委員会は，監査手続委員会に承認された

同報告書をTheJournalofAccountancy誌1944年3月号に公表した（Report

ofaSubcommitteeoftheCommitteeonAuditingProcedure,・Account-

ants・ReportandOpinion,・TheJournalofAccountancy,March1944,pp.

227�229）。

76） Kracke［1946a］p.207.

77） Kracke［1946a］pp.207�208.

78） MidyearReportoftheCommitteeonAuditingProcedure,May1,1946.

79） 1945�1946YearbookoftheAmericanInstituteofAccountants,pp.31�32；

TheCertifiedPublicAccountant,August1946,pp.4�5,October1946,p.3.

80） これらの講演論文は，NewDevelopmentsinAccounting（Papersofthe

59thAnnualMeetingoftheAIA）,1946のほか，TheNewYorkCertified

PublicAccountant誌の1946年12月号に再録されている。

81） Steele［1960］p.74.圏点は引用者による。

82） ケーススタディは，監査手続委員会の一部の委員に対して，現実の監査業務

において選択・適用された監査手続を例示するものとして，その作成が要請さ

れており，その締め切りが 1947年の 5月 15日に設定されていた（Grady

［1947］pp.212�213）。

83） それぞれ，第1号『運送設備製造業会社のケース』（1947年9月），第2号

『新聞社のケース』（1947年10月），第3号『百貨店のケース』（1947年9月），

第4号『公益会社のケース』（1947年9月），第5号『トウモロコシ精製会社

のケース』（1947年9月），第6号『オープンエンド型の投資管理会社のケー

ス』（1947年9月）である。都合により，第2号のみ10月に公表された。
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84） AIA［1947a］p.6.

85） AIA［1947a］p.7.

86） Ibid.

87） Blough［1948］p.268.

88） 筆者がその発行を確認できたのは，1958年1月に発行された第12号までで

ある。具体的には，第7号「穀物精製会社のケース」（1949年10月），第8号

「鉄鋼組立会社のケース及び小規模レストラン業のケース」（1950年7月），第

9号「新聞・雑誌販売会社のケース」（1951年6月），第10号「小規模の商業

貸付会社のケース」（1956年3月），第11号「病院のケース」（1956年6月）

および第12号「中規模の ・少額貸付・会社のケース及び電気設備製造会社の

ケース」（1958年1月）であった。
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�論 文〉

情報システム設計・開発における

ビジネスモデル・ジェネレーション

活用の一考察

安 積 淳

要 約

本稿は，イノベーション実践方法論として注目されているビジネスモデ

ル・ジェネレーション（BMG）をビジネス・モデリングの方法論と位置

づけ，情報通信技術（ICT）ベースの情報システム設計・開発に効果的に

適用できるのか，その可能性について検討することを目的とする。

BPR以降，ICT活用を前提とした企業戦略や事業戦略が策定され，戦

略実践と情報システム設計・開発との整合性を図ることが求められる。さ

らに，満足度が高い情報システムを設計・開発するには，システムが利用

されるコンテクストを設計・開発に携わるメンバーが詳細に理解する必要

があり，そこでは状況的学習という視点が重要となる。

それらに対応する可能性があるBMGは，ビジネスモデルを記述するた

めの「キャンバス」，主要なビジネスモデルの「パターン」，ビジネスモデ

ルを設計するための考え方やテクニックをまとめた「デザイン」，キャン

バスを利用して再解釈する「戦略」，これらを活用して新しいビジネスモ

デルを構築するための「プロセス」という5つのパートから構成される。

BMGのキャンバスを活用することで，情報システム設計・開発の方向

性を決める経営戦略や情報戦略から業務分析に必要な視点を1枚の図で表

現することができ，システム設計においても，キャンバスをもとに，顧客

との関係や価値提案を認識しながら，設計を進めることができる可能性が

ある。またデザイン思考をもとにしたBMGのデザイン・テクニックを利

用することで，現場のコンテクストをより豊かに理解し伝える可能性が高



1．は じ め に

企業は，環境に適応し，自らを維持，発展するために，しばしばイノベー

ションの実践を模索している。とくに昨今の急速な環境変化，あるいは継

続的な不況状態を脱するためには，急進的，漸進的問わず，イノベーショ

ンの成功が，企業の存続に重要であることは，おそらく疑いがないであろ

う。

それらイノベーションを，ビジネスモデルレベルで実践するための方法

論のひとつとして，ビジネスモデル・ジェネレーションが注目されている。

本稿は，ビジネスモデル・ジェネレーションをビジネス・モデリングの方

法論と位置づけ，情報通信技術（ICT）ベースの情報システム設計・開発

に効果的に適用できるのか，その可能性について検討することを目的とす

る。

本稿は以下のように展開する。まず，情報システム設計・開発における

ビジネス・モデリングの課題について，BPRや状況的学習という観点か

ら検討する。つぎに，ビジネス・モデリングの方法論として位置づけるビ

ジネスモデル・ジェネレーションの特徴について，ハンドブックをもとに

理解する。そして，ビジネスモデル・ジェネレーションの情報システム設

計・開発における適用可能性を，戦略分析や，伝統的システム分析手法で
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まる。

なお本稿は情報システム設計・開発におけるBMG活用の可能性を検討

することが目的であり，今後は，まさにBMGの活用実践を通じて，その

可能性を検証しなければならない。

キーワード：情報システム設計・開発，ビジネス・モデリング，ビジネス

モデル・ジェネレーション（BMG），状況的学習



ある構造化分析，あるいは状況的学習の観点から検討する。最後に，今後

の研究方向性を示す。

2．情報システム設計・開発におけるビジネス・モデリング

の課題

2．1 戦略実践のツールとしてのICT

1990年代はじめの，いわゆるビジネスプロセス・リエンジニアリング

（BPR）の登場以降，ICTは経営上の問題を解決するための強力なツール

として認識される。そこでは，まず企業戦略や事業戦略を策定し，それら

の戦略を実現するためにICTの活用方法を考えるという「演繹的思考」

から，戦略を策定する際に，強力なツールであるICTを活用してどのよ

うな戦略が策定できるかという「帰納的思考」への転換が行われる1）。つ

まり，戦略を策定する際には，どのようなICTが利用でき，それを利用

してどのようなシステムが設計・構築できるのかということを十分に考慮

する必要がある。

例えば伝統的なシステム設計方法論として利用されているSDLC法な

いしはウォーターフォールモデルにおいては，フィージビリティ・スタディ

（実行可能性研究）やシステム分析のステージにて，問題となる業務の分

析やシステムに必要となる要件の定義が行われる2）。しかしBPRを展開

するには，これ以前のステージである情報戦略の策定はもちろん，経営戦

略の明確化においても，ICT活用を検討することが重要となる。さらに

経営戦略や情報戦略策定と，情報システム設計・開発をいかに連携させる

かということが重要な課題となる（図1）。

経営戦略や情報戦略策定時には，多様な戦略分析手法を活用する。例え

ばPEST分析により企業外部のマクロ環境の状況を政治的，経済的，社

会的，技術的視点から分析する。5Forces分析（競合分析）では，同業
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他社，顧客，サプライヤー，代替品の企業，新規参入企業という業界内の

力がどのように自社に影響するかを分析する。バリューチェーン分析（価

値連鎖分析）では，自社の価値につながる強みとなる部分や，自社が担う

べき部分を特定する。SWOT分析では，企業内部の強みと弱み，外部環

境の機会と脅威を検討し，打ち手となる戦略を策定する。この一連の流れ

は，トップダウン型の，合理的・分析的モデルとして位置づけられ，創発

的・革新的戦略を展開するには限界があるとも指摘される3）が，現状にお

いても，一般的な手法として展開されている。

これらの分析手法を展開し戦略を策定するフェーズでは，組織メンバー

での議論を通じて，現状のビジネスをモデルとして表現し，問題点を洗い

出したり，理想的なモデルを描いたりするというビジネス・モデリングが

効果的に行われなければならない。

つまりビジネス・モデリングを展開する際に，いかにICTの要素を取

り入れるか，いかにICTと他の要素とを結びつけるか，それらと続けて，

あるいは同時並行的に，どのようにシステム設計・開発を整合させるかと

いうことが，ICTが戦略実践のツールとして高度に発展した現状では重

要な課題となる。
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図1 戦略的情報システム設計開発モデル

（出所） 遠山他（2008），p.131



2．2 状況的学習という視点の導入

伝統的な情報システム設計・開発方法論においても，設計・開発プロセ

スの初期のフェーズにて，現状で行われている業務を分析したり，その問

題点を洗い出したりしている。しかしながら，それらの分析が機能してい

なかったかのごとく，情報システムの導入が失敗するケースも多くみられ

る。例えば日経情報ストラテジー2013年5月号では，大きな成果を目指

して稼働させたICTベースの情報システムが，ユーザーの満足を得られ

ないまま ・残念な・システムになる典型的なケースが，以下のように報告

されている。

●ある食品メーカーでは，従来の，ノートパソコンを利用した取引先と

の商談を，短時間でプレゼン資料を表示でき，画像も鮮明に表示でき

るといったメリットに注目し，iPadによる方式に切り替えた。iPad

で提示される資料をもとに営業担当者がどのように仕事をするかにつ

いての検討は十分に行ったが，iPad用に資料を作成する商品部の業

務フローや負荷の増加については考えが至らず，iPad用資料作成の

遅延から不満が相次いだ。

●ある小売業では，ある店舗の商品が品切れていて，近隣の店舗から商

品を融通してもらって販売した場合，売り上げは融通した近隣店舗に

計上されるルールだった。これを，実際に商品を販売した店舗の売り

上げに計上するルールに変更することで，在庫を切らしていても販売

のモチベーションを向上させることができると考え，そのようなシス

テムに変更した。しかし現場の店舗では，他の店舗に在庫を取られて

しまうとの疑念から，商品を販売していなくても「予約商品」と登録

して在庫を移動できなくしたり，逆に在庫を持たなくても他店から融

通してもらえば自店の売れ残りリスクが軽減されるとの判断から仕入
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れを減らしたりする等の混乱が生じ，システムをもとに戻さなければ

ならなくなった。

●ある商社では，営業担当者の活動報告システムを導入したが，部署に

より活用度合いが大きく異なった。ある事業部では，そのシステムの

目的を，チーム営業による新規開拓ととらえ，専任担当者から営業担

当者へ必ずアドバイスを行ったり，専任担当者が情報共有すべき担当

者へ回覧したりする等の対応を行い，結果として業績向上につながっ

た。別の事業部では，そのシステムの目的を，営業活動の見える化と

してとらえ，上級管理職への報告書の回覧も自動的に行われた。営業

担当者の上司は，上級管理職の監視を気にして，「了解」のような無

難な返答のみしか行わなくなった。結果として当該システムは十分な

効果が得られず，利用されなくなった。

これらの事例については多様な見解があるだろうが，その失敗の原因の

ひとつは，やはりICTベースの情報システムを利用する現場での具体的

な業務や，社員の意識，雰囲気等の状況が十分に認識できていなかったこ

とが考えられる。その状況を十分に観察することができれば，商品部の資

料作成プロセスまで認識したり，新規システムがどのように利用されるの

かも，もう少し注意深く認識したりすることもできるだろう。

このような，現場での状況認識を重視する考え方として，状況的学習論

ないしは状況的行為論という視点からの情報システム設計・開発が検討さ

れている4）。

状況的学習論は，学習を「実践，知識，資源へのアクセスの組織化のあ

り方として見ていく」5）。その中で学習者が学ぶことは，普遍的な知識や技

能ではなく，人間や道具を含む社会的環境での振る舞い方である6）。その

ため，この学習観においては，これまでのような社会環境を所与とするの

ではなく，振る舞い方が反映される社会的コンテクストを学習者自身が考
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慮することを重要視する。また状況的学習における知識は，個人の頭の中

にあるのではなく，実践のコミュニティの中にあるとする7）。

情報システム設計・開発というコンテクストに当てはめれば，以下のよ

うになろう。すなわち，情報システム設計・開発プロセスにかかわってい

るシステム部門の専門家やベンダー，あるいはエンドユーザー部門等のメ

ンバーは，情報システム設計・開発および利用を行う実践者であり，学習

者である。そこでは，情報システム設計・開発は「自己完結型で設計され

るのではなく，環境そしてコンテクストを構成する一部としてコンテクス

トそのものを再構成する」8）。情報システムの専門家はエンドユーザーから

単に情報要求を聞くだけでなく，実践者として，エンドユーザーとともに

考え，時にエンドユーザーとともに当該業務を体験することを通じて，エ

ンドユーザーの業務のコンテクストを認識し，そこに埋め込まれている業

務知識を理解することができる可能性が高まる。またエンドユーザーも同

様に，情報システム専門家の業務のコンテクストを認識することで，そこ

に埋め込まれている情報技術環境等に関する知識を理解することができる

可能性が高まる。

このような学習観にもとづいた情報システム設計・開発は，前述のよう

な，期待に反しユーザーの満足を得られないようなシステムを構築するリ

スクを軽減する可能性があると考えられる。

以上のように，情報システム設計・開発におけるビジネス・モデリング

の課題を認識したが，それらに効果的に対応する方法論として，ビジネス

モデル・ジェネレーションはどの程度の可能性を持っているだろうか。次

に，ビジネスモデル・ジェネレーションの特徴を捉える。
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3．ビジネスモデル・ジェネレーション

3．1 成り立ち

ビジネスモデル・ジェネレーション （BMG） は， 著者の一人

Osterwalderの，ビジネスモデル・イノベーションに関する博士論文を

起点とする。本論文のアプローチをハンドブックとして体系化するために，

指導教授のPigneurとともに，アプローチを多様なメンバーと共有する

ためのオンラインプラットフォームHUBを立ち上げる。このHUBに実

務家や研究者等が世界中から参加し，透明化されたコンテンツやデザイン，

イラスト等をもとに議論が繰り返され，ハンドブック9）が完成される。

HUB参加者の470名が，ハンドブックの共著者として名を連ねており，

制作の費用は，HUBの参加費によって調達される。

このように，ハンドブックを制作する工程自体を新しいビジネスモデル

ととらえ，BMGのアプローチを適用しながら，集合知として体系化され

たものが，本ハンドブックである。

本ハンドブックは，ビジネスモデルを「どのように価値を創造し，顧客

に価値を届けるかを論理的に記述したもの」と定義した上で，ビジネスモ

デルを記述するための主要なツールである「キャンバス」，キャンバスを

利用して現在の主要なビジネスモデルを表現する「パターン」，ビジネス

モデルを設計するための考え方やテクニックをまとめた「デザイン」，キャ

ンバスを利用して戦略を再解釈する「戦略」，これらを活用して新しいビ

ジネスモデルを構築するための「プロセス」という5つのパートから構成

される10）。

3．2 キャンバス

ビジネスモデルキャンバスは，ビジネスモデルについての共通理解を得
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るための，共通言語として利用される。このキャンバスは，顧客，価値提

案，インフラストラクチャー，資金という4つの領域をカバーする以下9

つの構築ブロックで構成される。

� 顧客セグメント（CS：CustomerSegments）

顧客セグメントの構築ブロックでは，ビジネスモデルの定義でも示され

ている，ビジネスモデルの根幹をなす顧客について記述する。ここでは，

共通のニーズや行動，態度によって顧客をセグメント化し，どのセグメン

トを対象とし，どのセグメントを対象としないのかを明らかにする。

� 価値提案（VP：ValuePropositions）

価値提案の構築ブロックでは，対象とする顧客セグメントへ向けて提供

する価値について記述する。その価値を生み出す製品やサービスは何なの

か，その価値は既存の価値を改善するものなのか，革新的，破壊的なもの

なのか等を明らかにする。価値については，価格やスピードなど定量的な

もの，デザインや顧客の経験など定性的なものが含まれる。

� チャネル（CH：Channels）

チャネルの構築ブロックでは，顧客セグメントとどのようにコミュニケー

ションを行い，価値を届けるのかについて記述する。製品やサービスの認

知，評価，購入，提供，アフターサービスという5つのフェーズにおいて，

営業担当が直接対応するのか，Webショップを通じて対応するのか，他

のパートナー企業を通じて間接的に対応するのか，それらをどのように統

合するのか等を明らかにする。

� 顧客との関係（CR：CustomerRelationships）

チャネルの構築ブロックでは，顧客との具体的なコミュニケーション方
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法について記述するが，顧客との関係の構築ブロックでは，顧客とどのよ

うな種類の関係性を築くのかを記述する。例えばパーソナルアシスタント

（顧客担当者が顧客に対応する），専任のパーソナルアシスタント（特に専

任の顧客担当者が対応する），セルフサービス（顧客が自ら処理する），自

動サービス（オンラインプロフィールによるカスタマイズサービスのよう

な，ICTによる自動化を含めた，より洗練されたセルフサービス），コミュ

ニティ（顧客との，あるいは顧客同士のコミュニティを形成し，知識や情

報を共有する），共創（顧客とともに新たな製品やサービス等価値を創造

する）のような関係性を明らかにする。

� 収益の流れ（RS：RevenueStreams）

収益の流れの構築ブロックでは，顧客セグメントとのやり取りの中で生

まれる現金の流れを記述する。現金は，商品を販売することで得られるの

か，サービスの使用料として得られるのか，資産の一時的なレンタル／リー

ス料として得られるのか，仲介の手数料として得られるのか等を明らかに

する。

� 主要リソース（KR：KeyResources）

主要リソースの構築ブロックでは，ビジネスモデルの実行に必要な資源

を記述する。生産設備や物流システム等の物理的なリソース，ブランドや

知識，顧客データベース等の知的財産，社員やパートタイマー等の人的リ

ソース，現預金等のファイナンスリソース等，いわゆる人，モノ，カネ，

情報という経営資源が含まれる。

� 主要活動（KA：KeyActivities）

主要活動の構築ブロックでは，ビジネスモデルを実行するうえで必ず行

わなければならない重要な活動を記述する。主要活動は主に，製品のデザ
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イン，製作，配送を含み，製造業のビジネスモデルを特徴づける「製造活

動」，顧客の抱える問題に対する新たな解決方法を見つける，コンサルティ

ング会社や病院等のサービスを中心とした「問題解決」，ネットワークや

ブランド等のプラットフォームをリソースとする「プラットフォーム／ネッ

トワーク」に分類される。

� 主要パートナー（KeyPartnerships）

主要パートナーの構築ブロックでは，ビジネスモデルを構築するサプラ

イヤーとパートナーのネットワークについて記述する。パートナーとの関

係性は，例えば非競合企業による戦略的アライアンス，競合企業との戦略

的パートナーシップ，新規事業立ち上げのためのジョイントベンチャー，

バイヤー・サプライヤー等が考えられる。またパートナーシップを作るた

めには，それがリソースと活動の最適化のためなのか，不確実性の高い環

境でのリスクを低減するためなのか，アウトタスキングやインソーシング

のようなリソースと活動を獲得するためなのか等，動機を明らかにするこ

とも必要となる。

� コスト構造（CS：CostStructure）

コスト構造の構築ブロックでは，ビジネスモデルを運営するために必要

なすべてのコストを記述する。リソースや主要活動，パートナーを定義し

た後ならば，比較的簡単に計算することができる。また収益の流れの構築

ブロックで把握した収益からコスト構造のブロックで把握したコストを差

し引くことで，利益を計算することができる。

以上9つの構築ブロックの記述を通じて，1枚のビジネスモデルキャン

バスで，ビジネスモデルの全体像を認識する（図2）。なおこのキャンバ

スはだれでも利用が可能であるが，利用する際には「businessmodelgen
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eration.com」との表記が必要になる11）。

3．3 パターン

これまでビジネス論文等で取り上げられたビジネスモデルのコンセプト

を「パターン」として認識し，キャンバスを利用して表現することで，当

該パターンのダイナミクスが認識でき，新たなビジネスモデルのヒントと

して活用できる。特にハンドブックでは，「アンバンドルビジネスモデル」

「ロングテールパターン」「マルチサイドプラットフォーム」「フリー戦略」

「オープンビジネスモデル」の5つのコンセプトが説明される。

例えばロングテールビジネスモデルは，あまり頻繁に売れないニッチ製

品を数多く提供するモデルである。ひとつひとつのニッチ製品の売上が少

なくても，その数を多く集積することで，大きな収益を上げることが可能

となる。そのためには，数多くの在庫を抱えることができるような低コス

トの在庫や，ニッチ製品の購入を希望する顧客が簡単に検索し購入するこ

とができるようなプラットフォーム等が必要となる。

ロングテールパターンは，多くのニッチセグメント（CS）へ，その顧

客の要求するコンテンツを提供する（VP）ものである。顧客との関係づ

くりや取引チャネルとして，しばしばインターネットを利用している
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図2 ビジネスモデルキャンバス

（出所） Osterwalder&Pigneur（2010）,訳書,p.44



（CH）。多くのニッチコンテンツを揃えるためには，パートナーとして，

ニッチコンテンツプロバイダーとそのコンテンツが欠かせない（KP）。し

かし同時にプロバイダーは，自社の主要顧客として捉えることもできる

（CS）。主要顧客としてプロバイダーを捉えれば，コンテンツを制作する

ためのツールの提供が価値となる（VP）。

ロングテールパターンを運営するためには，インターネット上で，コン

テンツの収集や提供を行うマルチサイドプラットフォーム12）が必要であり

（KR），そのプラットフォームを管理したり広告したりすることが主要な

活動となる（KA）。それらの活動を行うためのコスト（CS）をもとに，

数多くの頻繁に売れないニッチコンテンツを提供して収益を得る（RS）。

3．4 デザイン

BMGでは，革新的なビジネスモデルの創造に重点が置かれるが，その

ためのテクニックとして，「顧客インサイト」「アイデア創造」「ビジュア
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（出所） Osterwalder&Pigneur（2010）,訳書,p.75



ルシンキング」「プロトタイピング」「ストーリーテリング」「シナリオ」

という，デザインの世界で活用されているテクニックが紹介される。

� 顧客インサイト

顧客志向や顧客満足というキーワードのもと，顧客中心のビジネスモデ

ルを展開することは，ある意味企業経営の基本ともいえるが，BMGでは，

顧客の考えこそが，ビジネスにおけるイノベーションの唯一の源泉である

とは捉えない。むしろ，ビジネスモデルを評価する際に顧客視点が含まれ

るべきであると指摘する。ビジネスモデルキャンバスのいずれの構築ブロッ

クにおいても，常に顧客の視点を含めて評価するということである。

そのためには，顧客の要求を単に尋ねるだけでなく，顧客をより深く理

解することが必要である。顧客を深く理解することで，顧客が気づかなかっ

た解決策を生み出したり，顧客が無視していることがイノベーションのア

イデアになったりすることもある。

BMGでは，顧客をより深く理解するツールとして，共感マップを活用

している。共感マップは，「何を見ているのか」「何を聞いているのか」

「何を感じ考えているのか」「何を言い，行動しているのか」「顧客の痛み

は何か」「顧客の得られるものは何か」という視点から，顧客の新たなプ

ロフィールを構築する方法である。

� アイデア創造

新しいビジネスモデルを創造するための具体的な方法として，イノベー

ションの震源地から探索する方法と，仮定質問が取り上げられる。

ビジネスモデルキャンバスの構築ブロックのいずれもイノベーションの

出発点になり得る。どの構築ブロックが震源地となり他の構築ブロックに

影響を及ぼす方法がよりインパクトが大きいかを探索することにより，ビ

ジネスモデル・イノベーションへつなげる。また，「もし～なら」という
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仮定質問を繰り返すことで，現状の制約を排除する。

さらに，多様性のあるチーム編成を行う，アイデア創造段階の前からプ

ロジェクトに熱中できるようなフェーズをつくる，ブレインストーミング

により多くのアイデアを導く（質ではなく量の追求），優先順位の基準を

決める，キャンバスにより構築されたプロトタイプをもとに議論する等の

プロセスが提案される。

� ビジュアルシンキング

BMGの主なツールはキャンバスであるが，まさにキャンバスでビジネ

スモデルを表現することは，ビジュアルシンキングを追求することであり，

BMGの基本的な考え方といえる。キャンバスを利用してビジネスモデル

をビジュアル化することによって，ビジネスモデルの全体像および各構築

ブロックの関係性が理解しやすくなる，共通言語としてキャンバスを利用

することでプロジェクトチームでの議論が促進される，ビジュアル化した

キャンバスを利用することで企業内外の関係者への理解が促進される等，

キャンバスを利用したビジュアルシンキングの効果を指摘する。

具体的な方法としては，付箋にひとつの要素を簡潔に書き表し，それを

張り替えながら議論する方法や，絵を利用したビジュアルシンキング等が

提案される。

� プロトタイピング

プロトタイピングはその名の通り，プロトタイプを設計して，それを基

に議論する方法である。ビジュアルシンキングと同様に，抽象的なアイデ

アを具体化することで，新しいアイデアの探索を容易にする。特にデザイ

ンとエンジニアリングの分野で利用され始め，建築や情報システム設計や

組織設計等に広まっている。

BMGでは，洗練されたプロトタイプを早期に作成してしまうと，それ
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以外のアイデアがかえって創造できなくなる可能性もあることから，ラフ

なプロトタイプを設計し，短時間のうちに破棄し，様々なアイデアを試行

することが重要であると指摘する。それにあわせて，ラフなものからより

詳細なものまで，異なる精度のキャンバスを利用する。

� ストーリーテリング

革新的なビジネスモデルは，これまでとは異なる方法でものごとを組み

合わせて現状を打破するものであるため，理解が容易ではない。その理解

を促進させるためにストーリーテリングが活用される。新しいビジネスモ

デルをストーリーで説明することで，人々を引き込むことができる。ただ

し，引き込むためには，ストーリーはよりシンプルに（例えば登場人物は

1名）しなければならない。

登場人物が顧客ならば，自分が顧客の立場になってストーリーを展開す

ることで，より顧客の理解が促進されたり，顧客へのビジネスモデルの説

明が容易に行えたりする。また登場人物が社員ならば，革新的なビジネス

モデルでの自分の立場や内部の仕組みを理解することができる。いずれの

視点からのストーリーも重要となる。

具体的は表現方法としては，画像，ビデオクリップ，ロールプレイ，マ

ンガ等が提案されている。

� シナリオ

シナリオも他のテクニック同様，抽象的なものを具体的に表現すること

ができる。シナリオの機能は，デザインをあるコンテクストに特化させ，

そのディテールを描くことで，ビジネスモデルのデザインプロセスへ情報

を提供することである。言い換えれば，シナリオを作成することにより，

ビジネスモデルのコンテクストや詳細を理解することができる。

例えば，異なる顧客セグメントごとにシナリオを作成し，それらをキャ
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ンバスに落とし込む作業をつうじてコンテクストを理解し，さらに落とし

込んだキャンバスを比較することで，さらに異なるコンテクストの特徴を

捉えることができ，アイデアの探索を行うことができる。

あるいは，未来へのシナリオをいくつか考えて比較することにより，望

ましいビジネスモデルは何であるか，そのコンテクストはどのようなもの

かを具体的に理解することができる。

3．5 戦 略

このパートでは，ビジネスモデルキャンバスを通じて戦略の再解釈を行

うことで，これまでの戦略論や戦略分析手法との関連を検討している。

� ビジネスモデル環境

BMGは，ビジネスモデルを実行するための環境を「デザイン空間」と

とらえ，空間のコンテクストや制約条件を考慮するために，環境分析を行

う。とくにデザイン空間を，市場における圧力，産業における圧力，重要

なトレンド，マクロ経済の圧力という4つのエリアから認識し，ビジネス

モデルキャンバスの各構築ブロックにどのような影響を及ぼすかを，質問

形式で洗い出す。

例えば産業における圧力は，競合他社，新規参入，代替品，サプライヤー，

ステークホルダーからの影響について検討する。同様にトレンドについて

は，技術，規制，社会，経済の各トレンドを検討する。

� ビジネスモデル評価

定期的にビジネスモデルを評価することは，市場でのポジションを確認

し，適応するための重要なマネジメント活動である。BMGでは，ビジネ

スモデルの全体（BigPicture）からの評価，また各構築ブロックにおけ

る詳細な評価を，SWOT分析の手法を活用し，強み，弱み，機会，脅威
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から分析することを試みる。

� ブルーオーシャン戦略

ハンドブックではとくに，ブルーオーシャン戦略を，提供している価値

やビジネスモデルに疑問を投げかけ，新しい顧客セグメントを見つける強

力な方法ととらえ，ビジネスモデルキャンバスをブルーオーシャン戦略の

ツールとして活用することを試みる。

具体的には，競争のない新しい空間をつくるためのバリューイノベーショ

ンを達成するための，4つのアクションフレームワーク（取り除く，減ら

す，増やす，付け加える）を，キャンバス上で展開する方法について検討

している。

� 複数のビジネスモデル運営

ある企業で新たなビジネスモデルを展開する場合，既存のビジネスモデ

ルと文化や仕組みが異なるため，両者をどのように位置づければいいのか

ということも問題となる。BMGでは，ビジネスモデルの類似性，シナジー

の可能性，衝突の可能性という3つの変数を利用することで，この問題に

対応することを提案している。ビジネスモデルの類似性が高く，シナジー

の可能性も十分あり，衝突の可能性が低い場合は，ビジネスモデルを統合

し，逆に類似性やシナジーの可能性が低く衝突の可能性が高い場合は，そ

れらを分離させる方向で検討する。

ここでも，ビジネスモデルキャンバスを利用している。すなわち，9つ

の構築ブロックをもとに，類似性があるか，シナジーが発生するような組

み合わせがあるか，衝突の可能性があるかを検討する。

3．6 プロセス

このパートでは，これまで説明してきた，ツールとしてのビジネスモデ

―316―



ルキャンバス，パターン，イノベーションのテクニックとしてのデザイン，

戦略を統合し，実際にイノベーションを起こすことができるようなビジネ

スモデルのデザインの汎用的なプロセスについて検討する。それはリソー

スの集結，理解，デザイン，実行，管理という5つのフェーズからなるが，

必ずしもこれらが直線的に進むのではなく，ある場面では同時並行的に行

われることもある。

� リソースの集結

はじめに行うことは，ビジネスモデルデザインのプロジェクトを遂行す

るチームを結成することである。プロジェクトの正当性の確保，組織の既

得権益の調整，異なる視点や知識を持ち込むための組織横断的な人材の確

保，プロジェクト実施の決定権を持つ担当者への報告や根回し等を行う必

要がある。

ここでは，共通言語としてのビジネスモデルキャンバスや，状況を理解

してもうためのストーリーテリングが効果的である。

� 理 解

このフェーズでは，ビジネスモデルを展開するための状況や文脈，つま

りデザイン空間についての理解を深める。既存のビジネスモデルの評価や

現状の枠組みや顧客セグメントを超えた観察をもとに分析を進める。加え

て調査を行いすぎると，調査自体が目的化してしまう危険性があることを

認識する必要もある。

このフェーズでも共通言語としてのビジネスモデルキャンバスの使用が

不可欠だが，ほかにもデザイン方法論として顧客インサイトやビジュアル

シンキング等も活用できる。
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� デザイン

このフェーズでは，プロトタイピングを繰り返し，妥当なビジネスモデ

ルを導き出す。革新的なビジネスモデルを見つけるためには，大胆な発想

を持ち込んだり，早期にアイデアを落ち着かせるのではなくあらゆる可能

性をプロトタイプとして作成し試行したりする必要がある。

このフェーズでもビジネスモデルキャンバスに加えて，多くのデザイン

方法論，戦略分析手法が効果的である。

� 実 行

革新的なビジネスモデルが構築できたら，それを実行する。実行のため

には，実行のために障害となる要素の管理や，他のビジネスモデルとの調

整，メンバーとのコミュニケーション等を行い，関係者を巻き込む必要が

ある。

このフェーズでは，ビジネスモデルキャンバス以外に，複数のビジネス

モデル管理の手法等も効果的である。

� 管 理

革新的なビジネスモデルを実行したら，外部環境からどのような影響が

あるか，逆に外部環境にどのような影響を及ぼすかを認識し調整する必要

がある。そのためには，ビジネスモデル環境の分析や，定期的なビジネス

モデルの評価等が効果的である。

以上のように，イノベーション実現のために，オリジナルのツールであ

るビジネスモデルキャンバスやデザイン・テクニックを活用しながら，戦

略の検討から実践までの一連のプロセスを体系化したものがBMGである。
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4．情報システム設計・開発へのBMGの活用

ここでは，情報システム設計・開発にBMGを活用できるかどうか，い

くつかの視点から比較検討する。

4．1 戦略分析におけるBMGの活用

情報システム設計・開発を方向付ける，いわゆる超上流工程と呼ばれる

経営戦略や情報戦略の策定では，まさに革新的なビジネスモデルを構築す

るための方法論であるBMGが活用できる13）。

事業戦略を策定するための一般的な戦略分析手法としては，前述のよう

にPEST分析，5Forces分析，バリューチェーン分析，3C分析，SWOT

分析等が挙げられる。

BMGでは，ビジネスモデルに関連する顧客やパートナー，主要な経営

資源やプロセス，さらには提供する価値をビジネスモデルキャンバスで俯

瞰的に認識できる。キャンバスには，主要な戦略分析手法で検討すべき多

くの要素が含まれる。

ビジネスモデル環境の分析では，競合他社，新規参入，代替品，サプラ

イヤー，ステークホルダーからの影響について検討したり，技術，規制，

社会，経済の各トレンドを検討したりする。これらも，外部環境を分析す

るPEST分析や5Force分析で検討される視点である。

さらにキャンバスを活用して市場や産業の圧力，トレンド等のビジネス

モデル環境の分析や，各構築ブロックのSWOT分析も行う方法が提唱さ

れている。BMGは従来の戦略分析手法の多くを包含する方法論といえる。

ICT活用を前提に据えた戦略分析ならば，例えば以下のように展開で

きるだろう。

キャンバスの主要リソース構築ブロック（KR）において，クラウドコ
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ンピューティングや蓄積された顧客データ，データ解析手法等，自社が活

用できるICTリソースを認識し，それらが自社にとっての強みなのか弱

みなのかを分析する。ICTリソースを利用することで，顧客へ新たな経

験価値を提案（VP）できたり，主要活動（KA）が手作業からICTベー

スのものに変更されたり，チャネル（CH）の変更があったりと，他の構

築ブロックにも影響を及ぼす。それらICTリソースがもし自社で賄うこ

とができないものならば，提供してもらう外部の業者が重要なパートナー

（KP）となる。パートナーを選択する場合には，ICTの市場価値や強み・

弱み等の分析を行う必要がある。

BMGを活用した戦略策定，あるいはビジネスモデル構築ならば，必ず

ICTが有効に活用できるということではないが，少なくとも，ICT活用

を意識してBMGを活用すれば，ビジネスモデルキャンバスで俯瞰的に確

認したビジネスモデルにおいて，ICTがどのように影響するのかを検討

でき，ICT活用の有効性を高めることに貢献できるのではないだろうか。

4．2 システム計画・分析フェーズにおけるBMGの活用

一方，戦略策定によりICT活用の方向性が決定しても，実際に効果的

なICTベースの情報システム設計・開発につながらなければ意味がない。

すなわち，経営戦略，情報戦略策定と情報システム設計・開発プロセス

（上流工程・下流工程）は密接に関連，あるいは融合しなければならない。

例えば，戦略策定に活用されたビジネスモデルキャンバスを，情報システ

ム設計・開発プロセスでも活用できるだろうか。ここでは，情報システム

設計・開発において利用される図解技法のうち，比較的エンドユーザーが

利用しやすいDFD（DataFlowDiagram）との関連を考えてみる。

� 構造化分析との共通性

DFDは，情報システム分析フェーズにおいて行われる構造化分析のた
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めに開発された図解技法である。DFDは，エンドユーザーがシステムの

特徴を理解できるように物理的ではなく論理的・抽象的な表現ができる，

大きなシステムも取り扱うために機能により分割できる，ユーザーと分析

者との円滑なコミュニケーションを行うためにわかりやすい図を利用する

等，構造化分析に必要な機能が含まれている14）。

このような構造化分析に必要な機能は，BMGにも含まれている。BMG

のキャンバスは，関連するメンバー間でビジネスモデルについて議論する

ための土台となるものであり，エンドユーザーや情報システムの専門家で

も比較的わかりやすい図解技法である。またビジネスモデルを俯瞰的に表

現し理解するためのものなので，とくに個々の詳細なリソースやプロセス

を記述しない。さらにターゲットとなる顧客ごとにキャンバスを作成する

傾向にあるので，ひとつのキャンバスの複雑性を抑え，わかりやすいもの

となっている。

� DFDとビジネスモデルキャンバスとの融合

DFDを利用した分析を行う場合，はじめに記述するものはコンテクス

ト・ダイアグラムである。コンテクスト・ダイアグラムは，分析対象の業

務に関して，データのやり取りをする外部実体を記述する（図4）。これ

により対象業務の範囲を認識することができる。

次に0レベルDFDとして，対象業務の大まかな機能を洗い出し，その

機能を中心としたデータの流れを記述する。これにより業務全体の業務の

概要を認識することができる。
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図4 コンテクスト・ダイアグラムの例



これらの記述の多くは，キャンバスを利用して表現することができる

（図6）。
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図6 キャンバスを利用した業務の表現例



まず外部実体は，顧客セグメントとパートナーの構築ブロックで認識し，

対象となるビジネスモデルの範囲が特定される。業務や機能は主要活動構

築ブロックで認識する。ただしキャンバスは全体のビジネスモデルを俯瞰

することが目的なので，詳細な業務は表現しない。やはり0レベルDFD

で記述するレベルの業務と認識できるだろう。また利用するデータは，主

要リソースで認識することも可能である。ただしキャンバスは価値提案の

ための主要リソースを記述することが基本となるので，必ずしもデータが

表現されるかどうかはわからない。

このように，キャンバスはコンテクスト・ダイアグラムや 0レベル

DFDで記述する多くのことを表現できるが，他方で，データの流れや詳

細な業務を記述するものではない。したがって，システム分析や設計を行

う場合は，DFDや他の図解技法を組み合わせる。

さらにキャンバスには，価値提案や顧客との関係が示されているので，

ブレークダウンして詳細業務を分析する場合も，キャンバスを利用して常

に価値提案や顧客との関係を認識しながら評価ができる。この点は，従来

のコンテクスト・ダイアグラムを超えた効果が期待できる。

4．3 状況的学習の実践におけるBMGの活用

現場での振る舞い方が反映される社会的コンテクストを認識するために

は，BMGのデザイン・テクニックが活用できる。

BMGにおけるデザイン・テクニックは，デザイン思考がベースとなっ

ている。現在注目されているデザイン思考は，DavidKelleyによって設

立されたデザインファームIDEOでの工業製品デザインから始まった15）。

IDEOのCEOであるTim Brownによれば，デザイン思考のアプローチ

は「『人々が生活の中で何を欲し，何を必要とするか』『製造，梱包，マー

ケティング，販売およびアフター・サービスの方法について，人々が何を

好み，何を嫌うのか』，これら二項目について，直接観察し，徹底的に理

―323―



解し，それによってイノベーションに活力を与えること」16）と定義される。

まさに直接観察や顧客とともに過ごすことにより徹底的に顧客を理解する

ことは，顧客のコンテクストの認識を重視する状況的学習観に他ならない。

したがって，Tim BrownやIDEO設立者のDavidKelleyらが提唱し

ている，またBMGでも利用しているデザイン・テクニックの多くは，状

況的学習を推進するテクニックとして認識できる。ストーリーテリングや

シナリオは，現場のコンテクストをより豊かに理解し伝えるための手法で

あり，プロトタイピングも，できる限り現場の状況に近づけた形で試行を

繰り返すことで，現場のコンテクストを理解しつつ完成度を高める手法で

ある。例えば堀内・安積（2009）では，学生がある企業の業務を分析する

際に，DFDと合わせてロールプレイングにより業務が行われる状況を分

析者が自ら体験することで，分析者による業務のコンテクストの理解度が

向上することが実証されている。

BMGのハンドブックには，必ずしも状況的学習というキーワードは使

われているわけではないが，デザイン思考をベースとして実践を繰り返す

BMGからは，状況的学習を実践する方法論としての可能性が見いだせよ

う。

5．むすびにかえて

本稿は，イノベーションを実現するようなビジネスモデルを構築する方

法論であるBMGを，情報システム設計・開発に活用できるかどうかにつ

いて検討し，BMGの特徴であるキャンバスや，そのベースとなっている

デザイン思考は，情報システム設計・開発の有効性を高める可能性がある

ことを示した。しかしながら，あくまでその可能性があることを示したに

すぎず，今後，さらに研究を進めなければならない。むすびにかえて，今

後の研究の方向性の一部を示す。
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例えば，キャンバスの9つの構築ブロックのあいだでどのように影響を

及ぼしあうのか，つまり構築ブロック間の動きを認識すること，あるいは

現状が表現されているキャンバスから新たなビジネスモデルが表現された

キャンバスへどのように移行するのかといった，いわゆるキャンバスのダ

イナミズムについては，ハンドブックでも触れられてはいるが，実践する

には相応の慣れが必要であり，BMGの問題点や限界について検討しなけ

ればならない。

また，本稿はBMGの有効性を検討したが，そのベースとなっているデ

ザイン思考も，経営戦略や学習課程，情報システム設計・開発への適用が

試みられており，あらためてデザイン思考とICTとの関連も検討する必

要があろう。とくに，デザイン思考といくつかの共通点が認識されるソフ

トシステムズ方法論との関連性を検討することで，BMGを活用した情報

化実践にいろいろな示唆を提供することができるかもしれない。

いずれにせよこれらの研究は，まさにBMGを実践的に活用することで，

状況的学習を通じて認識できることであり，実践を繰り返さなければなら

ないことは，言うまでもない。

1） 遠山他（2008），p.74.

2） Avison&Fitzgerald（2006）,pp.31�35.

3） 遠山他（2008），p.132.
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5） 上野（2012），p.35.

6） 市川（2011），pp.51�52.
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1．TPP参加に臨む貿易政策展望

変貌する「モノ」から「キャッシュ」への貿易政策ステージの転換

（要旨）

① TPPの目指すゼロ関税政策は，ドル経済の国際需給ギャップをダイ

レクトに国内経済へ影響させる働きがある。

② 自動車（外需主力）と農業（内需依存）の対立構図となる「ものつく

り」貿易に関心が集る一方で，TPPの狙いは，ドル経済を通じた日本

の金融資産の取り込みにある。

③ 日本では産業空洞化の進む中，円高，低金利で海外進出した日本企業

の対外資産（ODAなど）は主にドル運用されている。またドル外貨準

備高（国富）に対しても，ドルの通貨価値増減（利子率や供給量調整）

を通じて，ドル経済のストロー現象が生じうる。

④ 国際重要商品であるエネルギー商品はドルで国際市場が形成され，基

軸通貨，ドルでなければ購入輸入できない。特に石油は，金融商品（コ

モデティー）化され，巨大なキャッシュフロー・ストックを形成。産油
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国，メジャー・エネルギー資源企業は豊富なドルキャッシュを用いて，

これを運用（証券化，ファンド化）している。ドル・ファクタリングが

エネルギー貿易で重要な課題となる。

⑤ 主要なエネルギー資源，石油は，モノではなくドルキャッシュ金融商

品の性格を持つことから，TPP交渉で展開される資本金融自由市場化

に対しどのような未来図になるか注視していく必要がある。

2．TPPとエネルギー問題：資源商品のドル・キャッシュ化

がすすむことで新たな課題が生じる

① 「急速に収縮する製造ものつくり」と「急拡大する金融キャッシュ」

石油＝キャッシュ（証券化を通じて金融商品化）の運用とリスクマネ

ジメントが課題となる。

② 国際エネルギー資源商品の重要性増大：石油上流部門の優位性拡大

日本の石油精製，消費地精製主義はゼロ関税化で優位性失い消滅もありう

る。

③ 日本の対外資産ODA 300兆円の今後

TPPに関連して2013年インドネシアの資源輸出禁止令など日本エネ

ルギー政策に経済リスク高まる。
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結 語

① 例外なき関税撤廃により内需限定の国内地場産業は衰退進むが「もの

つくり」拠点を失うと経済実体や労働も海外へ移転し国家が立ち行かな

くなるおそれ。

② 急激な貿易自由化によりドル経済と結合の強い金融，エネルギー業界

等は優劣明確化，エネルギー日本企業と英米外資企業のキャッシュストッ

クの差が鮮明になるおそれ。

③ ドルキャッシュ/金融サービスの拡大と運用が貿易政策の課題となる。

世界最大債権国のODA資産運用がエネルギー貿易政策にも大きな要因

となる。
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多国籍エネルギーメジャーであるロイヤル・ダッチ・シェルグループ

（以下，「シェルグループ」と略す）は，40年以上にわたり「シナリオプ

ランニング」という戦略検討手法を活用している。この手法の根底にある

思想は，「未来のことなど，結局，わからない。だが，未来の不確実性の

在り処をとことん調べ，分析的に整理し，そこから実践的に前に向かって

進まなければならない」というものだ。

この手法がシェルグループの経営に決定的な威力を発揮したのが，

1971/73年の「石油ショックシナリオ」である。1973年10月，第4次中

東戦争が勃発し国際石油価格は4倍に跳ね上がった。実は，シェルグルー

プ内部のシナリオプランナー達は，この「石油ショック」が近未来に起こ

りうることを予見し，1972年ころからトップマネジメントとの間で真剣

な対話を続けていた。この予見を重大な経営課題として受け止めたトップ

マネジメントは，もしショックが発生したなら直ちにグループとして何を

なすべきか，対応策を検討するよう各部門に指示を出していた。

―333―

�公開講座〉

経営経理研究所主催

シェール革命が進むも

石油価格の暴落は起こらない？

角
かく

和
わ

昌
まさ

浩
ひろ

・
東京大学客員教授

昭和シェル石油㈱チーフエコノミスト・



ただし，この内部作業のシナリオは中東戦争の勃発を予想したのではな

い。世界の石油供給に対する支配力が，数十年間続いている国際石油会社

カルテルから，産油国へと移行する事態が起こりうることを予見した内容

だった。それでも，この「異端の未来予想」を下敷きに，全社的に事前対

策を立てて実際に発動したのがシェルグループの名声である。

それから40年がたち，国際石油・エネルギーのマーケット構造は，需

要と供給のバランスに従う価格形成から，資金力を持つファンドマネージャ

が原油先物を買い持ちする金融商品化へと進化した。金融商品マーケット

では，短期的に大きな価格変動が現れる。悩ましいところだが，シェルグ

ループは大規模投資と長期安定収益をプロジェクトの目標とするので，短

期的価格変動は今後数十年にわたる価格トレンドの中で吸収される，と見

なす。では，現今，超長期的な価格トレンドに最も影響を与えそうな事象

は何か？ それは北米で進行中の「シェール革命」である。

シェールとは，数千メートルの地下にある頁岩＝泥岩の厚い堆積層のこ

と。この内部に膨大な石油やガスが含まれている場合がある。そこにある

ことは昔から判っていた。が，それを経済的に取り出せる最新技術が，

2000年代後半，北米で実用化され急速に普及しつつあるのだ。5年前，合

衆国は，2020年には大量の天然ガスを輸入せねばならぬ見通しだった。
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それが現在，LNGの形で輸出を見込む勢いである。

「シェール革命」が今後，世界の石油・天然ガス供給を大きく増やすか

どうかは，この革命がとりわけ資源量が豊かな中国に伝播するか否か，に

因る。全世界的な革命が起こるというシナリオに従えば，国際石油・エネ

ルギー価格は長期的には，軟調となろう。

（文責 角和昌浩）
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平成24年12月21日（土）文京キャンパスC201教室において拓殖大

学知的好奇心講座が開催され，北出 亮拓殖大学教授による表記の発表が

行われた。87名の参加者があり盛会裏に終了した。以下は要約。

1．は じ め に

筆者は，国際社会における日本人の対人コミュニケーションのあり方を

研究するため，また担当する異文化コミュニケーション論の講義内容とし

て，これまで日本人独特な「義理人情」や「言霊」「察し」「甘え」など伝

統的な人間関係と，現代日本社会における親子関係，地域社会との関係な

ども研究してきた。

2010年1月30日の「NHKスペシャル」の番組で放送された「無縁社

会」では，孤独で引き取り手のない3万2千人の「無縁死」の存在が大き

な社会現象となった。また2011年の東北大震災では，「家族の絆」が大き

くクローズアップされた。

日本では既に不登校やひきこもり，家庭崩壊など，コミュニケーション
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と関わる様々な社会問題が発生しており，日本人の対人関係に大きな変化

が生じていると考えていたので，社会現象としての日本人の「縁」や「絆」

をコミュニケーション学の視点から研究を行うことにした。

2012年10月に本研究所の第5回月例研究会で「日本の共同体社会にお

ける無縁化構造とその再生」と題して「無縁社会」に関して研究発表する

機会を頂いたが，「日本の共同体の無縁化構造」の解明については十分で

はなかった。

そこで日本人の他者との関係性，特に無縁者のコミュニケーションに何

か問題があると仮説をたて，その鍵となる「縁の構造」を探ることにした。

その後，研究が進み，構成要素としての「有縁」「無縁」の関係や働き

が明らかになりようやく研究をまとめることができた。そのようなおり，

本講座の依頼を頂いた次第である。申込み締め切りの関係で論文としてま

とめることはできなかったが定年最後の年の12月に研究成果を発表でき

たことは光栄である。

2．行旅死亡人と他者との関係性の問題

NHKが発表した3万2千人の無縁死というのは「行旅病人及び行旅死
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亡人取扱法」 にある行旅死亡人である。官報記載の行旅死亡人の特徴を

分析すると，氏名や本籍・現住所が不明で，死亡原因は病気・餓死・自殺

が多く，屋外で死亡し，所持品はなく，中高年の男性が多いことが分かっ

た。

死亡に至る背景として，他者との関係性の希薄化や断絶があり，経済状

況と健康状態の悪化がある。これらの3つの要因が重なった時，無縁死に

なる確立が極めて高いことが分かった。

3．希薄化の実態 日本人は世界で一番他者との付き合いが希薄

2010年の朝日新聞の調査では三分の一の人達が，近所付き合いは「ほ

とんど」や「あまりしていない」と回答している。その付き合いの内容は

50％が立ち話で，35％が挨拶する程度と答えている。その希薄化の主な要

因としては，核家族と単身世帯の増加，非正規社員の増加，過疎地域増加，

近所付き合いの希薄化がある。

OECD 2006年の友人・同僚・社会・家族等との「付き合いの無い人」

の国際比較を見ると，日本は調査21カ国中，付き合いの無い人が15.27％

と一番高く，日本人の対人関係の希薄度の高さが際だっている。

4．縁の構造を探る

無縁死の最大の要因は，世界と比べても飛び抜けている日本人の他者と

の付き合いの低さ，即ち縁や絆，コミュニケーションなどの関係性の希薄

化や断絶であると言えるのではないか。アメリカ人は困ったら平気で他者

に助けをもとめるが，日本人は，自分の行動や生き方に対する「自己責任」

の風潮があり，他者の助けについては「迷惑がかかるから」，「恥ずかしい」

などと答えることが多い。最悪の状態を前にして日本人はなぜ他者に助け
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を求めないのか。日本人の他者との関係性に何か問題があると推測し，そ

の鍵となる「縁の構造」を探ることにした。

1） 縁，コミュニケーション，絆の意味と関係性

縁は，人と人のつながり・出会い・巡り合わせなどを意味し，密度によっ

て有縁と無縁に分かれる。コミュニケーションは，有縁・無縁の別なく言

葉などによるやり取りを他者と行うことであり，絆は，縁やコミュニケー

ションが進化し相手との関係が深まる状態である。

2） 日本人の有縁・無縁関係図

大まかに分けて日本人の有縁と無縁関係は3層構造で，まず内側には強

い義理・本音・甘えなどの「強い有縁関係」を持つ家族・親友がいる。そ

の外側は友人・知人など「普通の有縁関係」で，会社や地域社会における

建前や普通の義理人情の世界である。更にその外側は「無縁関係」の世界

で，赤の他人の世界である。

さらに，日本人は，有縁者と無縁者を区別し，有縁集団内では，縁の強

弱により交流をするが，特別な理由がない限り無縁の赤の他人とは交流を

差し控える。

3） 外国の有縁者と無縁者

中根千枝（たて社会の人間関係）や加藤秀俊（人間関係）によると，ア

メリカ人とインド人，中国人は有縁者と無縁者を日本人のように区別せず

に声をかけ，交流する。たとえ無縁者でもネットワークで親戚や地域の誰

かとつながっている可能性があるので縁を作るのである。アメリカでは無

縁者同志の交流から，大人の社交術が生まれている。
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5．無縁者の状況やコミュニケーションの問題点

無縁者は単身で，所属や居場所がなく，生き甲斐は少ない。自由で束縛

はないが，自立できず，孤立化している。

無縁者は多くの場合，地縁・血縁・社縁が希薄し頼れる人がいない場合

が多い。そこで，助けを求めるため自分にとって無縁の赤の他人と接触す

る必要があるが，付き合い方がわからないし，見知らぬ他人と会話するの

は抵抗ある。

6．孤独死を防ぐ方法と問題点

国は地方自治体等と協働して，生活保護受給者や低所得，ホームレスな

どを含む一人暮らし世帯が，地域で安心して暮らせるための支援を行うこ

とを目的とするセーフテイネット支援対策等事業などおこなっている。地

方自治体も既に，訪問，介護予防，見守り・声かけ，ディサービス，安否

確認など様々な対応がとられている。地域のコミュニティでも，NPO法

人を設立し，団地居住者と契約し，安否確認から葬式や納骨までの完全サ

ポート体制をとっている先駆的なところもでてきた。

これら公共の様々な支援が行われている一方で，多くの孤独死が発生し

ているが，「無縁死の定義」が定まらないため行旅死亡人の統計的な全国

調査がまだ実施されておらず，適性な対応策がとられていないのが実情で

ある。

ちなみに，無縁死，孤独死，孤立死の意味の違いは，無縁死は「身元不

明で引き取り手なしの者を言い」，孤独死は「独り暮らしで看取る人なく

自分の住居内で病気等での死亡を言い」，孤立死は「社会的に孤立し住居

内で死後他者に気づかれずに遺体が発見されることを言う」が一般的な意
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味となっている。

7．まとめ：無縁社会で求められるコミュニケーション力

世界の統計比較から日本人は世界で最も対人関係が希薄であることが分

かったが，行旅死亡人の調査から無縁死の最大の要因は，他者との関係性

の希薄化・欠如であると分析した。その希薄化の原因として，日本人は他

者を有縁者と無縁者に分け，赤の他人である無縁者との接触は避けるとい

う日本独特な縁構造があり，それが関係性の希薄化をさらに進ませ，無縁

死と大きく関わっていると推測される。

日本人の人間関係の希薄度が極めて高いことから，他者との関係性，即

ち縁や絆の強化・維持を図るべきで，これを進める公共の方略や個人の努

力が求められる。同時にアメリカ人が無縁の他者との交流で築き上げた，

社交術やマナーのように，日本独特な縁の構造，即ち無縁者に対する接触

や交流を行えるような社交術，コミュニケーションスキルの研究がもとめ

られる。
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○拓殖大学 研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経

済研究所，言語文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研

究所」という。） が発行する紀要は，研究成果の多様な学術情報の発表の場を提

供し，研究活動の促進に供することを目的とする。

（種類）

第2条 研究所は，次の紀要を発行する。

� 経営経理研究所 紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所 紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所 紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所 紀要『拓殖大学理工学研究報告』

� 人文科学研究所 紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

（投稿資格）

第3条 研究所が発行する紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1

名）は，原則として研究所の研究員でなければならない。

2 研究所の編集委員会（以下「編集委員会」という）が認める場合には，研究員

以外も，投稿することができる。

（著作権）

第4条 研究所が発行する紀要に掲載された著作物の著作権は，研究所に帰属する。

2 研究所が必要と認める場合には，投稿者の許可なく，著作物の転載や引用を許

可する。ただし，事後に投稿者に報告するものとする。

3 研究所の紀要に掲載した著作物は，電子化しコンピュータネットワークを通じ

て，本学のホームページ等に公開するものとし，投稿者はこれを許諾しなければ

ならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿する原稿は，研究所の執筆要領に指示に従って作成する。

2 投稿する原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。
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3 学会等の発行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，研究

所の紀要に投稿することはできない（二重投稿の禁止）。

（原稿区分他）

第6条 投稿区分は，別表1，2のとおり，定める。

2 投稿する原稿の区分は，投稿者が選定する。ただし，研究所の紀要への掲載に

あたっては，査読結果に基づいて，研究所の編集委員会の議を以て，投稿者に掲

載の可否等を通知する。

3 研究所の紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成

し，投稿した原稿のキーワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表

や文献の使用あるいは引用は，認めない。

4 研究所研究助成を受けた研究成果発表（原稿）の投稿区分は，原則として論文

とする。

5 研究所研究助成を受けて，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録と

して掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

2 投稿者には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希望

する場合は，超過分について有料とする。

（正誤の訂正）

第8条 印刷上の誤りについては，投稿者の申し出があった場合，これを掲載する。

ただし，印刷の誤り以外の訂正や追加は，原則として取り扱わない。

2 投稿者の申し出があり，研究所の編集委員会がそれを適当と認めた場合には，

この限りでない。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，研究所の編集委員会の議

を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営員会委員長が

決定する。
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附 則

この規則は，平成26年4月1日から施行する。
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別表1 原稿区分（理工学総合研究所以外）

� 論 文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について

明確であり，独創性および学術的価値のある研究成果をまとめ

たもの。

� 研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に

準じる）。

新しい方法の提示，新しい知見の速報などを含む

� 抄 録 研究所研究助成要領第10項�に該当するもの。

� その他 上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（判例研究，解説論

文，調査報告，資料，記録，研究動向，書評等）については，

編集委員会において取り扱いを判断する。

また，編集委員会が必要と認めた場合には，新たな種類の原稿

を掲載することができる。

別表2 原稿区別（理工学総合研究所）

� 展望・解説，� 設計・製図，� 論文，� 研究速報，� 抄録（発表作品

の概要を含む），� 留学報告，� 公開講座，	 学位論文



『拓殖大学 経営経理研究』執筆要領

1．発行回数

本紀要は，原則として年3回発行する。各回の発行について，以下の原稿提出

締切日を設ける。

第1回 5月末日締切 ―9月発行

第2回 9月末日締切 ―12月発行

第3回 12月末日締切 ―3月発行

紀要冊子としての発行のほか，拓殖大学経営経理研究所（以下，「当研究所」

という）のホームページにもその内容を掲載する。

2．執筆予定書の提出

本紀要に投稿を希望する者は，『拓殖大学 経営経理研究』執筆予定表を当研究

所に提出しなければならない。各年度における執筆予定表の提出期限は，別に定

めるものとする。

3．使用言語

使用言語は，原則として日本語又は英語とする。

これら以外の言語で執筆を希望する場合には，事前に経営経理研究所編集委員

会（以下，「編集委員会」という）に申し出て，その承諾を得るものとする。

4．様 式

� 投稿区分の指定

投稿規則に示された，「論文」，「研究ノート」，「抄録」以外の「その他」に

あたる投稿原稿は，「資料」，「調査報告」，「判例研究」，「書評」，「公開講座」，

「文献紹介」，「学会展望」，「その他」のいずれかに区分される。

� 字数の制限

投稿原稿は，A4縦版，横書きで作成し，原則として下記の字数を上限とす

る。図表についても挿入部分に対応した文字数で換算し，制限に含める。日本

語以外の言語による原稿についても，これに準ずる。

ただし編集委員会が許可した場合に限り，同一タイトルの原稿を複数回に分

割して投稿することができる。その場合，最初の稿で投稿記事の全体像と分割

回数を明示しなければならない。
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Ⅰ 論文，研究ノート 24,000字

Ⅱ 資料，調査報告 20,000字

Ⅲ Ⅰ，Ⅱ以外 6,000字



� 投稿原稿の取扱

投稿原稿の受理日は，完成原稿が編集委員会に到着した日とする。

投稿原稿原本は編集委員会に提出された原稿とし，その写しを投稿者が保管

する。

� 投稿原稿は，原則としてワープロ・ソフトで作成したものに限定する。

� 原稿作成にあたっては，A4用紙を使用し，原則として，日本語原稿は横書

きで1行33文字×27行，英文原稿はスペースを含め1行に半角66文字，ダ

ブルスペースで作成すること。

� 数字はアラビア数字を用いること。

� 上記以外の様式で投稿する場合には，編集委員会と協議する。

5．表 紙

投稿原稿の提出に際しては，「『拓殖大学 経営経理研究』投稿原稿表紙」に必

要事項を記入し，ホームページでの公表を認める捺印を行った上で提出すること。

6．図・表・数式の表示

� 図・表の使用は必要最小限にとどめ，それぞれに通し番号と図・表名を付け，

本文中の挿入位置を指定する。図表についても挿入部分に対応した文字数で換

算し，制限に含める。

� 図・表は，そのまま印刷できる形式で作成すること。

� 数式は，専用ソフトを用いて正確に表現すること。

7．注・引用・参考文献

� 注は，必要箇所の右肩にアラビア数字で通し番号をつけることで，記載があ

ることを示すこと。

また，注記内容は文末，あるいは注をつけた部分の記載頁の下に記載するも

のとする。参考文献の表記は，文末に一括して記載するものとする。

� 英文の場合は，TheChicagoManualofStyleを準用する。

8．電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会による審査後，編集委員会により指示された修正・加筆な

どが済み次第，完成原稿のデジタルデータと，それをプリントした出力原稿1部

を提出すること。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿論文等データを保管しておくこと。

9．掲載の可否，区分の変更，再提出

� 投稿原稿の採否は，編集委員会が指名する査読者の査読結果に基づいて決定

する。

� 投稿した原稿を，編集委員会の許可なしに変更してはならない。
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� 編集委員会は，投稿者に若干の訂正や部分的な書き直しを求めることができ

る。

� 編集委員会において本紀要に掲載しないことを決定した場合には，拓殖大学

経営経理研究所長名の文書でその旨を執筆者に通達する。

10．校 正

掲載が認められた投稿原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，

編集委員会と所長が三校を行う。

校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

校正は，所長の指示に従い迅速に行う。

投稿者による校正が決まられた期日までに行われない場合，紀要掲載の許可を

取り消すことがある。

11．改 廃

この要領の改廃は，経営経理研究所会議の議を経て，経営経理研究所長が決定

する。

附 則

本要領は，平成26年4月1日から施行する。
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